
ご契約のしおり
約款    

医療保障保険（個人型）

7

この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載
されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほ
どお送りする保険証券とともに大切に保管してくだ
さい。
また、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている

「保険金などのご請求手続きとお支払事例」には、
保険金などのご請求手続きやお支払いできる場
合、お支払いできない場合の具体的な事例などを
記載しておりますので、あわせてご覧ください。

第一生命コンタクトセンター

0120-157-157
受付時間　月～金曜日

土・日曜日
9：00 - 18：00
9：00 - 17：00

（祝日・年末年始を除く）

ご加入の生命保険に関するお手続き・お問い合わせ

説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分に
ご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
特に

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など社員の
役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。

●クーリング・オフ制度（ご契約のお申し込みの
　撤回またはご契約の解除） 15
●告知義務 18
●ご契約の成立と保障の責任開始期 20
●給付金などをお支払いできない場合 31

●保険料のお払い込み 36
●払込猶予期間とご契約の効力 38
●効力を失ったご契約の復活 39
●解約 44

契企〔登〕14316-01 登 C16P0352（2016.11.22）②○ 7分冊　2017年4月版

〒100-8411　東京都千代田区有楽町1-13-1
電話　03-3216-1211（大代表）
インターネットホームページ　http://www.dai-ichi-life.co.jp/
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ご契約のし͓Γ

約ɹ

ご契約にͭいてのॏཁ߲ࣄ、ॾ手続き、税法上の取り扱いなど、
ͥͻ知っていただきたい߲ࣄをΘ͔り͢く説明していま͢ɻ

「ご契約にͭいてのとりきめ」をࡌهしたので、ී通保険約款と
ಛ約߲͕ありま͢ɻ

͜のࢠには、ご契約にう大な͜ͱがらがࡌهさΕています。
ඞͣご一ಡいただ͖ますようお願いいた͠ます。

͜のࢠの内容は、ͭ ͗の̎ͭの෦でߏ成さΕていま͢ɻ

ʮ˻ご契約の͠おりʵ約ʯࢠのऔりѻい˼
͓ਃしࠐΈ࣌に「ご契約のし͓りʵ約款」ࢠの༣ૹをر͞Εた߹またご契約ऀのຬྸが��
。ご契約ऀॅॴあてに༣ૹͤ͞ていたͩきます、ޙҎ্の߹、ご契約のঝࡀ
ご契約の͓ਃしࠐΈલに「ご契約のし͓りʵ約款」ࢠのखަをر͞ΕΔ߹、ࣾの୲ऀに
͓ਃしग़ͩ͘͞い。



ॅॴ、ి ൪߸ͳͲの͓٬͞まใにมߋがあͬた߹ご
݁ࠗͳͲにΑり໊ٛがมΘͬた߹、͓ खଓきがඞཁです。

通信先変更などの場合 ページ50

ॅॴ͕มわͬ ・໊ͨ લ͕มわͬͨ

ҾӽҾӽ

保険ྉの͓いࠐΈがͳ͘ޮྗがͳ͘ͳͬ
た߹でも、もとにす͜とができます。

͜Μなͱ͖ʜまͣは୲当の৬һまたは
おۙくの第一生命までご࿈བྷください

給付金などのご請求方法 ページ34 ページ44効力を失った
ご契約の復活

ޮྗΛࣦͬͨܖΛͱにͨ͠い保険 いͨ͠ٻۚΛڅۚ・

˙͜のࢠには、ご契約にう大な͜ͱがらがࡌهさΕています。
　ͥͻ、ご一ಡいただくようお願いいた͠ます。

ඃ保険ऀのࢮ、ೖӃͳͲにΑり保険ۚڅ
ۚを͞ٻΕΔ߹、͓ खଓきがඞཁです。

ご契約ऀࢮ保険ۚडऔਓをมߋすΔ͜
とができます。

保険契約者・
受取人の変更

ページ49

いͨ͠ߋऀडऔਓΛมܖ

受औ人"
（）

受औ人#
（࠺）

˙͜のࢠの༰は、つ͗の̏つの෦にかΕています。

ご契約のし͓Γ

ఆɹ

約ɹ

ࣾの৫ۀࣄӡӦのجຊとͳΔنଇͳͲを記載したものです。

ご契約についてのॏཁࣄ項、ॾखଓき、੫๏্のऔりѻいͳͲ
ͥͻͬていたͩきたいࣄ項をΘ͔りす͘ごઆ໌しています。

「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、
普通保険約款と特約条項があります。

第一生命コールセンター

������������ 受付時間 9：00～17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

その他のお問い合わせ先については、巻末に掲載しています。

ご加入の生命保険に関する
お手続き・お問い合わせ

ҩྍ保ো保険ʢݸਓܕʣ

νΣοクཝ

ओ契約

ご契約の
しおり 約款

ページ

����

˔�ओ契約のࢧࣄ༝のৄࡉについて、ຊࢠの「څۚͳͲの͓ࢧい」͓Αͼ「約款」を͓ಡΈͩ͘͞い。
。いにあたͬてॴఆの条݅がありますのでごཹҙͩ͘͞いࢧ͓˔

おਃ͠ࠐみのओ契約に νΣοクさΕ、
༰を確ೝさΕΔͱ͖にご׆༻ください。
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ࣾの৫ܗଶについて
ਓใの͓औりѻいについてݸ
ҩྍ保ো保険契約༰ొ੍
রձ੍࣌ࠪఆࢧ
保険ֹۚͳͲのݮ
ੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢ

ձ社・੍ のごҊ

保険契約のక݁とੜ໋保険ืूਓのݶݖ
ご契約͓ਃしࠐΈखଓきのࡍのཹҙ
ΫʔϦϯάɾΦϑ੍ʢご契約の͓ਃしࠐΈの
ఫճまたご契約のղআʣ
保ো༰のݟしを
ΕていΔ͓٬͞ま͞౼ݕ
をલఏとして৽たͳご契約のֹݮのご契約のղ約ɾࡏݱ
͓ਃしࠐΈをݕ౼͞ΕていΔ͓٬͞ま
ٛࠂ
ご契約のཱと保োの։ظ࢝

ご契約に͠ࡍて

��
��
��
��
��

保険ྉの͓いࠐΈ
保険ྉをまとめていࠐΉํ๏
ࠐ༛༧ؒظとご契約のޮྗ
ޮྗをࣦͬたご契約の෮׆
ࢉの保険ྉਫ਼ࡍいのࢧۚͳͲの͓څ

�ҩྍ保ো保険ʢݸਓܕʣ
�

อݥྉについて

อݥの͠くみ

いࢧ付金などのおڅ

ご契約ޙについて
ղ約
保険契約 ɾऀडऔਓのมߋ
通৴ઌมߋͳͲの߹
契約ऀۚ
ੜ໋保険ྉ߇আ
ۚͳͲの੫๏্のऔりѻいڅ
保険ূ݊のฆࣦまた౪の߹

��
��
��
��
��
��
��

๏ํٻۚͳͲのごڅ
ҩྍ保ো保険ʢݸਓܕʣ
߹いできͳいࢧۚͳͲを͓څ

��
��
��

約

ʮ約ʯのߏ ��

��ҩྍ保ো保険ʢݸਓܕʣ普通保険約款

ҩྍอোอݥ（ݸ人ܕ）

��

��
��
��
��
��
��

特約ٻఆཧࢦ
ҩྍ保ো保険ʢݸਓܕʣ༻特ఆ࣬පɾ෦Ґ
ෆ୲保特約
ஂମɾऔѻ特約
४ஂମɾऔѻ特約
ஂମ݄औѻ特約
४ஂମ݄औѻ特約
保険ྉ࠲ޱৼସ特約

ಛ約߲
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ご契約のしおり

　ご契約にͭいてのॏཁ事߲、ॾ手続き、੫๏্のऔりѻいなど 
ぜひ知ͬていただきたい事߲をわかりやすくご説明しています。

（˞） 2016年10月ࡏݱのおऔりѻいをご説明しており、কདྷ的に 
มߋされることもあります。

会
社
・
制
度
の
ご
案
内

ご
契
約
に
際
し
て

保
険
の
し
く
み

保
険
料
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

給
付
金
な
ど
の
お
支
払
い
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తผくじ

■ご契約に際して

ご契約にࡍしてաڈのইපྺ、ࡏݱの
。ͳͲを͓たͣͶしますۀঢ়ଶ৬߁݈

ओͳ保険༻ޠをごઆ໌しています。

�ճの保険ྉをࣾがड͚औͬた࣌
ʢࠂのલにड͚औͬた߹ࠂの࣌ʣ
͔Β保োが࢝まります。

ઐ༻ޠのҙຯ͕わ͔Βͳい

保োの։ظ࣌࢝ΛΓͨい

主な保険用語のご説明
ページ
8

告知義務
ページ
18 ご契約の成立と

保障の責任開始期 ページ
20

にͭいͯΓͨいࠂ

■ご契約後について

■保険料について

ご契約の͓खଓきํ๏とごཹҙいたͩき
たい͜とをごઆ໌しています。

ਃ͠ࠐΈの手続きํ๏Λ
Γͨい

ご契約お申し込み手続き
の際の留意点 ページ

14

保険のし͘ΈڅۚͳͲの͓ࢧいに
ついてごઆ໌しています。

保険の͘͠Έ保ো༰Λ
Γͨい

保険のしくみ

給付金などのお支払い

ページ
23

ページ
21 〜

ページ
25 〜

ページ
33

��ҎであΕ、͓ ਃしࠐΈのఫճま
たご契約のղআができます。

ਃ͠ࠐΈΛఫճͨ͠い

クーリング・オフ制度

ページ
15ご契約のお申し込みの撤回

またはご契約の解除（ ）

を͠た日ʁࠂ อݥྉを
ͬた日ʁ

保険ྉの͓いࠐΈがͳ͘ޮྗがͳ͘
ͳͬた߹でも、もとにす͜とができ
ます。

効力を失ったご契約の復活
ページ
39

ޮྗΛࣦͬͨܖΛ
ͱにͨ͠い

ॅॴɾి ൪߸ͳͲの͓٬͞まใにม
͓、があͬた߹ߋ खଓきがඞཁです。

ページ
47通信先変更などの場合

ॅॴ͕มわͬͨ

104保険契約者・
受取人の変更 ページ

45

ご契約ऀࢮ保険ۚडऔਓをมߋす
Δ͜とができます。

いͨ͠ߋऀडऔਓΛมܖ

受औ人"
（）

受औ人#
（࠺）

ご契約いつでもղ約すΔ͜とができ
ます。

保険Λղͨ͠い

解約
ページ
44

ड͚औΔڅۚͳͲに、՝੫͞ΕΔも
のとඇ՝੫とͳΔものがあります。

੫ۚにͭいͯΓͨい

ページ
49給付金などの

税法上の取り扱い

੫金ʁ

ੜ໋保険ྉのҰఆֹがॴಘ͔Β߇আ͞Ε
Δ੍があります。

生命保険ྉ߇আにͭいͯ
Γͨい

ページ
48生命保険料控除

ご݁ࠗͳͲにΑり໊લがมΘͬた߹、
͓खଓきがඞཁです。

通信先変更などの場合
ページ
47

໊લ͕มわͬͨ

ඃ保険ऀ͕入ӃΛ͞Εͨ
合ɺ͘ͳΒΕͨ合
に・・・

お手続きにあたりましては、
当社の担当者または
コンタクトセンターまで
ご連絡ください

0120-157-157
第一生命コンタクトセンター

給付金・保険金を
ご請求の際

༝に֘ͯ͠いる͔ࣄࢧ
ご֬ೝͩ͘͞い

給付金などの
お支払い

給付金などを
お支払いできない場合

ページ
30

ページ
29

ページ
33

ページ
31 〜

〜

ごٻのお手続きの֓ཁΛ
ご֬ೝͩ͘͞い

給付金などの
ご請求方法 ページ

26 〜
ページ
28

։始ظʁ อݥྉの
おいࠐみʁ

おਃࠐ༰の
ご確ೝʁ

保険証券と
「ご契約のしおり－

約款」で
ご契約の内容を
ご確認ください

保険ྉの͓いࠐΈのํ๏ʢܦ࿏ɾճʣ
をมߋしたり、保険ྉをまとめていࠐΉ
͜とができます。

保険ྉのいํΛม͑ͨい
保険ྉΛ·ͱΊͯいͨい

保険料のお払い込み

保険料をまとめて
払い込む方法

ページ
36

ページ
38
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Δ੍があります。

生命保険ྉ߇আにͭいͯ
Γͨい

ページ
48生命保険料控除

ご݁ࠗͳͲにΑり໊લがมΘͬた߹、
͓खଓきがඞཁです。

通信先変更などの場合
ページ
47

໊લ͕มわͬͨ

ඃ保険ऀ͕入ӃΛ͞Εͨ
合ɺ͘ͳΒΕͨ合
に・・・

お手続きにあたりましては、
当社の担当者または
コンタクトセンターまで
ご連絡ください

0120-157-157
第一生命コンタクトセンター

給付金・保険金を
ご請求の際

༝に֘ͯ͠いる͔ࣄࢧ
ご֬ೝͩ͘͞い

給付金などの
お支払い

給付金などを
お支払いできない場合
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30

ページ
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33
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31 〜
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28
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保険証券と
「ご契約のしおり－

約款」で
ご契約の内容を
ご確認ください

保険ྉの͓いࠐΈのํ๏ʢܦ࿏ɾճʣ
をมߋしたり、保険ྉをまとめていࠐΉ
͜とができます。

保険ྉのいํΛม͑ͨい
保険ྉΛ·ͱΊͯいͨい

保険料のお払い込み

保険料をまとめて
払い込む方法
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36
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38
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Ǣ ሠᄽ⾷ǢǕǦȢ⾸ 

保険ቃ⫻がᛙ̒したときに、Ѡಙᣞຎにǚǚわら

ǩ、֧ڤとしてǬれまでと同一の保⭿内容・࣠準日

ⲥでの保⭿を継Ữできる制度のことをいいます。更

ᄽの際は、更ᄽ日現在の保険౫⽶・保険ᄦ率によǲ

て保険ᄦがԙ╹ᶟされるため、保険ᄦは⢡高くな

ります。ごযẇにؔ⅋ǿれけなが出しᨃおらǚ

更ᄽされます。 

 ⾸᮪ῲؘ⾷ǢǞǰǝȏܝ 

ご契約のおᨃし⡛みまたは൩ᘍに際して、⣏ڸの҈

ᩰᔇ（҈ᩰ۵・ᗁ᪭ቃ間なǸ）・現在のѠಙᣞຎ・

⟘Χの⭿્ᣞຎ・ᏡなǸについての✤問に対し

て、事ીをありのまま正にもれなくおᵼǗいただ

くῲؘのことをいいます。 

 ⾸ǢǞǰǝȏいǾȢ⾷ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ 

᮪されなǚǲたり、事ܝ᮪事ⱼについて、事ીをܝ

ીと⣖Ǖことをܝ᮪されたりした場合は、「ܝ᮪ῲ

ؘ⣖ۀ」としてご契約が╫除されることがありま

す。  

Ǧ ড⾷ǦǲǢǕ⾸ 

ᤝ̔ቃ⫻内に保険ᄦのお払い⡛みがなく、ご契約の

するがডわれることをいいます。ご契約がডמ

と、保⭿がないᣞຎになり、保険⦘・Ổ͛⦘なǸを

お支払いできないことになります。 

࿀ͦᥴ☔ᕷ͆⾷ǦǵいǯいșǪいǜȔǕǺȢ⾸ 

Ⓚ保険ษ事なᣀいなきで求請をǸな⦗͛Ổが

があるときに、受取͆のͦ理͆として、ǬのỔ付金

なǸを請求する͆のことをいいます。指定ͦ理請求

͆は、ごযẇまりなとᅀたし定指めǧǚらあが

す。  

 ნཌ⭈ಏ⾷ǦǾȘいǡȢǸ⾸ 

Ổ͛⦘なǸのお支払いに関する限度のことをいい

ます。 

 ӱ⭐Ổ͛⦘ǽნཌ⭈ಏ 

のӱ⭐についての支払日ᄋの限度と⢡ࡋ１

ᶟの支払日ᄋの限度があります。 

 

 ნཌዶᆣᡄ会֝ಏ⾷ǦǾȘいǤǵいǧǦȖǕǚいǪいǸ⾸ 

保険⦘なǸのお支払いのᄺまたは保険契約なǸ

の╫除、取ᘲもしくはᠪのᄺのڹとすること

をᬶとして、۬生命保険会社なǸの保ሱする保険

契約なǸに関する事ⱼをӽ同して利᧸する制度で

す。 

 

 ნཌ̗ᨁ⾷ǦǾȘいǧȕǕ⾸ 

保険⦘・Ổ͛⦘なǸが支払われる場合のことをいい

ます。 

 
Ⓚ保険者のᔎ̭、ӱ⭐ 

   

 ˩যẇ⾷ǦȔǠいȓǞ⾸ 

ご契約のɡースとなる部ոで、ẇᓝのǕǰᇃ⢡保険

ẇᓝに記載されている契約内容のことをいいます。 

 ▧ዶ⾷ǦȢǤ⾸ 

▧ዶٛ扱いのご契約にᨃし⡛まれた場合には、ഝ社

の指定するٛృにより問▧・Ꮀ▧をさせていただき

ます。また、ؘأ先なǸの定ቃѠಙ▧ᄺのệእをご

利᧸いただくᅀ法、᧯ܶ保険Ⱒယॲ（生命保険ٴ会

の定める資をሱする者）のⰢယअܝによるᅀ法な

Ǹもあります。 

Ǫ ᧯ܶ保険؞⮥͆⾷ǪいȐいȊǠȢȋǦȔǕǺȢ⾸

生命保険契約の؞⮥を行Ǖ͆のことをいいます。ഝ

社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担

ഝ者）は、おૃさまとഝ社の保険契約の͒を行Ǖ

者で、保険契約ἦệのͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はあり

ませȢ。 

 ᧯ܶ保険Ⱒယॲ⾷ǪいȐいȊǠȢȐȢǪǳǦ⾸ 

生命保険のご契約の際、ܝ᮪事ⱼなǸを認する͆

のことをいいます。生命保険ٴ会が行Ǖ資▿に

合した者が、生命保険Ⱒယॲとして認定されま

す。 

 ⛬ͷ⫳ቃ⾷ǪǜǺȢǚいǦǜ⾸ 

ご契約のἦệまたは൩ᘍに際して、ഝ社がご契約上

の保⭿を⫳始する時をいいます。なお、൩ᘍが行わ

れたご契約においては、ሬ後の൩ᘍの際の責任⫳始

ቃとします。 

た ᵥ⿀ࡋ保険ᄦӛഝ⦘⾷ǯいいǲǚいȊǠȢșȖǕǧȔǕǷǕǜȢ⾸

ご契約のおᨃし⡛み時にお払い⡛みいただくお金

のことをいいます。ご契約が༔ᴗした場合には、ᵥ

 。保険ᄦにӛഝされますࡋ１

ͦᥴ☔ᕷ֝ಏ⾷ǯいșǪいǜȔǕǪいǸ⾸ 

Ⓚ保険ษ事なᣀいなきで求請をǸな⦗͛Ổが

があるときに、ཀ定のͦ理͆がỔ付金なǸを請求で

きる制度のことをいいます。 

 

ό 
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い ʶྯཌ⾷いǲǚǳǿȘい⾸ 

月払契約の場合で、ഝ月ոͨ後の保険ᄦをまとめて

お払い⡛みいただくことをいいます。 

 ٛ᪭保⭿保険যẇԑ⩜֝ಏ⾷いșȖǕȊǦȖǕȊǠȢǠいȓǞないȗǕǷǕȜǞǪいǸ⾸ 

保険契約のお引き受けのᄺのڹとすることを

ᬶとして、۬生命保険会社が保険契約に関する

⩜事ⱼをӽ同して利᧸する制度です。 

ǚ ╫ẇ⾷ǚいȓǞ⾸ 

保険ቃ⫻の⢛中で、ごযẇᜈᘲを約契ごでථの

させることをいいます。╫約されますと、ͨ後の保

⭿はなくなります。 

 ╫ẇ⡫༻⦘⾷ǚいȓǞȇȢれいǜȢ⾸ 

ご契約を╫ẇされた場合なǸに、ごযẇ払支おに

いするお金のことをいいます。なお、この保険契約

に対する╫約⡫༻金はありませȢ。 

ǜ Ổ͛⦘⾷ǜȔǕȄǜȢ⾸ 

Ⓚ保険Ǹなきとたれさ⭐ӱりよにȴȹȓᕧᩰが

にお支払いするお金のことをいいます。 

 
ӱ⭐Ổ付金、ᗁ᪭Ổ付金 

 

 Ổ͛⦘͆ۄۅ⾷ǜȔǕȄǜȢǕǠǷșǺȢ⾸ 

Ổ͛⦘を受け取る͆のことをいいます。Ổ付金受取

͆はごযẇはたま者約契ご、おな。すまし定指が

Ⓚ保険。すまり限にǚれǩいの 

Ǟ ȷʀɲɻȸɿȲɝ֝ಏ⾷ǞʀșȢǟɿǙȄǪいǸ⾸

ご契約にẐ得がいǚない場合、おᨃ⡛者またはごয

ẇ⦗ഝӛᄦ険保ࡋ⿀ᵥはたま日⡛ᨃの約契ご、は

をお払い⡛みいただいた日のいǩれǚ⣆い日（おᨃ

し⡛み時に「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの⤶⢌を

సሿされた場合またはご契約者のᛙ年⽶が70ᔆͨ

上で「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗを⤶⢌する場合、

「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの受ⲏ日）ǚら、Ǭ

の日を含めて1�日ͨ内であれǿ、ሤⰢによるおᨃし

出により、ご契約のおᨃし⡛みのႉࡋまたはご契約

の╫除をすることができます。この取り扱いをȷー

ɲɻȸ・Ȳɝといいます。 

 

 

 

 

Ǡ যẇඅഝᅠ⾷ǠいȓǞǙǕǷǕȂ⾸ 

ご契約後の保険ቃ⫻中に⡥Ǘる、ᕃ月、٪年ごとま

たはᕃ年のযẇᅠに対応する日のことをいい、ᕃ月

の契約日に対応する日を「月ٸΡの契約応ഝ日」、

٪年ごとの契約日に対応する日を「٪年ٸΡの契約

応ഝ日」、ᕃ年の契約日に対応する日を「年ٸΡの

契約応ഝ日」といいます。なお、契約日に対応する

日のない月の場合は、Ǭの月の末日をいいます。 

 যẇᅠが����౫⿀ሰ⿀ᅠǽ場合 

ƪ月ٸΡの契約応ഝ日：2017年２月１日ͨ

⭅のᕃ月１日 

ƪ٪年ٸΡの契約応ഝ日：2017年⿆月１日

ͨ⭅ᕃ年の１月１日および⿆月１日 

ƪ年ٸΡの契約応ഝ日：2018年ͨ⭅ᕃ年の

１月１日 

 

 যẇ⾸ȒǦǞȓいǠ⾷

ĕ「保険যẇ。いさだく╒ごを◻╫◭᧸の「 

 যẇ⾸ȢǜǕǷいǾȒǦǞȓいǠ⾷⦗ഝ⥎ 

ᕃ年のᖑᶟにより᳒みᴗてた契約者⥎ഝ準備金の

中ǚら、ごযẇまいいをとこの金おるれさ⥎ոに

す。ただし、ᕃ年のᖑᶟのᣞᗇによǲては契約者⥎

ഝ金が支払われないこともあります。 

 যẇ౫⽶⾷ǠいȓǞǼȢれい⾸ 

Ⓚ保険１、しᶟ╹で⽶年ᛙの在現ᅠẇযを⽶年の

年ቈᛙのᴻᄋについては、⿅ǚ月ͨˁのものはչり

て、⿅ǚ月を❞Ǘるものはչり上ǡて╹ᶟした年

⽶のことをいいます。 

 39ᔆ⿆ǚ月のⓀ保険者の契約年⽶は�0ᔆと

なります。 

 

 যẇᅠ⾷ǠいȓǞȂ⾸ 

保⭿⫳始の日（⛬ͷ⫳ቃのୡする日）をいい、য

ẇ౫⽶、保険ቃ⫻なǸの╹ᶟの࣠準日になります。

ただし、保険ᄦの払⡛ᅀ法によǲては契約日と保⭿

⫳始の日がᨵなる場合があります。 

 ሰཌǶǚǳۑಐ࿑ራȓࡐΧȡ⢡ǧǵǽǙཌ

い⡛Ȏǽ場合 

契約日は保⭿⫳始の日のୡする月の‑月１

日となります。 

 

 ᚛ⲥ⾷ǡȢがǞ⾸ 

࣠準日ⲥを᚛らすことをいいます。᚛ⲥոは╫ẇし

たものとして取り扱います。 

ό 

ό

ό

ό
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Ǣ ሠᄽ⾷ǢǕǦȢ⾸ 

保険ቃ⫻がᛙ̒したときに、Ѡಙᣞຎにǚǚわら

ǩ、֧ڤとしてǬれまでと同一の保⭿内容・࣠準日

ⲥでの保⭿を継Ữできる制度のことをいいます。更

ᄽの際は、更ᄽ日現在の保険౫⽶・保険ᄦ率によǲ

て保険ᄦがԙ╹ᶟされるため、保険ᄦは⢡高くな

ります。ごযẇにؔ⅋ǿれけなが出しᨃおらǚ

更ᄽされます。 

 ⾸᮪ῲؘ⾷ǢǞǰǝȏܝ 

ご契約のおᨃし⡛みまたは൩ᘍに際して、⣏ڸの҈

ᩰᔇ（҈ᩰ۵・ᗁ᪭ቃ間なǸ）・現在のѠಙᣞຎ・

⟘Χの⭿્ᣞຎ・ᏡなǸについての✤問に対し

て、事ીをありのまま正にもれなくおᵼǗいただ

くῲؘのことをいいます。 

 ⾸ǢǞǰǝȏいǾȢ⾷ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ 

᮪されなǚǲたり、事ܝ᮪事ⱼについて、事ીをܝ

ીと⣖Ǖことをܝ᮪されたりした場合は、「ܝ᮪ῲ

ؘ⣖ۀ」としてご契約が╫除されることがありま

す。  

Ǧ ড⾷ǦǲǢǕ⾸ 

ᤝ̔ቃ⫻内に保険ᄦのお払い⡛みがなく、ご契約の

するがডわれることをいいます。ご契約がডמ

と、保⭿がないᣞຎになり、保険⦘・Ổ͛⦘なǸを

お支払いできないことになります。 

࿀ͦᥴ☔ᕷ͆⾷ǦǵいǯいșǪいǜȔǕǺȢ⾸ 

Ⓚ保険ษ事なᣀいなきで求請をǸな⦗͛Ổが

があるときに、受取͆のͦ理͆として、ǬのỔ付金

なǸを請求する͆のことをいいます。指定ͦ理請求

͆は、ごযẇまりなとᅀたし定指めǧǚらあが

す。  

 ნཌ⭈ಏ⾷ǦǾȘいǡȢǸ⾸ 

Ổ͛⦘なǸのお支払いに関する限度のことをいい

ます。 

 ӱ⭐Ổ͛⦘ǽნཌ⭈ಏ 

のӱ⭐についての支払日ᄋの限度と⢡ࡋ１

ᶟの支払日ᄋの限度があります。 

 

 ნཌዶᆣᡄ会֝ಏ⾷ǦǾȘいǤǵいǧǦȖǕǚいǪいǸ⾸ 

保険⦘なǸのお支払いのᄺまたは保険契約なǸ

の╫除、取ᘲもしくはᠪのᄺのڹとすること

をᬶとして、۬生命保険会社なǸの保ሱする保険

契約なǸに関する事ⱼをӽ同して利᧸する制度で

す。 

 

 ნཌ̗ᨁ⾷ǦǾȘいǧȕǕ⾸ 

保険⦘・Ổ͛⦘なǸが支払われる場合のことをいい

ます。 

 
Ⓚ保険者のᔎ̭、ӱ⭐ 

   

 ˩যẇ⾷ǦȔǠいȓǞ⾸ 

ご契約のɡースとなる部ոで、ẇᓝのǕǰᇃ⢡保険

ẇᓝに記載されている契約内容のことをいいます。 

 ▧ዶ⾷ǦȢǤ⾸ 

▧ዶٛ扱いのご契約にᨃし⡛まれた場合には、ഝ社

の指定するٛృにより問▧・Ꮀ▧をさせていただき

ます。また、ؘأ先なǸの定ቃѠಙ▧ᄺのệእをご

利᧸いただくᅀ法、᧯ܶ保険Ⱒယॲ（生命保険ٴ会

の定める資をሱする者）のⰢယअܝによるᅀ法な

Ǹもあります。 

Ǫ ᧯ܶ保険؞⮥͆⾷ǪいȐいȊǠȢȋǦȔǕǺȢ⾸

生命保険契約の؞⮥を行Ǖ͆のことをいいます。ഝ

社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担

ഝ者）は、おૃさまとഝ社の保険契約の͒を行Ǖ

者で、保険契約ἦệのͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はあり

ませȢ。 

 ᧯ܶ保険Ⱒယॲ⾷ǪいȐいȊǠȢȐȢǪǳǦ⾸ 

生命保険のご契約の際、ܝ᮪事ⱼなǸを認する͆

のことをいいます。生命保険ٴ会が行Ǖ資▿に

合した者が、生命保険Ⱒယॲとして認定されま

す。 

 ⛬ͷ⫳ቃ⾷ǪǜǺȢǚいǦǜ⾸ 

ご契約のἦệまたは൩ᘍに際して、ഝ社がご契約上

の保⭿を⫳始する時をいいます。なお、൩ᘍが行わ

れたご契約においては、ሬ後の൩ᘍの際の責任⫳始

ቃとします。 

た ᵥ⿀ࡋ保険ᄦӛഝ⦘⾷ǯいいǲǚいȊǠȢșȖǕǧȔǕǷǕǜȢ⾸

ご契約のおᨃし⡛み時にお払い⡛みいただくお金

のことをいいます。ご契約が༔ᴗした場合には、ᵥ

 。保険ᄦにӛഝされますࡋ１

ͦᥴ☔ᕷ֝ಏ⾷ǯいșǪいǜȔǕǪいǸ⾸ 

Ⓚ保険ษ事なᣀいなきで求請をǸな⦗͛Ổが

があるときに、ཀ定のͦ理͆がỔ付金なǸを請求で

きる制度のことをいいます。 
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い ʶྯཌ⾷いǲǚǳǿȘい⾸ 

月払契約の場合で、ഝ月ոͨ後の保険ᄦをまとめて

お払い⡛みいただくことをいいます。 

 ٛ᪭保⭿保険যẇԑ⩜֝ಏ⾷いșȖǕȊǦȖǕȊǠȢǠいȓǞないȗǕǷǕȜǞǪいǸ⾸ 

保険契約のお引き受けのᄺのڹとすることを

ᬶとして、۬生命保険会社が保険契約に関する

⩜事ⱼをӽ同して利᧸する制度です。 

ǚ ╫ẇ⾷ǚいȓǞ⾸ 

保険ቃ⫻の⢛中で、ごযẇᜈᘲを約契ごでථの

させることをいいます。╫約されますと、ͨ後の保

⭿はなくなります。 

 ╫ẇ⡫༻⦘⾷ǚいȓǞȇȢれいǜȢ⾸ 

ご契約を╫ẇされた場合なǸに、ごযẇ払支おに

いするお金のことをいいます。なお、この保険契約

に対する╫約⡫༻金はありませȢ。 

ǜ Ổ͛⦘⾷ǜȔǕȄǜȢ⾸ 

Ⓚ保険Ǹなきとたれさ⭐ӱりよにȴȹȓᕧᩰが

にお支払いするお金のことをいいます。 

 
ӱ⭐Ổ付金、ᗁ᪭Ổ付金 

 

 Ổ͛⦘͆ۄۅ⾷ǜȔǕȄǜȢǕǠǷșǺȢ⾸ 

Ổ͛⦘を受け取る͆のことをいいます。Ổ付金受取

͆はごযẇはたま者約契ご、おな。すまし定指が

Ⓚ保険。すまり限にǚれǩいの 

Ǟ ȷʀɲɻȸɿȲɝ֝ಏ⾷ǞʀșȢǟɿǙȄǪいǸ⾸

ご契約にẐ得がいǚない場合、おᨃ⡛者またはごয

ẇ⦗ഝӛᄦ険保ࡋ⿀ᵥはたま日⡛ᨃの約契ご、は

をお払い⡛みいただいた日のいǩれǚ⣆い日（おᨃ

し⡛み時に「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの⤶⢌を

సሿされた場合またはご契約者のᛙ年⽶が70ᔆͨ

上で「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗを⤶⢌する場合、

「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの受ⲏ日）ǚら、Ǭ

の日を含めて1�日ͨ内であれǿ、ሤⰢによるおᨃし

出により、ご契約のおᨃし⡛みのႉࡋまたはご契約

の╫除をすることができます。この取り扱いをȷー

ɲɻȸ・Ȳɝといいます。 

 

 

 

 

Ǡ যẇඅഝᅠ⾷ǠいȓǞǙǕǷǕȂ⾸ 

ご契約後の保険ቃ⫻中に⡥Ǘる、ᕃ月、٪年ごとま

たはᕃ年のযẇᅠに対応する日のことをいい、ᕃ月

の契約日に対応する日を「月ٸΡの契約応ഝ日」、

٪年ごとの契約日に対応する日を「٪年ٸΡの契約

応ഝ日」、ᕃ年の契約日に対応する日を「年ٸΡの

契約応ഝ日」といいます。なお、契約日に対応する

日のない月の場合は、Ǭの月の末日をいいます。 

 যẇᅠが����౫⿀ሰ⿀ᅠǽ場合 

ƪ月ٸΡの契約応ഝ日：2017年２月１日ͨ

⭅のᕃ月１日 

ƪ٪年ٸΡの契約応ഝ日：2017年⿆月１日

ͨ⭅ᕃ年の１月１日および⿆月１日 

ƪ年ٸΡの契約応ഝ日：2018年ͨ⭅ᕃ年の

１月１日 

 

 যẇ⾸ȒǦǞȓいǠ⾷

ĕ「保険যẇ。いさだく╒ごを◻╫◭᧸の「 

 যẇ⾸ȢǜǕǷいǾȒǦǞȓいǠ⾷⦗ഝ⥎ 

ᕃ年のᖑᶟにより᳒みᴗてた契約者⥎ഝ準備金の

中ǚら、ごযẇまいいをとこの金おるれさ⥎ոに

す。ただし、ᕃ年のᖑᶟのᣞᗇによǲては契約者⥎

ഝ金が支払われないこともあります。 

 যẇ౫⽶⾷ǠいȓǞǼȢれい⾸ 

Ⓚ保険１、しᶟ╹で⽶年ᛙの在現ᅠẇযを⽶年の

年ቈᛙのᴻᄋについては、⿅ǚ月ͨˁのものはչり

て、⿅ǚ月を❞Ǘるものはչり上ǡて╹ᶟした年

⽶のことをいいます。 

 39ᔆ⿆ǚ月のⓀ保険者の契約年⽶は�0ᔆと

なります。 

 

 যẇᅠ⾷ǠいȓǞȂ⾸ 

保⭿⫳始の日（⛬ͷ⫳ቃのୡする日）をいい、য

ẇ౫⽶、保険ቃ⫻なǸの╹ᶟの࣠準日になります。

ただし、保険ᄦの払⡛ᅀ法によǲては契約日と保⭿

⫳始の日がᨵなる場合があります。 

 ሰཌǶǚǳۑಐ࿑ራȓࡐΧȡ⢡ǧǵǽǙཌ

い⡛Ȏǽ場合 

契約日は保⭿⫳始の日のୡする月の‑月１

日となります。 

 

 ᚛ⲥ⾷ǡȢがǞ⾸ 

࣠準日ⲥを᚛らすことをいいます。᚛ⲥոは╫ẇし

たものとして取り扱います。 

ό 

ό

ό

ό
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 保険౫⽶⾷ȊǠȢǼȢれい⾸ 

যẇ౫⽶に年ٸΡのযẇඅഝᅠごとに１ᔆをףǗ

て╹ᶟした年⽶のことをいいます。 

 যẇᅠが����౫⿀ሰ⿀ᅠƸযẇ౫⽶が��ᔆ

ǽ場合 

保険年⽶は、2018年１月１日より�1ᔆ、2019

年１月１日より�2ᔆ、óとなります。 

 

 保険ᄦ⾷ȊǠȢșȖǕ⾸ 

保⭿の対Ϣとして、ごযẇみ⡛い払おに社ഝらǚ

いただくお金のことをいいます。 

 保険ᄦቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǜǚȢ⾸ 

保険ᄦがӛഝされるቃ間のことをいいます。保険ᄦ

ǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸に応ǧて、Ǭれǭれのযẇඅഝ

ᅠǚら、つǝのཌ⡛ቃሰの契約応ഝ日の֭日までの

ቃ間となります。 

 ƪ月払の場合：月ٸΡの契約応ഝ日ǚらつ

ǝの月ٸΡの契約応ഝ日の֭日までのቃ

間 

ƪ٪年一ྯ払の場合：٪年ٸΡの契約応ഝ

日ǚらつǝの٪年ٸΡの契約応ഝ日の֭

日までのቃ間 

ƪ年一ྯ払の場合：年ٸΡの契約応ഝ日ǚ

らつǝの年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで

のቃ間 

 

 保険ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸⾷ȊǠȢșȖǕǽǾȘいǢȎȊǕȊǕ⾷ǚいǨǕ⾸⾸ 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）には、月払、٪年一ྯ払

および年一ྯ払があります。 

 保険ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ể➇⾸⾷ȊǠȢșȖǕǽǾȘいǢȎȊǕȊǕ⾷ǠいȜ⾸⾸ 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）には、ۑಐ࿑ራによるお

払い⡛み、ཀୡする会社ȓહӸ῍なǸのࡐΧを⢡ǧ

てのお払い⡛み、⢌金によるお払い⡛みなǸがあり

ます。 

 保険ᄦཌ⡛ቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǾȘいǢȎǜǚȢ⾸ 

保険ᄦをお払い⡛みいただくቃ間のことをいいま

す。 

 保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǾȘいǢȎǽȕǕȗǜǚȢ⾸ 

保険ᄦのお払い⡛みにはᤝ予ቃ間があります。保険

ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸に応ǧて、つǝのとおりです。 

 ƪ月払の場合：ཌ⡛ቃሰの‑月֊日ǚら末

日まで 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払の場合：払⡛ቃ月

の‑月֊日ǚら‑Ƽ月の月ٸΡのযẇඅ

ഝᅠまで 

Ȏ ቈཌ⡛保険ᄦ⾷ȎǾȘいǢȎȊǠȢșȖǕ⾸ 

ཌ⡛ቃሰのযẇඅഝᅠǚらつǝの払⡛ቃ月の契約

応ഝ日の֭日までのቃ間に対応する保険ᄦで、まだ

払い⡛まれていない保険ᄦのことをいいます。 

Ȑ ӣ⛬̗ᨁ⾷ȐȢǪǜǧȕǕ⾸ 

ნཌ̗ᨁに○ഝされた場合でも、保険⦘・Ổ͛⦘な

Ǹをお支払いできないᣀ定の事ᨁのことをいいま

す。 

 ご契約後１年ͨ内の⅋ᔷ、⥓ᕧేび⣌転中

の事故によるӱ⭐ なǸ 

 

ȓ ẇᓝ⾷ȓǲǚȢ⾸ 

「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、

ᇃ⢡保険ẇᓝとᣀẇቷⱼがあります。 

ȕ ᤝ̔ቃ⫻⾷ȕǕȗǜǚȢ⾸ 

ĕ「保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻」の᧸◭╫◻をご╒くだ

さい。 

ȗ ̔ᔎ̭᤹⾷ȗǵいǦȋǕșǳ⾸ 

ᔎ̭率とは、এᄋの͆ƼのǕǰ、１年間にᔎ̭する

͆ᄋのׂ合です。⣏ڸのỚ╹をもとにᔎ̭者ᄋを予

ᚬして保険ᄦをᶟ定しますが、この╹ᶟに᧸いるᔎ

̭率のことを予定ᔎ̭率といいます。 

 ᤹̔⾷ȗǵいșșǳ⾸ 

保険ᄦはǬのᶟ出にあたり、ଛቻの資᧳⣌᧸による

ᬖをあらǚǧめ╀⡛Ȣでׂり引いていますが、Ǭہ

の際に᧸いる利率のことを予定利率といいます。 

ό 

ό 

ό 

ό

 

⑦201704①˩な保険᧸◭のご◻ᅽ.docx 2016/10/26  - 10 - 

ǳ ᳒ᴗ⥎ഝ⦘⾷ǳȎたǵǾいǷǕǜȢ⾸ 

᳒みᴗてられた⥎ഝ⦘のことをいいます。᳒ᴗ⥎ഝ

金は、ഝ社ཀ定の利率（金利ᕮ準なǸにより変更す

ることがあります）による利ෲをつけて᳒みᴗてま

す。 

Ƿ ᣀᩩᩰɿ⤴Ρ˃ྒ保⾷ǷǞǵいǦǲȉいɿȅいȄたȢȌ⾸

ᣀቷͲの一つで、Ⓚ保険社ഝがǸなຎᣞಙѠの

の定めた࣠準に⣪合しない場合に、Ǭのڈ険のᲷⲲ

およびᲦ度に応ǧて、ഝ社が指定したᣀ定のᩩᩰま

たは⟘Χのᣀ定の部Ρ・ℼࠔに対してỔ͛⦘なǸを

お支払いしないことをいいます。 

 ᣀቷͲ⾷ǷǞȈǳǧȖǕǠȢ⾸ 

Ⓚ保険がᣞᩲのǬ、Ǹなᔇᩰのڸ⣏ȓຎᣞಙѠの

⟽い場合ȓલᗁして一定年ᄋが経⣏した場合なǸ

に、ご契約にお付けするቷͲのことをいいます。ᣀ

ቷͲをお付けしてお引き受けするご契約をᣀ

ቷͲ付契約といいます。 

 ᣀẇ⾷ǷǞȓǞ⾸ 

˩যẇの保⭿内容をさらにӛીさせるためȓ、˩契

約とᨵなるᣀなお約ትをするᬶで˩契約に付

 。するものですף

 ᣀẇቷⱼ⾷ǷǞȓǞǧȖǕǢǕ⾸ 

ᣀẇのẇᓝのことをいいます。なお、ᇃ⢡保険ẇᓝ

とᣀ約ቷⱼがᨵなる内容の場合は、ᣀ約ቷⱼがӋ先

に⣪᧸されます。 

Ǽ ౫⽶⾷ǼȢれい⾸ 

ĕ「保険౫⽶」の᧸◭╫◻をご╒ください。 

Ǿ ⥎ഝ⦘⾷ǾいǷǕǜȢ⾸ 

ĕ「যẇ。いさだく╒ごを◻╫◭᧸の「⦗ഝ⥎ 

 ཌ⡛ቃሰ⾷ǾȘいǢȎǜǡǳ⾸ 

保険ᄦをお払い⡛みいただく月のことで、払⡛ᅀ法

に応ǧて⡥Ǘるযẇඅഝᅠのୡする月の֊日ǚら

末日までのቃ間をいいます。 

 যẇඅഝᅠ㈗㇒ሰ㇏ᅠ㈹場合ゝ

保険ᄦの払⡛ቃ月は、⿃月１日ǚら⿃月30

日までとなります。 

 

 ཌ⡛ᤝ̔ቃ⫻⾷ǾȘいǢȎȕǕȗǜǚȢ⾸ 

ĕ「保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻」の᧸◭╫◻をご╒くだ

さい。 

ȁ Ⓚ保険⾸ȒǦȢǠȊȁ⾷ 

保険がǚけられている͆のことで、Ǭの͆の生ᔎ・

ᩰᕧ・ȹȴなǸが保険の対象となります。 

Ȅ ˃ྒ保⾷ȄたȢȌ⾸ 

ᣀ定の⟘Χ部ΡなǸに対して、Ổ͛⦘をお支払いし

ないことをいいます。 

 ᇃ⢡保険ẇᓝ⾷ȄǳǕȊǠȢȓǲǚȢ⾸ 

˩যẇのẇᓝのことをいいます。なお、約ᓝにはᇃ

⢡保険約ᓝとᣀẇቷⱼがあります。 

 ൩ᘍ⾷Ȅǲǚǳ⾸ 

ডしたご契約をሱなᣞຎに༻すことをいいま

す。この場合、あらためてܝ᮪または▧ዶをしてい

ただきますが、ѠಙᣞຎなǸによǲては൩ᘍできな

いこともあります。 

Ȋ 保険ቃ⫻⾷ȊǠȢǜǚȢ⾸ 

ഝ社がご契約上の保⭿を⫳始してǚらẹ̒するま

でのቃ間のことをいいます。このቃ間内にᔎ̭ȓӱ

⭐なǸのნཌ̗ᨁが生した場合のみ、保険⦘・Ổ

͛⦘なǸのお支払いの対象となります。 

 保険⦘⾷ȊǠȢǜȢ⾸ 

Ⓚ保険の金おるすい払支おにきとたれさ̭ᔎが

ことをいいます。 

 保険⦘͆ۄۅ⾷ȊǠȢǜȢǕǠǷșǺȢ⾸ 

保険⦘を受け取る͆のことをいいます。保険金受取

͆はごযẇ。すまし定指が 

 保険যẇ⾸ȒǦǞȓいǠȢǠȊ⾷ 

ഝ社と保険契約をệび、保険契約上の権利（契約内

容変更の請求権なǸ）とῲؘ（保険ᄦのお払い⡛み

のῲؘなǸ）を྾つ͆のことをいいます。ഝ社では

保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と╵

い⒙します。 

 保険▩֟⾷ȊǠȢǦȖǕǠȢ⾸ 

ご契約の࣠準日ⲥȓ保険ቃ⫻なǸの契約内容をԃ

Χに記載したものをいいます。 

 

 

 

ό 
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 保険౫⽶⾷ȊǠȢǼȢれい⾸ 

যẇ౫⽶に年ٸΡのযẇඅഝᅠごとに１ᔆをףǗ

て╹ᶟした年⽶のことをいいます。 

 যẇᅠが����౫⿀ሰ⿀ᅠƸযẇ౫⽶が��ᔆ

ǽ場合 

保険年⽶は、2018年１月１日より�1ᔆ、2019

年１月１日より�2ᔆ、óとなります。 

 

 保険ᄦ⾷ȊǠȢșȖǕ⾸ 

保⭿の対Ϣとして、ごযẇみ⡛い払おに社ഝらǚ

いただくお金のことをいいます。 

 保険ᄦቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǜǚȢ⾸ 

保険ᄦがӛഝされるቃ間のことをいいます。保険ᄦ

ǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸に応ǧて、Ǭれǭれのযẇඅഝ

ᅠǚら、つǝのཌ⡛ቃሰの契約応ഝ日の֭日までの

ቃ間となります。 

 ƪ月払の場合：月ٸΡの契約応ഝ日ǚらつ

ǝの月ٸΡの契約応ഝ日の֭日までのቃ

間 

ƪ٪年一ྯ払の場合：٪年ٸΡの契約応ഝ

日ǚらつǝの٪年ٸΡの契約応ഝ日の֭

日までのቃ間 

ƪ年一ྯ払の場合：年ٸΡの契約応ഝ日ǚ

らつǝの年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで

のቃ間 

 

 保険ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸⾷ȊǠȢșȖǕǽǾȘいǢȎȊǕȊǕ⾷ǚいǨǕ⾸⾸ 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）には、月払、٪年一ྯ払

および年一ྯ払があります。 

 保険ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ể➇⾸⾷ȊǠȢșȖǕǽǾȘいǢȎȊǕȊǕ⾷ǠいȜ⾸⾸ 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）には、ۑಐ࿑ራによるお

払い⡛み、ཀୡする会社ȓહӸ῍なǸのࡐΧを⢡ǧ

てのお払い⡛み、⢌金によるお払い⡛みなǸがあり

ます。 

 保険ᄦཌ⡛ቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǾȘいǢȎǜǚȢ⾸ 

保険ᄦをお払い⡛みいただくቃ間のことをいいま

す。 

 保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻⾷ȊǠȢșȖǕǾȘいǢȎǽȕǕȗǜǚȢ⾸ 

保険ᄦのお払い⡛みにはᤝ予ቃ間があります。保険

ᄦǽཌ⡛ᅀᗕ⾷ࡋᄋ⾸に応ǧて、つǝのとおりです。 

 ƪ月払の場合：ཌ⡛ቃሰの‑月֊日ǚら末

日まで 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払の場合：払⡛ቃ月

の‑月֊日ǚら‑Ƽ月の月ٸΡのযẇඅ

ഝᅠまで 

Ȏ ቈཌ⡛保険ᄦ⾷ȎǾȘいǢȎȊǠȢșȖǕ⾸ 

ཌ⡛ቃሰのযẇඅഝᅠǚらつǝの払⡛ቃ月の契約

応ഝ日の֭日までのቃ間に対応する保険ᄦで、まだ

払い⡛まれていない保険ᄦのことをいいます。 

Ȑ ӣ⛬̗ᨁ⾷ȐȢǪǜǧȕǕ⾸ 

ნཌ̗ᨁに○ഝされた場合でも、保険⦘・Ổ͛⦘な

Ǹをお支払いできないᣀ定の事ᨁのことをいいま

す。 

 ご契約後１年ͨ内の⅋ᔷ、⥓ᕧేび⣌転中

の事故によるӱ⭐ なǸ 

 

ȓ ẇᓝ⾷ȓǲǚȢ⾸ 

「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、

ᇃ⢡保険ẇᓝとᣀẇቷⱼがあります。 

ȕ ᤝ̔ቃ⫻⾷ȕǕȗǜǚȢ⾸ 

ĕ「保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻」の᧸◭╫◻をご╒くだ

さい。 

ȗ ̔ᔎ̭᤹⾷ȗǵいǦȋǕșǳ⾸ 

ᔎ̭率とは、এᄋの͆ƼのǕǰ、１年間にᔎ̭する

͆ᄋのׂ合です。⣏ڸのỚ╹をもとにᔎ̭者ᄋを予

ᚬして保険ᄦをᶟ定しますが、この╹ᶟに᧸いるᔎ

̭率のことを予定ᔎ̭率といいます。 

 ᤹̔⾷ȗǵいșșǳ⾸ 

保険ᄦはǬのᶟ出にあたり、ଛቻの資᧳⣌᧸による

ᬖをあらǚǧめ╀⡛Ȣでׂり引いていますが、Ǭہ

の際に᧸いる利率のことを予定利率といいます。 

ό 

ό 

ό 

ό
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ǳ ᳒ᴗ⥎ഝ⦘⾷ǳȎたǵǾいǷǕǜȢ⾸ 

᳒みᴗてられた⥎ഝ⦘のことをいいます。᳒ᴗ⥎ഝ

金は、ഝ社ཀ定の利率（金利ᕮ準なǸにより変更す

ることがあります）による利ෲをつけて᳒みᴗてま

す。 

Ƿ ᣀᩩᩰɿ⤴Ρ˃ྒ保⾷ǷǞǵいǦǲȉいɿȅいȄたȢȌ⾸

ᣀቷͲの一つで、Ⓚ保険社ഝがǸなຎᣞಙѠの

の定めた࣠準に⣪合しない場合に、Ǭのڈ険のᲷⲲ

およびᲦ度に応ǧて、ഝ社が指定したᣀ定のᩩᩰま

たは⟘Χのᣀ定の部Ρ・ℼࠔに対してỔ͛⦘なǸを

お支払いしないことをいいます。 

 ᣀቷͲ⾷ǷǞȈǳǧȖǕǠȢ⾸ 

Ⓚ保険がᣞᩲのǬ、Ǹなᔇᩰのڸ⣏ȓຎᣞಙѠの

⟽い場合ȓલᗁして一定年ᄋが経⣏した場合なǸ

に、ご契約にお付けするቷͲのことをいいます。ᣀ

ቷͲをお付けしてお引き受けするご契約をᣀ

ቷͲ付契約といいます。 

 ᣀẇ⾷ǷǞȓǞ⾸ 

˩যẇの保⭿内容をさらにӛીさせるためȓ、˩契

約とᨵなるᣀなお約ትをするᬶで˩契約に付

 。するものですף

 ᣀẇቷⱼ⾷ǷǞȓǞǧȖǕǢǕ⾸ 

ᣀẇのẇᓝのことをいいます。なお、ᇃ⢡保険ẇᓝ

とᣀ約ቷⱼがᨵなる内容の場合は、ᣀ約ቷⱼがӋ先

に⣪᧸されます。 

Ǽ ౫⽶⾷ǼȢれい⾸ 

ĕ「保険౫⽶」の᧸◭╫◻をご╒ください。 

Ǿ ⥎ഝ⦘⾷ǾいǷǕǜȢ⾸ 

ĕ「যẇ。いさだく╒ごを◻╫◭᧸の「⦗ഝ⥎ 

 ཌ⡛ቃሰ⾷ǾȘいǢȎǜǡǳ⾸ 

保険ᄦをお払い⡛みいただく月のことで、払⡛ᅀ法

に応ǧて⡥Ǘるযẇඅഝᅠのୡする月の֊日ǚら

末日までのቃ間をいいます。 

 যẇඅഝᅠ㈗㇒ሰ㇏ᅠ㈹場合ゝ

保険ᄦの払⡛ቃ月は、⿃月１日ǚら⿃月30

日までとなります。 

 

 ཌ⡛ᤝ̔ቃ⫻⾷ǾȘいǢȎȕǕȗǜǚȢ⾸ 

ĕ「保険ᄦཌ⡛ǽᤝ̔ቃ⫻」の᧸◭╫◻をご╒くだ

さい。 

ȁ Ⓚ保険⾸ȒǦȢǠȊȁ⾷ 

保険がǚけられている͆のことで、Ǭの͆の生ᔎ・

ᩰᕧ・ȹȴなǸが保険の対象となります。 

Ȅ ˃ྒ保⾷ȄたȢȌ⾸ 

ᣀ定の⟘Χ部ΡなǸに対して、Ổ͛⦘をお支払いし

ないことをいいます。 

 ᇃ⢡保険ẇᓝ⾷ȄǳǕȊǠȢȓǲǚȢ⾸ 

˩যẇのẇᓝのことをいいます。なお、約ᓝにはᇃ

⢡保険約ᓝとᣀẇቷⱼがあります。 

 ൩ᘍ⾷Ȅǲǚǳ⾸ 

ডしたご契約をሱなᣞຎに༻すことをいいま

す。この場合、あらためてܝ᮪または▧ዶをしてい

ただきますが、ѠಙᣞຎなǸによǲては൩ᘍできな

いこともあります。 

Ȋ 保険ቃ⫻⾷ȊǠȢǜǚȢ⾸ 

ഝ社がご契約上の保⭿を⫳始してǚらẹ̒するま

でのቃ間のことをいいます。このቃ間内にᔎ̭ȓӱ

⭐なǸのნཌ̗ᨁが生した場合のみ、保険⦘・Ổ

͛⦘なǸのお支払いの対象となります。 

 保険⦘⾷ȊǠȢǜȢ⾸ 

Ⓚ保険の金おるすい払支おにきとたれさ̭ᔎが

ことをいいます。 

 保険⦘͆ۄۅ⾷ȊǠȢǜȢǕǠǷșǺȢ⾸ 

保険⦘を受け取る͆のことをいいます。保険金受取

͆はごযẇ。すまし定指が 

 保険যẇ⾸ȒǦǞȓいǠȢǠȊ⾷ 

ഝ社と保険契約をệび、保険契約上の権利（契約内

容変更の請求権なǸ）とῲؘ（保険ᄦのお払い⡛み

のῲؘなǸ）を྾つ͆のことをいいます。ഝ社では

保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と╵

い⒙します。 

 保険▩֟⾷ȊǠȢǦȖǕǠȢ⾸ 

ご契約の࣠準日ⲥȓ保険ቃ⫻なǸの契約内容をԃ

Χに記載したものをいいます。 

 

 

 

ό 
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˙保険契約のక݁とੜ໋保険ืूਓのݶݖç ç 14

˙ご契約お申し込み手続きの際のཹҙ点ç ç 14

˙ΫʔϦϯάɾΦϑ੍ 
（ご契約のお申し込みのఫճまたはご契約の解আ）ç ç 15

˙保ো内容のݟしをݕ౼されているお٬さまç ç 16

 をલఏとしてֹݮのご契約の解約ɾࡏݱ˙
৽たなご契約のお申し込みをݕ౼されているお٬さまç ç 17
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⇕∞∐∙⇖∝⇐⇻Сࡇ（Ↄ契約のⅹဎↆᡂ↮のગׅ↭↞Ↄ契約のᚐᨊ） 
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ご契約にẐ得がいǚない場合、おᨃ⡛者またはご契約者（ͨˁ「ᨃ⡛者なǸ」といいます）は、ご契約の

ᨃ⡛日またはᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金をお払い⡛みいただいた日のいǩれǚ⣆い日（⾹）ǚら、Ǭの日を含め

て1�日ͨ内であれǿ、ሤⰢによるおᨃし出により、ご契約のおᨃし⡛みのႉࡋまたはご契約の╫除（ͨˁ

「おᨃし⡛みのႉࡋなǸ」といいます）をすることができます。 

（⾹）おᨃし⡛み時に「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの⤶⢌をసሿされた場合またはご契約者のᛙ年⽶が

70ᔆͨ上で「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗを⤶⢌する場合、「ご契約のしおり⾼約ᓝ」Ԗの受ⲏ

日とします。 
 

１ おᨃし出ᅀ法 

ƪおᨃし⡛みのႉࡋなǸは、ሤⰢのЈ時（⤶Ϫのᘲڇ日付）にמを生ǧますので、⤶Ϫにより上記ቃ間内（1�日ͨ

内のᘲڇሱ）に取扱支社または本ಅあておᨃし出ください。 

ƪᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金をɏɛɋɐȳードȓȷレジɋɐȳードでお払い⡛みいただいた場合または金融機関ǚらお࿑り⡛

みいただいた場合なǸには、保険ᄦӛഝ金ⲏہ▩は̰付していませȢので、ሤⰢȇの保険ᄦӛഝ金ⲏہ▩のᨯۥのご

記ӱは˃┶です。 

ƪሤⰢ（ଖሤ、はがき）には、おᨃし⡛みのႉࡋなǸをするᅣをᅽ記し、ᨃ⡛者なǸのᕟ۵・Σཀおよび保険ᄦӛഝ金

ⲏہ▩のᨯۥ（⒙Ⱒఖ上）をご記ӱください。また、ご契約者が法͆の場合はᨃ⡛ሤと同一のڇでྍڇしてください。 

■ȷーɲɻȸ・Ȳɝのό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ おᨃし⡛みのႉࡋなǸができない場合 

ƪつǝの場合には、おᨃし⡛みのႉࡋなǸのお取り扱いができませȢ。 

①ഝ社指定のٛృによる▧ዶがẹ̒した場合 

Ōؘ҆୨行の担保のための保険契約である場合 

ōご契約の༔ᴗ後に内容を変更される場合 

Ŏご契約者がࡐΧで、一ྯ式の保険▩֟を行する場合 

 

３ Ǭの͙ 

ƪおᨃし⡛みのႉࡋなǸがあǲた場合には、お払い⡛みいただいた金ⲥはᨃ⡛者なǸに全ⲥお⡫しします。 

ƪഝ社はおᨃし⡛みのႉࡋなǸに関して、၏્✚償または⣖約金Ǭの͙金⨒の支払いを請求しませȢ。 

ƪおᨃし⡛みのႉࡋなǸのሤⰢのЈ時に保険金・Ổ付金なǸの支払事ᨁが生ǧている場合には、おᨃし⡛みのႉࡋな

Ǹのמは生ǧませȢ。ただし、おᨃし⡛みのႉࡋなǸのሤⰢのЈ時に、ᨃ⡛者なǸが保険金・Ổ付金なǸの支払

事ᨁが生ǧていることを᮪ǲている場合を除きます。 

⿃/１ 
ᨃ⡛日 

ᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金を
お払い⡛みいただいた日（※）

⿃/⿄ ⿃/19

1�日間

ƪ⿃/19までが、ȷーɲɻȸ・Ȳɝのおᨃし出ができるቃ間です。 

ƪ⿃/19までのᘲڇのある⤶Ϫによるおᨃし出であることを┶します。

（※）ɏɛɋɐȳードȓȷレジɋɐȳードでお払い⡛みの場合は、ഝ社ᖑ済ᴻ末でおཆỮきいただいた

日がᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金をお払い⡛みいただいた日となります。 

保険契約のዸኽ↗生命保険Ѫᨼʴのೌᨂ 
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生命保険契約は、おૃさまとഝ社との間でἦệされる契約であり、おૃさまǚらおᨃし⡛みをいただき、

ഝ社が承♇したときにሱに༔ᴗします。ഝ社の生命保険؞⮥͆はǬの͒を行Ǖ者で、保険契約ἦệの

ͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はありませȢ。 

 

１ 保険契約ἦệの「͒」と「ͦ理」 

ƪ生命保険؞⮥͆が保険契約ἦệの「͒」を行Ǖ場合は、保険契約のᨃし⡛みに対して保険会社が承♇したときに保

険契約はሱに༔ᴗします。 

ƪ生命保険؞⮥͆が保険契約ἦệの「ͦ理」を行Ǖ場合は、生命保険؞⮥͆が保険契約のᨃし⡛みに対して承♇をすれ

ǿ保険契約はሱに༔ᴗします。 

 

２ 生命保険؞⮥͆ 

ƪഝ社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）は、おૃさまとഝ社の保険契約ἦệの͒を行Ǖ者で、

保険契約ἦệのͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はありませȢ。 

ƪ保険契約は、おૃさまǚらのおᨃし⡛みに対してഝ社が承♇したときにሱに༔ᴗします。 

ƪご契約の༔ᴗ後に内容の変更なǸをされる場合にも、֧ڤとしてご契約内容の変更なǸに対するഝ社の承♇がർ┶に

なります。 

・保険契約の൩ᘍ なǸ 

 

 

Ↄ契約ⅹဎↆᡂ↮ዓⅼのᨥのသॖໜ 

ご契約のおᨃし⡛みǚら༔ᴗまでのおཆỮきに際してご᨞いただきたいことがらは、つǝのとおりで

す。 
 

１ おᨃし⡛み・ܝ᮪ 

ƪご契約の֭に、「保⭿▚╹ሤ（契約概┶）」「⦔┶事ⱼ◻ᅽሤ（注߉❙ษअ）」をご認ください。「保⭿▚╹ሤ（契約

概┶）」「⦔┶事ⱼ◻ᅽሤ（注߉❙ษअ）」にはǬれǭれ、保険ަݨの内容をご理╫いただくためのษअȓご契約の内

容なǸに関する⦔┶な事ⱼのǕǰ、ᣀにご注いただきたい事ⱼを記載しています。ർǩ内容をご理╫・ご̒承のǕ

Ǘおᨃし⡛みください。 

ƪおᨃ⡛内容を١ոおǚめのǕǗ、ご契約者・Ⓚ保険者ご⅋⟘でおཆỮきください。また、ご契約者が法͆の場合は

ᨃ⡛ሤにྍڇしてください。 

ƪܝ᮪ŋはѠಙᣞຎなǸをお᮪らせいただくものです。Ⓚ保険者ご⅋⟘で正におᵼǗください。 

 

２ 保険ᄦのお払い⡛み 

ƪᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金なǸをɏɛɋɐȳードȓȷレジɋɐȳードでお払い⡛みいただく場合または金融機関ǚらお࿑り

⡛みいただく場合なǸは、おཆỮきの際におᚡしするഝ社ཀ定の利᧸᱖လなǸをগչに保ᶩしてください。なお、ഝ

社ཀ定のⲏہ▩がർ┶な場合は、ഝ社の担ഝ者またはሬのಅⅮまでご⢪ỏください。 

ƪᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金なǸを現金にてഝ社の担ഝ者にお払い⡛みいただく際には、ർǩ引き၁Ǘにഝ社ཀ定のⲏہ▩（社

۵・社ڇが֞ڇされたもの）をお受け取りください。 

 

３ おᨃ⡛内容のご認 

ƪǣযẇが༔ᴗǦた場合Ōには、「保険▩֟」なǸをお⢌りしますので、おᨃ⡛内容なǸに間⣖いがないǚർǩご認く

ださい。ʽ一、内容がᭀ⣖していたり、ご˃審な᠊がありましたら、すǟにሬのಅⅮまでご⢪ỏください。 

 
・ 保険▩֟はご契約上のおཆỮきにർ┶なものですので、গչに保ᶩしてください。 

 

ŋ ܝ᮪ǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

Ō ǣযẇǽ༔ᴗǺǳいǵǾƸǃǣযẇǽ༔ᴗǷ保⭿ǽ⛬ͷ⫳ቃǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 
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クーリング・オフ制度（ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除） 
 

⑦020-201704③ご契約に際して.docx 2016/12/21 - 15 - 

ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者（以下「申込者など」といいます）は、ご契約の

申込日または第１回保険料充当金をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日（＊）から、その日を含め

て15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除（以下

「お申し込みの撤回など」といいます）をすることができます。 

（＊）お申し込み時に「ご契約のしおり－約款」冊子の郵送を希望された場合またはご契約者の満年齢が

70歳以上で「ご契約のしおり－約款」冊子を郵送する場合、「ご契約のしおり－約款」冊子の受領

日とします。 
 

１ お申し出方法 

●お申し込みの撤回などは、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じますので、郵便により上記期間内（15日以

内の消印有効）に取扱支社または本店あてお申し出ください。 

●書面（封書、はがき）には、お申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・住所および保険料充当金

領収証の番号（表面左上）をご記入ください。また、ご契約者が法人の場合は申込書と同一の印で押印してください。 

●第１回保険料充当金をデビットカードやクレジットカードでお払い込みいただいた場合または金融機関からお振り込

みいただいた場合などには、保険料充当金領収証は交付していませんので、書面への保険料充当金領収証の番号のご

記入は不要です。 

■クーリング・オフの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ お申し込みの撤回などができない場合 

●つぎの場合には、お申し込みの撤回などのお取り扱いができません。 

①当社指定の医師による診査が終了した場合 

②債務履行の担保のための保険契約である場合 

③ご契約の成立後に内容を変更される場合 

④ご契約者が団体で、一括式の保険証券を発行する場合 

 

３ その他 

●お申し込みの撤回などがあった場合には、お払い込みいただいた金額は申込者などに全額お返しします。 

●当社はお申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを請求しません。 

●お申し込みの撤回などの書面の発信時に保険金・給付金などの支払事由が生じている場合には、お申し込みの撤回な

どの効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回などの書面の発信時に、申込者などが保険金・給付金などの支払

事由が生じていることを知っている場合を除きます。 

４/１ 
申込日 

第１回保険料充当金を
お払い込みいただいた日（※）

４/５ ４/19

15日間

●４/19までが、クーリング・オフのお申し出ができる期間です。 

●４/19までの消印のある郵便によるお申し出であることを要します。

（※）デビットカードやクレジットカードでお払い込みの場合は、当社決済端末でお手続きいただいた

日が第１回保険料充当金をお払い込みいただいた日となります。 
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生命保険契約は、おૃさまとഝ社との間でἦệされる契約であり、おૃさまǚらおᨃし⡛みをいただき、

ഝ社が承♇したときにሱに༔ᴗします。ഝ社の生命保険؞⮥͆はǬの͒を行Ǖ者で、保険契約ἦệの

ͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はありませȢ。 

 

１ 保険契約ἦệの「͒」と「ͦ理」 

ƪ生命保険؞⮥͆が保険契約ἦệの「͒」を行Ǖ場合は、保険契約のᨃし⡛みに対して保険会社が承♇したときに保

険契約はሱに༔ᴗします。 

ƪ生命保険؞⮥͆が保険契約ἦệの「ͦ理」を行Ǖ場合は、生命保険؞⮥͆が保険契約のᨃし⡛みに対して承♇をすれ

ǿ保険契約はሱに༔ᴗします。 

 

２ 生命保険؞⮥͆ 

ƪഝ社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）は、おૃさまとഝ社の保険契約ἦệの͒を行Ǖ者で、

保険契約ἦệのͦ理権ȓܝ᮪の受ⲏ権はありませȢ。 

ƪ保険契約は、おૃさまǚらのおᨃし⡛みに対してഝ社が承♇したときにሱに༔ᴗします。 

ƪご契約の༔ᴗ後に内容の変更なǸをされる場合にも、֧ڤとしてご契約内容の変更なǸに対するഝ社の承♇がർ┶に

なります。 

・保険契約の൩ᘍ なǸ 

 

 

Ↄ契約ⅹဎↆᡂ↮ዓⅼのᨥのသॖໜ 

ご契約のおᨃし⡛みǚら༔ᴗまでのおཆỮきに際してご᨞いただきたいことがらは、つǝのとおりで

す。 
 

１ おᨃし⡛み・ܝ᮪ 

ƪご契約の֭に、「保⭿▚╹ሤ（契約概┶）」「⦔┶事ⱼ◻ᅽሤ（注߉❙ษअ）」をご認ください。「保⭿▚╹ሤ（契約

概┶）」「⦔┶事ⱼ◻ᅽሤ（注߉❙ษअ）」にはǬれǭれ、保険ަݨの内容をご理╫いただくためのษअȓご契約の内

容なǸに関する⦔┶な事ⱼのǕǰ、ᣀにご注いただきたい事ⱼを記載しています。ർǩ内容をご理╫・ご̒承のǕ

Ǘおᨃし⡛みください。 

ƪおᨃ⡛内容を١ոおǚめのǕǗ、ご契約者・Ⓚ保険者ご⅋⟘でおཆỮきください。また、ご契約者が法͆の場合は

ᨃ⡛ሤにྍڇしてください。 

ƪܝ᮪ŋはѠಙᣞຎなǸをお᮪らせいただくものです。Ⓚ保険者ご⅋⟘で正におᵼǗください。 

 

２ 保険ᄦのお払い⡛み 

ƪᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金なǸをɏɛɋɐȳードȓȷレジɋɐȳードでお払い⡛みいただく場合または金融機関ǚらお࿑り

⡛みいただく場合なǸは、おཆỮきの際におᚡしするഝ社ཀ定の利᧸᱖လなǸをগչに保ᶩしてください。なお、ഝ

社ཀ定のⲏہ▩がർ┶な場合は、ഝ社の担ഝ者またはሬのಅⅮまでご⢪ỏください。 

ƪᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金なǸを現金にてഝ社の担ഝ者にお払い⡛みいただく際には、ർǩ引き၁Ǘにഝ社ཀ定のⲏہ▩（社

۵・社ڇが֞ڇされたもの）をお受け取りください。 

 

３ おᨃ⡛内容のご認 

ƪǣযẇが༔ᴗǦた場合Ōには、「保険▩֟」なǸをお⢌りしますので、おᨃ⡛内容なǸに間⣖いがないǚർǩご認く

ださい。ʽ一、内容がᭀ⣖していたり、ご˃審な᠊がありましたら、すǟにሬのಅⅮまでご⢪ỏください。 

 
・ 保険▩֟はご契約上のおཆỮきにർ┶なものですので、গչに保ᶩしてください。 

 

ŋ ܝ᮪ǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

Ō ǣযẇǽ༔ᴗǺǳいǵǾƸǃǣযẇǽ༔ᴗǷ保⭿ǽ⛬ͷ⫳ቃǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 
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現在ご契約されている保険契約（ᣀ約）について╫約、᚛ⲥなǸの契約内容変更をされるときには、一ⅺ

に、つǝのよǕな場合、ご契約者にとǲて˃利ᬖとなることがあります。 
 

ƪ現在ご契約されている保険契約の╫約⡫⤅金は、এくの場合、払⡛保険ᄦの合╹ⲥよりଦない金ⲥとなります。ᣀに

ご契約後᮲ቃ間で╫約されたときの╫約⡫⤅金は、まǲたくないǚ、あǲてもごくわǩǚです。なお、╫約⡫⤅金の

╹ᶟは、ХƼのごףӱ生命保険会社・ご契約内容によりᨵなります。また、一定ቃ間のご契約の継ỮをቷͲに生す

る⥎ഝの権利なǸをডǕこととなる場合があります。 

ƪ保険ᄦの࣠ᰢとなる予定利率なǸは、現在のご契約とᄽたなご契約でᨵなることがあります。たとǗǿ、ᄽたなご契

約の予定利率が現在のご契約の予定利率よりい場合、˩ 契約なǸの保険ᄦが高くなり˃利ᬖとなることがあります。 

ƪ一ⅺの契約と同ᐯにܝ᮪ῲؘがあり、ѠಙᣞຎなǸによǲてはᄽたなご契約のお引き受けができない場合があります

（保険ᲷⲲによǲてはܝ᮪ῲؘがない場合があります）。また、ᄽたなご契約の責任⫳始ቃを❙ᶟ日としてܝ᮪ῲؘ

⣖ۀによる╫除の╄定が⣪᧸され、▮ᓙによるご契約の取ᘲの╄定なǸについてもᄽたなご契約のἦệに際しての▮

ᓙの行᠋が⣪᧸の対象となります。したがǲて、ܝ᮪がർ┶な҈ᩰᔇなǸをܝ᮪されなǚǲた場合、ᄽたなご契約が

╫除・取ᘲとなることもあります。 

ƪ現在のご契約のままであれǿお支払いができる場合であǲても、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀによる╫除ȓ▮ᓙによる取ᘲ、責任⫳

始ቃのୡする日ǚら３年ͨ内（ᄽたな保険契約がٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）の場合は１年ͨ内）の⅋ᔷ、責任⫳始ቃ֭

のᩰなǸの場合には保険金・Ổ付金なǸが支払われないことがあります。 

ƪ現在ご契約の保険契約を╫約された場合、ᄽたな保険契約のお取り扱いにǚǚわらǩ、いǲたȢ╫約されたご契約を

әに༻すことはできませȢ。また、現在ご契約の保険契約を᚛ⲥされた場合、әのご契約に༻す（൩ᅢする）お取り

扱いに制限を受けることがあります。 

 

保ᨦϋܾのᙸႺↆ⇁౨᚛ↄ↻↕ⅳ↺ⅹܲↄ↭↧ 
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現在のご契約の保⭿内容を╀ᬼしたいときには、つǝのよǕなᅀ法がご利᧸いただけます。 

ǣ᧸ᅀᗕ ࡖ╫ ǦǞȎǷᣀ⫧ ᨞̗ⱼ 

⟵၁֝ಏ 

 
現在のご契約の責任準備金ȓ

⥎ഝ金なǸ（転၁Ϣ）をᄽし

いご契約の一部にӛഝするᅀ

法です。 

保険のᲷⲲ、保⭿ⲥ、ቃ間、付

するᣀ約なǸをἕ合に変ף

更することができます。 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、転

၁制度ご利᧸時の契約年⽶、

保険ᄦ率により╹ᶟします。

現在のご契約はᘲᜈします。

 

 

 

 

 

⤴ո保⭿ 

ংሠ֝ಏ 

 現在のご契約の一部の責任準

備金なǸ（変更Ϣ）をᄽしい

ご契約の一部にӛഝするᅀ法

です。 

ർ┶な保⭿は継Ữしつつ、保険

のᲷⲲ、保⭿ⲥ、ቃ間、付ףす

るᣀ約なǸをἕ合に変更す

ることができます。 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、部

ո保⭿変更制度ご利᧸時の契

約年⽶、保険ᄦ率により╹ᶟ

します。 

現在のご契約のǕǰ保⭿内容

を╀ᬼしする部ոはᘲᜈしま

す。ご契約は、現在のご契約

とᄽしいご契約の２Ͳになり

ます。 

ٛ᪭保⭿ 

ংሠ֝ಏ 

 現在のご契約に付ףされてい

るӱ⭐関係ᣀ約の責任準備金

なǸ（変更Ϣ）をᄽしいご契

約の「ᠪ⥎ഝẹ⟘ٛ᪭保険」の

一部にӛഝするᅀ法です。 

 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、ٛ

᪭保⭿変更制度ご利᧸時の契

約年⽶、保険ᄦ率により╹ᶟ

します。 

現在のご契約に付ףされてい

るӱ⭐関係ᣀ約はᘲᜈしま

す。ご契約は、現在のご契約

とᄽしいご契約の２Ͳになり

ます。 

ᣀẇǽ˛⢛͛ף 

 現在のご契約にᣀ約をᄽたに

付ףするᅀ法です。 

現在のご契約の保⭿内容ȓ保

⭿ቃ間を変Ǘǩに、保⭿内容を

ӛીさせることができます。 

付ףするᣀ約の保険ᄦは、現

在のご契約の保険ᄦにףǗて

お払い⡛みいただきます。 

ᣀẇংሠ 

 現在のご契約に付ףされてい

るᣀ約の一部をᄽしいᣀ約に

変更するᅀ法です。 

変更する֭のᣀ約の保険ᄦの

お払い⡛みは˃┶になります

が、ᄽしいᣀ約の保険ᄦを継

Ữする部ոの保険ᄦとあわせ

てお払い⡛みいただきます。

⢈ףযẇ 

 
現在のご契約に⢈ףして、の

ᄽしい保険にご契約いただく

ᅀ法です。 

現在のご契約はǬのまま継Ữ

し、Ǭのご契約とはᨵなる内容

で保⭿をӛીさせることがで

きます。 

現在のご契約の保険ᄦとᄽし

いご契約の保険ᄦをお払い⡛

みいただきます。 

ご契約は２Ͳになります。 

ƪ上記のᅀ法のȊǚ、保険金ⲥ・Ổ付金ⲥなǸを᚛ⲥするᅀ法ȓ保険ቃ間を変更するᅀ法なǸがあります。 

ƪ現在のご契約のᲷⲲȓ内容なǸによǲてはお取り扱いできない場合があります。また、Ǭれǭれのᅀ法のご利᧸に

際しては、ཀ定のቷͲをᛙたすことがർ┶です。 

ƪ保⭿内容╀ᬼし後の保険ᄦは、Ǹのᅀ法をご利᧸いただくǚによǲてᨵなります。 

ƪ転၁制度、部ո保⭿変更制度、ٛ᪭保⭿変更制度をご利᧸の場合、保険ᄦの࣠ᰢとなる予定利率なǸは、現在のご

契約とᄽしいご契約でᨵなることがあります。たとǗǿ、ᄽしいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より

い場合、˩契約なǸの保険ᄦが高くなり˃利ᬖとなることがあります。 

ƪ保⭿内容の╀ᬼしにあたǲては、あらためて▧ዶ（またはܝ᮪）がർ┶になります（ご利᧸いただくᅀ法によǲて

は˃┶な場合もあります）。ѠಙᣞຎなǸによǲてはご利᧸いただけない場合があります。 

ƿ現在のᣀ約ǀ ƿᄽしいᣀ約ǀ

ƿ現在のご契約ǀ

ƿᄽしいご契約ǀ

ƿ転၁Ϣǀ

ƿ現在のご契約ǀ 
ƿ変更Ϣǀ

ƿᄽしいご契約ǀ

ƿ現在のご契約ǀƿᄽしいᣀ約ǀ

ƿ⢈ף契約ǀƿ現在のご契約ǀ 

ƿ現在のご契約ǀ 
ƿ変更Ϣǀ

ƿᄽしいご契約ǀ
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現在ご契約されている保険契約（ᣀ約）について╫約、᚛ⲥなǸの契約内容変更をされるときには、一ⅺ

に、つǝのよǕな場合、ご契約者にとǲて˃利ᬖとなることがあります。 
 

ƪ現在ご契約されている保険契約の╫約⡫⤅金は、এくの場合、払⡛保険ᄦの合╹ⲥよりଦない金ⲥとなります。ᣀに

ご契約後᮲ቃ間で╫約されたときの╫約⡫⤅金は、まǲたくないǚ、あǲてもごくわǩǚです。なお、╫約⡫⤅金の

╹ᶟは、ХƼのごףӱ生命保険会社・ご契約内容によりᨵなります。また、一定ቃ間のご契約の継ỮをቷͲに生す

る⥎ഝの権利なǸをডǕこととなる場合があります。 

ƪ保険ᄦの࣠ᰢとなる予定利率なǸは、現在のご契約とᄽたなご契約でᨵなることがあります。たとǗǿ、ᄽたなご契

約の予定利率が現在のご契約の予定利率よりい場合、˩ 契約なǸの保険ᄦが高くなり˃利ᬖとなることがあります。 

ƪ一ⅺの契約と同ᐯにܝ᮪ῲؘがあり、ѠಙᣞຎなǸによǲてはᄽたなご契約のお引き受けができない場合があります

（保険ᲷⲲによǲてはܝ᮪ῲؘがない場合があります）。また、ᄽたなご契約の責任⫳始ቃを❙ᶟ日としてܝ᮪ῲؘ

⣖ۀによる╫除の╄定が⣪᧸され、▮ᓙによるご契約の取ᘲの╄定なǸについてもᄽたなご契約のἦệに際しての▮

ᓙの行᠋が⣪᧸の対象となります。したがǲて、ܝ᮪がർ┶な҈ᩰᔇなǸをܝ᮪されなǚǲた場合、ᄽたなご契約が

╫除・取ᘲとなることもあります。 

ƪ現在のご契約のままであれǿお支払いができる場合であǲても、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀによる╫除ȓ▮ᓙによる取ᘲ、責任⫳

始ቃのୡする日ǚら３年ͨ内（ᄽたな保険契約がٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）の場合は１年ͨ内）の⅋ᔷ、責任⫳始ቃ֭

のᩰなǸの場合には保険金・Ổ付金なǸが支払われないことがあります。 

ƪ現在ご契約の保険契約を╫約された場合、ᄽたな保険契約のお取り扱いにǚǚわらǩ、いǲたȢ╫約されたご契約を

әに༻すことはできませȢ。また、現在ご契約の保険契約を᚛ⲥされた場合、әのご契約に༻す（൩ᅢする）お取り

扱いに制限を受けることがあります。 

 

保ᨦϋܾのᙸႺↆ⇁౨᚛ↄ↻↕ⅳ↺ⅹܲↄ↭↧ 
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現在のご契約の保⭿内容を╀ᬼしたいときには、つǝのよǕなᅀ法がご利᧸いただけます。 

ǣ᧸ᅀᗕ ࡖ╫ ǦǞȎǷᣀ⫧ ᨞̗ⱼ 

⟵၁֝ಏ 

 
現在のご契約の責任準備金ȓ

⥎ഝ金なǸ（転၁Ϣ）をᄽし

いご契約の一部にӛഝするᅀ

法です。 

保険のᲷⲲ、保⭿ⲥ、ቃ間、付

するᣀ約なǸをἕ合に変ף

更することができます。 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、転

၁制度ご利᧸時の契約年⽶、

保険ᄦ率により╹ᶟします。

現在のご契約はᘲᜈします。

 

 

 

 

 

⤴ո保⭿ 

ংሠ֝ಏ 

 現在のご契約の一部の責任準

備金なǸ（変更Ϣ）をᄽしい

ご契約の一部にӛഝするᅀ法

です。 

ർ┶な保⭿は継Ữしつつ、保険

のᲷⲲ、保⭿ⲥ、ቃ間、付ףす

るᣀ約なǸをἕ合に変更す

ることができます。 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、部

ո保⭿変更制度ご利᧸時の契

約年⽶、保険ᄦ率により╹ᶟ

します。 

現在のご契約のǕǰ保⭿内容

を╀ᬼしする部ոはᘲᜈしま

す。ご契約は、現在のご契約

とᄽしいご契約の２Ͳになり

ます。 

ٛ᪭保⭿ 

ংሠ֝ಏ 

 現在のご契約に付ףされてい

るӱ⭐関係ᣀ約の責任準備金

なǸ（変更Ϣ）をᄽしいご契

約の「ᠪ⥎ഝẹ⟘ٛ᪭保険」の

一部にӛഝするᅀ法です。 

 

ᄽしいご契約の保険ᄦは、ٛ

᪭保⭿変更制度ご利᧸時の契

約年⽶、保険ᄦ率により╹ᶟ

します。 

現在のご契約に付ףされてい

るӱ⭐関係ᣀ約はᘲᜈしま

す。ご契約は、現在のご契約

とᄽしいご契約の２Ͳになり

ます。 

ᣀẇǽ˛⢛͛ף 

 現在のご契約にᣀ約をᄽたに

付ףするᅀ法です。 

現在のご契約の保⭿内容ȓ保

⭿ቃ間を変Ǘǩに、保⭿内容を

ӛીさせることができます。 

付ףするᣀ約の保険ᄦは、現

在のご契約の保険ᄦにףǗて

お払い⡛みいただきます。 

ᣀẇংሠ 

 現在のご契約に付ףされてい

るᣀ約の一部をᄽしいᣀ約に

変更するᅀ法です。 

変更する֭のᣀ約の保険ᄦの

お払い⡛みは˃┶になります

が、ᄽしいᣀ約の保険ᄦを継

Ữする部ոの保険ᄦとあわせ

てお払い⡛みいただきます。

⢈ףযẇ 

 
現在のご契約に⢈ףして、の

ᄽしい保険にご契約いただく

ᅀ法です。 

現在のご契約はǬのまま継Ữ

し、Ǭのご契約とはᨵなる内容

で保⭿をӛીさせることがで

きます。 

現在のご契約の保険ᄦとᄽし

いご契約の保険ᄦをお払い⡛

みいただきます。 

ご契約は２Ͳになります。 

ƪ上記のᅀ法のȊǚ、保険金ⲥ・Ổ付金ⲥなǸを᚛ⲥするᅀ法ȓ保険ቃ間を変更するᅀ法なǸがあります。 

ƪ現在のご契約のᲷⲲȓ内容なǸによǲてはお取り扱いできない場合があります。また、Ǭれǭれのᅀ法のご利᧸に

際しては、ཀ定のቷͲをᛙたすことがർ┶です。 

ƪ保⭿内容╀ᬼし後の保険ᄦは、Ǹのᅀ法をご利᧸いただくǚによǲてᨵなります。 

ƪ転၁制度、部ո保⭿変更制度、ٛ᪭保⭿変更制度をご利᧸の場合、保険ᄦの࣠ᰢとなる予定利率なǸは、現在のご

契約とᄽしいご契約でᨵなることがあります。たとǗǿ、ᄽしいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より

い場合、˩契約なǸの保険ᄦが高くなり˃利ᬖとなることがあります。 

ƪ保⭿内容の╀ᬼしにあたǲては、あらためて▧ዶ（またはܝ᮪）がർ┶になります（ご利᧸いただくᅀ法によǲて

は˃┶な場合もあります）。ѠಙᣞຎなǸによǲてはご利᧸いただけない場合があります。 

ƿ現在のᣀ約ǀ ƿᄽしいᣀ約ǀ

ƿ現在のご契約ǀ

ƿᄽしいご契約ǀ

ƿ転၁Ϣǀ

ƿ現在のご契約ǀ 
ƿ変更Ϣǀ

ƿᄽしいご契約ǀ

ƿ現在のご契約ǀƿᄽしいᣀ約ǀ

ƿ⢈ף契約ǀƿ現在のご契約ǀ 

ƿ現在のご契約ǀ 
ƿ変更Ϣǀ

ƿᄽしいご契約ǀ
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ᾃ ܝ᮪内容が事ીとᨵなる場合のご契約の╫除 

ƪܝ᮪事ⱼについて、故または⦔গな⣏ডによǲて事ીをܝ᮪されなǚǲたり事ીと⣖Ǖことをܝ᮪されたりした場

合、ഝ社は「ܝ᮪ῲؘ⣖ۀ」としてご契約を╫除し、保険金・Ổ付金のお支払いができないことがあります。ただし、

ഝ社がご契約のἦệまたは൩ᘍの際、╫除のࡍڤとなる事ીを᮪ǲていたときもしくは⣏ডのため᮪らなǚǲたとき、

ഝ社が╫除のࡍڤを᮪ǲた時ǚら１ǚ月を経⣏したとき、または責任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏したときは、

ഝ社はご契約を╫除することができませȢ。 

ԃ
Χ
ό 

Ṥᩰのᗁ᪭中にもǚǚわらǩ、これをܝ᮪されなǚǲた場合には、ご契約が╫除されることがあります。こ

の場合には、たとǗṤᩰにより保険金・Ổ付金をお支払いする事ᨁが生していても、お支払いすることが

できませȢ。 

ƪ責任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏していても、保険金・Ổ付金の支払事ᨁが２年ͨ内に生していた場合には、

ご契約を╫除することがあります。 

ƪܝ᮪にあたり、ഝ社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）が、╫除のࡍڤとなる事ીについて、ܝ

᮪をすることを৯ǡたとき、またはܝ᮪をしないことȓ事ીでないことをܝǡることをئめたときは、ഝ社はご契約

を╫除することはできませȢ。ただし、ഝ社の生命保険؞⮥͆のこǕした行᠋がなǚǲたとしても、ご契約者または

Ⓚ保険者が、ഝ社がܝ᮪を求めた事ⱼについて、事ીをܝǡなǚǲたǚまたは事ીでないことをܝǡたと認められる

ときは、ഝ社はご契約を╫除することができます。 

ƪご契約が╫除される場合で、すでに保険金・Ổ付金をお支払いしている場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただき

ます。 

ƪܝ᮪ῲؘ⣖ۀがあǲた場合で、Ǭの内容がᣀに⦔গな場合、▮ᓙによる取ᘲを理ᨁとして、保険金・Ổ付金をお支払

いできないことがあります。この場合、 

・２年経⣏後にも取ᘲとなることがあります。 

・すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦはお⡫ししませȢ。 

 

 ・ ご契約のおᨃし⡛み後または保険金・Ổ付金のご請求があǲたときに、ഝ社の認担ഝ社員ま

たはഝ社でਅ█した認担ഝ者が、ご契約のおᨃ⡛内容またはご請求内容なǸについてご認

させていただく場合があります。 

 

 

�᮪Ǻ⬄ǨȚǣᡄΉӞܝ

᧯ܶ保険ǣףӱᆣǽܝ᮪Ǻ⬄ǦǵǳǝǽȗǕな場合ǾƸˁ▉ɝɲʀɈȬɬɳǺǵǙުい合ȞǪȡཀྵșȍǨƹ 

 

 についてご˃ᅽな᠊がある場合「᮪の֭にご認いただきたい事ⱼܝ」■

■お⟘Χのᣞຎについてܝ᮪するべきǚᄺに⢂われる場合 

 なお、ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者は、ܝ᮪内容についてごᭀ☐をお受けすること等はできませȢ。 

 ᮪内容にもれȓ間⣖いがᅽした場合ܝ、᮪内容のおૃさまလをご認いただきܝ■

なお、⢈ף・╷正されたܝ᮪内容をもとにご契約の引き受け・継Ữまたはご契約内容の変更なǸについてԙ度Ꮀ

╿させていただきます。 

 ᮪ଗ᧸ɝɲーɈȬɬɳܝ

 ������������⿋⢡話ᄦᠪᄦ⿍ 

受付時間 月」金ሓ日 9:00-18:00 

土ሓ日 9:00-17:00 

（祝日・年末年始を除く） 

 

 

⾹ɟɱȬɘȿー保護のため、お問い合わせ・おᨃし出はർ

ǩⓀ保険者ご本͆さまǚらおⲬいいたします。 

ߙ᮪ଗ᧸ɝɲーɈȬɬɳȇのお電話は、ഝ社Ꮱؘの⣌ܝ⾹

ᶩ理およびȽーɛスӛી等の╞᠊ǚら⩜Ɱさせていた

だきます。 

 

 

ԓჷ፯Ѧ 
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（約ᓝᵥ1�ቷ、ᵥ1�ቷ） 

ご契約をお引き受けするǚǸǕǚをᖑめるための⦔┶なことがらについておたǩǼします。ご契約者ȓⓀ

保険者には、ѠಙᣞຎなǸഝ社がおたǩǼすることがらについて、事ીをありのまま正にもれなくおᵼ

Ǘいただくῲؘがあります。 

 

 ᮪ῲؘとはܝ １

ƪ生命保険は、এᄋの͆Ƽが保険ᄦを出しあǲて、ᭀ̞に保⭿しあǕ制度です。Ѡಙᣞຎのよくないᅀȓڈ険度の高い

Ꮱに൝事されているᅀなǸがᠪቷͲで契約されますと、保険ᄦ負担のӸ౪性を保つことができませȢ。したがǲて、

Ӹ౪性を保つためのɳーɳとしてܝ᮪ῲؘがあります。 

ƪܝ᮪ῲؘとは、ご契約のおᨃし⡛みまたは൩ᘍに際して、⣏ڸの҈ᩰᔇ（҈ᩰ۵・ᗁ᪭ቃ間なǸ）・現在のѠಙᣞຎ・

⟘Χの⭿્ᣞຎ・ᏡなǸについての✤問に対して、事ીをありのまま正にもれなくおᵼǗいただくῲؘのことを

いいます。 

 

 ᮪のᅀ法ܝ ２

ƪഝ社指定のٛృが▧ዶを行Ǖ場合（▧ዶٛ扱い） 

まǩⓀ保険者ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。つǝに▧ዶٛがۑⲗでܝ᮪を求める場合があ

りますので、Ǭのときは事ીをありのままお᮪らせください。ۑⲗでܝ᮪された内容は▧ዶٛにより記⩜されますの

で、ご認のǕǗご῍۵ください。 

ƪٛృの▧ዶにͦǗる扱い 

によるᅀ法の場合には、Ⓚܝ先の定ቃѠಙ▧ᄺのệእをご利᧸いただくᅀ法ȓ、ഝ社の生命保険ⰢယॲのⰢယअؘأ

保険者ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。 

ƪ▧ዶを行わない場合（ܝ᮪扱い） 

Ⓚ保険者（またはご契約者）ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。 

 

᮪事ⱼܝ、᮪受ⲏ権は生命保険会社および生命保険会社が指定したٛృがሱしていますのでܝ ・ 

についておᵼǗいただいたことと、ഝ社指定のٛృにۑⲗでお話しいただいたことがܝ᮪とな

ります。生命保険؞⮥͆（ഝ社のٛృͨঋの社員ȓ؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）ȓ生命保険Ⱒယॲに

お話しいただいても、ܝ᮪をいただいたことにはなりませȢので、ご注ください。 

 

３ ҈ᩰᔇなǸがある場合のご契約のお引き受け 

ƪഝ社では、ご契約者間のӸ౪性を保つため、Ⓚ保険者のѠಙᣞຎなǸに応ǧてご契約のお引き受けのᄺを行ǲてい

ます。 

ƪ҈ᩰᔇȓ⢡⭐の事ીなǸをܝ᮪された場合には、ཀ定のᎰዶȓ⢈ףのくわしいܝ᮪なǸがർ┶となる場合があります。 

ƪ҈ᩰᔇなǸがある場合にはご契約をおᄺりすることもありますが、すべておᄺりするものではなく、「ᣀ定ᩩᩰ・部

Ρ˃担保」のᣀቷͲを付けてお引き受けすることȓ、ܝ᮪いただいた҈ᩰなǸによǲてはᣀቷͲを付けǩにお引

き受けできる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

_02_00010ڦ շࡈዎ約㝿࡚ࡋ .pdf (�)



 
 

⑦020-201704①ご契約に際して.docx 2016/10/26 - 1� - 

ᾃ ܝ᮪内容が事ીとᨵなる場合のご契約の╫除 

ƪܝ᮪事ⱼについて、故または⦔গな⣏ডによǲて事ીをܝ᮪されなǚǲたり事ીと⣖Ǖことをܝ᮪されたりした場

合、ഝ社は「ܝ᮪ῲؘ⣖ۀ」としてご契約を╫除し、保険金・Ổ付金のお支払いができないことがあります。ただし、

ഝ社がご契約のἦệまたは൩ᘍの際、╫除のࡍڤとなる事ીを᮪ǲていたときもしくは⣏ডのため᮪らなǚǲたとき、

ഝ社が╫除のࡍڤを᮪ǲた時ǚら１ǚ月を経⣏したとき、または責任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏したときは、

ഝ社はご契約を╫除することができませȢ。 

ԃ
Χ
ό 

Ṥᩰのᗁ᪭中にもǚǚわらǩ、これをܝ᮪されなǚǲた場合には、ご契約が╫除されることがあります。こ

の場合には、たとǗṤᩰにより保険金・Ổ付金をお支払いする事ᨁが生していても、お支払いすることが

できませȢ。 

ƪ責任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏していても、保険金・Ổ付金の支払事ᨁが２年ͨ内に生していた場合には、

ご契約を╫除することがあります。 

ƪܝ᮪にあたり、ഝ社の生命保険؞⮥͆（ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）が、╫除のࡍڤとなる事ીについて、ܝ

᮪をすることを৯ǡたとき、またはܝ᮪をしないことȓ事ીでないことをܝǡることをئめたときは、ഝ社はご契約

を╫除することはできませȢ。ただし、ഝ社の生命保険؞⮥͆のこǕした行᠋がなǚǲたとしても、ご契約者または

Ⓚ保険者が、ഝ社がܝ᮪を求めた事ⱼについて、事ીをܝǡなǚǲたǚまたは事ીでないことをܝǡたと認められる

ときは、ഝ社はご契約を╫除することができます。 

ƪご契約が╫除される場合で、すでに保険金・Ổ付金をお支払いしている場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただき

ます。 

ƪܝ᮪ῲؘ⣖ۀがあǲた場合で、Ǭの内容がᣀに⦔গな場合、▮ᓙによる取ᘲを理ᨁとして、保険金・Ổ付金をお支払

いできないことがあります。この場合、 

・２年経⣏後にも取ᘲとなることがあります。 

・すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦはお⡫ししませȢ。 

 

 ・ ご契約のおᨃし⡛み後または保険金・Ổ付金のご請求があǲたときに、ഝ社の認担ഝ社員ま

たはഝ社でਅ█した認担ഝ者が、ご契約のおᨃ⡛内容またはご請求内容なǸについてご認

させていただく場合があります。 

 

 

�᮪Ǻ⬄ǨȚǣᡄΉӞܝ

᧯ܶ保険ǣףӱᆣǽܝ᮪Ǻ⬄ǦǵǳǝǽȗǕな場合ǾƸˁ▉ɝɲʀɈȬɬɳǺǵǙުい合ȞǪȡཀྵșȍǨƹ 

 

 についてご˃ᅽな᠊がある場合「᮪の֭にご認いただきたい事ⱼܝ」■

■お⟘Χのᣞຎについてܝ᮪するべきǚᄺに⢂われる場合 

 なお、ഝ社の社員・؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者は、ܝ᮪内容についてごᭀ☐をお受けすること等はできませȢ。 

 ᮪内容にもれȓ間⣖いがᅽした場合ܝ、᮪内容のおૃさまလをご認いただきܝ■

なお、⢈ף・╷正されたܝ᮪内容をもとにご契約の引き受け・継Ữまたはご契約内容の変更なǸについてԙ度Ꮀ

╿させていただきます。 

 ᮪ଗ᧸ɝɲーɈȬɬɳܝ

 ������������⿋⢡話ᄦᠪᄦ⿍ 

受付時間 月」金ሓ日 9:00-18:00 

土ሓ日 9:00-17:00 

（祝日・年末年始を除く） 

 

 

⾹ɟɱȬɘȿー保護のため、お問い合わせ・おᨃし出はർ

ǩⓀ保険者ご本͆さまǚらおⲬいいたします。 

ߙ᮪ଗ᧸ɝɲーɈȬɬɳȇのお電話は、ഝ社Ꮱؘの⣌ܝ⾹

ᶩ理およびȽーɛスӛી等の╞᠊ǚら⩜Ɱさせていた

だきます。 
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（約ᓝᵥ1�ቷ、ᵥ1�ቷ） 

ご契約をお引き受けするǚǸǕǚをᖑめるための⦔┶なことがらについておたǩǼします。ご契約者ȓⓀ

保険者には、ѠಙᣞຎなǸഝ社がおたǩǼすることがらについて、事ીをありのまま正にもれなくおᵼ

Ǘいただくῲؘがあります。 

 

 ᮪ῲؘとはܝ １

ƪ生命保険は、এᄋの͆Ƽが保険ᄦを出しあǲて、ᭀ̞に保⭿しあǕ制度です。Ѡಙᣞຎのよくないᅀȓڈ険度の高い

Ꮱに൝事されているᅀなǸがᠪቷͲで契約されますと、保険ᄦ負担のӸ౪性を保つことができませȢ。したがǲて、

Ӹ౪性を保つためのɳーɳとしてܝ᮪ῲؘがあります。 

ƪܝ᮪ῲؘとは、ご契約のおᨃし⡛みまたは൩ᘍに際して、⣏ڸの҈ᩰᔇ（҈ᩰ۵・ᗁ᪭ቃ間なǸ）・現在のѠಙᣞຎ・

⟘Χの⭿્ᣞຎ・ᏡなǸについての✤問に対して、事ીをありのまま正にもれなくおᵼǗいただくῲؘのことを

いいます。 

 

 ᮪のᅀ法ܝ ２

ƪഝ社指定のٛృが▧ዶを行Ǖ場合（▧ዶٛ扱い） 

まǩⓀ保険者ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。つǝに▧ዶٛがۑⲗでܝ᮪を求める場合があ

りますので、Ǭのときは事ીをありのままお᮪らせください。ۑⲗでܝ᮪された内容は▧ዶٛにより記⩜されますの

で、ご認のǕǗご῍۵ください。 

ƪٛృの▧ዶにͦǗる扱い 

によるᅀ法の場合には、Ⓚܝ先の定ቃѠಙ▧ᄺのệእをご利᧸いただくᅀ法ȓ、ഝ社の生命保険ⰢယॲのⰢယअؘأ

保険者ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。 

ƪ▧ዶを行わない場合（ܝ᮪扱い） 

Ⓚ保険者（またはご契約者）ご⅋⟘でܝ᮪事ⱼについてありのままをおᵼǗください。 

 

᮪事ⱼܝ、᮪受ⲏ権は生命保険会社および生命保険会社が指定したٛృがሱしていますのでܝ ・ 

についておᵼǗいただいたことと、ഝ社指定のٛృにۑⲗでお話しいただいたことがܝ᮪とな

ります。生命保険؞⮥͆（ഝ社のٛృͨঋの社員ȓ؞⮥ͦ理ಅの担ഝ者）ȓ生命保険Ⱒယॲに

お話しいただいても、ܝ᮪をいただいたことにはなりませȢので、ご注ください。 

 

３ ҈ᩰᔇなǸがある場合のご契約のお引き受け 

ƪഝ社では、ご契約者間のӸ౪性を保つため、Ⓚ保険者のѠಙᣞຎなǸに応ǧてご契約のお引き受けのᄺを行ǲてい

ます。 

ƪ҈ᩰᔇȓ⢡⭐の事ીなǸをܝ᮪された場合には、ཀ定のᎰዶȓ⢈ףのくわしいܝ᮪なǸがർ┶となる場合があります。 

ƪ҈ᩰᔇなǸがある場合にはご契約をおᄺりすることもありますが、すべておᄺりするものではなく、「ᣀ定ᩩᩰ・部

Ρ˃担保」のᣀቷͲを付けてお引き受けすることȓ、ܝ᮪いただいた҈ᩰなǸによǲてはᣀቷͲを付けǩにお引

き受けできる場合もあります。 
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（約ᓝᵥ２ቷ） 

ご契約は、おૃさまǚらのおᨃし⡛みに対してഝ社が承♇した時にሱに༔ᴗします。ഝ社がご契約をお

引き受けすることを承♇した場合には、ᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金をഝ社が受け取ǲた時（ܝ᮪の֭に受け取ǲ

た場合はܝ᮪の時）ǚらご契約上の保⭿が⫳始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƪᣀቷͲ付のご契約は、ᣀቷͲのお取り扱いを記載した承♇ሤに῍۵していただいた場合（ご契約者が法͆の場合

は῍۵・ྍڇしていただいた場合）に、ᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金をഝ社が受け取ǲた時（ܝ᮪の֭に受け取ǲた場合はܝ

᮪の時）にさǚのȋǲて保⭿が⫳始されます。 

ƪご契約が༔ᴗした場合には、ഝ社は「保険▩֟」をお⢌りし承♇の⢡᮪とします。「保険▩֟」はご契約上のおཆỮ

きにർ┶なものですので、গչに保ᶩしてください。 

 

（※）ɏɛɋɐȳードȓȷレジɋɐȳードでお払い⡛みの場合は、ഝ社ᖑ済ᴻ末でおཆỮきいただいた

時がഝ社がᵥ１ࡋ保険ᄦӛഝ金を受け取ǲた時となります。 

ȹʀɁ⿀

ഝ社がᨃ⡛を 
受け付けた時 

時 時

ഝ社が契約を
承♇した時 

責任開始期（保障開始）

ȹʀɁ⿁

ഝ社がᨃ⡛を 

受け付けた時 
時 時

ഝ社が契約を

承♇した時 

責任開始期（保障開始） 

ȹʀɁ⿂

ഝ社がᨃ⡛を 

受け付けた時 
時 時

責任開始期（保障開始） 

時
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１ しくみ 

ƪこの保険は、Ӹٛ᪭保険制度の補લൃׂを担Ǖ保険で、҈્またはᩩᩰによるӱ⭐保⭿とᔎ̭保⭿を保できま

す。 

ƪこの保険のⓀ保険者としてごףӱできるᅀは、Ӹٛ᪭保険制度にⓀ保険者もしくはẻ合員としてףӱされているᅀ

またはǬのⓀའⳬ者のǕǰ保険年⽶が1�ᔆǚら6�ᔆまででഝ社の定める範囲のᅀです。 

ƪすでにٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）にףӱされているᅀは、ᄽたにこの保険にףӱするこ

とはできませȢ。 

 

２ ご契約ό 

ٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ） 
ƪ30ᔆ契約 

ƪ１年ᛙቃ 

■しくみ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ⅋ؔ更ᄽ 

ƪご契約は、保険ቃ間ᛙ̒日の２ǚ月֭までに継Ữしないᅣのおᨃし出がない限り、Ⓚ保険者のѠಙᣞຎにǚǚわらǩ、

保険ቃ間ᛙ̒日の‑日に⅋ؔに更ᄽされます。 

ƪ更ᄽ後の保険ቃ間は、更ᄽ֭の保険ቃ間と同一（１年）とします。 

ƪ更ᄽ後の保険ᄦは、更ᄽ日現在のⓀ保険者の保険年⽶および保険ᄦ率によǲて╹ᶟします。したがǲて、更ᄽ後の保

険ᄦは更ᄽ֭の保険ᄦとᨵなります。また、更ᄽ後のご契約には更ᄽ日における約ᓝが⣪᧸されます。更ᄽ日にഝ社

がこの保険契約のἦệを取り扱ǲていないときは、この保険契約の更ᄽにǚǗて、ഝ社ཀ定の͙の保険契約をἦệし

ます。 

ƪすでにỔ付金なǸのお支払いがあるときは、Ǭの支払日ᄋなǸを更ᄽ後のご契約の支払限度に⢡ᶟします。 

ƪつǝの場合には更ᄽをお取り扱いしませȢ。 

・更ᄽ日の֭日までの保険ᄦが払い⡛まれていないとき 

・更ᄽ日におけるⓀ保険者の保険年⽶が69ᔆをこǗるとき 

 

ᾃ ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約ǚらのףӱ 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約（ͨˁ「ףӱ֭契約」といいます）にごףӱの場

合で、Ⓚ保険者ᄋの᚛ଦによりご契約が╫除されたり、または⢋等の事ᨁにより⃖⢋されたときは、ഝ社ཀ定の┶

Ͳをᛙたしていれǿ、あらためてܝ᮪ȓ▧ዶをしていただくことなく、この保険にףӱすることができます。 

ƪこの保険契約のᗁ᪭Ổ付金のᗁ᪭Ổ付率およびӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥは、ףӱ֭契約のᗁ᪭Ổ付金のᗁ᪭Ổ付率およ

びӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥを限度とします。 

ƪ۬ᲷỔ付金のお支払限度についてはףӱ֭契約の支払日ᄋとこの保険契約の支払日ᄋを⢡ᶟします。 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸᮲ቃӱ⭐・ཆ⒈ᣀ約を付ףされたご契約ǚらのףӱの場合、᮲ቃӱ⭐Ổ付金およびཆ⒈Ổ

付金の保⭿はなくなります。 

ƪỔ付金およびᔎ̭保険金のお支払いについては、ףӱ֭契約のǬのⓀ保険者に対する部ոの「責任⫳始ቃ」または「責

任⫳始の日」をこの保険契約の「責任⫳始ቃ」または「責任⫳始の日」とみなします。ただし、ףӱ֭契約によるỔ

付金を支払Ǖこととなるӱ⭐に対しては、この保険契約によるỔ付金を⦔⓹してはお支払いしませȢ。 

 

 

契約 
（30ᔆ） 保険ቃ間（１年）

ᛙቃ
（31ᔆ）

ӱ⭐Ổ付金

ᗁ᪭Ổ付金

ᔎ̭保険金

⅋ؔ更ᄽ ⅋ؔ更ᄽ 
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ᾄ ᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約ǚらのףӱ

ƪᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約（ͨˁ「ףӱ֭契約」といいます）にごףӱ

の場合で、Ⓚ保険者ᄋの᚛ଦによりご契約が╫除されたり、または⢋等の事ᨁにより⃖⢋されたときは、ഝ社ཀ定

の┶Ͳをᛙたしていれǿ、あらためてܝ᮪ȓ▧ዶをしていただくことなく、この保険にףӱすることができます。 

ƪףӱ֭契約のỔ付内容とこの保険契約のỔ付内容はᨵなります。Ổ付内容の⣖いをご認いただき、ご理╫・ご̒承

のǕǗおᨃし⡛みください。 

ƪこの保険契約のӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥは、ףӱ֭契約のӱ⭐Ổ付金日ⲥを限度とします。 

ƪӱ⭐Ổ付金のお支払限度についてはףӱ֭契約の支払日ᄋとこの保険契約の支払日ᄋを⢡ᶟします。 

ƪỔ付金およびᔎ̭保険金のお支払いについては、ףӱ֭契約のǬのⓀ保険者に対する部ոの「責任⫳始ቃ」または「責

任⫳始の日」をこの保険契約の「責任⫳始ቃ」または「責任⫳始の日」とみなします。ただし、ףӱ֭契約によるỔ

付金を支払Ǖこととなるӱ⭐に対しては、この保険契約によるỔ付金を⦔⓹してはお支払いしませȢ。 

 

ᾅ ᗁ᪭Ổ付率・࣠準日ⲥの変更 

ƪⓀ保険者の同およびഝ社の承♇を得て、ཀ定の範囲内でᗁ᪭Ổ付率のऻ率または࣠準日ⲥのऻⲥをすることができ

ます。 

ƪཀ定の範囲内でᗁ᪭Ổ付率の᚛率または࣠準日ⲥの᚛ⲥをすることができます。この場合、おᨃし出のᬼ後に֗ቻす

る更ᄽ日ǚら変更されます。 

 

 ・ Ӹٛ᪭保険制度の改正が行われた場合には、ഝ社は、˩ؘહ౸の▞可を得て、この保険契約

の内容を変更することがあります。この場合、変更日の２ǚ月֭までにご契約者にǬのᅣを⢡

᮪します。 

・ ごףӱ後に、Ӹٛ᪭保険制度の⃖⢋、ףӱまたは一部負担ׂ合の変更があǲた場合には、す

みȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。なお、一部負担ׂ合の変更があǲた場合、

変更後のᬼ後に֗ቻする更ᄽ日ǚら、保険ᄦを変更し変更後の一部負担ׂ合に応ǧてᗁ᪭Ổ付

金ⲥを╹ᶟします。 

・�この保険には、ᛙቃ保険金はありませȢ。 

・ この保険には、ഝ社が保険ᄦをおᴗてራǗし継Ữさせる制度（保険ᄦの⅋ؔ貸付）のお取り扱

いはありませȢ。 

・ この保険では、契約者貸付制度はご利᧸いただけませȢ。 
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１ しくみ 

ƪこの保険は、Ӹٛ᪭保険制度の補લൃׂを担Ǖ保険で、҈્またはᩩᩰによるӱ⭐保⭿とᔎ̭保⭿を保できま

す。 

ƪこの保険のⓀ保険者としてごףӱできるᅀは、Ӹٛ᪭保険制度にⓀ保険者もしくはẻ合員としてףӱされているᅀ

またはǬのⓀའⳬ者のǕǰ保険年⽶が1�ᔆǚら6�ᔆまででഝ社の定める範囲のᅀです。 

ƪすでにٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）にףӱされているᅀは、ᄽたにこの保険にףӱするこ

とはできませȢ。 

 

２ ご契約ό 

ٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ） 
ƪ30ᔆ契約 

ƪ１年ᛙቃ 

■しくみ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ⅋ؔ更ᄽ 

ƪご契約は、保険ቃ間ᛙ̒日の２ǚ月֭までに継Ữしないᅣのおᨃし出がない限り、Ⓚ保険者のѠಙᣞຎにǚǚわらǩ、

保険ቃ間ᛙ̒日の‑日に⅋ؔに更ᄽされます。 

ƪ更ᄽ後の保険ቃ間は、更ᄽ֭の保険ቃ間と同一（１年）とします。 

ƪ更ᄽ後の保険ᄦは、更ᄽ日現在のⓀ保険者の保険年⽶および保険ᄦ率によǲて╹ᶟします。したがǲて、更ᄽ後の保

険ᄦは更ᄽ֭の保険ᄦとᨵなります。また、更ᄽ後のご契約には更ᄽ日における約ᓝが⣪᧸されます。更ᄽ日にഝ社

がこの保険契約のἦệを取り扱ǲていないときは、この保険契約の更ᄽにǚǗて、ഝ社ཀ定の͙の保険契約をἦệし

ます。 

ƪすでにỔ付金なǸのお支払いがあるときは、Ǭの支払日ᄋなǸを更ᄽ後のご契約の支払限度に⢡ᶟします。 

ƪつǝの場合には更ᄽをお取り扱いしませȢ。 

・更ᄽ日の֭日までの保険ᄦが払い⡛まれていないとき 

・更ᄽ日におけるⓀ保険者の保険年⽶が69ᔆをこǗるとき 

 

ᾃ ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約ǚらのףӱ 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約（ͨˁ「ףӱ֭契約」といいます）にごףӱの場

合で、Ⓚ保険者ᄋの᚛ଦによりご契約が╫除されたり、または⢋等の事ᨁにより⃖⢋されたときは、ഝ社ཀ定の┶

Ͳをᛙたしていれǿ、あらためてܝ᮪ȓ▧ዶをしていただくことなく、この保険にףӱすることができます。 

ƪこの保険契約のᗁ᪭Ổ付金のᗁ᪭Ổ付率およびӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥは、ףӱ֭契約のᗁ᪭Ổ付金のᗁ᪭Ổ付率およ

びӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥを限度とします。 

ƪ۬ᲷỔ付金のお支払限度についてはףӱ֭契約の支払日ᄋとこの保険契約の支払日ᄋを⢡ᶟします。 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸᮲ቃӱ⭐・ཆ⒈ᣀ約を付ףされたご契約ǚらのףӱの場合、᮲ቃӱ⭐Ổ付金およびཆ⒈Ổ

付金の保⭿はなくなります。 

ƪỔ付金およびᔎ̭保険金のお支払いについては、ףӱ֭契約のǬのⓀ保険者に対する部ոの「責任⫳始ቃ」または「責

任⫳始の日」をこの保険契約の「責任⫳始ቃ」または「責任⫳始の日」とみなします。ただし、ףӱ֭契約によるỔ

付金を支払Ǖこととなるӱ⭐に対しては、この保険契約によるỔ付金を⦔⓹してはお支払いしませȢ。 

 

 

契約 
（30ᔆ） 保険ቃ間（１年）

ᛙቃ
（31ᔆ）

ӱ⭐Ổ付金

ᗁ᪭Ổ付金

ᔎ̭保険金

⅋ؔ更ᄽ ⅋ؔ更ᄽ 
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ᾄ ᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約ǚらのףӱ

ƪᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）またはᄽٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）᧸ૐᅒᣀ約（ͨˁ「ףӱ֭契約」といいます）にごףӱ

の場合で、Ⓚ保険者ᄋの᚛ଦによりご契約が╫除されたり、または⢋等の事ᨁにより⃖⢋されたときは、ഝ社ཀ定

の┶Ͳをᛙたしていれǿ、あらためてܝ᮪ȓ▧ዶをしていただくことなく、この保険にףӱすることができます。 

ƪףӱ֭契約のỔ付内容とこの保険契約のỔ付内容はᨵなります。Ổ付内容の⣖いをご認いただき、ご理╫・ご̒承

のǕǗおᨃし⡛みください。 

ƪこの保険契約のӱ⭐Ổ付金の࣠準日ⲥは、ףӱ֭契約のӱ⭐Ổ付金日ⲥを限度とします。 

ƪӱ⭐Ổ付金のお支払限度についてはףӱ֭契約の支払日ᄋとこの保険契約の支払日ᄋを⢡ᶟします。 

ƪỔ付金およびᔎ̭保険金のお支払いについては、ףӱ֭契約のǬのⓀ保険者に対する部ոの「責任⫳始ቃ」または「責

任⫳始の日」をこの保険契約の「責任⫳始ቃ」または「責任⫳始の日」とみなします。ただし、ףӱ֭契約によるỔ

付金を支払Ǖこととなるӱ⭐に対しては、この保険契約によるỔ付金を⦔⓹してはお支払いしませȢ。 

 

ᾅ ᗁ᪭Ổ付率・࣠準日ⲥの変更 

ƪⓀ保険者の同およびഝ社の承♇を得て、ཀ定の範囲内でᗁ᪭Ổ付率のऻ率または࣠準日ⲥのऻⲥをすることができ

ます。 

ƪཀ定の範囲内でᗁ᪭Ổ付率の᚛率または࣠準日ⲥの᚛ⲥをすることができます。この場合、おᨃし出のᬼ後に֗ቻす

る更ᄽ日ǚら変更されます。 

 

 ・ Ӹٛ᪭保険制度の改正が行われた場合には、ഝ社は、˩ؘહ౸の▞可を得て、この保険契約

の内容を変更することがあります。この場合、変更日の２ǚ月֭までにご契約者にǬのᅣを⢡

᮪します。 

・ ごףӱ後に、Ӹٛ᪭保険制度の⃖⢋、ףӱまたは一部負担ׂ合の変更があǲた場合には、す

みȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。なお、一部負担ׂ合の変更があǲた場合、

変更後のᬼ後に֗ቻする更ᄽ日ǚら、保険ᄦを変更し変更後の一部負担ׂ合に応ǧてᗁ᪭Ổ付

金ⲥを╹ᶟします。 

・�この保険には、ᛙቃ保険金はありませȢ。 

・ この保険には、ഝ社が保険ᄦをおᴗてራǗし継Ữさせる制度（保険ᄦの⅋ؔ貸付）のお取り扱

いはありませȢ。 

・ この保険では、契約者貸付制度はご利᧸いただけませȢ。 
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ዅ˄金などのↃᛪ൭૾ඥ 
 

⑦040-201704①Ổ付金なǸのお支払い.docx ΰ༔日時：2015�06�16 15�41�00 - 26 - 限定ษअ（ަݨ事Ꮱ部） 

Ổ付金なǸの支払事ᨁに○ഝされた場合、Ổ付金なǸのお支払いの可能性があるとථわれる場合、ご˃ᅽ

な᠊が生ǧた場合なǸには、ഝ社の担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

１ ご請求ཆỮきについて 

ご請求ཆỮきについては、ご契約のおᨃし⡛み時に⢛おᚡししている「保険金なǸのご請求ཆỮきとお支払事ό」

に◌しく記載しています。 

ƪǸのよǕな場合にỔ付金なǸが支払われるǚは、29ページ」30ページをご╒ください。なお、日本国ঋでᔎ̭された

場合ȓӱ⭐をされた場合でも、国内と同ᐯに約ᓝの╄定にもとづき保険金ȓỔ付金をお支払いしますので、ご請求く

ださい。 

ƪỔ付金なǸのご請求には時があります。保険金、Ổ付金のご請求の権利は、３年をすǝますとなくなりますので、

ご注ください。 

 

■Ổ付金なǸの支払時ቃ  
Ổ付金なǸは請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した日（※１）の‑日ǚらǬの日を含めて⿄ߙᏡ日（※２）ͨ内にお支払いしま

す。ただし、Ổ付金なǸをお支払いするための認・ᡄ会・☈ዶがർ┶な場合のお支払ቃ限は、つǝのとおりとしま

す。 

Ổ͛⦘なǸȡǙნཌいǨȚたȐǽ◜ᵱがർ┶な場合 Ǚნཌቃ⭈（※３） 

ŋỔ͛⦘なǸȡǙნཌい

ǨȚたȐǽ◜がർ┶

な場合 

・Ổ付金なǸの支払事ᨁ生のሱᠪの認がർ┶な場合

・Ổ付金なǸのӣ責事ᨁに○ഝする可能性がある場合 

 に○ഝする可能性がある場合ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ・

・⦔গ事ᨁ、▮ᓙまたは˃法取得ᬶに○ഝする可能性

がある場合 

請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した

日（※１）の‑日ǚらǬの

日を含めて��日ͨ内 

Ōˀ▉ŋǽ◜ȡ⒅Ǖた

Ȑǽᣀなᡄ会ȓ☈ዶ

がർ┶な場合 

・護ॲ法にもとづくᡄ会Ǭの͙の法令にもとづくᡄ会

がർ┶な場合 

・ᮾ᳣機関等のଗ⫨機関によるٛકまたはకક等のᲇક

ཪ⒈なᣀの☈ዶ、ոኝまたは⫐定がർ┶な場合 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆をⓀᩐ

者として、ዶ、❙□Ǭの͙のփ事ཆỮが⫳始された

ことがअ⣔等でᅽらǚである場合における、⢌⅐、❙

□、ᖑ等のփ事ཆỮのệእについての⚋、Ꮀ等

のዶ機関またはⓏཀに対するᡄ会がർ┶な場合 

・日本国ঋにおける☈ዶがർ┶な場合 

請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した

日（※１）の‑日ǚらǬの

日を含めて180日ͨ内 

Ꮱ日とします。なお、請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した日とは、લ備された請求ሤⲲがഝߙ‑、Ꮱ日でない場合はߙ（１※）

社に֗᭭した日をいいます。 

 Ꮱ日とは、ͨˁの日を除く日をいいます。（2016年10月現在）ߙ（２※）

・土ሓ日、日ሓ日 

・「国民の祝日に関する法ൕ」に╄定するΈ日 

・12月31日ǚら‑年１月３日まで 

（※３）ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆なǸが、正ഝな理ᨁがなく認等を৯ǡ、または認等に応ǧ

なǚǲたときは、ഝ社はこれにより認等が⣆ೄしたቃ間の⣆の責任を負わǩ、Ǭの間はỔ付金なǸをお支

払いしませȢ。 

 

■Ổ付金なǸの請求□▐  
Ổ付金なǸの請求に関する□▐については、ഝ社の本ಅཀ在ࢄまたは受取͆のΣཀࢄをᶩ⠭するࢄᅀⓏཀを合に

よるᶩ⠭Ⓩཀとします。 
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２ ͦ理請求制度 

（指定ͦ理請求ᣀ約ቷⱼ） 

ご契約者がⓀ保険者の同を得て「指定ͦ理請求ᣀ約」を付ףされた場合、Ⓚ保険者が受取͆となるỔ付金なǸのͦ

理請求を取り扱います。 

 

①ͦ理請求の対象となるỔ付金なǸ 

 

Ōͦ理請求できる場合 
ƪⓀ保険者が受取͆となるỔ付金なǸの支払事ᨁが生ǧた場合、Ǭの受取͆がỔ付金なǸを請求できないつǝのᣀな

事ษがあるときは、ご契約者がⓀ保険者の同を得てあらǚǧめ指定した指定ͦ理請求͆がỔ付金なǸを請求するこ

とができます。ただし、Ổ付金なǸの受取͆が法͆である場合には、Ổ付金なǸのͦ理請求はできませȢ。 

・Ⓚ保険者が、Ṑ上の⭿્によりᄺ能מをᓍくᗇにあるため、Ổ付金なǸを請求できないとき なǸ 

 

ōͦ理請求できるᅀ 
ƪỔ付金なǸをͦ理請求できるᅀは、つǝのとおりとします。ただし、故にỔ付金なǸの支払事ᨁを生ǧさせたᅀま

たは故にⓀ保険者をỔ付金なǸの請求ができないᣞຎに○ഝさせたᅀを除きます。 

・ご契約者がⓀ保険者の同を得てあらǚǧめ指定した指定ͦ理請求͆。ただし、請求時において、つǝのいǩれ

ǚに○ഝすることを┶します。 

（１）Ⓚ保険者の༸ḃ上の⥎ѫ者 

（２）Ⓚ保険者のᬼṾ⑾ᅒまたは３╕等内の⑾ᅒ（※１） 

（３）Ⓚ保険者と同しまたは生╹を一にしているⓀ保険者の３╕等内の╕ᅒ（※１） 

（⿃）（３）ͨঋでⓀ保険者と同しまたは生╹を一にしているᅀで、ഝ社が認めたᅀ 

（⿄）Ⓚ保険者の財᧳ᶩ理を行ǲているᅀで、ഝ社が認めたᅀ               

（⿅）（⿃）または（⿄）と同等のᣀな事ษがあるとഝ社が認めたᅀ 

・上記に○ഝするᅀがいない場合には、ᔎ̭保険金受取͆（※２）。ただし、請求時において、つǝのいǩれǚに

○ഝすることを┶します。 

（１）Ⓚ保険者の༸ḃ上の⥎ѫ者 

（２）Ⓚ保険者のᬼṾ⑾ᅒまたは３╕等内の⑾ᅒ（※１） 

（３）Ⓚ保険者と同しまたは生╹を一にしているᅀ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˩যẇ ͦᥴ☔ᕷǽଓ⛅ǷなȚỔ͛⦘なǸǽᲷⲲ 

ٛ᪭保⭿保険⾷Х͆ࢪ⾸ 

Ⓚ保険者とᗁ᪭Ổ付金受取͆が同一͆である場合のᗁ᪭Ổ付金、Ⓚ

保険者とӱ⭐Ổ付金受取͆が同一͆である場合のӱ⭐Ổ付金、Ⓚ保

険者とご契約者が同一͆である場合の契約者⥎ഝ金 
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Ổ付金なǸの支払事ᨁに○ഝされた場合、Ổ付金なǸのお支払いの可能性があるとථわれる場合、ご˃ᅽ

な᠊が生ǧた場合なǸには、ഝ社の担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

１ ご請求ཆỮきについて 

ご請求ཆỮきについては、ご契約のおᨃし⡛み時に⢛おᚡししている「保険金なǸのご請求ཆỮきとお支払事ό」

に◌しく記載しています。 

ƪǸのよǕな場合にỔ付金なǸが支払われるǚは、29ページ」30ページをご╒ください。なお、日本国ঋでᔎ̭された

場合ȓӱ⭐をされた場合でも、国内と同ᐯに約ᓝの╄定にもとづき保険金ȓỔ付金をお支払いしますので、ご請求く

ださい。 

ƪỔ付金なǸのご請求には時があります。保険金、Ổ付金のご請求の権利は、３年をすǝますとなくなりますので、

ご注ください。 

 

■Ổ付金なǸの支払時ቃ  
Ổ付金なǸは請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した日（※１）の‑日ǚらǬの日を含めて⿄ߙᏡ日（※２）ͨ内にお支払いしま

す。ただし、Ổ付金なǸをお支払いするための認・ᡄ会・☈ዶがർ┶な場合のお支払ቃ限は、つǝのとおりとしま

す。 

Ổ͛⦘なǸȡǙნཌいǨȚたȐǽ◜ᵱがർ┶な場合 Ǚნཌቃ⭈（※３） 

ŋỔ͛⦘なǸȡǙნཌい

ǨȚたȐǽ◜がർ┶

な場合 

・Ổ付金なǸの支払事ᨁ生のሱᠪの認がർ┶な場合

・Ổ付金なǸのӣ責事ᨁに○ഝする可能性がある場合 

 に○ഝする可能性がある場合ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ・

・⦔গ事ᨁ、▮ᓙまたは˃法取得ᬶに○ഝする可能性

がある場合 

請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した

日（※１）の‑日ǚらǬの

日を含めて��日ͨ内 

Ōˀ▉ŋǽ◜ȡ⒅Ǖた

Ȑǽᣀなᡄ会ȓ☈ዶ

がർ┶な場合 

・護ॲ法にもとづくᡄ会Ǭの͙の法令にもとづくᡄ会

がർ┶な場合 

・ᮾ᳣機関等のଗ⫨機関によるٛકまたはకક等のᲇક

ཪ⒈なᣀの☈ዶ、ոኝまたは⫐定がർ┶な場合 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆をⓀᩐ

者として、ዶ、❙□Ǭの͙のփ事ཆỮが⫳始された

ことがअ⣔等でᅽらǚである場合における、⢌⅐、❙

□、ᖑ等のփ事ཆỮのệእについての⚋、Ꮀ等

のዶ機関またはⓏཀに対するᡄ会がർ┶な場合 

・日本国ঋにおける☈ዶがർ┶な場合 

請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した

日（※１）の‑日ǚらǬの

日を含めて180日ͨ内 

Ꮱ日とします。なお、請求ሤⲲがഝ社に֗᭭した日とは、લ備された請求ሤⲲがഝߙ‑、Ꮱ日でない場合はߙ（１※）

社に֗᭭した日をいいます。 

 Ꮱ日とは、ͨˁの日を除く日をいいます。（2016年10月現在）ߙ（２※）

・土ሓ日、日ሓ日 

・「国民の祝日に関する法ൕ」に╄定するΈ日 

・12月31日ǚら‑年１月３日まで 

（※３）ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆なǸが、正ഝな理ᨁがなく認等を৯ǡ、または認等に応ǧ

なǚǲたときは、ഝ社はこれにより認等が⣆ೄしたቃ間の⣆の責任を負わǩ、Ǭの間はỔ付金なǸをお支

払いしませȢ。 

 

■Ổ付金なǸの請求□▐  
Ổ付金なǸの請求に関する□▐については、ഝ社の本ಅཀ在ࢄまたは受取͆のΣཀࢄをᶩ⠭するࢄᅀⓏཀを合に

よるᶩ⠭Ⓩཀとします。 
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２ ͦ理請求制度 

（指定ͦ理請求ᣀ約ቷⱼ） 

ご契約者がⓀ保険者の同を得て「指定ͦ理請求ᣀ約」を付ףされた場合、Ⓚ保険者が受取͆となるỔ付金なǸのͦ

理請求を取り扱います。 

 

①ͦ理請求の対象となるỔ付金なǸ 

 

Ōͦ理請求できる場合 
ƪⓀ保険者が受取͆となるỔ付金なǸの支払事ᨁが生ǧた場合、Ǭの受取͆がỔ付金なǸを請求できないつǝのᣀな

事ษがあるときは、ご契約者がⓀ保険者の同を得てあらǚǧめ指定した指定ͦ理請求͆がỔ付金なǸを請求するこ

とができます。ただし、Ổ付金なǸの受取͆が法͆である場合には、Ổ付金なǸのͦ理請求はできませȢ。 

・Ⓚ保険者が、Ṑ上の⭿્によりᄺ能מをᓍくᗇにあるため、Ổ付金なǸを請求できないとき なǸ 

 

ōͦ理請求できるᅀ 
ƪỔ付金なǸをͦ理請求できるᅀは、つǝのとおりとします。ただし、故にỔ付金なǸの支払事ᨁを生ǧさせたᅀま

たは故にⓀ保険者をỔ付金なǸの請求ができないᣞຎに○ഝさせたᅀを除きます。 

・ご契約者がⓀ保険者の同を得てあらǚǧめ指定した指定ͦ理請求͆。ただし、請求時において、つǝのいǩれ

ǚに○ഝすることを┶します。 

（１）Ⓚ保険者の༸ḃ上の⥎ѫ者 

（２）Ⓚ保険者のᬼṾ⑾ᅒまたは３╕等内の⑾ᅒ（※１） 

（３）Ⓚ保険者と同しまたは生╹を一にしているⓀ保険者の３╕等内の╕ᅒ（※１） 

（⿃）（３）ͨঋでⓀ保険者と同しまたは生╹を一にしているᅀで、ഝ社が認めたᅀ 

（⿄）Ⓚ保険者の財᧳ᶩ理を行ǲているᅀで、ഝ社が認めたᅀ               

（⿅）（⿃）または（⿄）と同等のᣀな事ษがあるとഝ社が認めたᅀ 

・上記に○ഝするᅀがいない場合には、ᔎ̭保険金受取͆（※２）。ただし、請求時において、つǝのいǩれǚに

○ഝすることを┶します。 

（１）Ⓚ保険者の༸ḃ上の⥎ѫ者 

（２）Ⓚ保険者のᬼṾ⑾ᅒまたは３╕等内の⑾ᅒ（※１） 

（３）Ⓚ保険者と同しまたは生╹を一にしているᅀ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˩যẇ ͦᥴ☔ᕷǽଓ⛅ǷなȚỔ͛⦘なǸǽᲷⲲ 

ٛ᪭保⭿保険⾷Х͆ࢪ⾸ 

Ⓚ保険者とᗁ᪭Ổ付金受取͆が同一͆である場合のᗁ᪭Ổ付金、Ⓚ

保険者とӱ⭐Ổ付金受取͆が同一͆である場合のӱ⭐Ổ付金、Ⓚ保

険者とご契約者が同一͆である場合の契約者⥎ഝ金 
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（※１）ᬼṾ⑾ᅒ、３╕等内の⑾ᅒおよび３╕等内の╕ᅒについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２)・○ഝするᔎ̭保険金受取͆が２͆ͨ上のときは、ഝ○受取͆はӽ同して請求してください。 

・ᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭されたことにより˩契約の╄定にもとづきᔎ̭保険金受取͆となǲたᅀを除きま

す。 

 

Ŏͦ理請求のǬの͙の᨞᠊ 
ƪʽ一の際に備Ǘ、支払事ᨁおよびͦ理請求できるᅣをあらǚǧめ指定ͦ理請求͆、ᔎ̭保険金受取͆におΌǗくださ

い。 

ƪ指定ͦ理請求͆またはᔎ̭保険金受取͆の変更が行われた場合、変更を行ǲた後は、変更֭に請求可能なỔ付金なǸ

があǲても、変更を行Ǖ֭の指定ͦ理請求͆またはᔎ̭保険金受取͆によるỔ付金なǸのͦ理請求は取り扱いませȢ。 

ƪỔ付金なǸの受取͆のͦ理͆（ͨˁ「ͦ理請求͆」といいます）にỔ付金なǸをお支払いしたときは、Ǭの後Ổ付金

なǸの請求を受けても、ഝ社は⦔⓹してのお支払いはしませȢ。 

ƪͦ理請求͆にỔ付金なǸをお支払いした後、ご契約者またはⓀ保険者ǚらのお問い合わせがあǲた場合、ഝ社はǬの

支払ᣞᗇについて事ીにもとづいてࡋᵼせǥるを得ませȢので、ご承᮪おきⲬいます。この場合、ࡋᵼによりʽ一˃

⤹合が生ǧても、ഝ社は責任を負いǚǼますので、関係者で╫ᖑしていただくことになります。 

ƪͦ理請求͆ǚらỔ付金なǸをご請求いただいた場合、ഝ社がർ┶と認めたときは、ͦ理請求͆にർ┶な事ⱼの認に

ついてごמٴいただくことがあります。 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同およびഝ社の承♇を得て、指定ͦ理請求͆を変更することができます。変更される場合

は、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

ƪ   のᅀは同または生╹を一にしていることがർ┶です。 

ƪ̘⦔ἠは⥎ѫ者関係を⒙し、ᄋઆは╕等を⒙します。 

・   のᅀは同または生╹を一にしていることがർ┶です。 

・̘⦔ἠはਸ関係を⒙し、ᄋઆは╕等を⒙します。 
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҈્またはᩩᩰによりӱ⭐されたときにỔ付金を、ᔎ̭されたときに保険金をお支払いします。 

ǙნཌいǨȚ 

Ổ͛⦘ɿ保険⦘ 
ǙნཌいǨȚ場合 Ǚნཌⲥ Ǚნཌ⭈ಏ 

 ͆ۄۅ

⾷ø⿀⾸ 

ᗁ᪭Ổ͛⦘ 

Ⓚ保険者が責任⫳始ቃͨ後の҈્

またはᩩᩰをᬼယのࡍڤとし、Ǭ

のᗁ᪭をᬶとして、保険ቃ間中

にӱ⭐されたとき（※２） 

ᗁ᪭Ổ付金ⲥ（※３） 

のӱ⭐につࡋ１

いて⢡ᶟ12�日

となる日のୡす

る月の末日まで

（※⿃） 

ᗁ᪭Ổ付金

受取͆ 

ӱ⭐Ổ͛⦘ 

Ⓚ保険者が責任⫳始ቃͨ後の҈્

またはᩩᩰをᬼယのࡍڤとし、Ǭ

のᗁ᪭をᬶとして、保険ቃ間中

に継Ữして⿄日ͨ上ӱ⭐されたと

き（※２） 

࣠準日ⲥ 

j 

（ӱ⭐日ᄋ⾼⿃日） 

のӱ⭐につࡋ１

いて120日、⢡ᶟ

700日（※⿃） 

ӱ⭐Ổ付金

受取͆ 

ᔎ̭保険⦘ 
Ⓚ保険者が保険ቃ間中にᔎ̭され

たとき 
࣠準日ⲥの100Чᭀഝⲥ — 

ᔎ̭保険金

受取͆ 

 

 ・ ӱ⭐Ổ付金については、ӱ⭐日ᄋが継Ữして⿄日にᛙたない場合、お支払いの対象とはなりま

せȢ。 

・ ӱ⭐Ổ付金については、ӱ⭐⫳始日ͨ後⿃日間はお支払いの対象とはなりませȢ。ӱ⭐⫳始日

ǚらǬの日を含めて⿄日ᬶǚらお支払いします。 

・ この保険契約の更ᄽ後に、責任⫳始ቃ֭に生ǧた҈્またはᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、責

任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏した後に⫳始したӱ⭐は、責任⫳始ቃͨ後のࡍڤによるも

のとみなします。 

・ 責任⫳始ቃ֭にすでにᩰしていたᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、ഝ社が、ご契約のἦệまた

は൩ᘍの際に、ܝ᮪なǸにより᮪ǲていたǬのᩩᩰに関する事ીを᧸いて承♇したときは、責

任⫳始ቃͨ後にᩰしたᩩᩰによりӱ⭐したものとみなして取り扱います。 

・ ᔎ̭保険金のお支払いについて、⦔গ事故でଛቻড➚ૄܝが認められることがીな場合なǸ

には、ᔎ̭されたものと認めてᔎ̭保険金をお支払いする場合があります。 

 

（※１)・ᗁ᪭Ổ付金受取͆およびӱ⭐Ổ付金受取͆は、ご契約者またはⓀ保険者に限るものとし、ǚつ、同一͆であ

ることを┶します。 

（※２)・ᗁ᪭Ổ付金のお支払対象となる「ӱ⭐」とは、Ӹٛ᪭保険制度（⾹）によǲて保険Ổ付の対象となるӱ⭐

とします。したがǲて、⅋ᨁ▧᪭、៰（Ҙ者៰્補償保険）、⅋✚責（⅋ؔ⟥၏્✚償責任保険）なǸ

によるӱ⭐はお支払いの対象とはなりませȢ。 

（⾹）Ѡಙ保険法、国民Ѡಙ保険法、国ૐӸؘ員ӽ済ẻ合法、ࢄᅀӸؘ員等ӽ済ẻ合法、ᲃᴗકገჹ員ӽ済

法、Ↄ員保険法または高⽶者のٛ᪭の保に関する法ൕにもとづくٛ᪭保険制度をいいます。 

・ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払対象となる「ӱ⭐」とは、ٛృ（ዔ⣔ᄏ൩ృ法に定めるዔ⣔ᄏ൩ృを

含みます）によるᗁ᪭（ዔ⣔ᄏ൩ృによるᅄ⒈を含みます）がർ┶であり、ǚつ、⅋ફ等でのᗁ᪭がࡓ⮽な

ため、ᩰ⭐または▧᪭ཀ（⾹）にӱり、にٛృのᶩ理ˁにおいてᗁ᪭にଗඔすることをいいます。この「ӱ

⭐」に○ഝするǚǸǕǚは、˩ᗁٛの▧ᄺだけでなく、ഝ社においてᗁ᪭内容、ᎰዶệእおよびǬのဝ移、

͙╏ཀ╀のሱᠪ、ঋᗐ・ঋ出ᣞᗇ等を認のǕǗ、ӱ⭐ഝ時のٛકᕮ準・⚃等にᡄらしてᄺします。

この「ӱ⭐」に○ഝしないときは、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金をお支払いできませȢ。 

（⾹）ٛ᪭法に定める日本国内にあるᩰ⭐もしくはต者をہ容するᅄ▚をሱする▧᪭ཀ（ࡈ₍におけるླྀ、

⃖⅓、またはཊ႗に関しᅄ⒈を受けるため、ዔ⣔ᄏ൩ృ法に定めるᅄ⒈ཀにہ容された場合には、

Ǭのᅄ⒈ཀを含みます）またはこれと同等の日本国ঋにあるٛ᪭ᅄ▚をいいます。 

・ᗁ᪭処置をΒわない͆間ドɋȷᎰዶ、ῡ容上の処置、ᩩᩰをᬼယのࡍڤとしない˃ཆ⒈等によるӱ⭐は、

「ᗁ᪭をᬶとするӱ⭐」に○ഝしませȢ。 

・ӱ⭐Ổ付金のお支払いについては、ոਪのためのӱ⭐は、ഝ社がᨵոਪと認めた場合に限りᩩᩰをᬼယの

 。とするӱ⭐とみなしますࡍڤ

・ӱ⭐Ổ付金の支払事ᨁに○ഝするӱ⭐を⫳始した時またはӱ⭐中に、つǝのいǩれǚの事ᨁに○ഝした場合

には、Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲた˃ອの事故による҈્またはᩩᩰにより、継Ữしてӱ⭐したもの

とみなします。 

・Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲた˃ອの事故とᨵなる˃ອの事故による҈્が生ǧていたときもしくは

生ǧたときまたはᩩᩰを併していたときもしくは併したとき 

・Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲたᩩᩰとᨵなるᩩᩰを併していたときもしくは併したときまたは˃

ອの事故による҈્が生ǧていたときもしくは生ǧたとき 
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（※１）ᬼṾ⑾ᅒ、３╕等内の⑾ᅒおよび３╕等内の╕ᅒについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２)・○ഝするᔎ̭保険金受取͆が２͆ͨ上のときは、ഝ○受取͆はӽ同して請求してください。 

・ᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭されたことにより˩契約の╄定にもとづきᔎ̭保険金受取͆となǲたᅀを除きま

す。 

 

Ŏͦ理請求のǬの͙の᨞᠊ 
ƪʽ一の際に備Ǘ、支払事ᨁおよびͦ理請求できるᅣをあらǚǧめ指定ͦ理請求͆、ᔎ̭保険金受取͆におΌǗくださ

い。 

ƪ指定ͦ理請求͆またはᔎ̭保険金受取͆の変更が行われた場合、変更を行ǲた後は、変更֭に請求可能なỔ付金なǸ

があǲても、変更を行Ǖ֭の指定ͦ理請求͆またはᔎ̭保険金受取͆によるỔ付金なǸのͦ理請求は取り扱いませȢ。 

ƪỔ付金なǸの受取͆のͦ理͆（ͨˁ「ͦ理請求͆」といいます）にỔ付金なǸをお支払いしたときは、Ǭの後Ổ付金

なǸの請求を受けても、ഝ社は⦔⓹してのお支払いはしませȢ。 

ƪͦ理請求͆にỔ付金なǸをお支払いした後、ご契約者またはⓀ保険者ǚらのお問い合わせがあǲた場合、ഝ社はǬの

支払ᣞᗇについて事ીにもとづいてࡋᵼせǥるを得ませȢので、ご承᮪おきⲬいます。この場合、ࡋᵼによりʽ一˃

⤹合が生ǧても、ഝ社は責任を負いǚǼますので、関係者で╫ᖑしていただくことになります。 

ƪͦ理請求͆ǚらỔ付金なǸをご請求いただいた場合、ഝ社がർ┶と認めたときは、ͦ理請求͆にർ┶な事ⱼの認に

ついてごמٴいただくことがあります。 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同およびഝ社の承♇を得て、指定ͦ理請求͆を変更することができます。変更される場合

は、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

ƪ   のᅀは同または生╹を一にしていることがർ┶です。 

ƪ̘⦔ἠは⥎ѫ者関係を⒙し、ᄋઆは╕等を⒙します。 

・   のᅀは同または生╹を一にしていることがർ┶です。 

・̘⦔ἠはਸ関係を⒙し、ᄋઆは╕等を⒙します。 

⿂

ሪ᱄ᢜᕂ

᱄ᢜᕂ᱄ᢜᕂ

ᢜ ᕂ

⥎ѫ

ۂᢜᕂ 

Ӛ೩৾৵ 

᧵ ਏ 

Ⓚ保険者

ሪ᱄ᢜᕂ

᱄ᢜᕂ

ᢜ ᕂ



ሪચ

ۂᢜᕂ ⥎ѫ 

⥎ѫ 

⥎ѫ

⥎ѫ

⥎ѫ

ચ

Ӛ೩৾৵

᧵ ਏ ⥎ѫ 

⿂

⿁ ⿁

⿀ ⿀

⿀ ⿀

⿁ ⿁

⿂ ⿂

⿂ ⿂

⿁ ⿁

⿂ ⿂

⿂

⿁

⿂

３╕等内の╕ᅒ

ᬼṾ⑾ᅒ

３╕等内の⑾ᅒ

Ҕၲ保ᨦ保険（̾ʴ） 
 

⑦040-201704①Ổ付金なǸのお支払い.docx 2016/10/26 - 2� - 

҈્またはᩩᩰによりӱ⭐されたときにỔ付金を、ᔎ̭されたときに保険金をお支払いします。 

ǙნཌいǨȚ 

Ổ͛⦘ɿ保険⦘ 
ǙნཌいǨȚ場合 Ǚნཌⲥ Ǚნཌ⭈ಏ 

 ͆ۄۅ

⾷ø⿀⾸ 

ᗁ᪭Ổ͛⦘ 

Ⓚ保険者が責任⫳始ቃͨ後の҈્

またはᩩᩰをᬼယのࡍڤとし、Ǭ

のᗁ᪭をᬶとして、保険ቃ間中

にӱ⭐されたとき（※２） 

ᗁ᪭Ổ付金ⲥ（※３） 

のӱ⭐につࡋ１

いて⢡ᶟ12�日

となる日のୡす

る月の末日まで

（※⿃） 

ᗁ᪭Ổ付金

受取͆ 

ӱ⭐Ổ͛⦘ 

Ⓚ保険者が責任⫳始ቃͨ後の҈્

またはᩩᩰをᬼယのࡍڤとし、Ǭ

のᗁ᪭をᬶとして、保険ቃ間中

に継Ữして⿄日ͨ上ӱ⭐されたと

き（※２） 

࣠準日ⲥ 

j 

（ӱ⭐日ᄋ⾼⿃日） 

のӱ⭐につࡋ１

いて120日、⢡ᶟ

700日（※⿃） 

ӱ⭐Ổ付金

受取͆ 

ᔎ̭保険⦘ 
Ⓚ保険者が保険ቃ間中にᔎ̭され

たとき 
࣠準日ⲥの100Чᭀഝⲥ — 

ᔎ̭保険金

受取͆ 

 

 ・ ӱ⭐Ổ付金については、ӱ⭐日ᄋが継Ữして⿄日にᛙたない場合、お支払いの対象とはなりま

せȢ。 

・ ӱ⭐Ổ付金については、ӱ⭐⫳始日ͨ後⿃日間はお支払いの対象とはなりませȢ。ӱ⭐⫳始日

ǚらǬの日を含めて⿄日ᬶǚらお支払いします。 

・ この保険契約の更ᄽ後に、責任⫳始ቃ֭に生ǧた҈્またはᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、責

任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏した後に⫳始したӱ⭐は、責任⫳始ቃͨ後のࡍڤによるも

のとみなします。 

・ 責任⫳始ቃ֭にすでにᩰしていたᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、ഝ社が、ご契約のἦệまた

は൩ᘍの際に、ܝ᮪なǸにより᮪ǲていたǬのᩩᩰに関する事ીを᧸いて承♇したときは、責

任⫳始ቃͨ後にᩰしたᩩᩰによりӱ⭐したものとみなして取り扱います。 

・ ᔎ̭保険金のお支払いについて、⦔গ事故でଛቻড➚ૄܝが認められることがીな場合なǸ

には、ᔎ̭されたものと認めてᔎ̭保険金をお支払いする場合があります。 

 

（※１)・ᗁ᪭Ổ付金受取͆およびӱ⭐Ổ付金受取͆は、ご契約者またはⓀ保険者に限るものとし、ǚつ、同一͆であ

ることを┶します。 

（※２)・ᗁ᪭Ổ付金のお支払対象となる「ӱ⭐」とは、Ӹٛ᪭保険制度（⾹）によǲて保険Ổ付の対象となるӱ⭐

とします。したがǲて、⅋ᨁ▧᪭、៰（Ҙ者៰્補償保険）、⅋✚責（⅋ؔ⟥၏્✚償責任保険）なǸ

によるӱ⭐はお支払いの対象とはなりませȢ。 

（⾹）Ѡಙ保険法、国民Ѡಙ保険法、国ૐӸؘ員ӽ済ẻ合法、ࢄᅀӸؘ員等ӽ済ẻ合法、ᲃᴗકገჹ員ӽ済

法、Ↄ員保険法または高⽶者のٛ᪭の保に関する法ൕにもとづくٛ᪭保険制度をいいます。 

・ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払対象となる「ӱ⭐」とは、ٛృ（ዔ⣔ᄏ൩ృ法に定めるዔ⣔ᄏ൩ృを

含みます）によるᗁ᪭（ዔ⣔ᄏ൩ృによるᅄ⒈を含みます）がർ┶であり、ǚつ、⅋ફ等でのᗁ᪭がࡓ⮽な

ため、ᩰ⭐または▧᪭ཀ（⾹）にӱり、にٛృのᶩ理ˁにおいてᗁ᪭にଗඔすることをいいます。この「ӱ

⭐」に○ഝするǚǸǕǚは、˩ᗁٛの▧ᄺだけでなく、ഝ社においてᗁ᪭内容、ᎰዶệእおよびǬのဝ移、

͙╏ཀ╀のሱᠪ、ঋᗐ・ঋ出ᣞᗇ等を認のǕǗ、ӱ⭐ഝ時のٛકᕮ準・⚃等にᡄらしてᄺします。

この「ӱ⭐」に○ഝしないときは、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金をお支払いできませȢ。 

（⾹）ٛ᪭法に定める日本国内にあるᩰ⭐もしくはต者をہ容するᅄ▚をሱする▧᪭ཀ（ࡈ₍におけるླྀ、

⃖⅓、またはཊ႗に関しᅄ⒈を受けるため、ዔ⣔ᄏ൩ృ法に定めるᅄ⒈ཀにہ容された場合には、

Ǭのᅄ⒈ཀを含みます）またはこれと同等の日本国ঋにあるٛ᪭ᅄ▚をいいます。 

・ᗁ᪭処置をΒわない͆間ドɋȷᎰዶ、ῡ容上の処置、ᩩᩰをᬼယのࡍڤとしない˃ཆ⒈等によるӱ⭐は、

「ᗁ᪭をᬶとするӱ⭐」に○ഝしませȢ。 

・ӱ⭐Ổ付金のお支払いについては、ոਪのためのӱ⭐は、ഝ社がᨵոਪと認めた場合に限りᩩᩰをᬼယの

 。とするӱ⭐とみなしますࡍڤ

・ӱ⭐Ổ付金の支払事ᨁに○ഝするӱ⭐を⫳始した時またはӱ⭐中に、つǝのいǩれǚの事ᨁに○ഝした場合

には、Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲた˃ອの事故による҈્またはᩩᩰにより、継Ữしてӱ⭐したもの

とみなします。 

・Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲた˃ອの事故とᨵなる˃ອの事故による҈્が生ǧていたときもしくは

生ǧたときまたはᩩᩰを併していたときもしくは併したとき 

・Ǭのӱ⭐⫳始のᬼယのࡍڤとなǲたᩩᩰとᨵなるᩩᩰを併していたときもしくは併したときまたは˃

ອの事故による҈્が生ǧていたときもしくは生ǧたとき 
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（※３)・月ごとのᗁ᪭Ổ付金ⲥは、Ǭの月のӱ⭐ቃ間中の▧᪭अ⥤᠊ᄋ（ᗁ᪭時᠊において、ڣ生Ҙᭉᰳܝにもと

づき定められている▧᪭अ⥤᠊ᄋをいいます）に応ǧて、つǝの⒙の▧᪭अ⥤᠊ᄋɱɻȷに対応するᗁ᪭Ổ

付金࣠準ⲥにᗁ᪭Ổ付率を˻ǧて╹ᶟします。なお、一定の▧᪭अ⥤᠊ᄋቈᛙの場合は、ᗁ᪭Ổ付金は支払

われませȢ。 

▧᪭अ⥤᠊ᄋɱɻȷ 

ᗁ᪭Ổ͛⦘࣠ᛡⲥӸٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ 
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合 

Ӹٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合

Ӹٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ 
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合 

62�000ͨ上 31�000ͨ上 20�667ͨ上  �8�000Ԓ 

60�000ͨ上 62�000ቈᛙ 30�000ͨ上 31�000ቈᛙ 20�000ͨ上 20�667ቈᛙ  �6�000Ԓ 

�8�000ͨ上 60�000ቈᛙ 29�000ͨ上 30�000ቈᛙ 19�33�ͨ上 20�000ቈᛙ  ���000Ԓ 

�6�000ͨ上 �8�000ቈᛙ 28�000ͨ上 29�000ቈᛙ 18�667ͨ上 19�33�ቈᛙ  �2�000Ԓ 

���000ͨ上 �6�000ቈᛙ 27�000ͨ上 28�000ቈᛙ 18�000ͨ上 18�667ቈᛙ  �0�000Ԓ 

�2�000ͨ上 ���000ቈᛙ 26�000ͨ上 27�000ቈᛙ 17�33�ͨ上 18�000ቈᛙ  �8�000Ԓ 

�0�000ͨ上 �2�000ቈᛙ 2��000ͨ上 26�000ቈᛙ 16�667ͨ上 17�33�ቈᛙ  �6�000Ԓ 

�8�000ͨ上 �0�000ቈᛙ 2��000ͨ上 2��000ቈᛙ 16�000ͨ上 16�667ቈᛙ  ���000Ԓ 

�6�000ͨ上 �8�000ቈᛙ 23�000ͨ上 2��000ቈᛙ 1��33�ͨ上 16�000ቈᛙ  �2�000Ԓ 

���000ͨ上 �6�000ቈᛙ 22�000ͨ上 23�000ቈᛙ 1��667ͨ上 1��33�ቈᛙ  �0�000Ԓ 

�2�000ͨ上 ���000ቈᛙ 21�000ͨ上 22�000ቈᛙ 1��000ͨ上 1��667ቈᛙ  38�000Ԓ 

�0�000ͨ上 �2�000ቈᛙ 20�000ͨ上 21�000ቈᛙ 13�33�ͨ上 1��000ቈᛙ  36�000Ԓ 

38�000ͨ上 �0�000ቈᛙ 19�000ͨ上 20�000ቈᛙ 12�667ͨ上 13�33�ቈᛙ  3��000Ԓ 

36�000ͨ上 38�000ቈᛙ 18�000ͨ上 19�000ቈᛙ 12�000ͨ上 12�667ቈᛙ  32�000Ԓ 

3��000ͨ上 36�000ቈᛙ 17�000ͨ上 18�000ቈᛙ 11�33�ͨ上 12�000ቈᛙ  30�000Ԓ 

32�000ͨ上 3��000ቈᛙ 16�000ͨ上 17�000ቈᛙ 10�667ͨ上 11�33�ቈᛙ  28�000Ԓ 

30�000ͨ上 32�000ቈᛙ 1��000ͨ上 16�000ቈᛙ 10�000ͨ上 10�667ቈᛙ  26�000Ԓ 

28�000ͨ上 30�000ቈᛙ 1��000ͨ上 1��000ቈᛙ  9�33�ͨ上 10�000ቈᛙ  2��000Ԓ 

26�000ͨ上 28�000ቈᛙ 13�000ͨ上 1��000ቈᛙ  8�667ͨ上  9�33�ቈᛙ  22�000Ԓ 

2��000ͨ上 26�000ቈᛙ 12�000ͨ上 13�000ቈᛙ  8�000ͨ上  8�667ቈᛙ  20�000Ԓ 

22�000ͨ上 2��000ቈᛙ 11�000ͨ上 12�000ቈᛙ  7�33�ͨ上  8�000ቈᛙ  18�000Ԓ 

20�000ͨ上 22�000ቈᛙ 10�000ͨ上 11�000ቈᛙ  6�667ͨ上  7�33�ቈᛙ  16�000Ԓ 

18�000ͨ上 20�000ቈᛙ  9�000ͨ上 10�000ቈᛙ  6�000ͨ上  6�667ቈᛙ  1��000Ԓ 

16�000ͨ上 18�000ቈᛙ  8�000ͨ上  9�000ቈᛙ  ��33�ͨ上  6�000ቈᛙ  12�000Ԓ 

1��000ͨ上 16�000ቈᛙ  7�000ͨ上  8�000ቈᛙ  ��667ͨ上  ��33�ቈᛙ  10�000Ԓ 

12�000ͨ上 1��000ቈᛙ  6�000ͨ上  7�000ቈᛙ  ��000ͨ上  ��667ቈᛙ  8�000Ԓ 

10�000ͨ上 12�000ቈᛙ  ��000ͨ上  6�000ቈᛙ  3�33�ͨ上  ��000ቈᛙ  6�000Ԓ 

 8�000ͨ上 10�000ቈᛙ  ��000ͨ上  ��000ቈᛙ  2�667ͨ上  3�33�ቈᛙ  ��000Ԓ 

   0ͨ上  8�000ቈᛙ      0ͨ上  ��000ቈᛙ      0ͨ上  2�667ቈᛙ      0Ԓ 

・ご契約された保険内容によǲては、ᗁ᪭Ổ付金がないことがあります。 

（※⿃)・ᗁ᪭Ổ付金またはӱ⭐Ổ付金の支払事ᨁに○ഝするӱ⭐を２ͨࡋ上し、ǚつ、Ǭれǭれのӱ⭐のᬼယのࡍڤ

となǲた˃ອの事故による҈્またはᩩᩰが同一ǚもしくはٛક上⦔┶な関係（たとǗǿ、高⑾ࡿᩲとǬれ

に❙ࡍするൺℼᩩตあるいは⃟ℼᩩตなǸの関係ȓ、₡ȴɻとǬれの転移による₈ℼȴɻとの関係なǸをい

います）があるとഝ社が認めたときは、１ࡋのӱ⭐とみなします。ただし、ᗁ᪭Ổ付金またはӱ⭐Ổ付金の

支払われることとなǲたሬẹのӱ⭐の⢋⭐日の‑日ǚらǬの日を含めて180日を経⣏して⫳始したӱ⭐につ

いてはᄽたなӱ⭐とみなします。 

 

 

ዅ˄金など⇁ⅹૅⅳ↖ⅼなⅳئӳ 
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保険金・Ổ付金（ͨˁ「Ổ付金なǸ」といいます）をお支払いできない場合があります。Ổ付金なǸをお

支払いできない場合のԃΧな事όについては、ご契約のおᨃし⡛み時に⢛おᚡししている「保険金な

Ǹのご請求ཆỮきとお支払事ό」をごڹᡄください。 

 

１ 支払事ᨁに○ഝしない場合のό 
責任⫳始ቃ֭の҈્ȓᩩᩰをࡍڤとする場合 

ƪỔ付金なǸのお支払いについては、Ǭの┶Ͳを「ნཌ̗ᨁŋ」として約ᓝに定めています。したがǲて、┶Ͳをᛙた

さǩ、支払事ᨁに○ഝしない場合には、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。 

ƪᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いは、Ǭのࡍڤとなる҈્またはᩩᩰがご契約の⛬ͷ⫳ቃŌ（൩ᘍが行われ

たご契約においては、ሬ後の൩ᘍの際の責任⫳始ቃをいいます）ͨ後に生ǧたことが、Ǭの┶Ͳとなǲています。し

たがǲて、責任⫳始ቃより֭にすでに生していた҈્またはᩰしていたᩩᩰ（⾹）をࡍڤとする場合（ˁ図の①）

には、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いはできませȢ。 

（⾹）「責任⫳始ቃより֭にすでにᩰしていたᩩᩰ」とは、ǬのᩩᩰおよびǬのᩩᩰとٛક上⦔┶な関係にあるᩩᩰ

について、責任⫳始ቃより֭につǝのいǩれǚに○ഝするものをいいます。 

・ٛృの▧᪭を受けたことがある。 

・Ѡಙ▧ᄺ等においてᨵの指ၳ（┶経⣏╞の指ၳを含みます）を受けたことがある。 

・Ⓚ保険者が⅋╏可能な⟘Χのᨵがઇ在した、またはご契約者が認⚃可能なⓀ保険者の⟘Χのᨵがઇ在し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図の①はࡍڤが責任⫳始ቃ֭に生ǧているため、またōは保険ቃ間中に事ᨁに○ഝしていないため、いǩれもᗁ᪭

Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いの対象とはなりませȢ。したがǲて、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いの

対象となるのはŌのみです。 

なお、ᔎ̭保険金については、責任⫳始ቃͨ後の҈્ȓᩩᩰをࡍڤとすることがお支払いの┶Ͳとはなǲていないた

め、ᔎ̭のࡍڤが責任⫳始ቃ֭に生ǧていた場合でもお支払いの対象となります。ただし、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀによりご契

約が╫除されたり、ӣ責事ᨁに○ഝした場合なǸには、お支払いできませȢ。 

 ・ この保険契約の更ᄽ後に、責任⫳始ቃ֭に生ǧた҈્またはᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、責

任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏した後に⫳始したӱ⭐は、責任⫳始ቃͨ後のࡍڤによるも

のとみなします。 

・ 責任⫳始ቃ֭にすでにᩰしていたᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、ഝ社が、ご契約のἦệまた

は൩ᘍの際に、ܝ᮪なǸにより᮪ǲていたǬのᩩᩰに関する事ીを᧸いて承♇したときは、責

任⫳始ቃͨ後にᩰしたᩩᩰによりӱ⭐したものとみなして取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŋ ნཌ̗ᨁǺǳいǵǾƸ��ɢʀɀ」��ɢʀɀȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

Ō ⛬ͷ⫳ቃǺǳいǵǾƸǃǣযẇǽ༔ᴗǷ保⭿ǽ⛬ͷ⫳ቃǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

ᩰ 

（ࡍڤ）

事ᨁに 

○ഝ 

ᩰ

（ࡍڤ）

事ᨁに

○ഝ

ᩰ

（ࡍڤ）

事ᨁに 

○ഝ 

責任⫳始ቃ 保険ቃ間ᛙ̒ 

１ ３１ ２
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（※３)・月ごとのᗁ᪭Ổ付金ⲥは、Ǭの月のӱ⭐ቃ間中の▧᪭अ⥤᠊ᄋ（ᗁ᪭時᠊において、ڣ生Ҙᭉᰳܝにもと

づき定められている▧᪭अ⥤᠊ᄋをいいます）に応ǧて、つǝの⒙の▧᪭अ⥤᠊ᄋɱɻȷに対応するᗁ᪭Ổ

付金࣠準ⲥにᗁ᪭Ổ付率を˻ǧて╹ᶟします。なお、一定の▧᪭अ⥤᠊ᄋቈᛙの場合は、ᗁ᪭Ổ付金は支払

われませȢ。 

▧᪭अ⥤᠊ᄋɱɻȷ 

ᗁ᪭Ổ͛⦘࣠ᛡⲥӸٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ 
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合 

Ӹٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合

Ӹٛ᪭保険֝ಏǺǙǠȚ 
ʶ⤴⛤ྒׂ合が��⾴ǽ場合 

62�000ͨ上 31�000ͨ上 20�667ͨ上  �8�000Ԓ 

60�000ͨ上 62�000ቈᛙ 30�000ͨ上 31�000ቈᛙ 20�000ͨ上 20�667ቈᛙ  �6�000Ԓ 

�8�000ͨ上 60�000ቈᛙ 29�000ͨ上 30�000ቈᛙ 19�33�ͨ上 20�000ቈᛙ  ���000Ԓ 

�6�000ͨ上 �8�000ቈᛙ 28�000ͨ上 29�000ቈᛙ 18�667ͨ上 19�33�ቈᛙ  �2�000Ԓ 

���000ͨ上 �6�000ቈᛙ 27�000ͨ上 28�000ቈᛙ 18�000ͨ上 18�667ቈᛙ  �0�000Ԓ 

�2�000ͨ上 ���000ቈᛙ 26�000ͨ上 27�000ቈᛙ 17�33�ͨ上 18�000ቈᛙ  �8�000Ԓ 

�0�000ͨ上 �2�000ቈᛙ 2��000ͨ上 26�000ቈᛙ 16�667ͨ上 17�33�ቈᛙ  �6�000Ԓ 

�8�000ͨ上 �0�000ቈᛙ 2��000ͨ上 2��000ቈᛙ 16�000ͨ上 16�667ቈᛙ  ���000Ԓ 

�6�000ͨ上 �8�000ቈᛙ 23�000ͨ上 2��000ቈᛙ 1��33�ͨ上 16�000ቈᛙ  �2�000Ԓ 

���000ͨ上 �6�000ቈᛙ 22�000ͨ上 23�000ቈᛙ 1��667ͨ上 1��33�ቈᛙ  �0�000Ԓ 

�2�000ͨ上 ���000ቈᛙ 21�000ͨ上 22�000ቈᛙ 1��000ͨ上 1��667ቈᛙ  38�000Ԓ 

�0�000ͨ上 �2�000ቈᛙ 20�000ͨ上 21�000ቈᛙ 13�33�ͨ上 1��000ቈᛙ  36�000Ԓ 

38�000ͨ上 �0�000ቈᛙ 19�000ͨ上 20�000ቈᛙ 12�667ͨ上 13�33�ቈᛙ  3��000Ԓ 

36�000ͨ上 38�000ቈᛙ 18�000ͨ上 19�000ቈᛙ 12�000ͨ上 12�667ቈᛙ  32�000Ԓ 

3��000ͨ上 36�000ቈᛙ 17�000ͨ上 18�000ቈᛙ 11�33�ͨ上 12�000ቈᛙ  30�000Ԓ 

32�000ͨ上 3��000ቈᛙ 16�000ͨ上 17�000ቈᛙ 10�667ͨ上 11�33�ቈᛙ  28�000Ԓ 

30�000ͨ上 32�000ቈᛙ 1��000ͨ上 16�000ቈᛙ 10�000ͨ上 10�667ቈᛙ  26�000Ԓ 

28�000ͨ上 30�000ቈᛙ 1��000ͨ上 1��000ቈᛙ  9�33�ͨ上 10�000ቈᛙ  2��000Ԓ 

26�000ͨ上 28�000ቈᛙ 13�000ͨ上 1��000ቈᛙ  8�667ͨ上  9�33�ቈᛙ  22�000Ԓ 

2��000ͨ上 26�000ቈᛙ 12�000ͨ上 13�000ቈᛙ  8�000ͨ上  8�667ቈᛙ  20�000Ԓ 

22�000ͨ上 2��000ቈᛙ 11�000ͨ上 12�000ቈᛙ  7�33�ͨ上  8�000ቈᛙ  18�000Ԓ 

20�000ͨ上 22�000ቈᛙ 10�000ͨ上 11�000ቈᛙ  6�667ͨ上  7�33�ቈᛙ  16�000Ԓ 

18�000ͨ上 20�000ቈᛙ  9�000ͨ上 10�000ቈᛙ  6�000ͨ上  6�667ቈᛙ  1��000Ԓ 

16�000ͨ上 18�000ቈᛙ  8�000ͨ上  9�000ቈᛙ  ��33�ͨ上  6�000ቈᛙ  12�000Ԓ 

1��000ͨ上 16�000ቈᛙ  7�000ͨ上  8�000ቈᛙ  ��667ͨ上  ��33�ቈᛙ  10�000Ԓ 

12�000ͨ上 1��000ቈᛙ  6�000ͨ上  7�000ቈᛙ  ��000ͨ上  ��667ቈᛙ  8�000Ԓ 

10�000ͨ上 12�000ቈᛙ  ��000ͨ上  6�000ቈᛙ  3�33�ͨ上  ��000ቈᛙ  6�000Ԓ 

 8�000ͨ上 10�000ቈᛙ  ��000ͨ上  ��000ቈᛙ  2�667ͨ上  3�33�ቈᛙ  ��000Ԓ 

   0ͨ上  8�000ቈᛙ      0ͨ上  ��000ቈᛙ      0ͨ上  2�667ቈᛙ      0Ԓ 

・ご契約された保険内容によǲては、ᗁ᪭Ổ付金がないことがあります。 

（※⿃)・ᗁ᪭Ổ付金またはӱ⭐Ổ付金の支払事ᨁに○ഝするӱ⭐を２ͨࡋ上し、ǚつ、Ǭれǭれのӱ⭐のᬼယのࡍڤ

となǲた˃ອの事故による҈્またはᩩᩰが同一ǚもしくはٛક上⦔┶な関係（たとǗǿ、高⑾ࡿᩲとǬれ

に❙ࡍするൺℼᩩตあるいは⃟ℼᩩตなǸの関係ȓ、₡ȴɻとǬれの転移による₈ℼȴɻとの関係なǸをい

います）があるとഝ社が認めたときは、１ࡋのӱ⭐とみなします。ただし、ᗁ᪭Ổ付金またはӱ⭐Ổ付金の

支払われることとなǲたሬẹのӱ⭐の⢋⭐日の‑日ǚらǬの日を含めて180日を経⣏して⫳始したӱ⭐につ

いてはᄽたなӱ⭐とみなします。 

 

 

ዅ˄金など⇁ⅹૅⅳ↖ⅼなⅳئӳ 
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保険金・Ổ付金（ͨˁ「Ổ付金なǸ」といいます）をお支払いできない場合があります。Ổ付金なǸをお

支払いできない場合のԃΧな事όについては、ご契約のおᨃし⡛み時に⢛おᚡししている「保険金な

Ǹのご請求ཆỮきとお支払事ό」をごڹᡄください。 

 

１ 支払事ᨁに○ഝしない場合のό 
責任⫳始ቃ֭の҈્ȓᩩᩰをࡍڤとする場合 

ƪỔ付金なǸのお支払いについては、Ǭの┶Ͳを「ნཌ̗ᨁŋ」として約ᓝに定めています。したがǲて、┶Ͳをᛙた

さǩ、支払事ᨁに○ഝしない場合には、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。 

ƪᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いは、Ǭのࡍڤとなる҈્またはᩩᩰがご契約の⛬ͷ⫳ቃŌ（൩ᘍが行われ

たご契約においては、ሬ後の൩ᘍの際の責任⫳始ቃをいいます）ͨ後に生ǧたことが、Ǭの┶Ͳとなǲています。し

たがǲて、責任⫳始ቃより֭にすでに生していた҈્またはᩰしていたᩩᩰ（⾹）をࡍڤとする場合（ˁ図の①）

には、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いはできませȢ。 

（⾹）「責任⫳始ቃより֭にすでにᩰしていたᩩᩰ」とは、ǬのᩩᩰおよびǬのᩩᩰとٛક上⦔┶な関係にあるᩩᩰ

について、責任⫳始ቃより֭につǝのいǩれǚに○ഝするものをいいます。 

・ٛృの▧᪭を受けたことがある。 

・Ѡಙ▧ᄺ等においてᨵの指ၳ（┶経⣏╞の指ၳを含みます）を受けたことがある。 

・Ⓚ保険者が⅋╏可能な⟘Χのᨵがઇ在した、またはご契約者が認⚃可能なⓀ保険者の⟘Χのᨵがઇ在し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図の①はࡍڤが責任⫳始ቃ֭に生ǧているため、またōは保険ቃ間中に事ᨁに○ഝしていないため、いǩれもᗁ᪭

Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いの対象とはなりませȢ。したがǲて、ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のお支払いの

対象となるのはŌのみです。 

なお、ᔎ̭保険金については、責任⫳始ቃͨ後の҈્ȓᩩᩰをࡍڤとすることがお支払いの┶Ͳとはなǲていないた

め、ᔎ̭のࡍڤが責任⫳始ቃ֭に生ǧていた場合でもお支払いの対象となります。ただし、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀによりご契

約が╫除されたり、ӣ責事ᨁに○ഝした場合なǸには、お支払いできませȢ。 

 ・ この保険契約の更ᄽ後に、責任⫳始ቃ֭に生ǧた҈્またはᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、責

任⫳始ቃのୡする日ǚら２年を経⣏した後に⫳始したӱ⭐は、責任⫳始ቃͨ後のࡍڤによるも

のとみなします。 

・ 責任⫳始ቃ֭にすでにᩰしていたᩩᩰによりӱ⭐した場合でも、ഝ社が、ご契約のἦệまた

は൩ᘍの際に、ܝ᮪なǸにより᮪ǲていたǬのᩩᩰに関する事ીを᧸いて承♇したときは、責

任⫳始ቃͨ後にᩰしたᩩᩰによりӱ⭐したものとみなして取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŋ ნཌ̗ᨁǺǳいǵǾƸ��ɢʀɀ」��ɢʀɀȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

Ō ⛬ͷ⫳ቃǺǳいǵǾƸǃǣযẇǽ༔ᴗǷ保⭿ǽ⛬ͷ⫳ቃǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

ᩰ 

（ࡍڤ）

事ᨁに 

○ഝ 

ᩰ

（ࡍڤ）

事ᨁに

○ഝ

ᩰ

（ࡍڤ）

事ᨁに 

○ഝ 

責任⫳始ቃ 保険ቃ間ᛙ̒ 

１ ３１ ２
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２ ӣ責事ᨁに○ഝする場合 

ƪ支払事ᨁに○ഝする場合であǲても、約ᓝに定めるӣ責事ᨁに○ഝする場合には、Ổ付金なǸのお支払いはできませ

Ȣ。ԃΧなӣ責事ᨁはつǝのとおりです。 

˩যẇ Ổ͛⦘なǸ 
ӣ⛬̗ᨁ 

⾷Ổ͛⦘なǸȡǙნཌいǶǜない̗ᨁ� 

ٛ᪭保⭿保険⾷Х͆ࢪ⾸ 

ᗁ᪭Ổ付金 

・ご契約者またはⓀ保険者の故または⦔গな⣏ড 

・Ⓚ保険者のᣗ行᠋ 

・Ⓚ保険者のṐ⭿્をࡍڤとする事故 

・Ⓚ保険者のᗥ⥕のᣞຎをࡍڤとする事故 

・Ⓚ保険者が法令に定める⣌転資を྾たないで⣌転を

している間に生ǧた事故 

・Ⓚ保険者が法令に定める⥓ᕧేび⣌転またはこれにᭀ

ഝする⣌転をしている間に生ǧた事故 

・Ⓚ保険者の⍗ᢼϞઇ（※１） 

 ៥またはᗽᗢ（※２）࠙、⯕ࢄ・

・༦̕Ǭの͙の変̇（※２） 

ӱ⭐Ổ付金 

ᔎ̭保険金 

・責任⫳始の日（൩ᘍが行われたご契約においては、ሬ

後の൩ᘍの際の責任⫳始の日）ǚら❙ᶟして１年ͨ内

のⓀ保険者の⅋ᔷ（※３） 

・ご契約者の故 

・ᔎ̭保険金受取͆の故（※⿃） 

・༦̕Ǭの͙の変̇（※２） 

（※１）「⍗ᢼϞઇ」とは、౪༔⿅年10月12日ἕؘ౸ᰳܝᵥ7ۥ�に定められたոⲲⱼᬶ中のոⲲᨯ12.2⿕、11.2⿕ۥ、

⿕13.2、⿕1�.2、⿕1�.2、⿕16.2、⿕18.2、⿕19.2に╄定される内容によるものとし、⍗ᢼには、ɪɳɚɕ、

アɠɻ、ȻȳȬɻ、গ⼱、Ṑ֡ឆ⍗、╏⍗等を含みます。 

（※２）○ഝするⓀ保険者のᄋのऻףが、この保険の╹ᶟ࣠ᰢにڽȋす഻ⱶがଦないとഝ社が認めた場合には、Ǭの

Ღ度に応ǧ、Ổ付金なǸの全ⲥもしくは一部をお支払いします。 

（※３）⅋ᔷに際してൺߒডないしこれと同Ღ度の⊣しいṐ⭿્があり、⅋డの生命をởつ認⚃がなǚǲたと認

められるときは、ᔎ̭保険金をお支払いする場合があります。 

（※⿃）一部の受取͆によるときは、Ǭの受取͆に支払われるべき金ⲥをఞし引いたᔞⲥをǬの受取͆ͨঋの受取͆

にお支払いします。 

 

 による╫除の場合ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ ３

ƪごףӱ（൩ᘍ）に際して、故または⦔গな⣏ডによǲて事ીをܝ᮪ŋしなǚǲたり事ીとᨵなることをܝ᮪したり

したために、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀŋによりご契約が╫除された場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。すでにỔ付金

なǸをお支払いしている場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただきます。ただし、Ổ付金なǸの支払事ᨁの生が、

╫除のࡍڤとなǲた事ીによらない場合には、Ổ付金なǸをお支払いします。 

 

ᾃ ⦔গ事ᨁによる╫除の場合 

ƪつǝのよǕな⦔গな事ᨁに○ഝし、ご契約が╫除された場合で、⦔গな事ᨁの生時ͨ後に、Ổ付金なǸの支払事ᨁ

が生ǧていたときは、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。すでにǬの支払事ᨁによりỔ付金なǸをお支払いしてい

る場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただきます。 

・ご契約者またはᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭保険金（͙のご契約のᔎ̭保険金を含み、保険ᲷⲲおよびᔎ̭保険金の۵

Რを問いませȢ）を▮取するᬶもしくはᵥʿ者に▮取させるᬶで事故を❙こしたとき（ቈ⣃を含みます） 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金の受取͆がこのご契約のỔ付金を▮取するᬶもしくはᵥʿ者に▮取させるᬶ

で事故を❙こしたとき（ቈ⣃を含みます） 

・このご契約のỔ付金なǸの請求に関してỔ付金なǸの受取͆に▮ᓙ行᠋があǲたとき（ቈ⣃を含みます） 

・͙のご契約との⦔⓹によりỔ付金ⲥなǸの合╹ⲥが⊣しく⣏গであǲて、保険制度のᬶにۀするᣞຎがもたらさ

れるおǬれがあるとき 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆が、ۀ社会（１※）מءに○ഝすると認められるとき、またはこ

れらのۀ社会מءと社会にⰞ⮽されるべき関係をሱしていると認められるとき等（※２） 

（この事ᨁにのみ○ഝした場合で、○ഝしたのが一部のᔎ̭保険金受取͆のみであるときは、Ǭの受取͆に支払わ

 

ŋ ܝ᮪Ƹܝ᮪ῲؘ⣖ۀǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 
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れるべきᔎ̭保険金をお支払いしませȢ） 

・͙のご契約が⦔গ事ᨁによǲて╫除されることにより、ഝ社のご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆に対

するЈⲠを၏ない、このご契約を継Ữすることをቃ൏しǗない上記と同等の事ᨁがあるとき 

・ഝ社のご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆に対するЈⲠを၏ない、このご契約のઇỮをࡓ⮽とする上記

と同等の⦔গな事ᨁがあるとき 

（※１）ᇷࡐמ、ᇷࡐמ員（ᇷࡐמ員でなくなǲた日ǚら⿄年を経⣏しない者を含みます）、ᇷࡐמ準構༔員、ᇷמ

 。のことをいいますמء社会ۀ関係ͽᏡǬの͙のࡐ

ۀ、に対して資金等をံϜしまたはϪઽをϜ˄するなǸの関˄をしていると認められることמء社会ۀ（２※）

社会מءを˃ഝに利᧸していると認められること、ご契約者またはỔ付金なǸの受取͆が法͆である場

合にۀ社会מءがǬの法͆の経ߙを支⥎しまたはǬの法͆の経ߙにી✤に関˄していると認められる

ことをいいます。

  

ᾄ ▮ᓙによる取ᘲの場合 

ƪごףӱ（൩ᘍ）に際して、ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆の▮ᓙが行われたものと認められるために、

ご契約が取ᘲとなǲた場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。この場合、すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦ

は払い༻しませȢ。 

 

ᾅ ˃法取得ᬶによるᠪの場合 

ƪご契約ἦệのᣞᗇ、ご契約の༔ᴗ後のỔ付金なǸの請求のᣞᗇなǸǚら、ご契約者がỔ付金なǸを˃法に取得するᬶ

またはᵥʿ者にỔ付金なǸを˃法に取得させるᬶでごףӱ（൩ᘍ）されたものと認められるためにご契約がᠪ

となǲた場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。この場合、すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦは払い༻しま

せȢ。 

 

ᾆ ご契約がডした場合 

ƪ保険ᄦのお払い⡛みがなǚǲたためご契約がডした後に、Ổ付金なǸの支払事ᨁに○ഝされた場合は、Ổ付金なǸ

のお支払いはできませȢ。 
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２ ӣ責事ᨁに○ഝする場合 

ƪ支払事ᨁに○ഝする場合であǲても、約ᓝに定めるӣ責事ᨁに○ഝする場合には、Ổ付金なǸのお支払いはできませ

Ȣ。ԃΧなӣ責事ᨁはつǝのとおりです。 

˩যẇ Ổ͛⦘なǸ 
ӣ⛬̗ᨁ 

⾷Ổ͛⦘なǸȡǙნཌいǶǜない̗ᨁ� 

ٛ᪭保⭿保険⾷Х͆ࢪ⾸ 

ᗁ᪭Ổ付金 

・ご契約者またはⓀ保険者の故または⦔গな⣏ড 

・Ⓚ保険者のᣗ行᠋ 

・Ⓚ保険者のṐ⭿્をࡍڤとする事故 

・Ⓚ保険者のᗥ⥕のᣞຎをࡍڤとする事故 

・Ⓚ保険者が法令に定める⣌転資を྾たないで⣌転を

している間に生ǧた事故 

・Ⓚ保険者が法令に定める⥓ᕧేび⣌転またはこれにᭀ

ഝする⣌転をしている間に生ǧた事故 

・Ⓚ保険者の⍗ᢼϞઇ（※１） 

 ៥またはᗽᗢ（※２）࠙、⯕ࢄ・

・༦̕Ǭの͙の変̇（※２） 

ӱ⭐Ổ付金 

ᔎ̭保険金 

・責任⫳始の日（൩ᘍが行われたご契約においては、ሬ

後の൩ᘍの際の責任⫳始の日）ǚら❙ᶟして１年ͨ内

のⓀ保険者の⅋ᔷ（※３） 

・ご契約者の故 

・ᔎ̭保険金受取͆の故（※⿃） 

・༦̕Ǭの͙の変̇（※２） 

（※１）「⍗ᢼϞઇ」とは、౪༔⿅年10月12日ἕؘ౸ᰳܝᵥ7ۥ�に定められたոⲲⱼᬶ中のոⲲᨯ12.2⿕、11.2⿕ۥ、

⿕13.2、⿕1�.2、⿕1�.2、⿕16.2、⿕18.2、⿕19.2に╄定される内容によるものとし、⍗ᢼには、ɪɳɚɕ、

アɠɻ、ȻȳȬɻ、গ⼱、Ṑ֡ឆ⍗、╏⍗等を含みます。 

（※２）○ഝするⓀ保険者のᄋのऻףが、この保険の╹ᶟ࣠ᰢにڽȋす഻ⱶがଦないとഝ社が認めた場合には、Ǭの

Ღ度に応ǧ、Ổ付金なǸの全ⲥもしくは一部をお支払いします。 

（※３）⅋ᔷに際してൺߒডないしこれと同Ღ度の⊣しいṐ⭿્があり、⅋డの生命をởつ認⚃がなǚǲたと認

められるときは、ᔎ̭保険金をお支払いする場合があります。 

（※⿃）一部の受取͆によるときは、Ǭの受取͆に支払われるべき金ⲥをఞし引いたᔞⲥをǬの受取͆ͨঋの受取͆

にお支払いします。 

 

 による╫除の場合ۀ᮪ῲؘ⣖ܝ ３

ƪごףӱ（൩ᘍ）に際して、故または⦔গな⣏ডによǲて事ીをܝ᮪ŋしなǚǲたり事ીとᨵなることをܝ᮪したり

したために、ܝ᮪ῲؘ⣖ۀŋによりご契約が╫除された場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。すでにỔ付金

なǸをお支払いしている場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただきます。ただし、Ổ付金なǸの支払事ᨁの生が、

╫除のࡍڤとなǲた事ીによらない場合には、Ổ付金なǸをお支払いします。 

 

ᾃ ⦔গ事ᨁによる╫除の場合 

ƪつǝのよǕな⦔গな事ᨁに○ഝし、ご契約が╫除された場合で、⦔গな事ᨁの生時ͨ後に、Ổ付金なǸの支払事ᨁ

が生ǧていたときは、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。すでにǬの支払事ᨁによりỔ付金なǸをお支払いしてい

る場合には、Ǭの金ⲥをഝ社にお⡫しいただきます。 

・ご契約者またはᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭保険金（͙のご契約のᔎ̭保険金を含み、保険ᲷⲲおよびᔎ̭保険金の۵

Რを問いませȢ）を▮取するᬶもしくはᵥʿ者に▮取させるᬶで事故を❙こしたとき（ቈ⣃を含みます） 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金の受取͆がこのご契約のỔ付金を▮取するᬶもしくはᵥʿ者に▮取させるᬶ

で事故を❙こしたとき（ቈ⣃を含みます） 

・このご契約のỔ付金なǸの請求に関してỔ付金なǸの受取͆に▮ᓙ行᠋があǲたとき（ቈ⣃を含みます） 

・͙のご契約との⦔⓹によりỔ付金ⲥなǸの合╹ⲥが⊣しく⣏গであǲて、保険制度のᬶにۀするᣞຎがもたらさ

れるおǬれがあるとき 

・ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆が、ۀ社会（１※）מءに○ഝすると認められるとき、またはこ

れらのۀ社会מءと社会にⰞ⮽されるべき関係をሱしていると認められるとき等（※２） 

（この事ᨁにのみ○ഝした場合で、○ഝしたのが一部のᔎ̭保険金受取͆のみであるときは、Ǭの受取͆に支払わ

 

ŋ ܝ᮪Ƹܝ᮪ῲؘ⣖ۀǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

 

 
 

⑦040-201704①Ổ付金なǸのお支払い.docx 2016/10/26 - �� - 

れるべきᔎ̭保険金をお支払いしませȢ） 

・͙のご契約が⦔গ事ᨁによǲて╫除されることにより、ഝ社のご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆に対

するЈⲠを၏ない、このご契約を継Ữすることをቃ൏しǗない上記と同等の事ᨁがあるとき 

・ഝ社のご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆に対するЈⲠを၏ない、このご契約のઇỮをࡓ⮽とする上記

と同等の⦔গな事ᨁがあるとき 

（※１）ᇷࡐמ、ᇷࡐמ員（ᇷࡐמ員でなくなǲた日ǚら⿄年を経⣏しない者を含みます）、ᇷࡐמ準構༔員、ᇷמ

 。のことをいいますמء社会ۀ関係ͽᏡǬの͙のࡐ

ۀ、に対して資金等をံϜしまたはϪઽをϜ˄するなǸの関˄をしていると認められることמء社会ۀ（２※）

社会מءを˃ഝに利᧸していると認められること、ご契約者またはỔ付金なǸの受取͆が法͆である場

合にۀ社会מءがǬの法͆の経ߙを支⥎しまたはǬの法͆の経ߙにી✤に関˄していると認められる

ことをいいます。

  

ᾄ ▮ᓙによる取ᘲの場合 

ƪごףӱ（൩ᘍ）に際して、ご契約者、Ⓚ保険者またはỔ付金なǸの受取͆の▮ᓙが行われたものと認められるために、

ご契約が取ᘲとなǲた場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。この場合、すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦ

は払い༻しませȢ。 

 

ᾅ ˃法取得ᬶによるᠪの場合 

ƪご契約ἦệのᣞᗇ、ご契約の༔ᴗ後のỔ付金なǸの請求のᣞᗇなǸǚら、ご契約者がỔ付金なǸを˃法に取得するᬶ

またはᵥʿ者にỔ付金なǸを˃法に取得させるᬶでごףӱ（൩ᘍ）されたものと認められるためにご契約がᠪ

となǲた場合は、Ổ付金なǸのお支払いはできませȢ。この場合、すでにお払い⡛みいただいた保険ᄦは払い༻しま

せȢ。 

 

ᾆ ご契約がডした場合 

ƪ保険ᄦのお払い⡛みがなǚǲたためご契約がডした後に、Ổ付金なǸの支払事ᨁに○ഝされた場合は、Ổ付金なǸ

のお支払いはできませȢ。 
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（約ᓝᵥ⿇ቷ、ᵥ⿈ቷ） 

 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）にはつǝのᅀ法があります。 

 

 ಐ࿑ራによるお払い⡛みۑ １

（保険ᄦۑಐ࿑ራᣀ約ቷⱼ） 

ƪഝ社とံၩしている金融機関なǸの指定されたۑಐǚら、保険ᄦが࿑ራ日に⅋ؔに࿑りራǗられます。保険ᄦは࿑

ራ日の֭日までにご準備ください（同一ۑಐǚら、⓹ᄋの保険ᄦまたは͙のᄦ金等の࿑りራǗを行Ǖ場合には、࿑ራ

ⱽಂの指定はできませȢ）。 

ƪ࿑りራǗられた保険ᄦについてはⲏہ▩を行しませȢので、࿑ራệእにつきましては、⢡ో等でご認ください。 

ƪ࿑ራ日にᔞ高˃❣で保険ᄦが࿑りራǗられなǚǲた場合、⢡᮪でお᮪らせのǕǗ、月払契約においては、‑月の࿑ራ

日に֭月とഝ月の２ǚ月ոの保険ᄦのۑಐ࿑ራを行い、年一ྯ払契約および٪年一ྯ払契約においては、‑月の࿑ራ

日にԙ度ۑಐ࿑ራを行います。 

 

 Χを⢡ǧてのお払い⡛みࡐ ２

（۬ᲷࡐΧ取扱ᣀ約ቷⱼ） 

ƪཀୡする会社ȓહӸ῍なǸのࡐΧを経ᨁして保険ᄦをお払い⡛みいただきます。 

ƪこの場合、ⲏہ▩はХƼのご契約者にではなく、ࡐΧͦ⒙者にまとめて１ኣおᚡしします。 

ƪࡐΧがഝ社に保険ᄦを払い⡛Ȣだ日をもǲてХƼのご契約の保険ᄦの払い⡛みがあǲた日とします。 

ƪཀ定の͆ᄋをˁࡋる場合なǸ、このࡐΧを⢡ǧての払⡛ᅀ法をお取り扱いできなくなる場合があります。 

 

３ ⢌金によるお払い⡛み 

ƪ払⡛ቃ月ごとの払⡛取扱᱖をお⢌りしますので、⤶Ϫୋまたは払⡛取扱᱖に記載された⧼行᳷ۑなǸでお払い⡛みく

ださい。 

ƪ受ⲏ▩は保険ᄦⲏہ▩のͦわりになりますので、গչに保ᶩしてください。 

ƪご契約のおᨃし⡛みཆỮき時に⢌金扱月払によるお払い⡛みを指定することはできませȢ。 

ƪʽ一、払⡛取扱᱖が୕ǚなǚǲた場合なǸには、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

 ・ 払⡛ᅀ法（経➇）の変更をごసሿの場合、転の場合、またはؘأ先ࡐΧǚらの⢋社なǸによ

る⃖⢋の場合も、すみȓǚに、ഝ社の担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでおᨃし出ください。

この場合、ᄽたな払⡛ᅀ法に変更されるまでの間の保険ᄦは、⢛お払い⡛みいただくർ┶が

あります。 

・ いǩれの場合でも、ഝ社の担ഝ者にᬼယ保険ᄦをお払い⡛みいただく際には、ർǩ引き၁Ǘに

ഝ社ཀ定のⲏہ▩（社۵・社ڇが֞ڇされたもの）をお受け取りください。 
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保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）にはつǝのᅀ法があります。払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）の変更をごసሿの場合は、Ȼɻ

ɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。
 

ƪ月払óóóóóᕃ月１ࡋお払い⡛みいただくᅀ法です。 

ƪ٪年一ྯ払óó年２ࡋのཀ定のቃ間内にお払い⡛みいただくᅀ法です。 

ƪ年一ྯ払óóó年１ࡋのཀ定のቃ間内にお払い⡛みいただくᅀ法です。 

 

保険ᄦの払⡛ቃ月について 

保険ᄦは、保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧてつǝのቃ間内にお払い⡛みください。 

ƪ月払óóóóó月ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

ƪ٪年一ྯ払óó٪年ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

ƪ年一ྯ払óóó年ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

 

保険ᄦがӛഝされるቃ間（保険ᄦቃ間）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧて、つǝのとおりです。 

ƪ月払óóóóó月ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの月ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

ƪ٪年一ྯ払óó٪年ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの٪年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

ƪ年一ྯ払óóó年ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

 

保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた場合の取り扱い 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）が年一ྯ払・٪年一ྯ払のご契約の場合、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた

ときの取り扱いはつǝのとおりです。 

ƪ保険ᄦをお払い⡛みいただいた後に、ご契約のᘲᜈ、ᗁ᪭Ổ付率の᚛率、࣠準日ⲥの᚛ⲥにより、保険ᄦのお払い⡛

みが˃┶となǲた場合は、すでに払い⡛まれた保険ᄦのǕǰ、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた日の‑日ͨ後ሬ֊

に֗ቻする月ٸΡの契約応ഝ日ǚらǬの保険ᄦቃ間の末日までの月ᄋに応ǧた保険ᄦのᔞⲥにᭀഝする金ⲥの⡫༻金

をお支払いします。なお、ᔎ̭保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするときは、保険ᄦのᔞⲥにᭀഝする金ⲥの⡫

༻金を、ᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 

ƪᗁ᪭Ổ付率の᚛率または࣠準日ⲥの᚛ⲥにより保険ᄦの一部のお払い⡛みを┶しなくなǲた場合は、Ǭのお払い⡛み

を┶しなくなǲた部ոに限ります。 

■年一ྯ払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）が月払のご契約については、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた場

合の取り扱いはありませȢ。 

 

・年ٸΡの契約応ഝ日が１月１日で１月20日に年一ྯ払保険ᄦを払い⡛Ȣだ後、⿄月10日にご契約を╫約した場合、

保険ᄦのお払い⡛みを┶しなくなǲたのはご契約を╫約した⿄月10日であり、Ǭの‑日ͨ後ሬ֊に֗ቻする月ٸΡ

の契約応ഝ日は⿅月１日となります。したがǲて、⿅月１日ǚら12月31日までの⿆ǚ月ոに対応する保険ᄦのᔞⲥ

にᭀഝする金ⲥの⡫༻金をお支払いします。 

10/１ 11/１ 12/１ 12/31⿈/１１/１ ⿃/１ ⿄/１ ２/１ ３/１ ⿇/１⿅/１ ⿆/１

⿆ǚ月ո

月ٸΡ

の契約

応ഝ日

⿅/１ 

保険ᄦ 

払⡛ 

１/20 

╫約 

⿄/10 

年ٸΡ

の契約

応ഝ日

１/１ 

年ٸΡ 

の契約 

応ഝ日 

１/１ 
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（約ᓝᵥ⿇ቷ、ᵥ⿈ቷ） 

 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（経➇）にはつǝのᅀ法があります。 

 

 ಐ࿑ራによるお払い⡛みۑ １

（保険ᄦۑಐ࿑ራᣀ約ቷⱼ） 

ƪഝ社とံၩしている金融機関なǸの指定されたۑಐǚら、保険ᄦが࿑ራ日に⅋ؔに࿑りራǗられます。保険ᄦは࿑

ራ日の֭日までにご準備ください（同一ۑಐǚら、⓹ᄋの保険ᄦまたは͙のᄦ金等の࿑りራǗを行Ǖ場合には、࿑ራ

ⱽಂの指定はできませȢ）。 

ƪ࿑りራǗられた保険ᄦについてはⲏہ▩を行しませȢので、࿑ራệእにつきましては、⢡ో等でご認ください。 

ƪ࿑ራ日にᔞ高˃❣で保険ᄦが࿑りራǗられなǚǲた場合、⢡᮪でお᮪らせのǕǗ、月払契約においては、‑月の࿑ራ

日に֭月とഝ月の２ǚ月ոの保険ᄦのۑಐ࿑ራを行い、年一ྯ払契約および٪年一ྯ払契約においては、‑月の࿑ራ

日にԙ度ۑಐ࿑ራを行います。 

 

 Χを⢡ǧてのお払い⡛みࡐ ２

（۬ᲷࡐΧ取扱ᣀ約ቷⱼ） 

ƪཀୡする会社ȓહӸ῍なǸのࡐΧを経ᨁして保険ᄦをお払い⡛みいただきます。 

ƪこの場合、ⲏہ▩はХƼのご契約者にではなく、ࡐΧͦ⒙者にまとめて１ኣおᚡしします。 

ƪࡐΧがഝ社に保険ᄦを払い⡛Ȣだ日をもǲてХƼのご契約の保険ᄦの払い⡛みがあǲた日とします。 

ƪཀ定の͆ᄋをˁࡋる場合なǸ、このࡐΧを⢡ǧての払⡛ᅀ法をお取り扱いできなくなる場合があります。 

 

３ ⢌金によるお払い⡛み 

ƪ払⡛ቃ月ごとの払⡛取扱᱖をお⢌りしますので、⤶Ϫୋまたは払⡛取扱᱖に記載された⧼行᳷ۑなǸでお払い⡛みく

ださい。 

ƪ受ⲏ▩は保険ᄦⲏہ▩のͦわりになりますので、গչに保ᶩしてください。 

ƪご契約のおᨃし⡛みཆỮき時に⢌金扱月払によるお払い⡛みを指定することはできませȢ。 

ƪʽ一、払⡛取扱᱖が୕ǚなǚǲた場合なǸには、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

 ・ 払⡛ᅀ法（経➇）の変更をごసሿの場合、転の場合、またはؘأ先ࡐΧǚらの⢋社なǸによ

る⃖⢋の場合も、すみȓǚに、ഝ社の担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでおᨃし出ください。

この場合、ᄽたな払⡛ᅀ法に変更されるまでの間の保険ᄦは、⢛お払い⡛みいただくർ┶が

あります。 

・ いǩれの場合でも、ഝ社の担ഝ者にᬼယ保険ᄦをお払い⡛みいただく際には、ർǩ引き၁Ǘに

ഝ社ཀ定のⲏہ▩（社۵・社ڇが֞ڇされたもの）をお受け取りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑦050-201704①保険ᄦについて.docx ΰ༔日時：2015�06�16 15�45�00 - �7 - 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）にはつǝのᅀ法があります。払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）の変更をごసሿの場合は、Ȼɻ

ɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。
 

ƪ月払óóóóóᕃ月１ࡋお払い⡛みいただくᅀ法です。 

ƪ٪年一ྯ払óó年２ࡋのཀ定のቃ間内にお払い⡛みいただくᅀ法です。 

ƪ年一ྯ払óóó年１ࡋのཀ定のቃ間内にお払い⡛みいただくᅀ法です。 

 

保険ᄦの払⡛ቃ月について 

保険ᄦは、保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧてつǝのቃ間内にお払い⡛みください。 

ƪ月払óóóóó月ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

ƪ٪年一ྯ払óó٪年ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

ƪ年一ྯ払óóó年ٸΡの契約応ഝ日のୡする月の֊日ǚら末日まで 

 

保険ᄦがӛഝされるቃ間（保険ᄦቃ間）について 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧて、つǝのとおりです。 

ƪ月払óóóóó月ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの月ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

ƪ٪年一ྯ払óó٪年ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの٪年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

ƪ年一ྯ払óóó年ٸΡの契約応ഝ日ǚらつǝの年ٸΡの契約応ഝ日の֭日まで 

 

保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた場合の取り扱い 

保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）が年一ྯ払・٪年一ྯ払のご契約の場合、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた

ときの取り扱いはつǝのとおりです。 

ƪ保険ᄦをお払い⡛みいただいた後に、ご契約のᘲᜈ、ᗁ᪭Ổ付率の᚛率、࣠準日ⲥの᚛ⲥにより、保険ᄦのお払い⡛

みが˃┶となǲた場合は、すでに払い⡛まれた保険ᄦのǕǰ、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた日の‑日ͨ後ሬ֊

に֗ቻする月ٸΡの契約応ഝ日ǚらǬの保険ᄦቃ間の末日までの月ᄋに応ǧた保険ᄦのᔞⲥにᭀഝする金ⲥの⡫༻金

をお支払いします。なお、ᔎ̭保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするときは、保険ᄦのᔞⲥにᭀഝする金ⲥの⡫

༻金を、ᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 

ƪᗁ᪭Ổ付率の᚛率または࣠準日ⲥの᚛ⲥにより保険ᄦの一部のお払い⡛みを┶しなくなǲた場合は、Ǭのお払い⡛み

を┶しなくなǲた部ոに限ります。 

■年一ྯ払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）が月払のご契約については、保険ᄦのお払い⡛みが˃┶となǲた場

合の取り扱いはありませȢ。 

 

・年ٸΡの契約応ഝ日が１月１日で１月20日に年一ྯ払保険ᄦを払い⡛Ȣだ後、⿄月10日にご契約を╫約した場合、

保険ᄦのお払い⡛みを┶しなくなǲたのはご契約を╫約した⿄月10日であり、Ǭの‑日ͨ後ሬ֊に֗ቻする月ٸΡ

の契約応ഝ日は⿅月１日となります。したがǲて、⿅月１日ǚら12月31日までの⿆ǚ月ոに対応する保険ᄦのᔞⲥ

にᭀഝする金ⲥの⡫༻金をお支払いします。 

10/１ 11/１ 12/１ 12/31⿈/１１/１ ⿃/１ ⿄/１ ２/１ ３/１ ⿇/１⿅/１ ⿆/１

⿆ǚ月ո

月ٸΡ

の契約

応ഝ日

⿅/１ 

保険ᄦ 

払⡛ 

１/20 

╫約 

⿄/10 

年ٸΡ

の契約

応ഝ日

１/１ 

年ٸΡ 

の契約 

応ഝ日 

１/１ 
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（約ᓝᵥ10ቷ） 

ɤーɒス、ⲇ⛯金なǸおཆ྾ǰのέⓖ資金をᘍ᧸し、保険ᄦをまとめて払い⡛ȏことにより、ׂ引を受け

ることができます。保険ᄦをまとめてお払い⡛みになる場合は、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 
 

■保険ᄦの一ྯ払（月払契約の場合） 

ƪഝ月ոͨ後の保険ᄦを３ǚ月ոͨ上まとめてお払い⡛みいただくお取り扱いがあります。 

・この場合、ׂ引があります。 

・保険ᄦのお払い⡛みを┶しなくなǲた場合に一ྯ払された保険ᄦにᔞⲥがあるときは払い༻します（おᨃし出によ

る一ྯ払された保険ᄦのᔞⲥの払い༻しはできませȢ）。なお、ᔎ̭保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするとき

は、一ྯ払された保険ᄦのᔞⲥを、ᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 

 

 

 

ᡂ྅ʖ᧓↗Ↄ契約のјщ 

（約ᓝᵥ11ቷ） 

保険ᄦのお払い⡛みには、ᤝ予ቃ間があります。保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧて、つǝのとおりです。 
 

ƪ月払の場合óóóóóóóóóó払⡛ቃ月の‑月֊日ǚら末日まで 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払の場合óó払⡛ቃ月の‑月֊日ǚら‑Ƽ月の月ٸΡの契約応ഝ日まで（払⡛ቃ月の契約応ഝ日      

が２月、⿅月、11月の۬末日の場合には、Ǭれǭれ⿃月、⿇月、１月の۬末日まで） 

■月払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƪᤝ予ቃ間内にお払い⡛みがない場合、ご契約はמがなくなります。これをডといいます。 

ƪなお、ড日ǚら３ǚ月ͨ内であれǿ、ご契約の൩ᘍŋをᨃし⡛ȏことができます。 

 

 ・ ご契約がডすると、保⭿がないᣞຎになり、Ổ付金なǸを受け取れないことになります。 

・ ഝ社が保険ᄦをおᴗてራǗし継Ữさせる制度（保険ᄦの⅋ؔ貸付）のお取り扱いはありませȢ。

 

  

 

ŋ ൩ᘍǺǳいǵǾƸǃמȡডǲたǣযẇǽ൩ᘍǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

契約応ഝ日
⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ড 

払⡛ቃ月 ᤝ予ቃ間

払⡛ቃ月 ᤝ予ቃ間

契約応ഝ日
⿃/１ ⿃/30⿄/１

月ٸΡの 
契約応ഝ日

⿅/1� ⿅/16ড1/⿃ �

јщ⇁ڂ→Ↄ契約のࣄ 
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（約ᓝᵥ12ቷ） 

保険ᄦのお払い⡛みがなくמがなくなǲたご契約を、ሱなᣞຎに༻すことを൩ᘍといいます。ড日

ǚら３ǚ月ͨ内であれǿ、ご契約の൩ᘍをᨃし⡛ȏことができます。ご契約を൩ᘍされる場合は、ഝ社の

担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

１ ർ┶なおཆỮき 

ƪあらためてܝ᮪ȍたǾ▧ዶŋをしていただきます。ѠಙᣞຎなǸによǲては、൩ᘍできないこともあります。 

ƪഝ社が൩ᘍを承♇したときは、お払い⡛みを中ᓹされた時ǚら൩ᘍする時までの保険ᄦ（൩ᘍ保険ᄦ）を一ྯして払

い⡛Ȣでいただきます。 

 

２ 責任⫳始ቃ 

ƪおᨃし⡛みをいただいた൩ᘍをഝ社が承♇した場合には、൩ᘍ保険ᄦをഝ社が受け取ǲた時（ܝ᮪の֭に受け取ǲた

場合はܝ᮪の時）ǚらご契約上の保⭿が⫳始されます。 

 

 ・ ൩ᘍ時のܝ᮪ῲؘ⣖ۀによる╫除、൩ᘍ日ǚら１年ͨ内の⅋ᔷ、൩ᘍ֭のᩰなǸがある場合

には、Ổ付金なǸのお支払いができないことがあります。 

、があǲた場合で、Ǭの内容がᣀに⦔গな場合は、▮ᓙによる取ᘲを理ᨁとしてۀ᮪ῲؘ⣖ܝ ・

Ổ付金なǸのお支払いができないことがあります。 

 

 

ŋ ܝ᮪ȍたǾ▧ዶǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 
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（約ᓝᵥ10ቷ） 

ɤーɒス、ⲇ⛯金なǸおཆ྾ǰのέⓖ資金をᘍ᧸し、保険ᄦをまとめて払い⡛ȏことにより、ׂ引を受け

ることができます。保険ᄦをまとめてお払い⡛みになる場合は、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 
 

■保険ᄦの一ྯ払（月払契約の場合） 

ƪഝ月ոͨ後の保険ᄦを３ǚ月ոͨ上まとめてお払い⡛みいただくお取り扱いがあります。 

・この場合、ׂ引があります。 

・保険ᄦのお払い⡛みを┶しなくなǲた場合に一ྯ払された保険ᄦにᔞⲥがあるときは払い༻します（おᨃし出によ

る一ྯ払された保険ᄦのᔞⲥの払い༻しはできませȢ）。なお、ᔎ̭保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするとき

は、一ྯ払された保険ᄦのᔞⲥを、ᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 

 

 

 

ᡂ྅ʖ᧓↗Ↄ契約のјщ 

（約ᓝᵥ11ቷ） 

保険ᄦのお払い⡛みには、ᤝ予ቃ間があります。保険ᄦの払⡛ᅀ法（ࡋᄋ）に応ǧて、つǝのとおりです。 
 

ƪ月払の場合óóóóóóóóóó払⡛ቃ月の‑月֊日ǚら末日まで 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払の場合óó払⡛ቃ月の‑月֊日ǚら‑Ƽ月の月ٸΡの契約応ഝ日まで（払⡛ቃ月の契約応ഝ日      

が２月、⿅月、11月の۬末日の場合には、Ǭれǭれ⿃月、⿇月、１月の۬末日まで） 

■月払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƪᤝ予ቃ間内にお払い⡛みがない場合、ご契約はמがなくなります。これをডといいます。 

ƪなお、ড日ǚら３ǚ月ͨ内であれǿ、ご契約の൩ᘍŋをᨃし⡛ȏことができます。 

 

 ・ ご契約がডすると、保⭿がないᣞຎになり、Ổ付金なǸを受け取れないことになります。 

・ ഝ社が保険ᄦをおᴗてራǗし継Ữさせる制度（保険ᄦの⅋ؔ貸付）のお取り扱いはありませȢ。

 

  

 

ŋ ൩ᘍǺǳいǵǾƸǃמȡডǲたǣযẇǽ൩ᘍǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

契約応ഝ日
⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ড 

払⡛ቃ月 ᤝ予ቃ間

払⡛ቃ月 ᤝ予ቃ間

契約応ഝ日
⿃/１ ⿃/30⿄/１

月ٸΡの 
契約応ഝ日

⿅/1� ⿅/16ড1/⿃ �

јщ⇁ڂ→Ↄ契約のࣄ 
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（約ᓝᵥ12ቷ） 

保険ᄦのお払い⡛みがなくמがなくなǲたご契約を、ሱなᣞຎに༻すことを൩ᘍといいます。ড日

ǚら３ǚ月ͨ内であれǿ、ご契約の൩ᘍをᨃし⡛ȏことができます。ご契約を൩ᘍされる場合は、ഝ社の

担ഝ者またはȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

 

１ ർ┶なおཆỮき 

ƪあらためてܝ᮪ȍたǾ▧ዶŋをしていただきます。ѠಙᣞຎなǸによǲては、൩ᘍできないこともあります。 

ƪഝ社が൩ᘍを承♇したときは、お払い⡛みを中ᓹされた時ǚら൩ᘍする時までの保険ᄦ（൩ᘍ保険ᄦ）を一ྯして払

い⡛Ȣでいただきます。 

 

２ 責任⫳始ቃ 

ƪおᨃし⡛みをいただいた൩ᘍをഝ社が承♇した場合には、൩ᘍ保険ᄦをഝ社が受け取ǲた時（ܝ᮪の֭に受け取ǲた

場合はܝ᮪の時）ǚらご契約上の保⭿が⫳始されます。 

 

 ・ ൩ᘍ時のܝ᮪ῲؘ⣖ۀによる╫除、൩ᘍ日ǚら１年ͨ内の⅋ᔷ、൩ᘍ֭のᩰなǸがある場合

には、Ổ付金なǸのお支払いができないことがあります。 

、があǲた場合で、Ǭの内容がᣀに⦔গな場合は、▮ᓙによる取ᘲを理ᨁとしてۀ᮪ῲؘ⣖ܝ ・

Ổ付金なǸのお支払いができないことがあります。 

 

 

ŋ ܝ᮪ȍたǾ▧ዶǺǳいǵǾƸǃܝ᮪ῲؘǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 
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（約ᓝᵥ⿇ቷ、ᵥ11ቷ） 

保険ᄦはᕃࡋの払⡛ቃ月の契約応ഝ日ǚらつǝの払⡛ቃ月の契約応ഝ日の֭日までのቃ間にӛഝされ、払

⡛ቃ月中の契約応ഝ日に払い⡛まれるものとして╹ᶟされています。 

■月払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがǲて、Ổ付金なǸの支払事ᨁが生した日を含ȏቃ間にӛഝされるべき保険ᄦが払い⡛まれていな

い場合は、つǝのよǕに取り扱います。 
 

１ ቈ払⡛保険ᄦのṐᶟ 

ƪỔ付金なǸをお支払いするとき 〔〔〔〔〔 ቈ払⡛保険ᄦをỔ付金なǸǚらఞし引きます。 

（Ổ付金なǸがቈ払⡛保険ᄦよりଦないときは、ᤝ̔ቃ⫻ŋ内にቈ払⡛保険ᄦをお払い⡛みいただきます） 

■月払のቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払のቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŋ ᤝ̔ቃ⫻ǺǳいǵǾƸǃཌ⡛ᤝ̔ቃ⫻ǷǣযẇǽמǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃/１ ⿃/30⿄/1 ⿄/31 ⿅/１ 

⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

（⿃/１」⿃/30） （⿄/１」⿄/31）

⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

契約応ഝ日 契約応ഝ日 契約応ഝ日

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ 

⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間 ⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間
契約応ഝ日 契約応ഝ日 契約応ഝ日

⿃/１ ⿃/30 ⿄/１ ⿄/31

契約応ഝ日 契約応ഝ日

３月ո保険ᄦまで

お払い⡛み済み 

（３/１」３/31） 

⿃月ոの保険ᄦが

ӛഝされるቃ間 

（⿃/１」⿃/30）  

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月

⿃/１ ⿃/30 10/1� ‑年⿃/1� 

⿃/1� 
契約応ഝ日

の年一ྯ払ոの保険ᄦࡋ֭
までお払い⡛み済み 

（֭年⿃/1�」⿃/1�） 

の٪年一ྯ払ոの保険ࡋ֭
ᄦまでお払い⡛み済み 
（֭年10/1�」⿃/1�） 

今ࡋの٪年一ྯ払ոの保
険ᄦがӛഝされるቃ間 
（⿃/1�」10/1�） 

今ࡋの年一ྯ払ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間 

（⿃/1�」‑年⿃/1�） 

今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոの

保険ᄦの払⡛ቃ月 
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２ 保険ᄦ払⡛のᤝ予ቃ間中の場合のቈ払⡛保険ᄦのṐᶟ 

ƪ月払契約でᤝ予ቃ間中の契約応ഝ日ͨ⭅にỔ付金なǸの支払事ᨁが生した場合は、２ǚ月ոの保険ᄦをỔ付金なǸ

ǚらఞし引くǚ、払い⡛Ȣでいただきます。 

■２ǚ月ոのቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払契約でᤝ予ቃ間中にỔ付金なǸの支払事ᨁが生した場合は、今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払

ոの保険ᄦをỔ付金なǸǚらఞし引くǚ、払い⡛Ȣでいただきます。 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払でቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃月ոの保険ᄦのᤝ予ቃ間
⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月

⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ 

（⿃/１」⿃/30）
⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

契約応ഝ日

（⿄/１」⿄/31）
⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

ƪ⿃月ո・⿄月ոの保険ᄦがቈ払い⡛みで
⿄/１」⿄/31の間にỔ付金なǸの支払事ᨁが生したとき 
óó⿃月ոおよび⿄月ոの保険ᄦをఞし引きます。 

契約応ഝ日 契約応ഝ日

ƪ⿄/１」⿅/1�の間にỔ付金なǸの支払事ᨁが生したとき 
óó今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոの保険ᄦをఞし引きます。

 の年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոのࡋ֭
保険ᄦまでお払い⡛み済み 
・年一ྯ払  ֭年⿃/1�」⿃/1� 
・٪年一ྯ払 ֭年10/1�」⿃/1� 

⿃/１ ⿃/30 ⿄/１ ⿅/1�

⿃/1� 
契約応ഝ日 

ᤝ予ቃ間

年一ྯ払 ٪年一ྯ払
保険ᄦの払⡛ቃ月
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ዅ˄金などのⅹૅⅳのᨥの保険૰ችም 
 

⑦050-201704①保険ᄦについて.docx ΰ༔日時：2015�06�16 15�45�00 - 40 - 

（約ᓝᵥ⿇ቷ、ᵥ11ቷ） 

保険ᄦはᕃࡋの払⡛ቃ月の契約応ഝ日ǚらつǝの払⡛ቃ月の契約応ഝ日の֭日までのቃ間にӛഝされ、払

⡛ቃ月中の契約応ഝ日に払い⡛まれるものとして╹ᶟされています。 

■月払のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがǲて、Ổ付金なǸの支払事ᨁが生した日を含ȏቃ間にӛഝされるべき保険ᄦが払い⡛まれていな

い場合は、つǝのよǕに取り扱います。 
 

１ ቈ払⡛保険ᄦのṐᶟ 

ƪỔ付金なǸをお支払いするとき 〔〔〔〔〔 ቈ払⡛保険ᄦをỔ付金なǸǚらఞし引きます。 

（Ổ付金なǸがቈ払⡛保険ᄦよりଦないときは、ᤝ̔ቃ⫻ŋ内にቈ払⡛保険ᄦをお払い⡛みいただきます） 

■月払のቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払のቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŋ ᤝ̔ቃ⫻ǺǳいǵǾƸǃཌ⡛ᤝ̔ቃ⫻ǷǣযẇǽמǄ⾷��ɢʀɀ⾸ȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃/１ ⿃/30⿄/1 ⿄/31 ⿅/１ 

⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

（⿃/１」⿃/30） （⿄/１」⿄/31）

⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

契約応ഝ日 契約応ഝ日 契約応ഝ日

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ 

⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間 ⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間
契約応ഝ日 契約応ഝ日 契約応ഝ日

⿃/１ ⿃/30 ⿄/１ ⿄/31

契約応ഝ日 契約応ഝ日

３月ո保険ᄦまで

お払い⡛み済み 

（３/１」３/31） 

⿃月ոの保険ᄦが

ӛഝされるቃ間 

（⿃/１」⿃/30）  

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月 ⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月

⿃/１ ⿃/30 10/1� ‑年⿃/1� 

⿃/1� 
契約応ഝ日

の年一ྯ払ոの保険ᄦࡋ֭
までお払い⡛み済み 

（֭年⿃/1�」⿃/1�） 

の٪年一ྯ払ոの保険ࡋ֭
ᄦまでお払い⡛み済み 
（֭年10/1�」⿃/1�） 

今ࡋの٪年一ྯ払ոの保
険ᄦがӛഝされるቃ間 
（⿃/1�」10/1�） 

今ࡋの年一ྯ払ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間 

（⿃/1�」‑年⿃/1�） 

今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոの

保険ᄦの払⡛ቃ月 
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２ 保険ᄦ払⡛のᤝ予ቃ間中の場合のቈ払⡛保険ᄦのṐᶟ 

ƪ月払契約でᤝ予ቃ間中の契約応ഝ日ͨ⭅にỔ付金なǸの支払事ᨁが生した場合は、２ǚ月ոの保険ᄦをỔ付金なǸ

ǚらఞし引くǚ、払い⡛Ȣでいただきます。 

■２ǚ月ոのቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƪ年一ྯ払・٪年一ྯ払契約でᤝ予ቃ間中にỔ付金なǸの支払事ᨁが生した場合は、今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払

ոの保険ᄦをỔ付金なǸǚらఞし引くǚ、払い⡛Ȣでいただきます。 

■年一ྯ払・٪年一ྯ払でቈ払⡛保険ᄦをఞし引く場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

⿃月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月
⿃月ոの保険ᄦのᤝ予ቃ間
⿄月ոの保険ᄦの払⡛ቃ月

⿃/１ ⿃/30⿄/１ ⿄/31 ⿅/１ 

（⿃/１」⿃/30）
⿃月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

契約応ഝ日

（⿄/１」⿄/31）
⿄月ոの保険ᄦがӛഝされるቃ間

ƪ⿃月ո・⿄月ոの保険ᄦがቈ払い⡛みで
⿄/１」⿄/31の間にỔ付金なǸの支払事ᨁが生したとき 
óó⿃月ոおよび⿄月ոの保険ᄦをఞし引きます。 

契約応ഝ日 契約応ഝ日

ƪ⿄/１」⿅/1�の間にỔ付金なǸの支払事ᨁが生したとき 
óó今ࡋの年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոの保険ᄦをఞし引きます。

 の年一ྯ払ո・٪年一ྯ払ոのࡋ֭
保険ᄦまでお払い⡛み済み 
・年一ྯ払  ֭年⿃/1�」⿃/1� 
・٪年一ྯ払 ֭年10/1�」⿃/1� 

⿃/１ ⿃/30 ⿄/１ ⿅/1�

⿃/1� 
契約応ഝ日 

ᤝ予ቃ間

年一ྯ払 ٪年一ྯ払
保険ᄦの払⡛ቃ月
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ᚐ約 
 

⑦060-20170�①ご契約後について.FoEZ 2016�10�26  - 44 - 限定ษअ（ަݨ事Ꮱ部） 

（約ᓝᵥ13ቷ、ᵥ17ቷ） 

ご契約の╫約はいつでもできます。ご契約を╫約された場合には、この保険では╫約⡫༻金はありませȢ。 

 

ƪ╫約はいつでもできますが、╫約された時᠊でご契約はᘲᜈし、ͨ後の保⭿はなくなります。 

ƪ生命保険は、এくの͆Ƽが保険ᄦを出しあǲてお̞いを保⭿しあǕ助けあいの制度です。したがǲて、お払い⡛みい

ただく保険ᄦは、ⲇ⛯金のよǕにǬのまま᳒みᴗてられるのではなく、Ǭの一部は年Ƽのᔎ̭保険金なǸのお支払い

に、また͙の一部は、ご契約のἦệ・Ỻ྾にർ┶な経⛻にあてられます。 

 

■Ⓚ保険者によるご契約者ȇの╫除の請求 
Ⓚ保険者とご契約者がᨵなるご契約の場合、つǝの事ᨁに○ഝするときは、Ⓚ保険者はご契約者に対し、ご契約の╫

除を請求することができます。この場合、Ⓚ保険者ǚら╫除の請求を受けたご契約者は、ご契約の╫約を行Ǖർ┶が

あります。 

 ・ご契約者またはỔ付金なǸの受取͆が、ഝ社に保険Ổ付を行わせることをᬶとしてỔ付金なǸの支払事ᨁを生

させた、または生させよǕとした場合 

 ・Ổ付金なǸの受取͆が、このご契約にもとづく保険Ổ付の請求について▮ᓙを行ǲた、または行おǕとした場合 

 ・上記のȊǚ、Ⓚ保険者のご契約者またはỔ付金なǸの受取͆に対するЈⲠを၏ない、ご契約のઇỮをࡓ⮽とする⦔

গな事ᨁがある場合 

 ・ご契約者とⓀ保険者との間の╕ᅒ関係のẹ̒Ǭの͙の事ษにより、Ⓚ保険者がご契約のおᨃし⡛みの同をするに

あたǲて࣠ᰢとした事ษが⊣しく変كした場合 

 

 ・ 現在ごףӱのご契約を╫約された場合は、ᄽたなご契約のお取り扱いにǚǚわらǩ、いǲたȢ

╫約されたご契約をәに༻すことはできませȢ。 

・ ᄽたなご契約にףӱしよǕとしても、ѠಙᣞຎなǸによǲてはお引き受けできない場合もあり

ます。 

 

 

保険契約者∝Ӗӕʴの٭ 
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（約ᓝᵥ⿄ቷ、ᵥ22ቷ」ᵥ26ቷ） 

ご契約者・受取͆はつǝのお取り扱いで変更できます。ご契約者ȓ受取͆を変更される場合は、Ȼɻɇȷ

ɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 
 

１ 保険契約者の変更 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同とഝ社の承♇を得て、ご契約者を変更することができます。 

ƪご契約者を変更しますと、保険契約上の権利ῲؘ（受取͆を変更する権利、保険ᄦを払い⡛ȏῲؘなǸ）はすべてᄽ

たなご契約者に引き継がれます。 

 

２ Ổ付金の受取͆の変更 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同を得て、Ổ付金の受取͆を変更することができます。Ổ付金の受取͆を変更される場合

は、ഝ社ȇご⢡᮪ください。 

ƪご契約者は、法ൕ上ሱな⣻╵により、Ổ付金の受取͆を変更することができます。この場合、Ⓚ保険者の同がな

けれǿ、受取͆変更のמを生ǧませȢ。 

ƪ⣻╵によりỔ付金の受取͆を変更される場合は、ご契約者が̭くなられた後、すみȓǚにご契約者のᭀỮ͆ǚらഝ社

ȇご⢡᮪ください。 

ƪ変更後のỔ付金の受取͆は、ご契約者またはⓀ保険者に限ります。また、ᗁ᪭Ổ付金受取͆およびӱ⭐Ổ付金受取͆

は同一͆であることを┶します。 

 

 ・ ഝ社が⢡᮪を受ける֭に変更֭のỔ付金の受取͆にỔ付金をお支払いしたときは、Ǭのお支払

い後に変更後のỔ付金の受取͆ǚらỔ付金の請求を受けても、ഝ社はỔ付金をお支払いしませ

Ȣ。 

 

 

３ ᔎ̭保険金受取͆の変更 

ƪご契約者は、ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生するまでは、Ⓚ保険者の同を得て、ᔎ̭保険金受取͆を変更することが

できます。ᔎ̭保険金受取͆を変更される場合は、ഝ社ȇご⢡᮪ください。 

ƪご契約者は、ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生するまでは、法ൕ上ሱな⣻╵により、ᔎ̭保険金受取͆を変更すること

ができます。この場合、Ⓚ保険者の同がなけれǿ、受取͆変更のמを生ǧませȢ。 

ƪ⣻╵によりᔎ̭保険金受取͆を変更される場合は、ご契約者が̭くなられた後、すみȓǚにご契約者のᭀỮ͆ǚらഝ

社ȇご⢡᮪ください。 

ƪᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭されたときは、すみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

・ᄽしいᔎ̭保険金受取͆に変更するおཆỮきをしていただきます。 

・ᔎ̭保険金の支払事ᨁの生֭ͨにᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭され、ᔎ̭保険金受取͆の変更ཆỮきをされていない

間は、ᔎ̭保険金受取͆のᔎ̭時の法定ᭀỮ͆をᔎ̭保険金受取͆とします。ᔎ̭保険金受取͆となǲたᅀが２͆

ͨ上いる場合は、ᔎ̭保険金の受取ׂ合はࢍ等となります。 

■ᔎ̭保険金受取͆の変更をされる֭に、Ⓚ保険者がᔎ̭された場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご契約者 
・Ⓚ保険者 

⿐ 

（ছ）

⿑ 

（৷）

ᔎ̭保険金 
受取͆ 

⿒ 

（）

⿓ 

（）

ご契約者・Ⓚ保険者 �⿐さȢ
ᔎ̭保険金受取͆   ⿑さȢ

⿑さȢがᔎ̭し、ᔎ̭保険金受取͆の変更ཆỮきをされて
いない間は、⿑さȢのᔎ̭時の法定ᭀỮ͆である⿐さȢ、
⿒さȢと⿓さȢがᔎ̭保険金受取͆となります。 

Ǭの後、⿐さȢがᔎ̭（ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生）し
た場合は、⿒さȢと⿓さȢがᔎ̭保険金受取͆となります。
この場合、⿒さȢと⿓さȢのᔎ̭保険金の受取ׂ合はࢍ等
（Ǭれǭれ⿄ׂǩつ）となります。（⿐さȢのᔎ̭時の法定
ᭀỮ͆が⿒さȢと⿓さȢのみの場合） 
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ᚐ約 
 

⑦060-20170�①ご契約後について.FoEZ 2016�10�26  - 44 - 限定ษअ（ަݨ事Ꮱ部） 

（約ᓝᵥ13ቷ、ᵥ17ቷ） 

ご契約の╫約はいつでもできます。ご契約を╫約された場合には、この保険では╫約⡫༻金はありませȢ。 

 

ƪ╫約はいつでもできますが、╫約された時᠊でご契約はᘲᜈし、ͨ後の保⭿はなくなります。 

ƪ生命保険は、এくの͆Ƽが保険ᄦを出しあǲてお̞いを保⭿しあǕ助けあいの制度です。したがǲて、お払い⡛みい

ただく保険ᄦは、ⲇ⛯金のよǕにǬのまま᳒みᴗてられるのではなく、Ǭの一部は年Ƽのᔎ̭保険金なǸのお支払い

に、また͙の一部は、ご契約のἦệ・Ỻ྾にർ┶な経⛻にあてられます。 

 

■Ⓚ保険者によるご契約者ȇの╫除の請求 
Ⓚ保険者とご契約者がᨵなるご契約の場合、つǝの事ᨁに○ഝするときは、Ⓚ保険者はご契約者に対し、ご契約の╫

除を請求することができます。この場合、Ⓚ保険者ǚら╫除の請求を受けたご契約者は、ご契約の╫約を行Ǖർ┶が

あります。 

 ・ご契約者またはỔ付金なǸの受取͆が、ഝ社に保険Ổ付を行わせることをᬶとしてỔ付金なǸの支払事ᨁを生

させた、または生させよǕとした場合 

 ・Ổ付金なǸの受取͆が、このご契約にもとづく保険Ổ付の請求について▮ᓙを行ǲた、または行おǕとした場合 

 ・上記のȊǚ、Ⓚ保険者のご契約者またはỔ付金なǸの受取͆に対するЈⲠを၏ない、ご契約のઇỮをࡓ⮽とする⦔

গな事ᨁがある場合 

 ・ご契約者とⓀ保険者との間の╕ᅒ関係のẹ̒Ǭの͙の事ษにより、Ⓚ保険者がご契約のおᨃし⡛みの同をするに

あたǲて࣠ᰢとした事ษが⊣しく変كした場合 

 

 ・ 現在ごףӱのご契約を╫約された場合は、ᄽたなご契約のお取り扱いにǚǚわらǩ、いǲたȢ

╫約されたご契約をәに༻すことはできませȢ。 

・ ᄽたなご契約にףӱしよǕとしても、ѠಙᣞຎなǸによǲてはお引き受けできない場合もあり

ます。 

 

 

保険契約者∝Ӗӕʴの٭ 
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（約ᓝᵥ⿄ቷ、ᵥ22ቷ」ᵥ26ቷ） 

ご契約者・受取͆はつǝのお取り扱いで変更できます。ご契約者ȓ受取͆を変更される場合は、Ȼɻɇȷ

ɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 
 

１ 保険契約者の変更 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同とഝ社の承♇を得て、ご契約者を変更することができます。 

ƪご契約者を変更しますと、保険契約上の権利ῲؘ（受取͆を変更する権利、保険ᄦを払い⡛ȏῲؘなǸ）はすべてᄽ

たなご契約者に引き継がれます。 

 

２ Ổ付金の受取͆の変更 

ƪご契約者は、Ⓚ保険者の同を得て、Ổ付金の受取͆を変更することができます。Ổ付金の受取͆を変更される場合

は、ഝ社ȇご⢡᮪ください。 

ƪご契約者は、法ൕ上ሱな⣻╵により、Ổ付金の受取͆を変更することができます。この場合、Ⓚ保険者の同がな

けれǿ、受取͆変更のמを生ǧませȢ。 

ƪ⣻╵によりỔ付金の受取͆を変更される場合は、ご契約者が̭くなられた後、すみȓǚにご契約者のᭀỮ͆ǚらഝ社

ȇご⢡᮪ください。 

ƪ変更後のỔ付金の受取͆は、ご契約者またはⓀ保険者に限ります。また、ᗁ᪭Ổ付金受取͆およびӱ⭐Ổ付金受取͆

は同一͆であることを┶します。 

 

 ・ ഝ社が⢡᮪を受ける֭に変更֭のỔ付金の受取͆にỔ付金をお支払いしたときは、Ǭのお支払

い後に変更後のỔ付金の受取͆ǚらỔ付金の請求を受けても、ഝ社はỔ付金をお支払いしませ

Ȣ。 

 

 

３ ᔎ̭保険金受取͆の変更 

ƪご契約者は、ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生するまでは、Ⓚ保険者の同を得て、ᔎ̭保険金受取͆を変更することが

できます。ᔎ̭保険金受取͆を変更される場合は、ഝ社ȇご⢡᮪ください。 

ƪご契約者は、ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生するまでは、法ൕ上ሱな⣻╵により、ᔎ̭保険金受取͆を変更すること

ができます。この場合、Ⓚ保険者の同がなけれǿ、受取͆変更のמを生ǧませȢ。 

ƪ⣻╵によりᔎ̭保険金受取͆を変更される場合は、ご契約者が̭くなられた後、すみȓǚにご契約者のᭀỮ͆ǚらഝ

社ȇご⢡᮪ください。 

ƪᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭されたときは、すみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。 

・ᄽしいᔎ̭保険金受取͆に変更するおཆỮきをしていただきます。 

・ᔎ̭保険金の支払事ᨁの生֭ͨにᔎ̭保険金受取͆がᔎ̭され、ᔎ̭保険金受取͆の変更ཆỮきをされていない

間は、ᔎ̭保険金受取͆のᔎ̭時の法定ᭀỮ͆をᔎ̭保険金受取͆とします。ᔎ̭保険金受取͆となǲたᅀが２͆

ͨ上いる場合は、ᔎ̭保険金の受取ׂ合はࢍ等となります。 

■ᔎ̭保険金受取͆の変更をされる֭に、Ⓚ保険者がᔎ̭された場合のό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご契約者 
・Ⓚ保険者 

⿐ 

（ছ）

⿑ 

（৷）

ᔎ̭保険金 
受取͆ 

⿒ 

（）

⿓ 

（）

ご契約者・Ⓚ保険者 �⿐さȢ
ᔎ̭保険金受取͆   ⿑さȢ

⿑さȢがᔎ̭し、ᔎ̭保険金受取͆の変更ཆỮきをされて
いない間は、⿑さȢのᔎ̭時の法定ᭀỮ͆である⿐さȢ、
⿒さȢと⿓さȢがᔎ̭保険金受取͆となります。 

Ǭの後、⿐さȢがᔎ̭（ᔎ̭保険金の支払事ᨁが生）し
た場合は、⿒さȢと⿓さȢがᔎ̭保険金受取͆となります。
この場合、⿒さȢと⿓さȢのᔎ̭保険金の受取ׂ合はࢍ等
（Ǭれǭれ⿄ׂǩつ）となります。（⿐さȢのᔎ̭時の法定
ᭀỮ͆が⿒さȢと⿓さȢのみの場合） 
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 ・ ഝ社が⢡᮪を受ける֭に変更֭のᔎ̭保険金受取͆にᔎ̭保険金をお支払いしたときは、Ǭの

お支払い後に変更後のᔎ̭保険金受取͆ǚらᔎ̭保険金の請求を受けても、ഝ社はᔎ̭保険金

をお支払いしませȢ。 
・ ᔎ̭保険金受取͆の範囲ȓ受取ׂ合は、ご契約のബຎ、ご╕ᅒの構༔、ᔎ̭されたⱽಂなǸに

よりᖑまります。くわしくは、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでお問い合わせください。 
 
 

ᾃ Ổ付金なǸのᲩ法上の取り扱い 

ƪ生命保険金は、ご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係によǲてᲩ法上の取り扱いがᨵなります。ご契

約者または受取͆を変更される際は、Ჩ法上の取り扱いを١ոご認のǕǗご請求ください。くわしくは、ǃỔ͛⦘

なǸǽᲩᗕˀǽۄșཟいǄŋをごڹᡄください。 

 

ŋ ǃỔ͛⦘なǸǽᲩᗕˀǽۄșཟいǄǺǳいǵǾƸ��ɢʀɀȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

ᡫ̮έ٭などのئӳ 
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（約ᓝᵥ29ቷ） 

転、Σ⒙ᰳの変更なǸによǲて、ഝ社にお୕けいただいている⢡Ј先を変更されるとき、またご契約

者・Ⓚ保険者・ᔎ̭保険金受取͆が改または改۵されたときは、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏくださ

い。 

 

１ ഝ社にお୕けいただいている⢡Ј先を変更されるとき 

ƪご⢪ỏいただきたい事ⱼ 

・▩֟ᨯۥ（同時に変更すべき͙のご契約もお᮪らせください） 

・ご契約者۵ 

・ᄽΣཀと電話ᨯۥ 

・ᅢΣཀ 

ƪ⢡Ј先の変更のご⢪ỏがない場合、ഝ社にお୕けの⢡Ј先に⢌付した⢡᮪は、ご契約者に֗⣕したものとします。 

 

２ ご契約者・Ⓚ保険者・ᔎ̭保険金受取͆が改または改۵されたとき 

ƪすみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。おཆỮきにർ┶なሤⲲなǸについてご案内します。 

 

 

 

契約者ᣐ࢘金 

（約ᓝᵥ32ቷ、ᵥ33ቷ） 

契約者⥎ഝ金はᕃ年のᖑᶟにより᳒みᴗてた契約者⥎ഝ準備金の中ǚら、ご契約後２年ᬶǚらお支払いし

ます。ただし、ᕃ年のᖑᶟのᣞᗇによǲては契約者⥎ഝ金が支払われないこともあります。 

 

ƪ契約者⥎ഝ金は、ഝ社ཀ定の利率（金利ᕮ準なǸにより変更することがあります。利率についてはഝ社ホームページ

（http://www.FCi-iEhi-NiHe.Eo.jp/）をご╒ください）による利ෲをつけて᳒みᴗてておき、ご契約がᘲᜈしたとき、

ご契約者ǚら請求があǲたとき、または保険ቃ間がᛙ̒しご契約が更ᄽされないときにお支払いします。なお、ᔎ̭

保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするときは、契約者⥎ഝ金をᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 
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 ・ ഝ社が⢡᮪を受ける֭に変更֭のᔎ̭保険金受取͆にᔎ̭保険金をお支払いしたときは、Ǭの

お支払い後に変更後のᔎ̭保険金受取͆ǚらᔎ̭保険金の請求を受けても、ഝ社はᔎ̭保険金

をお支払いしませȢ。 
・ ᔎ̭保険金受取͆の範囲ȓ受取ׂ合は、ご契約のബຎ、ご╕ᅒの構༔、ᔎ̭されたⱽಂなǸに

よりᖑまります。くわしくは、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでお問い合わせください。 
 
 

ᾃ Ổ付金なǸのᲩ法上の取り扱い 

ƪ生命保険金は、ご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係によǲてᲩ法上の取り扱いがᨵなります。ご契

約者または受取͆を変更される際は、Ჩ法上の取り扱いを١ոご認のǕǗご請求ください。くわしくは、ǃỔ͛⦘

なǸǽᲩᗕˀǽۄșཟいǄŋをごڹᡄください。 

 

ŋ ǃỔ͛⦘なǸǽᲩᗕˀǽۄșཟいǄǺǳいǵǾƸ��ɢʀɀȡǣڹᡄǞǯǤいƹ 

ᡫ̮έ٭などのئӳ 
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（約ᓝᵥ29ቷ） 

転、Σ⒙ᰳの変更なǸによǲて、ഝ社にお୕けいただいている⢡Ј先を変更されるとき、またご契約

者・Ⓚ保険者・ᔎ̭保険金受取͆が改または改۵されたときは、ȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏくださ

い。 

 

１ ഝ社にお୕けいただいている⢡Ј先を変更されるとき 

ƪご⢪ỏいただきたい事ⱼ 

・▩֟ᨯۥ（同時に変更すべき͙のご契約もお᮪らせください） 

・ご契約者۵ 

・ᄽΣཀと電話ᨯۥ 

・ᅢΣཀ 

ƪ⢡Ј先の変更のご⢪ỏがない場合、ഝ社にお୕けの⢡Ј先に⢌付した⢡᮪は、ご契約者に֗⣕したものとします。 

 

２ ご契約者・Ⓚ保険者・ᔎ̭保険金受取͆が改または改۵されたとき 

ƪすみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏください。おཆỮきにർ┶なሤⲲなǸについてご案内します。 

 

 

 

契約者ᣐ࢘金 

（約ᓝᵥ32ቷ、ᵥ33ቷ） 

契約者⥎ഝ金はᕃ年のᖑᶟにより᳒みᴗてた契約者⥎ഝ準備金の中ǚら、ご契約後２年ᬶǚらお支払いし

ます。ただし、ᕃ年のᖑᶟのᣞᗇによǲては契約者⥎ഝ金が支払われないこともあります。 

 

ƪ契約者⥎ഝ金は、ഝ社ཀ定の利率（金利ᕮ準なǸにより変更することがあります。利率についてはഝ社ホームページ

（http://www.FCi-iEhi-NiHe.Eo.jp/）をご╒ください）による利ෲをつけて᳒みᴗてておき、ご契約がᘲᜈしたとき、

ご契約者ǚら請求があǲたとき、または保険ቃ間がᛙ̒しご契約が更ᄽされないときにお支払いします。なお、ᔎ̭

保険金のお支払いによりご契約がᘲᜈするときは、契約者⥎ഝ金をᔎ̭保険金受取͆にお支払いします。 
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生命保険૰ᨊ（2016年10月現在） 
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ഝ年中（１月ǚら12月まで）にお払い⡛みの保険ᄦに応ǧたⲥがǬの年のཀ得ǚらလ除されますので、ཀ

得ᲩとΣ民Ჩが⟽᚛されます。 
 

１ ཀ得လ除の取り扱い 

ƪ受取͆すべてが、保険ᄦのお払い⡛みをするᅀまたは、Ǭの⥎ѫ者、Ǭの͙の╕ᅒとなǲているご契約に限ります。 

ƪလ除の対象となる正ܬ払⡛保険ᄦは、１月ǚら12月までにお払い⡛みいただいた保険ᄦǚら、Ǭの年に受け取られた

⥎ഝ金（Ǭの年にᄽたに᳒みᴗてられた⥎ഝ金を含みます）をఞし引いたものです。 

ƪ年末☈ᄏまたは定ᨃܝのときに、おඁれなくごᨃܝください。 

ƪ「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」はᕃ年10月ͨ⭅にഝ社ǚらお⢌りします。ただし、ࡐΧ扱契約はཀୡのࡐΧで▩ᅽします

ので、「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」の行はしませȢ。なお、「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」の行の時ቃȓᅀ法等につい

ては、変更する場合があります。 

 

２ ཀ得Ჩのཀ得လ除ⲥ 

ƪ一ⅺ生命保険ᄦ、͒ 護ٛ᪭保険ᄦ、Х͆年金保険ᄦǬれǭれについてሬ高�0�000Ԓ、あわせて120�000Ԓまでのཀ得လ

除を受けられます。 

౫⫻ᓺܬཌ⡛保険ᄦ လ⭒ⲥ 

������Ԓͨˁ 全ⲥ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/２⾺10�000Ԓ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/⿃⾺20�000Ԓ 

������Ԓ❞ 一ൕ �0�000Ԓ 

 

３ Σ民Ჩのཀ得လ除ⲥ 

ƪ一ⅺ生命保険ᄦ、͒護ٛ᪭保険ᄦ、Х͆年金保険ᄦǬれǭれについてሬ高28�000Ԓ、あわせて70�000Ԓまでのཀ得လ

除を受けられます。 

౫⫻ᓺܬཌ⡛保険ᄦ လ⭒ⲥ 

������Ԓͨˁ 全ⲥ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/２⾺6�000Ԓ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/⿃⾺1��000Ԓ 

������Ԓ❞ 一ൕ 28�000Ԓ 

 

 ・ 2012年１月１日より֭にごףӱのご契約についてはお取り扱いがᨵなります。 

・ Ჩؘの取り扱いについては、2016年10月現在の法令等にもとづいたものであり、ଛቻに変更

されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが⣪᧸されますのでご注く

ださい。◌ẫについては、Ჩ理ॲȓཀ⠭のᲩؘ῍等にご認ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

ዅ˄金などのᆋඥɥのӕ↹ৢⅳ（2016年10月現在） 
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Ổ付金なǸを受け取る際には、ཀ得Ჩ・ᭀỮᲩ・✷˄ᲩのいǩれǚのᲩ金がǚǚるもの、またⰞ☁Ჩとな

るものがあります。☁ᲩされるᲩ金は、ご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係でᖑまりま

す。 
 

１ ᔎ̭保険金お受け取り時の☁Ჩ取り扱い 

ƪご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係によǲて、つǝのとおりᔎ̭保険金に対するᲩ金がᨵなります。 

 ǣ  য  ẇ  ബ  ຎ 
ǣ  য  ẇ  ό 

☁ᲩǽᲷⲲ 
ǣযẇ Ⓚ保険  ͆ۄۅ

ᔎ̭保険⦘ 

ご契約者とⓀ保険者が同一͆   ছ   ছ ৷ ᭀỮᲩ（※１） 

ご契約者と受取͆が同一͆ ছ   ৷ ছ 
ཀ得Ჩ（一時ཀ得）

（※２） 

ご契約者、Ⓚ保険者、受取͆が 

Ǭれǭれ͆ 
ছ   ৷  ✷˄Ჩ（※３） 

（※１）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）がᔎ̭されたことによりᔎ̭保険金をお受け取りになるため、ᭀỮ

Ჩの対象となります。 

（※２）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）ご⅋⟘がᔎ̭保険金をお受け取りになるため、ཀ得Ჩの対象となり

ます。 

（※３）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）の生ઇ中にのᅀ（上記のご契約όでは）がᔎ̭保険金をお受け

取りになるため、✷˄Ჩの対象となります。 

 

２ ᔎ̭保険金のⰞ☁Ჩ扱い 

ƪご契約者（保険ᄦ負担者）とⓀ保険者が同一͆で、ᔎ̭保険金受取͆がⓀ保険者のᭀỮ͆の場合、ᔎ̭保険金（ご契

約が２Ͳͨ上の場合は合╹します）についてᭀỮᲩ法上一定の範囲内でⰞ☁Ჩ扱いを受けることができます。 

 

３ ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のⰞ☁Ჩ扱い 

ƪ҈્ȓᩩᩰをࡍڤとして支払われるᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金については、Ǭの受取͆がⓀ保険者、Ǭの⥎ѫ者も

しくはǬのᬼṾ⑾ᅒ、または生╹を一にするǬの͙の╕ᅒの場合には、Ⱎ☁Ჩ扱いになります。 

 

 ・ ཀ得Ჩの☁Ჩの対象となるものについてはΣ民Ჩが☁Ჩされます。 

・ ご契約者が法͆の場合のᲩ法上の取り扱いについては、ȻɻɇȷɐɃɻɇーにごᡄ会くださ

い。 

・ Ჩؘの取り扱いについては、2016年10月現在の法令等にもとづいたものであり、ଛቻに変更

されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが⣪᧸されますのでご注く

ださい。◌ẫについては、Ჩ理ॲȓཀ⠭のᲩؘ῍等にご認ください。 

 

 

 

保険ᚰУのኣڂ↭↞Ⴍᩊのئӳ 

保険▩֟をẞডされた場合ȓᬟ⮽に⣮われた場合には、すみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏくださ

い。おཆỮきにർ┶なሤⲲなǸについてご案内します。 
 

 
・ 保険▩֟はগչに保ᶩしてください。 
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生命保険૰ᨊ（2016年10月現在） 
 

⑦060-201704①ご契約後について.docx 2016/10/26  - 4� - 

ഝ年中（１月ǚら12月まで）にお払い⡛みの保険ᄦに応ǧたⲥがǬの年のཀ得ǚらလ除されますので、ཀ

得ᲩとΣ民Ჩが⟽᚛されます。 
 

１ ཀ得လ除の取り扱い 

ƪ受取͆すべてが、保険ᄦのお払い⡛みをするᅀまたは、Ǭの⥎ѫ者、Ǭの͙の╕ᅒとなǲているご契約に限ります。 

ƪလ除の対象となる正ܬ払⡛保険ᄦは、１月ǚら12月までにお払い⡛みいただいた保険ᄦǚら、Ǭの年に受け取られた

⥎ഝ金（Ǭの年にᄽたに᳒みᴗてられた⥎ഝ金を含みます）をఞし引いたものです。 

ƪ年末☈ᄏまたは定ᨃܝのときに、おඁれなくごᨃܝください。 

ƪ「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」はᕃ年10月ͨ⭅にഝ社ǚらお⢌りします。ただし、ࡐΧ扱契約はཀୡのࡐΧで▩ᅽします

ので、「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」の行はしませȢ。なお、「生命保険ᄦလ除▩ᅽሤ」の行の時ቃȓᅀ法等につい

ては、変更する場合があります。 

 

２ ཀ得Ჩのཀ得လ除ⲥ 

ƪ一ⅺ生命保険ᄦ、͒ 護ٛ᪭保険ᄦ、Х͆年金保険ᄦǬれǭれについてሬ高�0�000Ԓ、あわせて120�000Ԓまでのཀ得လ

除を受けられます。 

౫⫻ᓺܬཌ⡛保険ᄦ လ⭒ⲥ 

������Ԓͨˁ 全ⲥ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/２⾺10�000Ԓ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/⿃⾺20�000Ԓ 

������Ԓ❞ 一ൕ �0�000Ԓ 

 

３ Σ民Ჩのཀ得လ除ⲥ 

ƪ一ⅺ生命保険ᄦ、͒護ٛ᪭保険ᄦ、Х͆年金保険ᄦǬれǭれについてሬ高28�000Ԓ、あわせて70�000Ԓまでのཀ得လ

除を受けられます。 

౫⫻ᓺܬཌ⡛保険ᄦ လ⭒ⲥ 

������Ԓͨˁ 全ⲥ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/２⾺6�000Ԓ 

������Ԓ❞������Ԓͨˁ 年間正ܬ払⡛保険ᄦj１/⿃⾺1��000Ԓ 

������Ԓ❞ 一ൕ 28�000Ԓ 

 

 ・ 2012年１月１日より֭にごףӱのご契約についてはお取り扱いがᨵなります。 

・ Ჩؘの取り扱いについては、2016年10月現在の法令等にもとづいたものであり、ଛቻに変更

されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが⣪᧸されますのでご注く

ださい。◌ẫについては、Ჩ理ॲȓཀ⠭のᲩؘ῍等にご認ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

ዅ˄金などのᆋඥɥのӕ↹ৢⅳ（2016年10月現在） 
 

⑦060-20170�①ご契約後について.FoEZ 2016/10/26  - 4� - 

Ổ付金なǸを受け取る際には、ཀ得Ჩ・ᭀỮᲩ・✷˄ᲩのいǩれǚのᲩ金がǚǚるもの、またⰞ☁Ჩとな

るものがあります。☁ᲩされるᲩ金は、ご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係でᖑまりま

す。 
 

１ ᔎ̭保険金お受け取り時の☁Ჩ取り扱い 

ƪご契約者（保険ᄦ負担者）・Ⓚ保険者・受取͆の関係によǲて、つǝのとおりᔎ̭保険金に対するᲩ金がᨵなります。 

 ǣ  য  ẇ  ബ  ຎ 
ǣ  য  ẇ  ό 

☁ᲩǽᲷⲲ 
ǣযẇ Ⓚ保険  ͆ۄۅ

ᔎ̭保険⦘ 

ご契約者とⓀ保険者が同一͆   ছ   ছ ৷ ᭀỮᲩ（※１） 

ご契約者と受取͆が同一͆ ছ   ৷ ছ 
ཀ得Ჩ（一時ཀ得）

（※２） 

ご契約者、Ⓚ保険者、受取͆が 

Ǭれǭれ͆ 
ছ   ৷  ✷˄Ჩ（※３） 

（※１）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）がᔎ̭されたことによりᔎ̭保険金をお受け取りになるため、ᭀỮ

Ჩの対象となります。 

（※２）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）ご⅋⟘がᔎ̭保険金をお受け取りになるため、ཀ得Ჩの対象となり

ます。 

（※３）保険ᄦのご負担者であるᅀ（ご契約者）の生ઇ中にのᅀ（上記のご契約όでは）がᔎ̭保険金をお受け

取りになるため、✷˄Ჩの対象となります。 

 

２ ᔎ̭保険金のⰞ☁Ჩ扱い 

ƪご契約者（保険ᄦ負担者）とⓀ保険者が同一͆で、ᔎ̭保険金受取͆がⓀ保険者のᭀỮ͆の場合、ᔎ̭保険金（ご契

約が２Ͳͨ上の場合は合╹します）についてᭀỮᲩ法上一定の範囲内でⰞ☁Ჩ扱いを受けることができます。 

 

３ ᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金のⰞ☁Ჩ扱い 

ƪ҈્ȓᩩᩰをࡍڤとして支払われるᗁ᪭Ổ付金およびӱ⭐Ổ付金については、Ǭの受取͆がⓀ保険者、Ǭの⥎ѫ者も

しくはǬのᬼṾ⑾ᅒ、または生╹を一にするǬの͙の╕ᅒの場合には、Ⱎ☁Ჩ扱いになります。 

 

 ・ ཀ得Ჩの☁Ჩの対象となるものについてはΣ民Ჩが☁Ჩされます。 

・ ご契約者が法͆の場合のᲩ法上の取り扱いについては、ȻɻɇȷɐɃɻɇーにごᡄ会くださ

い。 

・ Ჩؘの取り扱いについては、2016年10月現在の法令等にもとづいたものであり、ଛቻに変更

されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが⣪᧸されますのでご注く

ださい。◌ẫについては、Ჩ理ॲȓཀ⠭のᲩؘ῍等にご認ください。 

 

 

 

保険ᚰУのኣڂ↭↞Ⴍᩊのئӳ 

保険▩֟をẞডされた場合ȓᬟ⮽に⣮われた場合には、すみȓǚにȻɻɇȷɐɃɻɇーまでご⢪ỏくださ

い。おཆỮきにർ┶なሤⲲなǸについてご案内します。 
 

 
・ 保険▩֟はগչに保ᶩしてください。 

 

49

会
社
・
制
度
の
ご
案
内

ご
契
約
に
際
し
て

保
険
の
し
く
み

保
険
料
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

給
付
金
な
ど
の
お
支
払
い

_�0_00032ڦ շࡈዎ約ᚋ࡚࠸ࡘ .pdf (�)



1 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

MEMO 

50

ڦ



˙社の৫ܗଶにͭいてç ç 52

ਓใのおऔりѻいにͭいてç çݸ˙ 52

˙ҩྍ保ো保険契約内容登੍ç ç 53

˙支払ࠪఆ時রձ੍ç ç 54

˙保険金ֹなどのݮç ç 55

˙ੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢç ç 55

ձ社ɾ੍ のごҊ内

51



 ↕७↚↓ⅳ࢟ᅈのኵጢ࢘
 

⑦010-201704①会社・制度のご案内.docx 2016/10/26 - 52 - 限定ษअ（ަݨ事Ꮱ部） 

保険会社には「ᭀ̞会社」と「株式会社」がありますが、ഝ社は「株式会社」です。株式会社は、株˩の

出資により⣌ߙされるものであり、株式会社の保険契約者は、ᭀ̞会社の保険契約者のよǕに「社員」（構

༔員）として会社の⣌ߙにףڹすることはできませȢ。 

 

 

 

̾ʴऴإのⅹӕ↹ৢⅳ↚↓ⅳ↕ 
 

ഝ社では、おૃさまのХ͆ษअをͨˁの利᧸ᬶの⣕༔にർ┶な範囲で利᧸いたします。 

 

ƪ۬Ჷ保険契約のお引き受け・ご継Ữ・Ỻ྾ᶩ理、保険金・Ổ付金等のお支払い 

ƪ関⢪会社・ံၩ会社を含ȏ۬Ჷަݨ・Ƚーɛスのご案内・ごံϜ、ご契約のỺ྾ᶩ理 

ƪഝ社Ꮱؘに関するษअံϜ・⣌ߙᶩ理、ަݨ・Ƚーɛスのӛી 

ƪǬの͙保険に関⢪・付⭶するᏡؘ 

 

※Х͆ษअ保護ᅀ⦠については、ഝ社ホームページ（http://www.FCi-iEhi-NiHe.Eo.jp/）でご╒いただけます。 

 

 

Ҕၲ保ᨦ保険契約ϋܾႇСࡇ 
 

⑦010-201704①会社・制度のご案内.docx 2016/10/26 - 5� - 

おૃさまのご契約内容が⩜されることがあります。 

 

ƪഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会および一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ףᬧの͙の۬生命保険会社（ͨˁ「۬生命保険

会社等」といいます）とともに、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹとすることをᬶ

として、「ٛ᪭保⭿保険契約内容⩜制度」にもとづき、ഝ社のٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関するˁ記

の⩜事ⱼをӽ同して利᧸しております。 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のおᨃし⡛みがあǲた場合、ഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会に、ٛ᪭保⭿

保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関するˁ記の⩜事ⱼの一部を⩜します。ただし、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）

契約をお引き受けできなǚǲたときは、Ǭの⩜事ⱼはᘲڸされます。 

一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会に⩜されたษअは、同ǧⓀ保険者についてٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のおᨃ

し⡛みがあǲた場合、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ǚら۬生命保険会社等にံϜされ、۬生命保険会社等において、ٛ

᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹとさせていただくために利᧸されることがあります。 

なお、⩜のቃ間およびお引き受けのᄺのڹとさせていただくቃ間は、契約日ǚらٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆

 。契約のǬのⓀ保険者に対する部ոのᘲᜈ時までとします（ࢪΧࡐ）契約のᘲᜈ時またはٛ᪭保⭿保険（ࢪ

۬生命保険会社等はこの制度により᮪り得た内容を、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹ

とするͨঋに᧸いることはありませȢ。 

また、۬生命保険会社等は、この制度により᮪り得た内容を͙にӸ⫳いたしませȢ。 

ƪഝ社のٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関する⩜事ⱼについては、ഝ社がᶩ理責任を負います。契約者また

はⓀ保険者は、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、⩜事ⱼの⫳ᰳを求め、Ǭの内容が事ીとᭀ⣖している場合には、╷正

をᨃし出ることができます。また、Х͆ษअの保護に関する法ൕに⣖ۀして⩜事ⱼが取り扱われている場合、ഝ社

の定めるཆỮきに൝い、利᧸џᓹあるいはᵥʿ者ȇのံϜのџᓹを求めることができます。上記۬ཆỮきの◌ẫにつ

いては、お⡨くのഝ社᳷ۑにお問い合わせください。 


⩜
事
項 

Ǉ⩜事ⱼǈ 

①Ⓚ保険者のᕟ۵、生年月日および性 

Ō保険契約のᲷⲲ（ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）） 

ōᗁ᪭Ổ付率 

Ŏӱ⭐Ổ付金日ⲥ 

ŏ保険契約のᲷⲲがٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）の場合、ご契約者۵ 

Ő保険契約のᲷⲲがٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）の場合、ご契約者のΣཀ（ల・ٚ・⤭までとします） 

⑦契約日 

Ǭの͙、正なษअの၂のため、ご契約およびおᨃし⡛みのᣞຎに関してᭀ̞にᡄ会することがあります。 

※「ٛ᪭保⭿保険契約内容⩜制度」にףڹしている۬生命保険会社۵につきましては、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会

ホームページ（http://www.seiho.oT.jp/）の「ףᬧ会社」をごڹᡄください。 
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 ↕७↚↓ⅳ࢟ᅈのኵጢ࢘
 

⑦010-201704①会社・制度のご案内.docx 2016/10/26 - 52 - 限定ษअ（ަݨ事Ꮱ部） 

保険会社には「ᭀ̞会社」と「株式会社」がありますが、ഝ社は「株式会社」です。株式会社は、株˩の

出資により⣌ߙされるものであり、株式会社の保険契約者は、ᭀ̞会社の保険契約者のよǕに「社員」（構

༔員）として会社の⣌ߙにףڹすることはできませȢ。 

 

 

 

̾ʴऴإのⅹӕ↹ৢⅳ↚↓ⅳ↕ 
 

ഝ社では、おૃさまのХ͆ษअをͨˁの利᧸ᬶの⣕༔にർ┶な範囲で利᧸いたします。 

 

ƪ۬Ჷ保険契約のお引き受け・ご継Ữ・Ỻ྾ᶩ理、保険金・Ổ付金等のお支払い 

ƪ関⢪会社・ံၩ会社を含ȏ۬Ჷަݨ・Ƚーɛスのご案内・ごံϜ、ご契約のỺ྾ᶩ理 

ƪഝ社Ꮱؘに関するษअံϜ・⣌ߙᶩ理、ަݨ・Ƚーɛスのӛી 

ƪǬの͙保険に関⢪・付⭶するᏡؘ 

 

※Х͆ษअ保護ᅀ⦠については、ഝ社ホームページ（http://www.FCi-iEhi-NiHe.Eo.jp/）でご╒いただけます。 

 

 

Ҕၲ保ᨦ保険契約ϋܾႇСࡇ 
 

⑦010-201704①会社・制度のご案内.docx 2016/10/26 - 5� - 

おૃさまのご契約内容が⩜されることがあります。 

 

ƪഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会および一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ףᬧの͙の۬生命保険会社（ͨˁ「۬生命保険

会社等」といいます）とともに、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹとすることをᬶ

として、「ٛ᪭保⭿保険契約内容⩜制度」にもとづき、ഝ社のٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関するˁ記

の⩜事ⱼをӽ同して利᧸しております。 

ƪٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のおᨃし⡛みがあǲた場合、ഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会に、ٛ᪭保⭿

保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関するˁ記の⩜事ⱼの一部を⩜します。ただし、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）

契約をお引き受けできなǚǲたときは、Ǭの⩜事ⱼはᘲڸされます。 

一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会に⩜されたษअは、同ǧⓀ保険者についてٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のおᨃ

し⡛みがあǲた場合、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ǚら۬生命保険会社等にံϜされ、۬生命保険会社等において、ٛ

᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹとさせていただくために利᧸されることがあります。 

なお、⩜のቃ間およびお引き受けのᄺのڹとさせていただくቃ間は、契約日ǚらٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆

 。契約のǬのⓀ保険者に対する部ոのᘲᜈ時までとします（ࢪΧࡐ）契約のᘲᜈ時またはٛ᪭保⭿保険（ࢪ

۬生命保険会社等はこの制度により᮪り得た内容を、ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約のお引き受けのᄺのڹ

とするͨঋに᧸いることはありませȢ。 

また、۬生命保険会社等は、この制度により᮪り得た内容を͙にӸ⫳いたしませȢ。 

ƪഝ社のٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）契約に関する⩜事ⱼについては、ഝ社がᶩ理責任を負います。契約者また

はⓀ保険者は、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、⩜事ⱼの⫳ᰳを求め、Ǭの内容が事ીとᭀ⣖している場合には、╷正

をᨃし出ることができます。また、Х͆ษअの保護に関する法ൕに⣖ۀして⩜事ⱼが取り扱われている場合、ഝ社

の定めるཆỮきに൝い、利᧸џᓹあるいはᵥʿ者ȇのံϜのџᓹを求めることができます。上記۬ཆỮきの◌ẫにつ

いては、お⡨くのഝ社᳷ۑにお問い合わせください。 


⩜
事
項 

Ǉ⩜事ⱼǈ 

①Ⓚ保険者のᕟ۵、生年月日および性 

Ō保険契約のᲷⲲ（ٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ・Х͆ࢪ）） 

ōᗁ᪭Ổ付率 

Ŏӱ⭐Ổ付金日ⲥ 

ŏ保険契約のᲷⲲがٛ᪭保⭿保険（ࡐΧࢪ）の場合、ご契約者۵ 

Ő保険契約のᲷⲲがٛ᪭保⭿保険（Х͆ࢪ）の場合、ご契約者のΣཀ（ల・ٚ・⤭までとします） 

⑦契約日 

Ǭの͙、正なษअの၂のため、ご契約およびおᨃし⡛みのᣞຎに関してᭀ̞にᡄ会することがあります。 

※「ٛ᪭保⭿保険契約内容⩜制度」にףڹしている۬生命保険会社۵につきましては、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会

ホームページ（http://www.seiho.oT.jp/）の「ףᬧ会社」をごڹᡄください。 

会
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保険金、年金またはỔ付金（ͨˁ「保険金等」といいます）のご請求に際し、おૃさまのご契約内容等を

ᡄ会させていただくことがあります。 
 

ƪഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ףᬧの۬生命保険会社、全国ӽ済⡕Ꮱٴ同ẻ合⢪合

会、全国Ҙ者ӽ済生ᘍٴ同ẻ合⢪合会および日本Ȼーɟӽ済生ᘍٴ同ẻ合⢪合会（ͨˁ「۬生命保険会社等」とい

います）とともに、お支払いのᄺまたは保険契約もしくはӽ済契約等（ͨˁ「保険契約等」といいます）の╫除、

取ᘲもしくはᠪのᄺ（ͨˁ「お支払い等のᄺ」といいます）のڹとすることをᬶとして、「支払ዶ定時ᡄ

会制度」にもとづき、ഝ社を含ȏ۬生命保険会社等の保ሱする保険契約等に関するˁ記のᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअを

ӽ同して利᧸しております。 

ƪ保険金等のご請求があǲた場合ȓ、これらに係る保険事故が生したとᄺされる場合に、「支払ዶ定時ᡄ会制度」

にもとづき、ᭀ̞ᡄ会事ⱼの全部または一部について、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会を⢡ǧて、͙の۬生命保険会社等

にᡄ会をなし、͙の۬生命保険会社等ǚらษअのံϜを受け、また͙の۬生命保険会社等ǚらのᡄ会に対し、ษअを

ံϜすること（ͨˁ「ᭀ̞ᡄ会」といいます）があります。ᭀ̞ᡄ会されるษअはˁ記のᭀ̞ᡄ会事ⱼに限定され、

ご請求に係る҈ᩰ۵Ǭの͙のษअがᭀ̞ᡄ会されることはありませȢ。また、ᭀ̞ᡄ会にもとづき۬生命保険会社等

にံϜされたษअは、ᭀ̞ᡄ会を行ǲた۬生命保険会社等によるお支払い等のᄺのڹとするため利᧸されること

がありますが、Ǭの͙のᬶのために利᧸されることはありませȢ。ᡄ会を受けた۬生命保険会社等において、ᭀ̞

ᡄ会事ⱼ記載のษअがઇ在しなǚǲたときは、ᡄ会を受けた事ીはᘲڸされます。۬生命保険会社等は「支払ዶ定時

ᡄ会制度」により᮪り得たษअを͙にӸ⫳いたしませȢ。 

ƪഝ社が保ሱするᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअについては、ഝ社がᶩ理責任を負います。保険契約者、Ⓚ保険者またはᔎ̭

保険金等受取͆は、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、ᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअの⫳ᰳを求め、Ǭの内容が事ીとᭀ⣖して

いる場合には、╷正をᨃし出ることができます。また、「Х͆ษअの保護に関する法ൕ」に⣖ۀしてᭀ̞ᡄ会事ⱼ記

載のษअが取り扱われている場合、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、ഝ○ษअの利᧸џᓹあるいはᵥʿ者ȇのံϜのџᓹ

を求めることができます。上記۬ཆỮきの◌ẫについては、お⡨くのഝ社᳷ۑにお問い合わせください。 

相
互
照
会
事
項 

つǝの事ⱼがᭀ̞ᡄ会されます。ただし、契約ᘲᜈ後⿄年を経⣏した契約に係るものは除きます。 

①Ⓚ保険者のᕟ۵、生年月日、性、Σཀ（ల・ٚ・⤭までとします） 

Ō保険事故生日、ᔎ̭日、ӱ⭐日・⢋⭐日、対象となる保険事故（ఖ記の事ⱼは、ᡄ会を受けた日ǚら⿄年ͨ

内のものとします） 

ō保険ᲷⲲ、契約日、൩ᘍ日、ᘲᜈ日、保険契約者のᕟ۵およびⓀ保険者とのỮዄ、ᔎ̭保険金等受取͆のᕟ۵

およびⓀ保険者とのỮዄ、ᔎ̭保険金ⲥ、Ổ付金日ⲥ、۬ᣀ約内容、保険ᄦおよび払⡛ᅀ法 

上記ᭀ̞ᡄ会事ⱼにおいて、Ⓚ保険者、保険事故、保険ᲷⲲ、保険契約者、ᔎ̭保険金、Ổ付金日ⲥ、保険ᄦとあるの

は、ӽ済契約においてはǬれǭれ、Ⓚӽ済者、ӽ済事故、ӽ済ᲷⲲ、ӽ済契約者、ᔎ̭ӽ済金、ӽ済金ⲥ、ӽ済တ金と

◼みራǗます。 

※「支払ዶ定時ᡄ会制度」にףڹしている۬生命保険会社۵につきましては、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ホームページ

（http://www.seiho.oT.jp/）の「ףᬧ会社」をごڹᡄください。 
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ƪ生命保険会社のᏡؘまたは財᧳のᣞᗇの変كにより、ご契約時にお約ትした保険金ⲥ、年金ⲥ、Ổ付金ⲥ

なǸが֪᚛されることがあります。 

ƪ保険Ꮱ法にもとづき▚ᴗされた生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社（ഝ社は会員と

してףӱしています）がʽ一経ߙ破綻に⭓ǲた場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合

でも、ご契約時にお約ትした保険金ⲥ、年金ⲥ、Ổ付金ⲥ等の֪᚛なǸ、契約ቷͲが変更されることがあ

ります。 

 

生命保険契約者保護機構（2016年10月現在） 

 

ഝ社は、「生命保険契約者保護機構」（ͨˁ「保護機構」といいます）にףӱしております。保護機構の

概┶は、ͨˁのとおりです。 

 

ƪ保護機構は、保険Ꮱ法にもとづき▚ᴗされた法͆であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に⭓ǲた場合、

生命保険に係る保険契約者等のためのᭀ̞援助制度として、ഝ○破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金

援助、承継保険会社の経ߙᶩ理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権

等の買い取りを行Ǖ等により、保険契約者等の保護を図り、もǲて生命保険Ꮱに対するЈⲠ性をỺ྾することをᬶ

としています。 

ƪ保険契約上、年⽶ȓѠಙᣞຎによǲては契約していた破綻保険会社と同ᐯのቷͲでᄽたにףӱすることがࡓ⮽になる

こともあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、ף

ӱしている保険契約の継Ữを図ることにしています。 

ƪ保険契約の移転等における補償対象契約は、⣌᧸ીὧ⢪ؔࢪ保険契約のᣀ定ᣀؗ定（※１）に係る部ոを除いた国

内におけるә受保険契約で、Ǭの補償限度は、高予定利率契約（※２）を除き、責任準備金等（※３）の90⾴とする

ことが、保険Ꮱ法等で定められています（保険金・年金等の90⾴が補償されるものではありませȢ（※⿃））。 

ƪなお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の֪᚛にףǗ、保険契約を引きỮき⣪正・ય全にỺ྾するために、

契約ቷͲのᶟ定࣠ᰢとなる࣠ᰢ率（予定利率、予定ᔎ̭率、予定事Ꮱ⛻率等）の変更が行われる可能性があり、これ

にΒい、保険金ⲥ・年金ⲥ等が᚛ଦすることがあります。あわせて、ᅤቃ╫約လ除制度（保険⮥ࡐをỺ྾し、保険契

約の継Ữを図るために、⢡の╫約လ除とはに、一定ቃ間ᣀな╫約လ除を行Ǖ制度）が▚けられる可能性もあり

ます。 

 

（※１）ᣀؗ定を▚置しなけれǿならない保険契約のǕǰሬ保▩（ሬᔎ̭保険金保▩、ሬ年金ڤ資保▩等）の

ない保険契約に係るᣀؗ定を指します。更生ཆỮきにおいては、ഝ○部ոについての責任準備金を֪᚛しな

い更生╹ᨋをΰ༔することが可能です（ી際に֪᚛しないǚ܀ǚは、Хの更生ཆỮきの中で定することと

なります）。 

（※２）破綻時に⣏ڸ⿄年間でに予定利率が࣠準利率（⾹１）を❞Ǘていた契約を指します（⾹２）。ഝ○契約につ

いては、責任準備金等の補償限度がͨˁのとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなǚǲた

場合の済率がˁ限となります。 

高予定利率契約の補償率⿌ 90⾴ −《（⣏ڸ⿄年間における۬年の予定利率 − ࣠準利率）のἕ݅ ÷２「 

（⾹１）࣠準利率は、生保۬社の⣏ڸ⿄年間の౪ࢍ⣌᧸利ࡋりを࣠準に、金融౸⫧હおよび財ؘগ⅄が定める

こととなǲております。現在の࣠準利率については、ഝ社または保護機構のホームページで認でき

ます。 

（⾹２）一つの保険契約において、˩契約・ᣀ約の予定利率がᨵなる場合、˩契約・ᣀ約を予定利率がᨵなる

ごとにᴗした保険契約とみなして、高予定利率契約に○ഝするǚ܀ǚをᄺすることになります。

また、ͽᏡ保険等においてⓀ保険者が保険ᄦを拠出している場合でⓀ保険者ごとに予定利率がᨵなる

場合には、Ⓚ保険者ごとにᴗの保険契約がἦệされているものとみなして高予定利率契約に○ഝす

るǚ܀ǚのᄺをすることになります。ただし、定拠出年金保険契約については、Ⓚ保険者が保険

ᄦを拠出しているǚ܀ǚにǚǚわらǩ、Ⓚ保険者ごとに高予定利率契約に○ഝするǚ܀ǚをᄺする

ことになります。 

（※３）責任準備金等とは、ଛቻの保険金・年金・Ổ付金の支払いに備Ǘ、保険ᄦȓ⣌᧸ہᬖなǸを財ᛠとして᳒みᴗ

てている準備金等をいいます。 

（※⿃）Х͆変ⲥ年金保険に付されている年金ڤ資保▩ⲥ等についても、Ǭの90⾴が補償されるものではありませȢ。 
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保険金、年金またはỔ付金（ͨˁ「保険金等」といいます）のご請求に際し、おૃさまのご契約内容等を

ᡄ会させていただくことがあります。 
 

ƪഝ社は、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ףᬧの۬生命保険会社、全国ӽ済⡕Ꮱٴ同ẻ合⢪合

会、全国Ҙ者ӽ済生ᘍٴ同ẻ合⢪合会および日本Ȼーɟӽ済生ᘍٴ同ẻ合⢪合会（ͨˁ「۬生命保険会社等」とい

います）とともに、お支払いのᄺまたは保険契約もしくはӽ済契約等（ͨˁ「保険契約等」といいます）の╫除、

取ᘲもしくはᠪのᄺ（ͨˁ「お支払い等のᄺ」といいます）のڹとすることをᬶとして、「支払ዶ定時ᡄ

会制度」にもとづき、ഝ社を含ȏ۬生命保険会社等の保ሱする保険契約等に関するˁ記のᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअを

ӽ同して利᧸しております。 

ƪ保険金等のご請求があǲた場合ȓ、これらに係る保険事故が生したとᄺされる場合に、「支払ዶ定時ᡄ会制度」

にもとづき、ᭀ̞ᡄ会事ⱼの全部または一部について、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会を⢡ǧて、͙の۬生命保険会社等

にᡄ会をなし、͙の۬生命保険会社等ǚらษअのံϜを受け、また͙の۬生命保険会社等ǚらのᡄ会に対し、ษअを

ံϜすること（ͨˁ「ᭀ̞ᡄ会」といいます）があります。ᭀ̞ᡄ会されるษअはˁ記のᭀ̞ᡄ会事ⱼに限定され、

ご請求に係る҈ᩰ۵Ǭの͙のษअがᭀ̞ᡄ会されることはありませȢ。また、ᭀ̞ᡄ会にもとづき۬生命保険会社等

にံϜされたษअは、ᭀ̞ᡄ会を行ǲた۬生命保険会社等によるお支払い等のᄺのڹとするため利᧸されること

がありますが、Ǭの͙のᬶのために利᧸されることはありませȢ。ᡄ会を受けた۬生命保険会社等において、ᭀ̞

ᡄ会事ⱼ記載のษअがઇ在しなǚǲたときは、ᡄ会を受けた事ીはᘲڸされます。۬生命保険会社等は「支払ዶ定時

ᡄ会制度」により᮪り得たษअを͙にӸ⫳いたしませȢ。 

ƪഝ社が保ሱするᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअについては、ഝ社がᶩ理責任を負います。保険契約者、Ⓚ保険者またはᔎ̭

保険金等受取͆は、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、ᭀ̞ᡄ会事ⱼ記載のษअの⫳ᰳを求め、Ǭの内容が事ીとᭀ⣖して

いる場合には、╷正をᨃし出ることができます。また、「Х͆ษअの保護に関する法ൕ」に⣖ۀしてᭀ̞ᡄ会事ⱼ記

載のษअが取り扱われている場合、ഝ社の定めるཆỮきに൝い、ഝ○ษअの利᧸џᓹあるいはᵥʿ者ȇのံϜのџᓹ

を求めることができます。上記۬ཆỮきの◌ẫについては、お⡨くのഝ社᳷ۑにお問い合わせください。 

相
互
照
会
事
項 

つǝの事ⱼがᭀ̞ᡄ会されます。ただし、契約ᘲᜈ後⿄年を経⣏した契約に係るものは除きます。 

①Ⓚ保険者のᕟ۵、生年月日、性、Σཀ（ల・ٚ・⤭までとします） 

Ō保険事故生日、ᔎ̭日、ӱ⭐日・⢋⭐日、対象となる保険事故（ఖ記の事ⱼは、ᡄ会を受けた日ǚら⿄年ͨ

内のものとします） 

ō保険ᲷⲲ、契約日、൩ᘍ日、ᘲᜈ日、保険契約者のᕟ۵およびⓀ保険者とのỮዄ、ᔎ̭保険金等受取͆のᕟ۵

およびⓀ保険者とのỮዄ、ᔎ̭保険金ⲥ、Ổ付金日ⲥ、۬ᣀ約内容、保険ᄦおよび払⡛ᅀ法 

上記ᭀ̞ᡄ会事ⱼにおいて、Ⓚ保険者、保険事故、保険ᲷⲲ、保険契約者、ᔎ̭保険金、Ổ付金日ⲥ、保険ᄦとあるの

は、ӽ済契約においてはǬれǭれ、Ⓚӽ済者、ӽ済事故、ӽ済ᲷⲲ、ӽ済契約者、ᔎ̭ӽ済金、ӽ済金ⲥ、ӽ済တ金と

◼みራǗます。 

※「支払ዶ定時ᡄ会制度」にףڹしている۬生命保険会社۵につきましては、一ⅺ社ࡐ法͆生命保険ٴ会ホームページ

（http://www.seiho.oT.jp/）の「ףᬧ会社」をごڹᡄください。 

 

 

 

 

保険金額などの削減 
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ƪ生命保険会社のᏡؘまたは財᧳のᣞᗇの変كにより、ご契約時にお約ትした保険金ⲥ、年金ⲥ、Ổ付金ⲥ

なǸが֪᚛されることがあります。 

ƪ保険Ꮱ法にもとづき▚ᴗされた生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社（ഝ社は会員と

してףӱしています）がʽ一経ߙ破綻に⭓ǲた場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合

でも、ご契約時にお約ትした保険金ⲥ、年金ⲥ、Ổ付金ⲥ等の֪᚛なǸ、契約ቷͲが変更されることがあ

ります。 

 

生命保険契約者保護機構（2016年10月現在） 

 

ഝ社は、「生命保険契約者保護機構」（ͨˁ「保護機構」といいます）にףӱしております。保護機構の

概┶は、ͨˁのとおりです。 

 

ƪ保護機構は、保険Ꮱ法にもとづき▚ᴗされた法͆であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に⭓ǲた場合、

生命保険に係る保険契約者等のためのᭀ̞援助制度として、ഝ○破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金

援助、承継保険会社の経ߙᶩ理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権

等の買い取りを行Ǖ等により、保険契約者等の保護を図り、もǲて生命保険Ꮱに対するЈⲠ性をỺ྾することをᬶ

としています。 

ƪ保険契約上、年⽶ȓѠಙᣞຎによǲては契約していた破綻保険会社と同ᐯのቷͲでᄽたにףӱすることがࡓ⮽になる

こともあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、ף

ӱしている保険契約の継Ữを図ることにしています。 

ƪ保険契約の移転等における補償対象契約は、⣌᧸ીὧ⢪ؔࢪ保険契約のᣀ定ᣀؗ定（※１）に係る部ոを除いた国

内におけるә受保険契約で、Ǭの補償限度は、高予定利率契約（※２）を除き、責任準備金等（※３）の90⾴とする

ことが、保険Ꮱ法等で定められています（保険金・年金等の90⾴が補償されるものではありませȢ（※⿃））。 

ƪなお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の֪᚛にףǗ、保険契約を引きỮき⣪正・ય全にỺ྾するために、

契約ቷͲのᶟ定࣠ᰢとなる࣠ᰢ率（予定利率、予定ᔎ̭率、予定事Ꮱ⛻率等）の変更が行われる可能性があり、これ

にΒい、保険金ⲥ・年金ⲥ等が᚛ଦすることがあります。あわせて、ᅤቃ╫約လ除制度（保険⮥ࡐをỺ྾し、保険契

約の継Ữを図るために、⢡の╫約လ除とはに、一定ቃ間ᣀな╫約လ除を行Ǖ制度）が▚けられる可能性もあり

ます。 

 

（※１）ᣀؗ定を▚置しなけれǿならない保険契約のǕǰሬ保▩（ሬᔎ̭保険金保▩、ሬ年金ڤ資保▩等）の

ない保険契約に係るᣀؗ定を指します。更生ཆỮきにおいては、ഝ○部ոについての責任準備金を֪᚛しな

い更生╹ᨋをΰ༔することが可能です（ી際に֪᚛しないǚ܀ǚは、Хの更生ཆỮきの中で定することと

なります）。 

（※２）破綻時に⣏ڸ⿄年間でに予定利率が࣠準利率（⾹１）を❞Ǘていた契約を指します（⾹２）。ഝ○契約につ

いては、責任準備金等の補償限度がͨˁのとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなǚǲた

場合の済率がˁ限となります。 

高予定利率契約の補償率⿌ 90⾴ −《（⣏ڸ⿄年間における۬年の予定利率 − ࣠準利率）のἕ݅ ÷２「 

（⾹１）࣠準利率は、生保۬社の⣏ڸ⿄年間の౪ࢍ⣌᧸利ࡋりを࣠準に、金融౸⫧હおよび財ؘগ⅄が定める

こととなǲております。現在の࣠準利率については、ഝ社または保護機構のホームページで認でき

ます。 

（⾹２）一つの保険契約において、˩契約・ᣀ約の予定利率がᨵなる場合、˩契約・ᣀ約を予定利率がᨵなる

ごとにᴗした保険契約とみなして、高予定利率契約に○ഝするǚ܀ǚをᄺすることになります。

また、ͽᏡ保険等においてⓀ保険者が保険ᄦを拠出している場合でⓀ保険者ごとに予定利率がᨵなる

場合には、Ⓚ保険者ごとにᴗの保険契約がἦệされているものとみなして高予定利率契約に○ഝす

るǚ܀ǚのᄺをすることになります。ただし、定拠出年金保険契約については、Ⓚ保険者が保険

ᄦを拠出しているǚ܀ǚにǚǚわらǩ、Ⓚ保険者ごとに高予定利率契約に○ഝするǚ܀ǚをᄺする

ことになります。 

（※３）責任準備金等とは、ଛቻの保険金・年金・Ổ付金の支払いに備Ǘ、保険ᄦȓ⣌᧸ہᬖなǸを財ᛠとして᳒みᴗ

てている準備金等をいいます。 

（※⿃）Х͆変ⲥ年金保険に付されている年金ڤ資保▩ⲥ等についても、Ǭの90⾴が補償されるものではありませȢ。 
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■しくみの概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）上記の「財政措置」は、2022年３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の

拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われ

るものです。 

（注２）破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請

求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限

度と同率となります（高予定利率契約については、（※２）に記載の率となります）。 

 

 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2016年10月現在の

法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。 

・ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先 

生命保険契約者保護機構 電話 03-3286-2820 

  受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00(土・日・祝日・年末年始を除く)

  ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/ 

 

 

破綻 

保険会社 

補償対象保険金 

支払いに係る資金援助

保険契約の全部・ 

一部の移転、合併、株式取得

 

負担金の拠出

資金貸出 

財政措置（注１）

保険金請求権等の買い取り（注２）

保険金等の支払い

 

補
償
対
象
保
険
金 

の
支
払
い
（
注
２
） 
 

○救済保険会社が現れた場合 

資
金
援
助 

保険 

契約者等 

保護機構

 

 

国 

 

 

民間 

金融機関等

会員 

保険会社 

救済 

保険会社

補償対象保険金 

支払いに係る資金援助

 

保険契約の承継

負担金の拠出

資金貸出 

財政措置（注１）

保険金請求権等の
買い取り（注２）

補
償
対
象
保
険
金 

の
支
払
い
（
注
２
） 

○救済保険会社が現れない場合

保険契約の引き受け

保険金等の支払い

保険 

契約者等 

破綻 

保険会社 
保護機構

 
承継

保険会社

国

 

民間 

金融機関等

会員 

保険会社 

56



「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款

と特約条項があります。

約　
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➨㸯⦅� ⥲๎�

 

ˍȅ௱ 

 ➨㸯᮲ 保険者ڒ 

 

ˎȅୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約 

 ➨㸰᮲ ୣහٳই̤ܢよ͍契約 

 

ˏȅ༗ۼܢࡏ 

 ➨㸱᮲ 保険ۼܢ 

 

➨㸰⦅� �⥆ㄳồᡭࡧࡼ࠾⤥ࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢࡇ

 

ːḙ̏の༗ࠀࡏ約のັݯ 

 ➨㸲᮲ ݯ付金の支払 

 ➨㸳᮲ ঘཌ保険金の支払 

 

ˑȅݥ͍̈́ͣͅのশ͍̤͢ܢાਫ਼ 

 ➨㸴᮲ ݥ続 

 ➨㸵᮲ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払のশ̤ܢよ͍

場ਫ਼ 

 

➨㸱⦅� �ᢅྲྀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢࡇ

 

˒ȅ༗ၳࡏのࣺȂစထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘ 

 ➨㸶᮲ 保険料の払込 

 ➨㸷᮲ 保険料払込方法（経路） 

 ➨��᮲ 保険料の一括払 

 ➨��᮲ စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効 

 

７ȅ༗ࠀࡏ約の໘ڰ 

 ➨�2᮲ 保険契約の໘ڰ 

 

８ȅ༗ࠀࡏ約のٜ約Ȃٜੰ൝ 

 ➨��᮲ ٜ約 

 ➨��᮲ ࣬知݅ྩ 

 ➨��᮲ ࣬知݅ྩ֑によるٜੰ 

 ➨��᮲ ਹఱমဇによるٜੰ 

 ➨��᮲ ٜ約༐࿗金 

 ➨��᮲ ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効 

 ➨��᮲ घ݁による取消 

 

˕ȅহၷັݯၚの௩ၚ൝̹͉͘ࡘၚ൝ 

 ➨2�᮲ হၷݯ付ၚの௩ၚ൝ 

 ➨2�᮲ হၷݯ付ၚのࡘၚ൝ 

 

21ȅ༗ࠀࡏ約৪の་͍̤͢ࢵঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ 

 ➨22᮲ 保険契約者の変更 

 ➨2�᮲ 当ٛ২͒の通知によるݯ付金の取૽の変更

 ➨2�᮲ ֒࡞によるݯ付金の取૽の変更 

 ➨2�᮲ 当ٛ২͒の通知によるঘཌ保険金取૽の変

更 

 ➨2�᮲ ֒࡞によるঘཌ保険金取૽の変更 

 22ȅ༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ 

 ➨2�᮲ 保険契約者またはঘཌ保険金取૽のయນ者

 ➨2�᮲ 保険契約者のႲఝୣහ 

 ➨2�᮲ 保険契約者のਯਫ਼の変更 

 

23ȅාႢのࠗॳ͍̈́ͣͅාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ 

 ➨��᮲ ාႢのࠗॳ 

 ➨��᮲ ාႢまたは別のࢋりのੜၑ 

 

24ȅࠀ約৪൚ 

 ➨�2᮲ 契約者配当金のڬ当 

 ➨��᮲ 契約者配当金の支払 

 

25ȅࠀ約ඤယのഴ 

 ➨��᮲ 契約ඤယのഴ 

 

26ȅ༗ࠀࡏ約のࢵ૧ 

 ➨��᮲ 保険契約の更૧ 

 

27ȅ̷のఈ 

 ➨��᮲ 保険者のު、ഢ̤ݳよ͍ၫ行 

 ➨��᮲ 法႓൝の٨ୃにฺ̠契約条項の変更 

 ➨��᮲ শ効 

 ➨��᮲ ڵۯवਫ਼ 

 ➨��᮲ 通知݅ྩ 

 ➨��᮲ ֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または֓ၷ保વ保険

（౬ఘ߿）用ز特約൝からのحව 

 

28ȅঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約̳ͥͅ۾特

௱ 

 ➨�2᮲ ঘཌ保険金取૽を౬ఘとする保険契約の

 する特則۾႒にݥ

 

29ȅ第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺͤ͢ͅ

͚ાࣣの特௱ 

 ➨��᮲ 第１ٝ保険料൝を·τΐΛΠȜΡ൝により

払い込͚場合の特則 

 

2:ȅࠀ約଼̦33ාˏˍոஜの༗ࠀࡏ約̦ࢵ૧̯

̹ͦાࣣの特௱ 

 ➨��᮲ 契約が଼22ාˏ１ո前の保険契約が

更૧̯ͦた場合の特則 

 

31ȅഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾

特௱ 

 ➨��᮲ ഩঽഎ方法による保険契約の申込続き൝に

 する特則۾

 

 

 

 

 

「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。

条 ･･･ 「第Ｘ条」と表記されています。「第Ｘ条」の右（または上）には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。

「（X）」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。

項 ･･･ 「Ｘ．」と表記されています。「第１項」である「１．」を省略している場合があります。

号 ･･･

※文中のＸは数字です。

「約款」の構成

【例】「医療保障保険（個人型）普通保険約款」の第２条の場合

（責任開始期および契約日）
第２条

第２条

第１項

第１号

第２号

①　当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

第２項
②　前項の当会社の責任が開始する時の属する日（以下「責任開始の日」といいます。）を契約日と
し、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行います。

第３項
③　当会社は、保険契約の申込を承諾したときには、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付
し、これをもって承諾の通知とします。

１．保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合
　　第１回保険料を受け取った時

１．当会社名
２．保険契約者の氏名または名称
３．この保険契約および付加する特約の種類
４．保険期間
５．治療給付率、入院給付金の基準日額および死亡保険金額
６．保険料およびその払込方法
７．契約日
８．保険証券を作成した年月日

２．第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
　　第14条（告知義務）に規定する被保険者に関する告知の時または第１回保険料相当額を受け取っ
た時のいずれか遅い時

第１号
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ˍȅ௱ 

 ➨㸯᮲ 保険者ڒ 

 

ˎȅୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約 

 ➨㸰᮲ ୣහٳই̤ܢよ͍契約 

 

ˏȅ༗ۼܢࡏ 

 ➨㸱᮲ 保険ۼܢ 
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ːḙ̏の༗ࠀࡏ約のັݯ 

 ➨㸲᮲ ݯ付金の支払 

 ➨㸳᮲ ঘཌ保険金の支払 

 

ˑȅݥ͍̈́ͣͅのশ͍̤͢ܢાਫ਼ 

 ➨㸴᮲ ݥ続 

 ➨㸵᮲ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払のশ̤ܢよ͍

場ਫ਼ 

 

➨㸱⦅� �ᢅྲྀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢࡇ

 

˒ȅ༗ၳࡏのࣺȂစထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘ 

 ➨㸶᮲ 保険料の払込 

 ➨㸷᮲ 保険料払込方法（経路） 

 ➨��᮲ 保険料の一括払 

 ➨��᮲ စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効 

 

７ȅ༗ࠀࡏ約の໘ڰ 

 ➨�2᮲ 保険契約の໘ڰ 

 

８ȅ༗ࠀࡏ約のٜ約Ȃٜੰ൝ 

 ➨��᮲ ٜ約 

 ➨��᮲ ࣬知݅ྩ 

 ➨��᮲ ࣬知݅ྩ֑によるٜੰ 

 ➨��᮲ ਹఱমဇによるٜੰ 

 ➨��᮲ ٜ約༐࿗金 

 ➨��᮲ ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効 

 ➨��᮲ घ݁による取消 

 

˕ȅহၷັݯၚの௩ၚ൝̹͉͘ࡘၚ൝ 

 ➨2�᮲ হၷݯ付ၚの௩ၚ൝ 

 ➨2�᮲ হၷݯ付ၚのࡘၚ൝ 

 

21ȅ༗ࠀࡏ約৪の་͍̤͢ࢵঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ 

 ➨22᮲ 保険契約者の変更 

 ➨2�᮲ 当ٛ২͒の通知によるݯ付金の取૽の変更

 ➨2�᮲ ֒࡞によるݯ付金の取૽の変更 

 ➨2�᮲ 当ٛ২͒の通知によるঘཌ保険金取૽の変

更 

 ➨2�᮲ ֒࡞によるঘཌ保険金取૽の変更 

 22ȅ༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ 

 ➨2�᮲ 保険契約者またはঘཌ保険金取૽のయນ者

 ➨2�᮲ 保険契約者のႲఝୣහ 

 ➨2�᮲ 保険契約者のਯਫ਼の変更 

 

23ȅාႢのࠗॳ͍̈́ͣͅාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ 

 ➨��᮲ ාႢのࠗॳ 

 ➨��᮲ ාႢまたは別のࢋりのੜၑ 

 

24ȅࠀ約৪൚ 

 ➨�2᮲ 契約者配当金のڬ当 

 ➨��᮲ 契約者配当金の支払 

 

25ȅࠀ約ඤယのഴ 

 ➨��᮲ 契約ඤယのഴ 

 

26ȅ༗ࠀࡏ約のࢵ૧ 

 ➨��᮲ 保険契約の更૧ 

 

27ȅ̷のఈ 

 ➨��᮲ 保険者のު、ഢ̤ݳよ͍ၫ行 

 ➨��᮲ 法႓൝の٨ୃにฺ̠契約条項の変更 

 ➨��᮲ শ効 

 ➨��᮲ ڵۯवਫ਼ 

 ➨��᮲ 通知݅ྩ 

 ➨��᮲ ֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または֓ၷ保વ保険

（౬ఘ߿）用ز特約൝からのحව 

 

28ȅঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約̳ͥͅ۾特

௱ 

 ➨�2᮲ ঘཌ保険金取૽を౬ఘとする保険契約の

 する特則۾႒にݥ

 

29ȅ第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺͤ͢ͅ

͚ાࣣの特௱ 

 ➨��᮲ 第１ٝ保険料൝を·τΐΛΠȜΡ൝により

払い込͚場合の特則 

 

2:ȅࠀ約଼̦33ාˏˍոஜの༗ࠀࡏ約̦ࢵ૧̯

̹ͦાࣣの特௱ 

 ➨��᮲ 契約が଼22ාˏ１ո前の保険契約が

更૧̯ͦた場合の特則 

 

31ȅഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾

特௱ 

 ➨��᮲ ഩঽഎ方法による保険契約の申込続き൝に

 する特則۾

 

 

 

 

 

「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。

条 ･･･ 「第Ｘ条」と表記されています。「第Ｘ条」の右（または上）には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。

「（X）」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。

項 ･･･ 「Ｘ．」と表記されています。「第１項」である「１．」を省略している場合があります。

号 ･･･

※文中のＸは数字です。

「約款」の構成

【例】「医療保障保険（個人型）普通保険約款」の第２条の場合

（責任開始期および契約日）
第２条

第２条

第１項

第１号

第２号

①　当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

第２項
②　前項の当会社の責任が開始する時の属する日（以下「責任開始の日」といいます。）を契約日と
し、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行います。

第３項
③　当会社は、保険契約の申込を承諾したときには、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付
し、これをもって承諾の通知とします。

１．保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合
　　第１回保険料を受け取った時

１．当会社名
２．保険契約者の氏名または名称
３．この保険契約および付加する特約の種類
４．保険期間
５．治療給付率、入院給付金の基準日額および死亡保険金額
６．保険料およびその払込方法
７．契約日
８．保険証券を作成した年月日

２．第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
　　第14条（告知義務）に規定する被保険者に関する告知の時または第１回保険料相当額を受け取っ
た時のいずれか遅い時

第１号

58 59
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ːḙ̏の༗ࠀࡏ約のັݯ 
 

 （の߄ັݯ）

第ː条 

ӱ この保険契約のহၷݯ付金̤よ͍ව֭ݯ付金は、ষのと̤りです。 

 

 

ྴઠ 

 

 

মဇ 

 

 

金ڣ 

 

 

৾人

 

হၷັݯ金̹͉͘ව֭ັݯ金ͬ 

̞ͩ̈́ાࣣ 

)2* 
 

হ 
 

ၷ 
 

 ݯ
 

ັ 
 

金 

 保険者がষの条件のす͓̀をྖたす

別ນ１に定めるව֭（ոུئ号に̤い̀

ȶව֭ȷといいます。）をしたとき 

(²) ୣහٳইܢո後にอしたະၪのম

またはอພしたພをೄٺによるੱ

୪の֦ࡔとするව֭であること 

またはພのহၷを࿒എとするٺੱ (³)

ව֭であること 

(´) 保険ۼܢಎにٳইしたව֭であるこ

と 

(µ) 別ນˏに定めるພ֭またはၷਫ਼

（ոئȶພ֭またはၷਫ਼ȷといいま

す。）に̤̫るව֭であること 

別ນ４に定め

るহၷݯ付金

 ڣ

হ!
!

ၷ!
!

!ݯ
!

ັ!
!

金!
!

受!
!

取!
!

人!

 保険者が、ষのいずͦかにより支払

মဇに該当したとき 

(²) 保険契約者のփまたはਹఱなً失

(³) 保険者のփまたはਹఱなً失 

(´) 保険者のๆऻ行և 

(µ) 保険者のୈ૰વٺを֦ࡔとするম

 

(¶) 保険者のഉଜのેఠを֦ࡔとする

ম 

(·) 保険者が法႓に定めるഢڒを

たないでഢをし̀いるۼにじた

ম 

(¸) 保険者が法႓に定めるਈܨఝ͍

ഢまたはこͦに相当するഢをし̀い

るۼにじたম 

(¹) 保険者のջం 

(º) ౷ૼ、غまたはೋ෨ 

(») ̷の他の変၄ 

)3* 
 

ව 
 

֭ 
 

 ݯ
 

ັ 
 

金 

 保険者がষの条件のす͓̀をྖたす

別ນˑに定めるව֭（ոུئ号に̤い̀

ȶව֭ȷといいます。）をしたとき 

(²) ୣහٳইܢո後にอしたະၪのম

またはอພしたພをೄٺによるੱ

୪の֦ࡔとするව֭であること 

またはພのহၷを࿒എとするٺੱ (³)

ව֭であること 

(´) 保険ۼܢಎにٳইしたව֭であるこ

と 

(µ) ൳一のະၪのমまたはພによる

保険ۼܢಎのව֭ତが継続し̀ˑ

ոષとなったこと 

(¶) ພ֭またはၷਫ਼に̤̫るව֭であ

ること 

（ڣܖ）

ȿ 

（ව֭ତȽ

ව֭ٳইか

ら̷のを܄

め̀の４）

ව!
!

֭!
!

!ݯ
!

ັ!
!

金!
!

受!
!

取!
!

人!

 保険者が、ষのいずͦかにより支払

মဇに該当したとき 

(²) 保険契約者のփまたはਹఱなً失

(³) 保険者のփまたはਹఱなً失 

(´) 保険者のๆऻ行և 

(µ) 保険者のୈ૰વٺを֦ࡔとするম

 

(¶) 保険者のഉଜのેఠを֦ࡔとする

ম 

(·) 保険者が法႓に定めるഢڒを

たないでഢをし̀いるۼにじた

ম 

(¸) 保険者が法႓に定めるਈܨఝ͍

ഢまたはこͦに相当するഢをし̀い

るۼにじたম 

(¹) 保険者のջం 

(º) ౷ૼ、غまたはೋ෨ 

(») ̷の他の変၄ 

 

Ӳ হၷݯ付金の支払につい̀は、前項の規定による͕か、ষの各号に定めるとこͧによります。 

１．保険者がহၷݯ付金の支払মဇに該当するව֭を２ٝոષし、かつ、̷̸ͦͦのව֭のೄ୪の֦ࡔとなったະၪ

のমによるੱٺまたはພが൳一かまたは֓ڠષਹ要な۾߸があると当ٛ২がめたときは、１ٝのව֭と͙なし

̀前項̤よུ͍項の規定を適用します。た̺し、হၷݯ付金が支払わͦることとなったडਞのව֭のప֭のံか

らܳॳし̀191経ً後にٳইしたව֭につい̀は૧たなව֭と͙なします。 

２．保険者のව֭ಎにহၷݯ付ၚ（হၷݯ付金ڣのࠗॳのषに用いるၚのことをいいます。ոئ൳じとします。）の௩

ၚまたはࡘၚがあった場合には、হၷݯ付金の支払ڣは各࡛हのহၷݯ付ၚに̿ܖい̀ࠗॳします。 

ˏ．保険者が前項に規定するව֭ಎに保険ۼܢがྖၭし、保険契約が更૧̯ͦない場合には、保険ྖۼܢၭ後の̷の

ව֭につい̀は、保険ۼܢಎのව֭と͙なします。この場合のহၷݯ付ၚは、保険ۼܢのྖၭしたの̷ͦと൳ၚと

します。 

４．保険者が、この保険契約の更૧後に、ୣහٳইܢ前にอしたະၪのমによるੱٺまたはอພしたພをೄ୪

の֦ࡔとし̀ව֭した場合でも、ୣහٳইのからܳॳし̀２ාを経ًした後にව֭をٳইしたときは、̷のව֭は

ୣහٳইܢո後の֦ࡔによるものと͙なし̀取り扱います。 

ˑ．保険者がୣහٳইܢ前にすでにอພし̀いたພをೄ୪の֦ࡔとし̀ୣහٳইܢո後にව֭した場合でも、当ٛ
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（2115ා1217٨ୃ） 

㸦ࡢࡇಖ㝤ࡢ㊃᪨㸧�
 

この保険は、എ֓ၷ保険ଷഽの༞ۖഎڬを̠保険であり、保険者がਫ਼定のව֭をした場合にহၷݯ付金または

ව֭ݯ付金を支払い、また保険者がঘཌした場合にঘཌ保険金を支払̠ॽழの保険です。 

 

➨㸯⦅� ⥲๎�
 

ˍȅ௱ 
 

（༗ࡏ৪ڒ） 

第ˍ条 

この保険の保険者となることができる者は、別ນ２に定めるഎ֓ၷ保険ଷഽ（ոئȶഎ֓ၷ保険ଷഽȷといい

ます。）に保険者もしくはழ合֥とし̀حවする者または̷の຺ူ者の̠̻、当ٛ২の定めるํսඤの者であること

を要します。 

 

ˎȅୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約 
 

（ୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約） 

第ˎ条 

ӱ 当ٛ২は、ষのশから保険契約ષのୣහをいます。 

１．保険契約の申込をઇౄした後に第１ٝ保険料を̫取った場合 

第１ٝ保険料を̫取ったশ 

２．第１ٝ保険料相当ڣを̫取った後に保険契約の申込をઇౄした場合 

第14条（࣬知݅ྩ）に規定する保険者に۾する࣬知のশまたは第１ٝ保険料相当ڣを̫取ったশのいずͦかಁ

いশ 

Ӳ 前項の当ٛ২のୣහがٳইするশの௺する（ոئȶୣහٳইのȷといいます。）を契約とし、ۼܢのࠗॳ̤よ͍

ාႢのࠗॳは、このをܖとし̀行います。 

ӳ 当ٛ২は、保険契約の申込をઇౄしたときには、ষの各号に定めるম項をܱशした保険બ࠴を付し、こͦをもっ̀

ઇౄの通知とします。 

１．当ٛ২ྴ 

２．保険契約者のঙྴまたはྴઠ 

ˏ．この保険契約̤よ͍付حする特約のਅ႒ 

４．保険ۼܢ 

ˑ．হၷݯ付ၚ、ව֭ݯ付金のܖ̤ڣよ͍ঘཌ保険金ڣ 

˒．保険料̤よ̷͍の払込方法 

˓．契約 

˔．保険બ࠴をै଼したා 

 

ˏȅ༗ۼܢࡏ 
 

（༗ۼܢࡏ） 

第ˏ条 

ӱ この保険契約の保険ۼܢは、前条に定める契約または第35条（保険契約の更૧）に定める更૧からܳॳし̀１ා

とします。 

Ӳ 更૧̯ͦた保険契約（第35条第˓項の規定により更૧の取扱いにじ̯̀ࠫͦた保険契約を͙܄ます。）につい̀第

２༎（この保険契約のݯ付̤よ͍ݥ続）の規定を適用する場合には、更૧前の保険ۼܢと更૧後の保険ۼܢとは継

続したものとし̀取り扱います。 
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ːḙ̏の༗ࠀࡏ約のັݯ 
 

 （の߄ັݯ）

第ː条 

ӱ この保険契約のহၷݯ付金̤よ͍ව֭ݯ付金は、ষのと̤りです。 

 

 

ྴઠ 

 

 

মဇ 

 

 

金ڣ 

 

 

৾人

 

হၷັݯ金̹͉͘ව֭ັݯ金ͬ 

̞ͩ̈́ાࣣ 

)2* 
 

হ 
 

ၷ 
 

 ݯ
 

ັ 
 

金 

 保険者がষの条件のす͓̀をྖたす

別ນ１に定めるව֭（ոུئ号に̤い̀

ȶව֭ȷといいます。）をしたとき 

(²) ୣහٳইܢո後にอしたະၪのম

またはอພしたພをೄٺによるੱ

୪の֦ࡔとするව֭であること 

またはພのহၷを࿒എとするٺੱ (³)

ව֭であること 

(´) 保険ۼܢಎにٳইしたව֭であるこ

と 

(µ) 別ນˏに定めるພ֭またはၷਫ਼

（ոئȶພ֭またはၷਫ਼ȷといいま

す。）に̤̫るව֭であること 

別ນ４に定め

るহၷݯ付金

 ڣ

হ!
!

ၷ!
!

!ݯ
!

ັ!
!

金!
!

受!
!

取!
!

人!

 保険者が、ষのいずͦかにより支払

মဇに該当したとき 

(²) 保険契約者のփまたはਹఱなً失

(³) 保険者のփまたはਹఱなً失 

(´) 保険者のๆऻ行և 

(µ) 保険者のୈ૰વٺを֦ࡔとするম

 

(¶) 保険者のഉଜのેఠを֦ࡔとする

ম 

(·) 保険者が法႓に定めるഢڒを

たないでഢをし̀いるۼにじた

ম 

(¸) 保険者が法႓に定めるਈܨఝ͍

ഢまたはこͦに相当するഢをし̀い

るۼにじたম 

(¹) 保険者のջం 

(º) ౷ૼ、غまたはೋ෨ 

(») ̷の他の変၄ 

)3* 
 

ව 
 

֭ 
 

 ݯ
 

ັ 
 

金 

 保険者がষの条件のす͓̀をྖたす

別ນˑに定めるව֭（ոུئ号に̤い̀

ȶව֭ȷといいます。）をしたとき 

(²) ୣහٳইܢո後にอしたະၪのম

またはอພしたພをೄٺによるੱ

୪の֦ࡔとするව֭であること 

またはພのহၷを࿒എとするٺੱ (³)

ව֭であること 

(´) 保険ۼܢಎにٳইしたව֭であるこ

と 

(µ) ൳一のະၪのমまたはພによる

保険ۼܢಎのව֭ତが継続し̀ˑ

ոષとなったこと 

(¶) ພ֭またはၷਫ਼に̤̫るව֭であ

ること 

（ڣܖ）

ȿ 

（ව֭ତȽ

ව֭ٳইか

ら̷のを܄

め̀の４）

ව!
!

֭!
!

!ݯ
!

ັ!
!

金!
!

受!
!

取!
!

人!

 保険者が、ষのいずͦかにより支払

মဇに該当したとき 

(²) 保険契約者のփまたはਹఱなً失

(³) 保険者のփまたはਹఱなً失 

(´) 保険者のๆऻ行և 

(µ) 保険者のୈ૰વٺを֦ࡔとするম

 

(¶) 保険者のഉଜのેఠを֦ࡔとする

ম 

(·) 保険者が法႓に定めるഢڒを

たないでഢをし̀いるۼにじた

ম 

(¸) 保険者が法႓に定めるਈܨఝ͍

ഢまたはこͦに相当するഢをし̀い

るۼにじたম 

(¹) 保険者のջం 

(º) ౷ૼ、غまたはೋ෨ 

(») ̷の他の変၄ 

 

Ӳ হၷݯ付金の支払につい̀は、前項の規定による͕か、ষの各号に定めるとこͧによります。 

１．保険者がহၷݯ付金の支払মဇに該当するව֭を２ٝոષし、かつ、̷̸ͦͦのව֭のೄ୪の֦ࡔとなったະၪ

のমによるੱٺまたはພが൳一かまたは֓ڠષਹ要な۾߸があると当ٛ২がめたときは、１ٝのව֭と͙なし

̀前項̤よུ͍項の規定を適用します。た̺し、হၷݯ付金が支払わͦることとなったडਞのව֭のప֭のံか

らܳॳし̀191経ً後にٳইしたව֭につい̀は૧たなව֭と͙なします。 

２．保険者のව֭ಎにহၷݯ付ၚ（হၷݯ付金ڣのࠗॳのषに用いるၚのことをいいます。ոئ൳じとします。）の௩

ၚまたはࡘၚがあった場合には、হၷݯ付金の支払ڣは各࡛हのহၷݯ付ၚに̿ܖい̀ࠗॳします。 

ˏ．保険者が前項に規定するව֭ಎに保険ۼܢがྖၭし、保険契約が更૧̯ͦない場合には、保険ྖۼܢၭ後の̷の

ව֭につい̀は、保険ۼܢಎのව֭と͙なします。この場合のহၷݯ付ၚは、保険ۼܢのྖၭしたの̷ͦと൳ၚと

します。 

４．保険者が、この保険契約の更૧後に、ୣහٳইܢ前にอしたະၪのমによるੱٺまたはอພしたພをೄ୪

の֦ࡔとし̀ව֭した場合でも、ୣහٳইのからܳॳし̀２ාを経ًした後にව֭をٳইしたときは、̷のව֭は

ୣහٳইܢո後の֦ࡔによるものと͙なし̀取り扱います。 

ˑ．保険者がୣහٳইܢ前にすでにอພし̀いたພをೄ୪の֦ࡔとし̀ୣහٳইܢո後にව֭した場合でも、当ٛ
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（2115ා1217٨ୃ） 

㸦ࡢࡇಖ㝤ࡢ㊃᪨㸧�
 

この保険は、എ֓ၷ保険ଷഽの༞ۖഎڬを̠保険であり、保険者がਫ਼定のව֭をした場合にহၷݯ付金または

ව֭ݯ付金を支払い、また保険者がঘཌした場合にঘཌ保険金を支払̠ॽழの保険です。 
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ˍȅ௱ 
 

（༗ࡏ৪ڒ） 

第ˍ条 

この保険の保険者となることができる者は、別ນ２に定めるഎ֓ၷ保険ଷഽ（ոئȶഎ֓ၷ保険ଷഽȷといい

ます。）に保険者もしくはழ合֥とし̀حවする者または̷の຺ူ者の̠̻、当ٛ২の定めるํսඤの者であること

を要します。 

 

ˎȅୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約 
 

（ୣහٳইࠀ͍̤͢ܢ約） 

第ˎ条 

ӱ 当ٛ২は、ষのশから保険契約ષのୣහをいます。 

１．保険契約の申込をઇౄした後に第１ٝ保険料を̫取った場合 

第１ٝ保険料を̫取ったশ 

２．第１ٝ保険料相当ڣを̫取った後に保険契約の申込をઇౄした場合 

第14条（࣬知݅ྩ）に規定する保険者に۾する࣬知のশまたは第１ٝ保険料相当ڣを̫取ったশのいずͦかಁ

いশ 

Ӳ 前項の当ٛ২のୣහがٳইするশの௺する（ոئȶୣහٳইのȷといいます。）を契約とし、ۼܢのࠗॳ̤よ͍

ාႢのࠗॳは、このをܖとし̀行います。 

ӳ 当ٛ২は、保険契約の申込をઇౄしたときには、ষの各号に定めるম項をܱशした保険બ࠴を付し、こͦをもっ̀

ઇౄの通知とします。 

１．当ٛ২ྴ 

２．保険契約者のঙྴまたはྴઠ 

ˏ．この保険契約̤よ͍付حする特約のਅ႒ 

４．保険ۼܢ 

ˑ．হၷݯ付ၚ、ව֭ݯ付金のܖ̤ڣよ͍ঘཌ保険金ڣ 

˒．保険料̤よ̷͍の払込方法 

˓．契約 

˔．保険બ࠴をै଼したා 

 

ˏȅ༗ۼܢࡏ 
 

（༗ۼܢࡏ） 

第ˏ条 

ӱ この保険契約の保険ۼܢは、前条に定める契約または第35条（保険契約の更૧）に定める更૧からܳॳし̀１ා

とします。 

Ӳ 更૧̯ͦた保険契約（第35条第˓項の規定により更૧の取扱いにじ̯̀ࠫͦた保険契約を͙܄ます。）につい̀第

２༎（この保険契約のݯ付̤よ͍ݥ続）の規定を適用する場合には、更૧前の保険ۼܢと更૧後の保険ۼܢとは継

続したものとし̀取り扱います。 
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ˑȅݥ͍̈́ͣͅのশ͍̤͢ܢાਫ਼ 
 

（ݥ） 

第˒条 

ӱ হၷݯ付金もしくはව֭ݯ付金（ոئȶݯ付金ȷといいます。）またはঘཌ保険金の支払মဇがじたときは、保険契

約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽はす͙͞かに当ٛ২に通知し̀く̺̯い。 

Ӳ ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽は、当ٛ২に別ນ˒に定める႒を出し̀、ݯ付金またはঘཌ保険金を

 。し̀く̺̯いݥ

 

 （ાਫ਼͍̤͢ܢののশ߄ࡏঘཌ༗͉̹͘߄ັݯ）

第７条 

ӱ ݯ付金またはঘཌ保険金は、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢした（当ٛ২にൢしたがުאでない場合

はံުא。ոུئ条に̤い̀൳じ。）のံからܳॳし̀ˑުאոඤに、当ٛ২のུഝで支払います。 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金を支払̠ためにږがຈ要なষの各号に̬ࠇる場合に̤い̀、保険契約のࠫশからݯ付金

またはঘཌ保険金のݥশまでに当ٛ২に出̯ͦた႒̺̫ではږができないときは、̷̸ͦͦ当該各号に定める

ম項のږ（当ٛ২のঐ定した֓による౯を͙܄ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、ݯ

付金またはঘཌ保険金を支払̠͓きࡠܢは、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢしたのံからܳॳし̀45を経

ًするとします。 

 がຈ要な場合ږ付金またはঘཌ保険金の支払মဇอのခྫのݯ．１

第４条（ݯ付金の支払）̤よ͍第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）に定める支払মဇอのခྫ 

 ෝがある場合خ付金またはঘཌ保険金の྾ୣমဇに該当するݯ．２

 ֦ࡔ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがอしたݯ

ˏ．࣬知݅ྩ֑に該当するخෝがある場合 

当ٛ২が࣬知をݥめたম項̤よ͍࣬知݅ྩ֑にঢった֦ࡔ 

４．このຽ通保険約款に定めるਹఱমဇ、घ݁またはະ法取ං࿒എに該当するخෝがある場合 

前２号に定めるম項、第16条（ਹఱমဇによるٜੰ）第１項第ˑ号のমဇに該当するমのခྫまたは保険契約者、

保険者、ݯ付金の取૽もしくはঘཌ保険金取૽の保険契約ࠫの࿒എもしくはݯ付金もしくはঘཌ保険金の

 শまでに̤̫るমݥ付金もしくはঘཌ保険金のݯする保険契約のࠫশから۾のփにݥ

ӳ 前項のږをするため、ষの各号に̬ࠇるম項につい̀の特別なચٛ͞औがະࠧخな場合には、前２項の規定にか

かわらず、ݯ付金またはঘཌ保険金を支払̠͓きࡠܢは、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢしたのံからܳॳ

し̀当該各号に定めるତ（各号の̠̻ໝତに該当する場合でも191）を経ًするとします。 

１．前項第１号から第４号までに定めるম項につい̀の༕ࢌআ法にもと̿くચ̷ٛの他の法႓にもと̿くચٛ 191 

２．前項第１号、第２号または第４号に定めるম項につい̀の۾ܥݪࡄ൝の۾ܥによる֓ڠまたはڠࢥ൝のܿڠش

എな特別のऔ、ଢ଼またはۻ定 191 

ˏ．前項第１号、第２号または第４号に定めるম項に۾し、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金

取૽を݃者とし̀、ைऔ、ܳஶ̷の他のߺম続がٳই̯ͦたことが༭ൽ൝からྶらかである場合に̤̫る、前

項第１号、第２号または第４号に定めるম項に۾する、౿、ܳஶ、ࠨ൝のߺম続のࠫضについ̀の࠙ख़、ख़

൝のைऔ۾ܥまたはवਫ਼にచするચٛ 191 

４．前項第１号から第４号までに定めるম項につい̀のུ࣭ٸに̤̫るऔ 191 

Ӵ 前２項に̬ࠇるຈ要なম項のږにषし、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が、ୃ当

なၑဇがなく当該ږをཐ̬、またはこͦに؊じなかったとき（当ٛ২のঐ定した֓によるຈ要な౯に؊じなかっ

たときを͙܄ます。）は、当ٛ২は、こͦにより当該ম項のږがಁװしたۼܢのಁతのୣහをわず、̷のۼはݯ付金

またはঘཌ保険金を支払いません。 

ӵ 第２項または第ˏ項に̬ࠇるຈ要なম項のږを行̠ときは、当ٛ২は、ݯ付金またはঘཌ保険金をݥした者に̷

の旨を通知します。 
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˒ȅ༗ၳࡏのࣺȂစထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘ 
 

（༗ၳࡏのࣺ） 

第８条 

ӱ 第２ٝո後の保険料は、保険料払込ۼܢಎ、ྀٝষの各号の保険料払込方法（ٝତ）にしたがい、第˕条（保険料払

込方法（経路））第１項に定める保険料払込方法（経路）により、ষに定めるۼܢ（ոئȶ払込ܢȷといいます。）ඤ

に払い込んでく̺̯い。 

１．保険料払込方法（ٝତ）が払の場合 

のかの௺する（。൳じとしますئのྎとします。ո契約؊当のない場合は、̷の）ౙպの契約؊当

らྎまで 

２．保険料払込方法（ٝତ）がා一括払またはා一括払の場合 

ාౙպまたはාౙպの契約؊当の௺するのからྎまで 

Ӳ 前項で払い込͚͓き保険料は、保険料払込方法（ٝତ）に؊じ、̷̸ͦͦの契約؊当からষの契約؊当の前ま

でのۼܢ（ոئȶ保険料ۼܢȷといいます。）にచ؊する保険料とします。 

 

��

২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、࣬知൝により知っ̀いた̷のພに۾するম（第15条（࣬知݅ྩ֑に

よるٜੰ）に規定する保険ٚ者の͙が知っ̀いたমは͙܄ません。）を用い̀ઇౄしたときは、ୣ හٳইܢո後に

อພしたພをೄ୪の֦ࡔとし̀ව֭したものと͙なし̀、前項のহၷݯ付金の支払に۾する規定を適用します。た

̺し、保険契約者または保険者が̷のພに۾するমの一໐の͙を̬࣬たことにより、当ٛ২がਹఱなً失なく

̷のພに۾するমをୃږに知ることができなかった場合をੰきます。 

˒．হၷݯ付金は、１ٝのව֭につい̀、ව֭ତを通ॳし̀124となるの௺するのྎまでをࡠഽとし̀支払い

ます。 

ӳ ව֭ݯ付金の支払につい̀は、第１項の規定による͕か、ষの各号に定めるとこͧによります。 

１．༔のためのව֭は、当ٛ২が։ુ༔とめた場合にࡠり、ພをೄ୪の֦ࡔとするව֭と͙なし̀取り扱いま

す。 

２．保険者がഢව֭またはठව֭をした場合、ഢව֭またはठව֭をબする႒があり、かつ、当ٛ২がこͦをめ

たときは、継続した１ٝのව֭と͙なし̀第１項の支払মဇに۾する規定を適用します。 

ˏ．保険者がව֭ݯ付金の支払মဇに該当するව֭を２ٝոષし、かつ、̷̸ͦͦのව֭のೄ୪の֦ࡔとなったະၪ

のমによるੱٺまたはພが൳一かまたは֓ڠષਹ要な۾߸があると当ٛ২がめたときは、１ٝのව֭と͙なし

̀第１項̤よུ͍項の規定を適用します。た̺し、ව֭ݯ付金が支払わͦることとなったडਞのව֭のప֭のံ

からܳॳし̀191経ً後にٳইしたව֭につい̀は૧たなව֭と͙なします。 

４．当ٛ২は、保険者が第１項に規定するව֭をٳইしたশまたはව֭ಎにষのいずͦかのমဇに該当した場合には、

̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったະၪのমによるੱٺまたはພにより、継続し̀ව֭したものと͙なし̀取り

扱います。 

ͺ．̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったະၪのমと։なるະၪのমによるੱٺがじ̀いたときもしくはじた

ときまたはພをอし̀いたときもしくはอしたとき 

ͼ．̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったພと։なるພをอし̀いたときもしくはอしたときまたはະၪのম

 がじ̀いたときもしくはじたときٺによるੱ

ˑ．ව֭ݯ付金の支払ࡠഽは、ষのと̤りとします。 

ͺ．１ٝのව֭につい̀の支払ࡠഽは、支払ତ（ව֭ݯ付金を支払̠ତをいいます。ոུئ号に̤い̀൳じとし

ます。）121とします。 

ͼ．通ॳ支払ࡠഽは、支払ତを通ॳし̀711とします。 

˒．前項第２号から第ˑ号までの規定は、ව֭ݯ付金の支払の場合に用します。 

Ӵ 保険者が౷ૼ、غ、ೋ෨または̷の他の変၄によりহၷݯ付金またはව֭ݯ付金の支払মဇに該当した場合

でも、こͦらのমဇによりহၷݯ付金またはව֭ݯ付金の支払মဇに該当した保険者のତの௩حがこの保険のࠗॳの

ڣ付金のݯ付金またはව֭ݯがઁないと当ٛ২がめたときは、当ٛ২は、̷のഽに؊じ、হၷޣגす͖ݞயにܖ

を支払い、または̷の一໐をॉࡘし̀支払います。 

ӵ হၷݯ付金取૽̤よ͍ව֭ݯ付金取૽は൳一૽とし、保険契約者または保険者のいずͦかにࡠるものとします。 

 

（ঘཌ༗߄ࡏの） 

第ˑ条 

ӱ この保険契約のঘཌ保険金は、ষのと̤りです。 

 

 

ྴઠ 

 

 

মဇ 

 

 

金ڣ 

 

 

৾人

 

 

ঘཌ保険金̞ͬͩ̈́ાࣣ 
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 保険者が保険ۼܢಎにঘཌしたとき
 のڣܖ

111相当ڣ 
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亡
保
険
金
受
取
人

 保険者がষのいずͦかによりঘཌし

たとき 

(²) ୣහٳইのからܳॳし̀１ාոඤ

の保険者の自殺 

(³) 保険契約者のփ 

(´) ঘཌ保険金取૽のփ 

(µ) ̷の他の変၄ 

 

Ӳ 保険者のঘがະྶの場合でも、当ٛ২がঘཌしたものとめたときは、ঘཌ保険金を支払います。 

ӳ ঘཌ保険金の支払মဇのอո前にঘཌ保険金取૽がঘཌし、ঘཌ保険金取૽の変更が行わͦ̀いないۼは、ঘ

ཌ保険金取૽のঘཌশの法定相続૽をঘཌ保険金取૽とします。 

Ӵ 前項の規定によりঘཌ保険金取૽となった者がঘཌした場合に、この者に法定相続૽がいないときは、前項の規定

によりঘཌ保険金取૽となった者の̠̻ంし̀いる他のঘཌ保険金取૽をঘཌ保険金取૽とします。 

ӵ 前２項によりঘཌ保険金取૽となった者が２૽ոષいる場合、̷の取ڬ合は൝とします。 

Ӷ ঘཌ保険金取૽がփに保険者をঘཌ̯せた場合で、̷の取૽がঘཌ保険金の一໐の取૽であるときは、当

ٛ২は、ঘཌ保険金のॼڣを̷の他のঘཌ保険金取૽に支払います。 

ӷ 保険者が̷の他の変၄によりঘཌ保険金の支払মဇに該当した場合でも、こͦらのমဇによりঘཌ保険金の支

払মဇに該当した保険者のତの௩حがこの保険のࠗॳのܖயに͖ݞすޣגがઁないと当ٛ২がめたときは、当ٛ২

は、̷のഽに؊じ、ঘཌ保険金のڣを支払い、または̷の一໐をॉࡘし̀支払います。 
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ˑȅݥ͍̈́ͣͅのশ͍̤͢ܢાਫ਼ 
 

（ݥ） 

第˒条 

ӱ হၷݯ付金もしくはව֭ݯ付金（ոئȶݯ付金ȷといいます。）またはঘཌ保険金の支払মဇがじたときは、保険契

約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽はす͙͞かに当ٛ২に通知し̀く̺̯い。 

Ӳ ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽は、当ٛ২に別ນ˒に定める႒を出し̀、ݯ付金またはঘཌ保険金を

 。し̀く̺̯いݥ

 

 （ાਫ਼͍̤͢ܢののশ߄ࡏঘཌ༗͉̹͘߄ັݯ）

第７条 

ӱ ݯ付金またはঘཌ保険金は、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢした（当ٛ২にൢしたがުאでない場合

はံުא。ոུئ条に̤い̀൳じ。）のံからܳॳし̀ˑުאոඤに、当ٛ২のུഝで支払います。 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金を支払̠ためにږがຈ要なষの各号に̬ࠇる場合に̤い̀、保険契約のࠫশからݯ付金

またはঘཌ保険金のݥশまでに当ٛ২に出̯ͦた႒̺̫ではږができないときは、̷̸ͦͦ当該各号に定める

ম項のږ（当ٛ২のঐ定した֓による౯を͙܄ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、ݯ

付金またはঘཌ保険金を支払̠͓きࡠܢは、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢしたのံからܳॳし̀45を経

ًするとします。 

 がຈ要な場合ږ付金またはঘཌ保険金の支払মဇอのခྫのݯ．１

第４条（ݯ付金の支払）̤よ͍第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）に定める支払মဇอのခྫ 

 ෝがある場合خ付金またはঘཌ保険金の྾ୣমဇに該当するݯ．２

 ֦ࡔ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがอしたݯ

ˏ．࣬知݅ྩ֑に該当するخෝがある場合 

当ٛ২が࣬知をݥめたম項̤よ͍࣬知݅ྩ֑にঢった֦ࡔ 

４．このຽ通保険約款に定めるਹఱমဇ、घ݁またはະ法取ං࿒എに該当するخෝがある場合 

前２号に定めるম項、第16条（ਹఱমဇによるٜੰ）第１項第ˑ号のমဇに該当するমのခྫまたは保険契約者、

保険者、ݯ付金の取૽もしくはঘཌ保険金取૽の保険契約ࠫの࿒എもしくはݯ付金もしくはঘཌ保険金の

 শまでに̤̫るমݥ付金もしくはঘཌ保険金のݯする保険契約のࠫশから۾のփにݥ

ӳ 前項のږをするため、ষの各号に̬ࠇるম項につい̀の特別なચٛ͞औがະࠧخな場合には、前２項の規定にか

かわらず、ݯ付金またはঘཌ保険金を支払̠͓きࡠܢは、̷のݥにຈ要な႒が当ٛ২にൢしたのံからܳॳ

し̀当該各号に定めるତ（各号の̠̻ໝତに該当する場合でも191）を経ًするとします。 

１．前項第１号から第４号までに定めるম項につい̀の༕ࢌআ法にもと̿くચ̷ٛの他の法႓にもと̿くચٛ 191 

２．前項第１号、第２号または第４号に定めるম項につい̀の۾ܥݪࡄ൝の۾ܥによる֓ڠまたはڠࢥ൝のܿڠش

എな特別のऔ、ଢ଼またはۻ定 191 

ˏ．前項第１号、第２号または第４号に定めるম項に۾し、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金

取૽を݃者とし̀、ைऔ、ܳஶ̷の他のߺম続がٳই̯ͦたことが༭ൽ൝からྶらかである場合に̤̫る、前

項第１号、第２号または第４号に定めるম項に۾する、౿、ܳஶ、ࠨ൝のߺম続のࠫضについ̀の࠙ख़、ख़

൝のைऔ۾ܥまたはवਫ਼にచするચٛ 191 

４．前項第１号から第４号までに定めるম項につい̀のུ࣭ٸに̤̫るऔ 191 

Ӵ 前２項に̬ࠇるຈ要なম項のږにषし、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が、ୃ当

なၑဇがなく当該ږをཐ̬、またはこͦに؊じなかったとき（当ٛ২のঐ定した֓によるຈ要な౯に؊じなかっ

たときを͙܄ます。）は、当ٛ২は、こͦにより当該ম項のږがಁװしたۼܢのಁతのୣහをわず、̷のۼはݯ付金

またはঘཌ保険金を支払いません。 

ӵ 第２項または第ˏ項に̬ࠇるຈ要なম項のږを行̠ときは、当ٛ২は、ݯ付金またはঘཌ保険金をݥした者に̷

の旨を通知します。 

 

➨㸱⦅� �ᢅྲྀࡢಖ㝤ዎ⣙ࡢࡇ
 

˒ȅ༗ၳࡏのࣺȂစထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘ 
 

（༗ၳࡏのࣺ） 

第８条 

ӱ 第２ٝո後の保険料は、保険料払込ۼܢಎ、ྀٝষの各号の保険料払込方法（ٝତ）にしたがい、第˕条（保険料払

込方法（経路））第１項に定める保険料払込方法（経路）により、ষに定めるۼܢ（ոئȶ払込ܢȷといいます。）ඤ

に払い込んでく̺̯い。 

１．保険料払込方法（ٝତ）が払の場合 

のかの௺する（。൳じとしますئのྎとします。ո契約؊当のない場合は、̷の）ౙպの契約؊当

らྎまで 

２．保険料払込方法（ٝତ）がා一括払またはා一括払の場合 

ාౙպまたはාౙպの契約؊当の௺するのからྎまで 

Ӳ 前項で払い込͚͓き保険料は、保険料払込方法（ٝତ）に؊じ、̷̸ͦͦの契約؊当からষの契約؊当の前ま

でのۼܢ（ոئȶ保険料ۼܢȷといいます。）にచ؊する保険料とします。 

 

��

২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、࣬知൝により知っ̀いた̷のພに۾するম（第15条（࣬知݅ྩ֑に

よるٜੰ）に規定する保険ٚ者の͙が知っ̀いたমは͙܄ません。）を用い̀ઇౄしたときは、ୣ හٳইܢո後に

อພしたພをೄ୪の֦ࡔとし̀ව֭したものと͙なし̀、前項のহၷݯ付金の支払に۾する規定を適用します。た

̺し、保険契約者または保険者が̷のພに۾するমの一໐の͙を̬࣬たことにより、当ٛ২がਹఱなً失なく

̷のພに۾するমをୃږに知ることができなかった場合をੰきます。 

˒．হၷݯ付金は、１ٝのව֭につい̀、ව֭ତを通ॳし̀124となるの௺するのྎまでをࡠഽとし̀支払い

ます。 

ӳ ව֭ݯ付金の支払につい̀は、第１項の規定による͕か、ষの各号に定めるとこͧによります。 

１．༔のためのව֭は、当ٛ২が։ુ༔とめた場合にࡠり、ພをೄ୪の֦ࡔとするව֭と͙なし̀取り扱いま

す。 

２．保険者がഢව֭またはठව֭をした場合、ഢව֭またはठව֭をબする႒があり、かつ、当ٛ২がこͦをめ

たときは、継続した１ٝのව֭と͙なし̀第１項の支払মဇに۾する規定を適用します。 

ˏ．保険者がව֭ݯ付金の支払মဇに該当するව֭を２ٝոષし、かつ、̷̸ͦͦのව֭のೄ୪の֦ࡔとなったະၪ

のমによるੱٺまたはພが൳一かまたは֓ڠષਹ要な۾߸があると当ٛ২がめたときは、１ٝのව֭と͙なし

̀第１項̤よུ͍項の規定を適用します。た̺し、ව֭ݯ付金が支払わͦることとなったडਞのව֭のప֭のံ

からܳॳし̀191経ً後にٳইしたව֭につい̀は૧たなව֭と͙なします。 

４．当ٛ২は、保険者が第１項に規定するව֭をٳইしたশまたはව֭ಎにষのいずͦかのমဇに該当した場合には、

̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったະၪのমによるੱٺまたはພにより、継続し̀ව֭したものと͙なし̀取り

扱います。 

ͺ．̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったະၪのমと։なるະၪのমによるੱٺがじ̀いたときもしくはじた

ときまたはພをอし̀いたときもしくはอしたとき 

ͼ．̷のව֭ٳইのೄ୪の֦ࡔとなったພと։なるພをอし̀いたときもしくはอしたときまたはະၪのম

 がじ̀いたときもしくはじたときٺによるੱ

ˑ．ව֭ݯ付金の支払ࡠഽは、ষのと̤りとします。 

ͺ．１ٝのව֭につい̀の支払ࡠഽは、支払ତ（ව֭ݯ付金を支払̠ତをいいます。ոུئ号に̤い̀൳じとし

ます。）121とします。 

ͼ．通ॳ支払ࡠഽは、支払ତを通ॳし̀711とします。 

˒．前項第２号から第ˑ号までの規定は、ව֭ݯ付金の支払の場合に用します。 

Ӵ 保険者が౷ૼ、غ、ೋ෨または̷の他の変၄によりহၷݯ付金またはව֭ݯ付金の支払মဇに該当した場合

でも、こͦらのমဇによりহၷݯ付金またはව֭ݯ付金の支払মဇに該当した保険者のତの௩حがこの保険のࠗॳの

ڣ付金のݯ付金またはව֭ݯがઁないと当ٛ২がめたときは、当ٛ২は、̷のഽに؊じ、হၷޣגす͖ݞயにܖ

を支払い、または̷の一໐をॉࡘし̀支払います。 

ӵ হၷݯ付金取૽̤よ͍ව֭ݯ付金取૽は൳一૽とし、保険契約者または保険者のいずͦかにࡠるものとします。 

 

（ঘཌ༗߄ࡏの） 

第ˑ条 

ӱ この保険契約のঘཌ保険金は、ষのと̤りです。 

 

 

ྴઠ 

 

 

মဇ 

 

 

金ڣ 

 

 

৾人

 

 

ঘཌ保険金̞ͬͩ̈́ાࣣ 

 

死 

亡 

保 

険 

金 

 保険者が保険ۼܢಎにঘཌしたとき
 のڣܖ

111相当ڣ 

死
亡
保
険
金
受
取
人

 保険者がষのいずͦかによりঘཌし

たとき 

(²) ୣහٳইのからܳॳし̀１ාոඤ

の保険者の自殺 

(³) 保険契約者のփ 

(´) ঘཌ保険金取૽のփ 

(µ) ̷の他の変၄ 

 

Ӳ 保険者のঘがະྶの場合でも、当ٛ২がঘཌしたものとめたときは、ঘཌ保険金を支払います。 

ӳ ঘཌ保険金の支払মဇのอո前にঘཌ保険金取૽がঘཌし、ঘཌ保険金取૽の変更が行わͦ̀いないۼは、ঘ

ཌ保険金取૽のঘཌশの法定相続૽をঘཌ保険金取૽とします。 

Ӵ 前項の規定によりঘཌ保険金取૽となった者がঘཌした場合に、この者に法定相続૽がいないときは、前項の規定

によりঘཌ保険金取૽となった者の̠̻ంし̀いる他のঘཌ保険金取૽をঘཌ保険金取૽とします。 

ӵ 前２項によりঘཌ保険金取૽となった者が２૽ոષいる場合、̷の取ڬ合は൝とします。 

Ӷ ঘཌ保険金取૽がփに保険者をঘཌ̯せた場合で、̷の取૽がঘཌ保険金の一໐の取૽であるときは、当

ٛ২は、ঘཌ保険金のॼڣを̷の他のঘཌ保険金取૽に支払います。 

ӷ 保険者が̷の他の変၄によりঘཌ保険金の支払মဇに該当した場合でも、こͦらのমဇによりঘཌ保険金の支

払মဇに該当した保険者のତの௩حがこの保険のࠗॳのܖயに͖ݞすޣגがઁないと当ٛ২がめたときは、当ٛ২

は、̷のഽに؊じ、ঘཌ保険金のڣを支払い、または̷の一໐をॉࡘし̀支払います。 
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７ȅ༗ࠀࡏ約の໘ڰ 
 

（༗ࠀࡏ約の໘ڰ） 

第23条 

ӱ 前条第２項の規定によっ̀、この保険契約が効力を失った場合には、စထۼܢのྖၭのံからˏかոඤであͦ

͊、保険契約者は、この保険契約の໘ڰをݥすることができます。 

Ӳ 保険契約者がུ条の໘ڰをݥするときは、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 当ٛ২がこの保険契約の໘ڰをઇౄした場合には、保険契約者は、װతし̀いる保険料を当ٛ২のঐ定したܢまで

に払い込͚ことを要します。 

Ӵ 保険契約の໘ڰのषには、第１条（保険者ڒ）の規定を用します。また、保険契約が໘̯ͦڰた場合、第４条

第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）または第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ）第ˑ項第２号の規定の適用に、（付金の支払ݯ）

あたっ̀は、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定を用します。 

ӵ 保険契約の໘ڰを行̠場合、当ٛ২は、૧たな保険બ࠴を付しません。 

 

８ȅ༗ࠀࡏ約のٜ約Ȃٜੰ൝ 
 

（ٜ約） 

第24条 

保険契約者は、いつでもြに࢜っ̀この保険契約をٜ約することができます。 

 

（࣬݅ྩ） 

第25条 

ӱ 当ٛ২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇのอのخෝに۾するਹ要なম

項の̠̻࿂で࣬知をݥめたম項につい̀、保険契約者または保険者は、̷の࿂で࣬知することを要します。 

Ӳ 当ٛ২は、保険契約のࠫまたは໘ڰのषにຈ要とめた場合には、当ٛ২のঐ定した֓によっ̀保険者のऔ

を行̠ことがあります。この場合、保険者は、֓のৗ࿚により࣬知をݥめらͦたときは、̷の֓に࢛൮で࣬知す

ることを要します。 

 

（࣬݅ྩ֑ٜͥ͢ͅੰ） 

第26条 

ӱ 保険契約者または保険者が、փまたはਹఱなً失によっ̀、前条の規定により当ٛ২が࣬知をݥめたম項につい

̀、মを̬࣬なかったかまたはমでないことを̬࣬た場合には、当ٛ২は、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰする

ことができます。 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじた後でも、当ٛ২は、前項の規定によっ̀この保険契約をٜੰすることが

できます。この場合には、ݯ付金またはঘཌ保険金は支払いません。もし、すでにݯ付金またはঘཌ保険金を支払っ̀

いるときは、当ٛ২は、̷の༐ۺをݥします。た̺し、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金

取૽が、ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇのอがٜੰの֦ࡔとなったমによらなかったことをબྶした場合には、

 。付金またはঘཌ保険金を支払いますݯ

ӳ ུ条によるٜੰは、保険契約者にచする通知によっ̀行います。た̺し、ୃ当なমဇによっ̀保険契約者に通知でき

ない場合には、当ٛ২は、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にٜੰの通知をします。 

Ӵ 当ٛ২は、ষのいずͦかの場合にはུ条の規定による保険契約のٜੰをすることができません。た̺し、第２号また

は第ˏ号に規定する行ևがなかったとし̀も、保険契約者または保険者が、前条の規定により当ٛ২が࣬知をݥめた

ম項の̠̻ٜੰの֦ࡔとなるমについ̀、মを̬࣬なかったとめらͦる場合またはমでないことを̬࣬たと

めらͦる場合には、第２号̤よ͍第ˏ号の規定は適用しません。 

１．当ٛ২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのष、ٜੰの֦ࡔとなるমを知っ̀いたとき、またはً失のため知らなか

ったとき 

２．当ٛ২のために保険契約のࠫのٚを行̠ことができる者（当ٛ২のために保険契約のࠫのయၑを行̠ことが

できる者をੰき、ոئȶ保険ٚ者ȷといいます。）が、保険契約者または保険者が前条の࣬知の̠̻ٜੰの֦ࡔと

なるমの࣬知をすることをཐ̬たとき 

ˏ．保険ٚ者が、保険契約者または保険者にచし、前条の࣬知の̠̻ٜੰの֦ࡔとなるমの࣬知をしないことを

 めたときۑめたとき、またはমでないことを̬࣬ることをۑ

ӵ ུ条のٜੰࡀは、ষの各号の場合には消滅します。 

１．当ٛ২がٜੰの֦ࡔを知ったশから１かոඤにٜੰしなかったとき 

２．ୣහٳইのからܳॳし̀２ාոඤにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじなかったとき 

 

（ਹఱমဇٜͥ͢ͅੰ） 

第27条 

ӱ 当ٛ২は、ষの各号のいずͦかに定めるমဇがじた場合には、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰすることができま

す。 

１．保険契約者またはঘཌ保険金取૽がঘཌ保険金（他の保険契約のঘཌ保険金を͙܄、保険ਅ႒̤よ͍ঘཌ保険金

のྴઠのශةを࿚いません。）をघ取する࿒എまたは他૽にघ取̯せる࿒എでমઉ౿（ྚଛを͙܄ます。）をした場

合 

 

��

ӳ 第１項の保険料が契約؊当の前までに払い込まͦ、かつ、̷ のまでに保険契約が消滅したときには、当ٛ২は、

̷の払い込まͦた保険料を保険契約者（ঘཌ保険金を支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に払い࿗します。 

Ӵ 第１項の保険料が払い込まͦないまま、第１項の契約؊当ո後ྎまでにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇが

じたときには、当ٛ২は、ྚ払込保険料を支払̠͓きݯ付金またはঘཌ保険金からओし引きます。た̺し、ݯ付金がྚ

払込保険料にະ௷する場合には、保険契約者は、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効）に定めるစထۼܢのྖၭ

までにྚ払込保険料を払い込んでく̺̯い。このྚ払込保険料が払い込まͦない場合には、当ٛ২は、支払মဇのอ

により支払̠͓きݯ付金を支払いません。 

ӵ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料払込方法（ٝତ）を変更することができます。 

Ӷ ා一括払契約またはා一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まͦ̀いる保険料ۼܢのಎഷでつぎの各号のい

ずͦかのমဇがじたときは、当ٛ২は、̷のমဇがじたのೄ後にൢြするౙպの契約؊当から̷の保険料ܢ

の༐࿗金を保険契約者（ঘཌ保険金を支払̠ときはঘཌ保険ڣに相当する金ڣତに؊じた保険料のॼのྎまでのۼ

金取૽）に支払います。 

１．保険契約の消滅。た̺し、第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）第１項の規定により保険契約者がփに保険者をঘཌ̯

せたことによっ̀ঘཌ保険金が支払わͦない場合̤よ͍第19条（ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効）または第1:条（घ

݁による取消）に該当する場合をੰきます。 

２．হၷݯ付ၚのࡘၚまたはܖڣのڣࡘ 

ӷ 前項の規定は、ා一括払契約̤よ͍ා一括払契約の第１ٝ保険料につい̀用します。 

Ӹ 払契約の場合、すでに保険料が払い込まͦ̀いる保険料ۼܢのಎഷで第˒項各号のমဇがじたときであっ̀も、

当ٛ২は、̷の保険料ۼܢにచ؊する保険料を払い࿗しません。 

ӹ 前項の規定は、払契約の第１ٝ保険料につい̀用します。 

 

（༗ၳࡏ༹ࣺ༷（ࠐႹ）） 

第˕条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、ষのいずͦかの保険料払込方法（経路）を఼することができます。 

１．当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に४し̀払い込͚方法 

２．金ဏ۾ܥ൝の当ٛ২のঐ定した࢛जに金することにより払い込͚方法 

ˏ．当ٛ২の෩ࡍしたਬ金૽に払い込͚方法（保険契約者のঐ定したਬ金୶が当ٛ২の定めた౷֖ඤにある場合にࡠり

ます。） 

４．当ٛ২のঐ定した金ဏ۾ܥ൝の࢛ज૦ఢにより払い込͚方法 

ˑ．ਫ਼௺౬ఘ（̷のমުਫ਼を͙܄ます。ոئ൳じとします。）を通じ払い込͚方法（ਫ਼௺౬ఘと当ٛ২とのۼに౬ఘ取扱

契約൝が̯ࠫͦ̀いる場合にࡠります。） 

Ӳ 前項第ˏ号の規定による場合、払込ܢඤに払い込まͦなかった保険料は、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効）

第１項に規定するစထۼܢのྖၭするまでに当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく̺̯い。た̺

し、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用փの申出があったときはစထۼܢಎでもਬ金૽を෩ࡍします。 

ӳ 保険料払込方法（ٝତ）が払の保険契約につい̀第１項第ˏ号の規定による場合、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契

約の失効）第１項に規定するစထۼܢಎのྚ払込保険料があるときは、̷のྚ払込保険料の払込があったの̻、払込ܢ

 。の保険料をਬ金します

Ӵ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料払込方法（経路）を変更することができます。 

ӵ 保険料払込方法（経路）が第１項第ˏ号、第４号または第ˑ号の保険契約が当ٛ২の定める条件をྖた̯なくなった

ときには、保険契約者は、保険料払込方法（経路）を他の方法に変更し̀く̺̯い。この場合、保険契約者が保険料払

込方法（経路）の変更を行̠までのۼの保険料につい̀は、当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく

̺̯い。 

 

（༗ၳࡏの֚گ） 

第21条 

ӱ 保険契約者は、保険料払込方法（ٝତ）が払の場合には、ြの保険料を一括払することができます。この場合、

̷の一括払̯ͦる保険料が当を܄め̀ˏかոષであるときには、当ٛ২の定めるとこͧによるڬ引をします。 

Ӳ この保険契約が消滅した場合に、前項により一括払̯ͦた保険料のॼڣがあͦ͊、こͦを保険契約者（ঘཌ保険金を

支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に払い࿗します。 

 

（စထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘） 

第22条 

ӱ この保険契約の第２ٝո後の保険料の払込につい̀は、ষのと̤りစထۼܢがあります。 

１．保険料払込方法（ٝତ）が払の場合には、払込ܢのံからྎまで 

２．保険料払込方法（ٝତ）がා一括払またはා一括払の場合には、払込ܢのံからံșのౙպの契約

؊当まで（契約؊当が２11、˒、の各ྎの場合には、̷̸ͦͦ４１、˔、の各ྎまで） 

Ӳ 前項のစထۼܢಎにこの保険契約の保険料が払い込まͦなかった場合には、この保険契約は、စထۼܢのྖၭのံ

から効力を失います。 

ӳ စထۼܢಎにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじたときには、当ٛ২は、ݯ付金またはঘཌ保険金からすでに

ൢြし̀いる保険料ۼܢのྚ払込保険料をओし引きます。た̺し、ݯ付金がྚ払込保険料にະ௷するときには、保険契

約者は、̷のစထۼܢのྖၭまでにྚ払込保険料を払い込んでく̺̯い。このྚ払込保険料が払い込まͦない場合に

は、当ٛ২は、支払মဇのอにより支払̠͓きݯ付金を支払いません。 
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７ȅ༗ࠀࡏ約の໘ڰ 
 

（༗ࠀࡏ約の໘ڰ） 

第23条 

ӱ 前条第２項の規定によっ̀、この保険契約が効力を失った場合には、စထۼܢのྖၭのံからˏかոඤであͦ

͊、保険契約者は、この保険契約の໘ڰをݥすることができます。 

Ӳ 保険契約者がུ条の໘ڰをݥするときは、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 当ٛ২がこの保険契約の໘ڰをઇౄした場合には、保険契約者は、װతし̀いる保険料を当ٛ২のঐ定したܢまで

に払い込͚ことを要します。 

Ӵ 保険契約の໘ڰのषには、第１条（保険者ڒ）の規定を用します。また、保険契約が໘̯ͦڰた場合、第４条

第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）または第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ）第ˑ項第２号の規定の適用に、（付金の支払ݯ）

あたっ̀は、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定を用します。 

ӵ 保険契約の໘ڰを行̠場合、当ٛ২は、૧たな保険બ࠴を付しません。 

 

８ȅ༗ࠀࡏ約のٜ約Ȃٜੰ൝ 
 

（ٜ約） 

第24条 

保険契約者は、いつでもြに࢜っ̀この保険契約をٜ約することができます。 

 

（࣬݅ྩ） 

第25条 

ӱ 当ٛ২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇのอのخෝに۾するਹ要なম

項の̠̻࿂で࣬知をݥめたম項につい̀、保険契約者または保険者は、̷の࿂で࣬知することを要します。 

Ӳ 当ٛ২は、保険契約のࠫまたは໘ڰのषにຈ要とめた場合には、当ٛ২のঐ定した֓によっ̀保険者のऔ

を行̠ことがあります。この場合、保険者は、֓のৗ࿚により࣬知をݥめらͦたときは、̷の֓に࢛൮で࣬知す

ることを要します。 

 

（࣬݅ྩ֑ٜͥ͢ͅੰ） 

第26条 

ӱ 保険契約者または保険者が、փまたはਹఱなً失によっ̀、前条の規定により当ٛ২が࣬知をݥめたম項につい

̀、মを̬࣬なかったかまたはমでないことを̬࣬た場合には、当ٛ২は、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰする

ことができます。 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじた後でも、当ٛ২は、前項の規定によっ̀この保険契約をٜੰすることが

できます。この場合には、ݯ付金またはঘཌ保険金は支払いません。もし、すでにݯ付金またはঘཌ保険金を支払っ̀

いるときは、当ٛ২は、̷の༐ۺをݥします。た̺し、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金

取૽が、ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇのอがٜੰの֦ࡔとなったমによらなかったことをબྶした場合には、

 。付金またはঘཌ保険金を支払いますݯ

ӳ ུ条によるٜੰは、保険契約者にచする通知によっ̀行います。た̺し、ୃ当なমဇによっ̀保険契約者に通知でき

ない場合には、当ٛ২は、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にٜੰの通知をします。 

Ӵ 当ٛ২は、ষのいずͦかの場合にはུ条の規定による保険契約のٜੰをすることができません。た̺し、第２号また

は第ˏ号に規定する行ևがなかったとし̀も、保険契約者または保険者が、前条の規定により当ٛ২が࣬知をݥめた

ম項の̠̻ٜੰの֦ࡔとなるমについ̀、মを̬࣬なかったとめらͦる場合またはমでないことを̬࣬たと

めらͦる場合には、第２号̤よ͍第ˏ号の規定は適用しません。 

１．当ٛ২が、保険契約のࠫまたは໘ڰのष、ٜੰの֦ࡔとなるমを知っ̀いたとき、またはً失のため知らなか

ったとき 

２．当ٛ২のために保険契約のࠫのٚを行̠ことができる者（当ٛ২のために保険契約のࠫのయၑを行̠ことが

できる者をੰき、ոئȶ保険ٚ者ȷといいます。）が、保険契約者または保険者が前条の࣬知の̠̻ٜੰの֦ࡔと

なるমの࣬知をすることをཐ̬たとき 

ˏ．保険ٚ者が、保険契約者または保険者にచし、前条の࣬知の̠̻ٜੰの֦ࡔとなるমの࣬知をしないことを

 めたときۑめたとき、またはমでないことを̬࣬ることをۑ

ӵ ུ条のٜੰࡀは、ষの各号の場合には消滅します。 

１．当ٛ২がٜੰの֦ࡔを知ったশから１かոඤにٜੰしなかったとき 

２．ୣහٳইのからܳॳし̀２ාոඤにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじなかったとき 

 

（ਹఱমဇٜͥ͢ͅੰ） 

第27条 

ӱ 当ٛ২は、ষの各号のいずͦかに定めるমဇがじた場合には、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰすることができま

す。 

１．保険契約者またはঘཌ保険金取૽がঘཌ保険金（他の保険契約のঘཌ保険金を͙܄、保険ਅ႒̤よ͍ঘཌ保険金

のྴઠのශةを࿚いません。）をघ取する࿒എまたは他૽にघ取̯せる࿒എでমઉ౿（ྚଛを͙܄ます。）をした場

合 
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ӳ 第１項の保険料が契約؊当の前までに払い込まͦ、かつ、̷ のまでに保険契約が消滅したときには、当ٛ২は、

̷の払い込まͦた保険料を保険契約者（ঘཌ保険金を支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に払い࿗します。 

Ӵ 第１項の保険料が払い込まͦないまま、第１項の契約؊当ո後ྎまでにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇが

じたときには、当ٛ২は、ྚ払込保険料を支払̠͓きݯ付金またはঘཌ保険金からओし引きます。た̺し、ݯ付金がྚ

払込保険料にະ௷する場合には、保険契約者は、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効）に定めるစထۼܢのྖၭ

までにྚ払込保険料を払い込んでく̺̯い。このྚ払込保険料が払い込まͦない場合には、当ٛ২は、支払মဇのอ

により支払̠͓きݯ付金を支払いません。 

ӵ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料払込方法（ٝତ）を変更することができます。 

Ӷ ා一括払契約またはා一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まͦ̀いる保険料ۼܢのಎഷでつぎの各号のい

ずͦかのমဇがじたときは、当ٛ২は、̷のমဇがじたのೄ後にൢြするౙպの契約؊当から̷の保険料ܢ

の༐࿗金を保険契約者（ঘཌ保険金を支払̠ときはঘཌ保険ڣに相当する金ڣତに؊じた保険料のॼのྎまでのۼ

金取૽）に支払います。 

１．保険契約の消滅。た̺し、第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）第１項の規定により保険契約者がփに保険者をঘཌ̯

せたことによっ̀ঘཌ保険金が支払わͦない場合̤よ͍第19条（ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効）または第1:条（घ

݁による取消）に該当する場合をੰきます。 

２．হၷݯ付ၚのࡘၚまたはܖڣのڣࡘ 

ӷ 前項の規定は、ා一括払契約̤よ͍ා一括払契約の第１ٝ保険料につい̀用します。 

Ӹ 払契約の場合、すでに保険料が払い込まͦ̀いる保険料ۼܢのಎഷで第˒項各号のমဇがじたときであっ̀も、

当ٛ২は、̷の保険料ۼܢにచ؊する保険料を払い࿗しません。 

ӹ 前項の規定は、払契約の第１ٝ保険料につい̀用します。 

 

（༗ၳࡏ༹ࣺ༷（ࠐႹ）） 

第˕条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、ষのいずͦかの保険料払込方法（経路）を఼することができます。 

１．当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に४し̀払い込͚方法 

２．金ဏ۾ܥ൝の当ٛ২のঐ定した࢛जに金することにより払い込͚方法 

ˏ．当ٛ২の෩ࡍしたਬ金૽に払い込͚方法（保険契約者のঐ定したਬ金୶が当ٛ২の定めた౷֖ඤにある場合にࡠり

ます。） 

４．当ٛ২のঐ定した金ဏ۾ܥ൝の࢛ज૦ఢにより払い込͚方法 

ˑ．ਫ਼௺౬ఘ（̷のমުਫ਼を͙܄ます。ոئ൳じとします。）を通じ払い込͚方法（ਫ਼௺౬ఘと当ٛ২とのۼに౬ఘ取扱

契約൝が̯ࠫͦ̀いる場合にࡠります。） 

Ӳ 前項第ˏ号の規定による場合、払込ܢඤに払い込まͦなかった保険料は、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契約の失効）

第１項に規定するစထۼܢのྖၭするまでに当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく̺̯い。た̺

し、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用փの申出があったときはစထۼܢಎでもਬ金૽を෩ࡍします。 

ӳ 保険料払込方法（ٝତ）が払の保険契約につい̀第１項第ˏ号の規定による場合、第11条（စထ̤ۼܢよ͍保険契

約の失効）第１項に規定するစထۼܢಎのྚ払込保険料があるときは、̷のྚ払込保険料の払込があったの̻、払込ܢ

 。の保険料をਬ金します

Ӵ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料払込方法（経路）を変更することができます。 

ӵ 保険料払込方法（経路）が第１項第ˏ号、第４号または第ˑ号の保険契約が当ٛ২の定める条件をྖた̯なくなった

ときには、保険契約者は、保険料払込方法（経路）を他の方法に変更し̀く̺̯い。この場合、保険契約者が保険料払

込方法（経路）の変更を行̠までのۼの保険料につい̀は、当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく

̺̯い。 

 

（༗ၳࡏの֚گ） 

第21条 

ӱ 保険契約者は、保険料払込方法（ٝତ）が払の場合には、ြの保険料を一括払することができます。この場合、

̷の一括払̯ͦる保険料が当を܄め̀ˏかոષであるときには、当ٛ২の定めるとこͧによるڬ引をします。 

Ӳ この保険契約が消滅した場合に、前項により一括払̯ͦた保険料のॼڣがあͦ͊、こͦを保険契約者（ঘཌ保険金を

支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に払い࿗します。 

 

（စထ͍̤͢ۼܢ༗ࠀࡏ約の࢘） 

第22条 

ӱ この保険契約の第２ٝո後の保険料の払込につい̀は、ষのと̤りစထۼܢがあります。 

１．保険料払込方法（ٝତ）が払の場合には、払込ܢのံからྎまで 

２．保険料払込方法（ٝତ）がා一括払またはා一括払の場合には、払込ܢのံからံșのౙպの契約

؊当まで（契約؊当が２11、˒、の各ྎの場合には、̷̸ͦͦ４１、˔、の各ྎまで） 

Ӳ 前項のစထۼܢಎにこの保険契約の保険料が払い込まͦなかった場合には、この保険契約は、စထۼܢのྖၭのံ

から効力を失います。 

ӳ စထۼܢಎにݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじたときには、当ٛ২は、ݯ付金またはঘཌ保険金からすでに

ൢြし̀いる保険料ۼܢのྚ払込保険料をओし引きます。た̺し、ݯ付金がྚ払込保険料にະ௷するときには、保険契

約者は、̷のစထۼܢのྖၭまでにྚ払込保険料を払い込んでく̺̯い。このྚ払込保険料が払い込まͦない場合に

は、当ٛ২は、支払মဇのอにより支払̠͓きݯ付金を支払いません。 
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（হၷັݯၚのࡘၚ൝） 

第32条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、当ٛ২の定めるํսඤで、হၷݯ付ၚのࡘၚまたはܖڣのڣࡘを

することができます。 

Ӳ 保険契約者は、前項のࡘၚまたはڣࡘをݥする場合には、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ ུ条の規定によっ̀ࡘၚまたは̯ͦڣࡘた໐はٜ約̯ͦたものと͙なします。 

Ӵ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 

 

21ȅ༗ࠀࡏ約৪の་͍̤͢ࢵঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ 
 

（༗ࠀࡏ約৪の་ࢵ） 

第33条 

ӱ 保険契約者は、保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、この保険契約ષの一୨のࡀ၌݅ྩを第२者にઇ継̯せる

ことができます。 

Ӳ 前項の場合には、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 

 

（൚ٛ২͒のͥ͢ͅ߄ັݯの৾૽の་ࢵ） 

第34条 

ӱ 保険契約者は、保険者の൳փをං̀、当ٛ২にచする通知により、ݯ付金の取૽を変更することができます。た

̺し、変更後のݯ付金の取૽につい̀は、保険契約者または保険者のいずͦかにࡠるものとし、হၷݯ付金取૽

̤よ͍ව֭ݯ付金取૽は൳一૽であることを要します。 

Ӳ 前項の通知をするときは、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 第１項の通知が当ٛ২にൢしたときは、ݯ付金の取૽の変更の効力は、̷の通知をอしたশに̯かの͖っ̀じ

るものとします。 

Ӵ 前項の規定にかかわらず、第１項の通知が当ٛ২にൢする前に、変更前のݯ付金の取૽にచし̀ݯ付金を支払っ

たときは、̷の支払後に変更後のݯ付金の取૽からݯ付金のݥを̫̀も、当ٛ২は、こͦを支払いません。 

 

 （ࢵの৾૽の་߄ັݯͥ͢ͅ࡞֒）

第35条 

ӱ 前条の規定による͕か、保険契約者は、法ၙષခ効な֒࡞により、ݯ付金の取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項のݯ付金の取૽の変更は、保険者の൳փがな̫ͦ͊、̷の効力をじません。 

ӳ ֒࡞によるݯ付金の取૽の変更は、保険契約者がঘཌした後、保険契約者の相続૽（֒࡞行者がঐ定̯ͦ̀いる

ときは֒࡞行者を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じ。）が、̷の旨を当ٛ২に通知しな̫ͦ͊、当ٛ২にచࢯすること

ができません。 

Ӵ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

 

（൚ٛ২͒のͥ͢ͅঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ） 

第36条 

ӱ 保険契約者は、ঘཌ保険金の支払মဇがอするまでは、保険者の൳փをං̀、当ٛ২にచする通知により、ঘཌ

保険金取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項の通知をするときは、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 第１項の通知が当ٛ২にൢしたときは、ঘཌ保険金取૽の変更の効力は、̷の通知をอしたশに̯かの͖っ̀

じるものとします。 

Ӵ 前項の規定にかかわらず、第１項の通知が当ٛ২にൢする前に、変更前のঘཌ保険金取૽にచし̀ঘཌ保険金を

支払ったときは、̷の支払後に変更後のঘཌ保険金取૽からঘཌ保険金のݥを̫̀も、当ٛ২は、こͦを支払い

ません。 

 

 （ࢵ৾૽の་߄ࡏঘཌ༗ͥ͢ͅ࡞֒）

第37条 

ӱ 前条の規定による͕か、保険契約者は、ঘཌ保険金の支払মဇがอするまでは、法ၙષခ効な֒࡞により、ঘཌ保

険金取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項のঘཌ保険金取૽の変更は、保険者の൳փがな̫ͦ͊、̷の効力をじません。 

ӳ ֒࡞によるঘཌ保険金取૽の変更は、保険契約者がঘཌした後、保険契約者の相続૽（֒࡞行者がঐ定̯ͦ̀い

るときは֒࡞行者を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じ。）が、̷の旨を当ٛ২に通知しな̫ͦ͊、当ٛ২にచࢯするこ

とができません。 

Ӵ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 
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２．保険契約者、保険者またはݯ付金の取૽がこの保険契約のݯ付金をघ取する࿒എまたは他૽にघ取̯せる࿒എ

でমઉ౿（ྚଛを͙܄ます。）をした場合 

ˏ．この保険契約のݯ付金またはঘཌ保険金のݥに۾し、̷の取૽にघ݁行և（ྚଛを͙܄ます。）があった場合 

４．他の保険契約とのਹໝによっ̀保険者にかかる保険金ڣ൝の合ࠗڣがಠしくًఱであっ̀、保険ଷഽの࿒എに

するેఠがもたら̯ͦる̷̤ͦがある場合 

ˑ．保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が、つぎのいずͦかに該当する場合 

(²) ཕ力౬、ཕ力౬֥（ཕ力౬֥でなくなったからˑාを経ًしない者を͙܄ます。）、ཕ力౬଼֥ࢹ、ཕ力౬۾

߸ܑު̷の他の২ٛഎସ力（ոئȶ২ٛഎସ力ȷといいます。）に該当するとめらͦること 

(³) ২ٛഎସ力にచし̀金൝をރし、または༒ܽをރဓするな̓の۾ဓをし̀いるとめらͦること 

(´) ২ٛഎସ力をະ当に၌用し̀いるとめらͦること 

(µ) 保険契約者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が法૽である場合、২ٛഎସ力が̷の法૽の経אを支配

し、または̷の法૽の経אにৗഎに۾ဓし̀いるとめらͦること 

(¶) ̷の他২ٛഎସ力と২ٛഎにඳ̯ͦる͓き۾߸をခし̀いるとめらͦること 

˒．この保険契約に付̯̀ͦحいる特約または他の保険契約がਹఱমဇによっٜ̀ੰ̯ͦることにより、当ٛ২の保険

契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にచするှをఅない、この保険契約を継続することを

 るমဇと൳൝のমဇがある場合̬ࠇఞし̢ない第１号から前号までにܢ

˓．当ٛ২の保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にచするှをఅない、この保険契約の

ం続をࣾඳとする第１号から前号までに̬ࠇるমဇと൳൝のਹఱなমဇがある場合 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじた後でも、当ٛ২は、前項の規定によっ̀この保険契約をٜੰすることが

できます。この場合には、前項各号に定めるমဇのอশո後にじた支払মဇによるݯ付金またはঘཌ保険金（前項

第ˑ号のমဇにの͙該当した場合で、前項第ˑ号のমဇに該当したのがঘཌ保険金取૽の͙であり、̷のঘཌ保険金

取૽がঘཌ保険金の一໐の取૽であるときは、ঘཌ保険金の̠̻、̷の取૽に支払わͦる͓きঘཌ保険金。ոئ

ུ号に̤い̀൳じ。）を支払いません。もし、すでに̷の支払মဇによりݯ付金またはঘཌ保険金を支払っ̀いるときは、

当ٛ২は、̷の༐ۺをݥします。 

ӳ ུ条によるٜੰは、保険契約者にచする通知によっ̀行います。た̺し、ୃ当なমဇによっ̀保険契約者に通知でき

ない場合には、当ٛ২は、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽に通知します。 

 

（ٜ約༐࿗߄） 

第28条 

この保険契約にచするٜ約༐࿗金はありません。 

 

 （࢘൝ະ༹৾ං࿒എͥ͢ͅྫ߄ັݯ）

第29条 

保険契約者がݯ付金もしくはঘཌ保険金をະ法に取ංする࿒എまたは他૽にݯ付金もしくはঘཌ保険金をະ法に取ං

̯せる࿒എをもっ̀保険契約のࠫまたは໘ڰをしたときは、保険契約をྫ効とし、すでに払い込ん̺保険料は払い࿗

しません。 

 

（घ݁ͥ৾͢ͅ消） 

第2:条 

この保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にघ݁の行

ևがあった場合には、当ٛ২は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当ٛ২は、すでに払い込まͦた

保険料は払い࿗しません。 

 

˕ȅহၷັݯၚの௩ၚ൝̹͉͘ࡘၚ൝ 
 

（হၷັݯၚの௩ၚ൝） 

第31条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、当ٛ২の定めるํսඤで、

হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣをすることができます。 

Ӳ 保険契約者は、前項の௩ၚまたは௩ڣをݥする場合には、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 前２項の規定によっ̀হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣが̯ͦた場合の̷の௩ၚ、௩ڣ໐につい̀、ষの各

号の規定を用します。 

１．第１条（保険者ڒ） 

２．第14条（࣬知݅ྩ） 

ˏ．第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ） 

４．第19条（ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効） 

ˑ．第1:条（घ݁による取消） 

˒．第31条（ාႢまたは別のࢋりのੜၑ） 

Ӵ হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣが行わͦた場合、第４条（ݯ付金の支払）、第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）また

は第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ）第ˑ項第２号の規定の適用にあたっ̀は、হၷݯ付ၚの௩ၚ໐またはܖڣ

の௩ڣ໐につい̀、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定を用します。 

ӵ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 
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（হၷັݯၚのࡘၚ൝） 

第32条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、当ٛ২の定めるํսඤで、হၷݯ付ၚのࡘၚまたはܖڣのڣࡘを

することができます。 

Ӳ 保険契約者は、前項のࡘၚまたはڣࡘをݥする場合には、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ ུ条の規定によっ̀ࡘၚまたは̯ͦڣࡘた໐はٜ約̯ͦたものと͙なします。 

Ӵ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 

 

21ȅ༗ࠀࡏ約৪の་͍̤͢ࢵঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ 
 

（༗ࠀࡏ約৪の་ࢵ） 

第33条 

ӱ 保険契約者は、保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、この保険契約ષの一୨のࡀ၌݅ྩを第२者にઇ継̯せる

ことができます。 

Ӳ 前項の場合には、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 

 

（൚ٛ২͒のͥ͢ͅ߄ັݯの৾૽の་ࢵ） 

第34条 

ӱ 保険契約者は、保険者の൳փをං̀、当ٛ২にచする通知により、ݯ付金の取૽を変更することができます。た

̺し、変更後のݯ付金の取૽につい̀は、保険契約者または保険者のいずͦかにࡠるものとし、হၷݯ付金取૽

̤よ͍ව֭ݯ付金取૽は൳一૽であることを要します。 

Ӳ 前項の通知をするときは、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 第１項の通知が当ٛ২にൢしたときは、ݯ付金の取૽の変更の効力は、̷の通知をอしたশに̯かの͖っ̀じ

るものとします。 

Ӵ 前項の規定にかかわらず、第１項の通知が当ٛ২にൢする前に、変更前のݯ付金の取૽にచし̀ݯ付金を支払っ

たときは、̷の支払後に変更後のݯ付金の取૽からݯ付金のݥを̫̀も、当ٛ২は、こͦを支払いません。 

 

 （ࢵの৾૽の་߄ັݯͥ͢ͅ࡞֒）

第35条 

ӱ 前条の規定による͕か、保険契約者は、法ၙષခ効な֒࡞により、ݯ付金の取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項のݯ付金の取૽の変更は、保険者の൳փがな̫ͦ͊、̷の効力をじません。 

ӳ ֒࡞によるݯ付金の取૽の変更は、保険契約者がঘཌした後、保険契約者の相続૽（֒࡞行者がঐ定̯ͦ̀いる

ときは֒࡞行者を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じ。）が、̷の旨を当ٛ২に通知しな̫ͦ͊、当ٛ২にచࢯすること

ができません。 

Ӵ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

 

（൚ٛ২͒のͥ͢ͅঘཌ༗߄ࡏ৾૽の་ࢵ） 

第36条 

ӱ 保険契約者は、ঘཌ保険金の支払মဇがอするまでは、保険者の൳փをං̀、当ٛ২にచする通知により、ঘཌ

保険金取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項の通知をするときは、保険契約者は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 第１項の通知が当ٛ২にൢしたときは、ঘཌ保険金取૽の変更の効力は、̷の通知をอしたশに̯かの͖っ̀

じるものとします。 

Ӵ 前項の規定にかかわらず、第１項の通知が当ٛ২にൢする前に、変更前のঘཌ保険金取૽にచし̀ঘཌ保険金を

支払ったときは、̷の支払後に変更後のঘཌ保険金取૽からঘཌ保険金のݥを̫̀も、当ٛ২は、こͦを支払い

ません。 

 

 （ࢵ৾૽の་߄ࡏঘཌ༗ͥ͢ͅ࡞֒）

第37条 

ӱ 前条の規定による͕か、保険契約者は、ঘཌ保険金の支払মဇがอするまでは、法ၙષခ効な֒࡞により、ঘཌ保

険金取૽を変更することができます。 

Ӳ 前項のঘཌ保険金取૽の変更は、保険者の൳փがな̫ͦ͊、̷の効力をじません。 

ӳ ֒࡞によるঘཌ保険金取૽の変更は、保険契約者がঘཌした後、保険契約者の相続૽（֒࡞行者がঐ定̯ͦ̀い

るときは֒࡞行者を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じ。）が、̷の旨を当ٛ২に通知しな̫ͦ͊、当ٛ২にచࢯするこ

とができません。 

Ӵ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 
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２．保険契約者、保険者またはݯ付金の取૽がこの保険契約のݯ付金をघ取する࿒എまたは他૽にघ取̯せる࿒എ

でমઉ౿（ྚଛを͙܄ます。）をした場合 

ˏ．この保険契約のݯ付金またはঘཌ保険金のݥに۾し、̷の取૽にघ݁行և（ྚଛを͙܄ます。）があった場合 

４．他の保険契約とのਹໝによっ̀保険者にかかる保険金ڣ൝の合ࠗڣがಠしくًఱであっ̀、保険ଷഽの࿒എに

するેఠがもたら̯ͦる̷̤ͦがある場合 

ˑ．保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が、つぎのいずͦかに該当する場合 

(²) ཕ力౬、ཕ力౬֥（ཕ力౬֥でなくなったからˑාを経ًしない者を͙܄ます。）、ཕ力౬଼֥ࢹ、ཕ力౬۾

߸ܑު̷の他の২ٛഎସ力（ոئȶ২ٛഎସ力ȷといいます。）に該当するとめらͦること 

(³) ২ٛഎସ力にచし̀金൝をރし、または༒ܽをރဓするな̓の۾ဓをし̀いるとめらͦること 

(´) ২ٛഎସ力をະ当に၌用し̀いるとめらͦること 

(µ) 保険契約者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽が法૽である場合、২ٛഎସ力が̷の法૽の経אを支配

し、または̷の法૽の経אにৗഎに۾ဓし̀いるとめらͦること 

(¶) ̷の他২ٛഎସ力と২ٛഎにඳ̯ͦる͓き۾߸をခし̀いるとめらͦること 

˒．この保険契約に付̯̀ͦحいる特約または他の保険契約がਹఱমဇによっٜ̀ੰ̯ͦることにより、当ٛ২の保険

契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にచするှをఅない、この保険契約を継続することを

 るমဇと൳൝のমဇがある場合̬ࠇఞし̢ない第１号から前号までにܢ

˓．当ٛ২の保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にచするှをఅない、この保険契約の

ం続をࣾඳとする第１号から前号までに̬ࠇるমဇと൳൝のਹఱなমဇがある場合 

Ӳ ݯ付金またはঘཌ保険金の支払মဇがじた後でも、当ٛ২は、前項の規定によっ̀この保険契約をٜੰすることが

できます。この場合には、前項各号に定めるমဇのอশո後にじた支払মဇによるݯ付金またはঘཌ保険金（前項

第ˑ号のমဇにの͙該当した場合で、前項第ˑ号のমဇに該当したのがঘཌ保険金取૽の͙であり、̷のঘཌ保険金

取૽がঘཌ保険金の一໐の取૽であるときは、ঘཌ保険金の̠̻、̷の取૽に支払わͦる͓きঘཌ保険金。ոئ

ུ号に̤い̀൳じ。）を支払いません。もし、すでに̷の支払মဇによりݯ付金またはঘཌ保険金を支払っ̀いるときは、

当ٛ২は、̷の༐ۺをݥします。 

ӳ ུ条によるٜੰは、保険契約者にచする通知によっ̀行います。た̺し、ୃ当なমဇによっ̀保険契約者に通知でき

ない場合には、当ٛ২は、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽に通知します。 

 

（ٜ約༐࿗߄） 

第28条 

この保険契約にచするٜ約༐࿗金はありません。 

 

 （࢘൝ະ༹৾ං࿒എͥ͢ͅྫ߄ັݯ）

第29条 

保険契約者がݯ付金もしくはঘཌ保険金をະ法に取ංする࿒എまたは他૽にݯ付金もしくはঘཌ保険金をະ法に取ං

̯せる࿒എをもっ̀保険契約のࠫまたは໘ڰをしたときは、保険契約をྫ効とし、すでに払い込ん̺保険料は払い࿗

しません。 

 

（घ݁ͥ৾͢ͅ消） 

第2:条 

この保険契約のࠫまたは໘ڰのषに、保険契約者、保険者、ݯ付金の取૽またはঘཌ保険金取૽にघ݁の行

ևがあった場合には、当ٛ২は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当ٛ২は、すでに払い込まͦた

保険料は払い࿗しません。 

 

˕ȅহၷັݯၚの௩ၚ൝̹͉͘ࡘၚ൝ 
 

（হၷັݯၚの௩ၚ൝） 

第31条 

ӱ 保険契約者は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、当ٛ২の定めるํսඤで、

হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣをすることができます。 

Ӳ 保険契約者は、前項の௩ၚまたは௩ڣをݥする場合には、別ນ˒に定める႒を出し̀く̺̯い。 

ӳ 前２項の規定によっ̀হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣが̯ͦた場合の̷の௩ၚ、௩ڣ໐につい̀、ষの各

号の規定を用します。 

１．第１条（保険者ڒ） 

２．第14条（࣬知݅ྩ） 

ˏ．第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ） 

４．第19条（ݯ付金൝ະ法取ං࿒എによるྫ効） 

ˑ．第1:条（घ݁による取消） 

˒．第31条（ාႢまたは別のࢋりのੜၑ） 

Ӵ হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣが行わͦた場合、第４条（ݯ付金の支払）、第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）また

は第15条（࣬知݅ྩ֑によるٜੰ）第ˑ項第２号の規定の適用にあたっ̀は、হၷݯ付ၚの௩ၚ໐またはܖڣ

の௩ڣ໐につい̀、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定を用します。 

ӵ ུ条の変更を行ったときは、保険બ࠴にၔします。 
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25ȅࠀ約ඤယのഴ 
 

 （約ඤယのഴࠀ）

第45条 

ӱ 当ٛ২は、保険契約者̤よ͍保険者の൳փをං̀、ষのম項を一๊২౬法૽ྵ保険ٛފ（ոئȶٛފȷといいま

す。）にഴします。 

１．保険者のঙྴ、ා̤よ͍別 

２．保険契約のਅ႒（֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）） 

ˏ．হၷݯ付ၚ 

４．ව֭ݯ付金ڣ 

ˑ．保険契約のਅ႒が֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）の場合、保険契約者ྴ 

˒．保険契約のਅ႒が֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）の場合、保険契約者のਯਫ਼（ঌȆߊȆߴまでとします。） 

˓．契約 

Ӳ ྷحٛފの各ྵ保険ٛ২（ոئȶ各ྵ保険ٛ২ȷといいます。）は、前項の規定によりഴ̯ͦた保険者につい

̀、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約の申込を̫た場合、ٛފにచし̀前項の規定に

よりഴ̯ͦたඤယについ̀ચٛし、ٛފから̷のࠫضのႲ၁を̫るものとします。 

ӳ 各ྵ保険ٛ২は、前項によっ̀Ⴒ၁̯ͦたඤယを֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約

のઇౄの౯の४ࣉとすることができるものとします。 

Ӵ ഴの̤ۼܢよ͍ઇౄの౯の४ࣉとするۼܢは、契約からこの保険契約の消滅শまでとし、各ྵ保険ٛ২は、

Ⴒ၁̯ͦたඤယを、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約、または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約のઇౄの౯の४ࣉとするոٸ

に用いないものとします。 

ӵ ̤ٛފよ͍各ྵ保険ٛ২は、ഴまたはႲ၁̯ͦたඤယを他にٳしないものとします。 

Ӷ 保険契約者または保険者は、ഴまたはႲ၁̯ͦたඤယについ̀、当ٛ২またはٛފにચٛすることができます。

また、̷のඤယがমと相֑し̀いることを知ったときは、̷のഁୃをݥすることができます。 

 

26ȅ༗ࠀࡏ約のࢵ૧ 
 

（༗ࠀࡏ約のࢵ૧） 

第46条 

ӱ 保険ۼܢのྖၭのषに保険契約者からこの保険契約を更૧しない旨の通知がない場合には、この保険契約は、保険ܢ

ၭののံに更૧̯ͦるものとし、このを更૧とします。た̺し、更૧の前までの保険料が払い込まͦྖۼ

̀いない場合または更૧に̤̫る保険者のාႢが当ٛ২の定めるํսを಼̢るときは更૧しません。 

Ӳ 前項の通知は、当ٛ২の定めるܢまでにし̀く̺̯い。 

ӳ 更૧後のこの保険契約の第１ٝ保険料の払込につい̀は、第˔条（保険料の払込）̤よ͍第11条（စထ̤ۼܢよ͍保

険契約の失効）の規定を用します。た̺し、စထۼܢಎに̷の保険料が払い込まͦなかったときは、更૧はなかった

ものとします。 

Ӵ 更૧後のこの保険契約の保険料は、更૧に̤̫る保険者のාႢによっ̀ࠗॳします。 

ӵ 更૧後の保険契約につい̀は、更૧に̤い̀当ٛ২が૧規にࠫする保険契約に適用し̀いるこの保険のຽ通保険

約款̤よ͍保険料ၚが適用̯ͦます。 

Ӷ 保険契約の更૧が行わͦた場合には、当ٛ২は、̷の旨を保険契約者に通知します。この場合、૧たな保険બ࠴は

付しません。 

ӷ 更૧শに当ٛ২がこの保険のࠫを取り扱っ̀いないときは、この保険契約は更૧̯ͦません。この場合、更૧の取

扱にじ̀、当ٛ২の定める他の保険を更૧শにࠫします。 

 

27ȅ̷のఈ 
 

（༗ࡏ৪のުȂഢ͍̤͢ݳၫ࣐） 

第47条 

保険契約継続ಎに保険者が̓んなުにਲমしまたは̓こにഢݳしもしくはၫ行し̀も、当ٛ২は、保険契約のٜ

ੰをせず、また、特別保険料のݥをしないで、保険契約ષのୣහをいます。 

 

（༹႓൝のࠀ٨ୃฺ̠ͅ約条ࣜの་ࢵ） 

第48条 

ӱ എ֓ၷ保険ଷഽの٨ୃが行わͦた場合には、当ٛ২は、主ྩۗのخをං̀、হၷݯ付金ڣ、保険料̷の他のこ

の保険契約のඤယを変更することがあります。 

Ӳ 前項の規定によりこの保険契約のඤယを変更するときは、変更の２か前までに保険契約者に̷の旨を通知します。 

 

（শ࢘） 

第49条 

ˏ、၌はࡀするݥく੨支払金を̿ܖ付金、ঘཌ保険金̷の他この保険契約にݯ ාۼݥがない場合には消滅します。 
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22ȅ༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ 
 

（༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽のయນ৪） 

第38条 

ӱ 保険契約につい̀保険契約者が２૽ոષある場合にはయນ者１૽を定め̀く̺̯い。この場合には、̷のయນ者は、

他の保険契約者をయၑするものとします。 

Ӳ 前項のయນ者が定まらない場合または̷のਫ਼हがະྶな場合には、当ٛ২が前項の保険契約者の１૽にచし̀行った

行ևは、他の保険契約者にచし̀も̷の効力をじます。 

ӳ 前２項の規定は、ঘཌ保険金取૽が２૽ոષある保険契約に̤い̀、̷ͦらの者がঘཌ保険金をݥする場合に

用します。 

 

（༗ࠀࡏ約৪のႲఝୣහ） 

第39条 

保険契約につい̀保険契約者が２૽ոષあるときには、各保険契約者は、Ⴒఝし̀保険契約ષのୣහを̠ものとし

ます。 

 

（༗ࠀࡏ約৪のਯਫ਼の་ࢵ） 

第3:条 

ӱ 保険契約者がਯਫ਼（通୶̤よ͍ਬ金୶を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じとします。）を変更したときには、ೄ̻に

当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に通知し̀く̺̯い。 

Ӳ 保険契約者が前項の通知をしなかったときには、当ٛ২の知ったडਞのਯਫ਼にอした通知は、保険契約者にൢోした

ものと͙なします。 

 

23ȅාႢのࠗॳ͍̈́ͣͅාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ 
 

（ාႢのࠗॳ） 

第41条 

保険者のාႢは、ྖාでࠗॳし、１ාྚྖのତについ̀は、˒かを಼̢るものは୨りષ̬̀１ාとし、˒か

ոئのものは୨り̀ます。 

 

（ාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ） 

第42条 

ӱ 保険契約の申込にܱश̯ͦた保険者のාႢにࢋりがあった場合には、ষのと̤り取り扱います。 

１．契約に̤い̀षのාႢが当ٛ২の定めるාႢのํսٸであったときは、この保険契約はྫ効とし、すでに払い

込まͦた保険料を保険契約者に払い࿗します。 

２．前号ոٸのときは、当ٛ২の定める方法でੜၑします。 

Ӳ 保険契約の申込にܱश̯ͦた保険者の別にࢋりがあった場合には、当ٛ২の定める方法でੜၑします。 

 

24ȅࠀ約৪൚ 
 

 （൚ڬの߄約৪൚ࠀ）

第43条 

当ٛ২は、当ٛ২の定める方法によりୟ͙ၛ̀た契約者配当金の̠̻からྀমުාഽྎに、̷のমުාഽྎにခ

効な保険契約にచし̀、契約者配当金をڬり当̀ます。 

 

 （の߄約৪൚ࠀ）

第44条 

ӱ 前条によりڬり当̀た契約者配当金は、ষのমުාഽのාౙպの契約؊当の前にခ効で、かつ、̷の前までの

保険料が払い込まͦた保険契約にచし̀、ষの各号に定めるとこͧにより支払い、̷ͦոٸのときは契約者配当金

に߫りවͦます。 

１．保険契約が更૧̯ͦない場合 

ষのমުාഽのාౙպの契約؊当に、࡛金で保険契約者に支払います。 

２．保険契約が更૧̯ͦる場合 

ষのমުාഽのාౙպの契約؊当から当ٛ২の定めるၚの၌௳をつ̫̀ୟ͙ၛ̤̀̀き保険契約者からݥがあ

ったとき、保険契約が消滅したときまたは保険ۼܢがྖၭし保険契約が更૧̯ͦないときに保険契約者（ঘཌ保険金

を支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に̷のࡓ၌合ࠗڣを࡛金で支払います。 

Ӳ 契約者配当金の取૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀、契約者配当金をݥし̀く̺̯い。 

ӳ 第˓条（ݯ付金またはঘཌ保険金の支払のশ̤ܢよ͍場ਫ਼）の規定は、ུ条の場合に用します。 
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25ȅࠀ約ඤယのഴ 
 

 （約ඤယのഴࠀ）

第45条 

ӱ 当ٛ২は、保険契約者̤よ͍保険者の൳փをං̀、ষのম項を一๊২౬法૽ྵ保険ٛފ（ոئȶٛފȷといいま

す。）にഴします。 

１．保険者のঙྴ、ා̤よ͍別 

２．保険契約のਅ႒（֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）） 

ˏ．হၷݯ付ၚ 

４．ව֭ݯ付金ڣ 

ˑ．保険契約のਅ႒が֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）の場合、保険契約者ྴ 

˒．保険契約のਅ႒が֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）の場合、保険契約者のਯਫ਼（ঌȆߊȆߴまでとします。） 

˓．契約 

Ӳ ྷحٛފの各ྵ保険ٛ২（ոئȶ各ྵ保険ٛ২ȷといいます。）は、前項の規定によりഴ̯ͦた保険者につい

̀、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約の申込を̫た場合、ٛފにచし̀前項の規定に

よりഴ̯ͦたඤယについ̀ચٛし、ٛފから̷のࠫضのႲ၁を̫るものとします。 

ӳ 各ྵ保険ٛ২は、前項によっ̀Ⴒ၁̯ͦたඤယを֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約

のઇౄの౯の४ࣉとすることができるものとします。 

Ӵ ഴの̤ۼܢよ͍ઇౄの౯の४ࣉとするۼܢは、契約からこの保険契約の消滅শまでとし、各ྵ保険ٛ২は、

Ⴒ၁̯ͦたඤယを、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）契約、または֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約のઇౄの౯の४ࣉとするոٸ

に用いないものとします。 

ӵ ̤ٛފよ͍各ྵ保険ٛ২は、ഴまたはႲ၁̯ͦたඤယを他にٳしないものとします。 

Ӷ 保険契約者または保険者は、ഴまたはႲ၁̯ͦたඤယについ̀、当ٛ২またはٛފにચٛすることができます。

また、̷のඤယがমと相֑し̀いることを知ったときは、̷のഁୃをݥすることができます。 

 

26ȅ༗ࠀࡏ約のࢵ૧ 
 

（༗ࠀࡏ約のࢵ૧） 

第46条 

ӱ 保険ۼܢのྖၭのषに保険契約者からこの保険契約を更૧しない旨の通知がない場合には、この保険契約は、保険ܢ

ၭののံに更૧̯ͦるものとし、このを更૧とします。た̺し、更૧の前までの保険料が払い込まͦྖۼ

̀いない場合または更૧に̤̫る保険者のාႢが当ٛ২の定めるํսを಼̢るときは更૧しません。 

Ӳ 前項の通知は、当ٛ২の定めるܢまでにし̀く̺̯い。 

ӳ 更૧後のこの保険契約の第１ٝ保険料の払込につい̀は、第˔条（保険料の払込）̤よ͍第11条（စထ̤ۼܢよ͍保

険契約の失効）の規定を用します。た̺し、စထۼܢಎに̷の保険料が払い込まͦなかったときは、更૧はなかった

ものとします。 

Ӵ 更૧後のこの保険契約の保険料は、更૧に̤̫る保険者のාႢによっ̀ࠗॳします。 

ӵ 更૧後の保険契約につい̀は、更૧に̤い̀当ٛ২が૧規にࠫする保険契約に適用し̀いるこの保険のຽ通保険

約款̤よ͍保険料ၚが適用̯ͦます。 

Ӷ 保険契約の更૧が行わͦた場合には、当ٛ২は、̷の旨を保険契約者に通知します。この場合、૧たな保険બ࠴は

付しません。 

ӷ 更૧শに当ٛ২がこの保険のࠫを取り扱っ̀いないときは、この保険契約は更૧̯ͦません。この場合、更૧の取

扱にじ̀、当ٛ২の定める他の保険を更૧শにࠫします。 

 

27ȅ̷のఈ 
 

（༗ࡏ৪のުȂഢ͍̤͢ݳၫ࣐） 

第47条 

保険契約継続ಎに保険者が̓んなުにਲমしまたは̓こにഢݳしもしくはၫ行し̀も、当ٛ২は、保険契約のٜ

ੰをせず、また、特別保険料のݥをしないで、保険契約ષのୣහをいます。 

 

（༹႓൝のࠀ٨ୃฺ̠ͅ約条ࣜの་ࢵ） 

第48条 

ӱ എ֓ၷ保険ଷഽの٨ୃが行わͦた場合には、当ٛ২は、主ྩۗのخをං̀、হၷݯ付金ڣ、保険料̷の他のこ

の保険契約のඤယを変更することがあります。 

Ӳ 前項の規定によりこの保険契約のඤယを変更するときは、変更の２か前までに保険契約者に̷の旨を通知します。 

 

（শ࢘） 

第49条 

ˏ、၌はࡀするݥく੨支払金を̿ܖ付金、ঘཌ保険金̷の他この保険契約にݯ ාۼݥがない場合には消滅します。 
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22ȅ༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ 
 

（༗ࠀࡏ約৪̹͉͘ঘཌ༗߄ࡏ৾૽のయນ৪） 

第38条 

ӱ 保険契約につい̀保険契約者が２૽ոષある場合にはయນ者１૽を定め̀く̺̯い。この場合には、̷のయນ者は、

他の保険契約者をయၑするものとします。 

Ӳ 前項のయນ者が定まらない場合または̷のਫ਼हがະྶな場合には、当ٛ২が前項の保険契約者の１૽にచし̀行った

行ևは、他の保険契約者にచし̀も̷の効力をじます。 

ӳ 前２項の規定は、ঘཌ保険金取૽が２૽ոષある保険契約に̤い̀、̷ͦらの者がঘཌ保険金をݥする場合に

用します。 

 

（༗ࠀࡏ約৪のႲఝୣහ） 

第39条 

保険契約につい̀保険契約者が２૽ոષあるときには、各保険契約者は、Ⴒఝし̀保険契約ષのୣහを̠ものとし

ます。 

 

（༗ࠀࡏ約৪のਯਫ਼の་ࢵ） 

第3:条 

ӱ 保険契約者がਯਫ਼（通୶̤よ͍ਬ金୶を͙܄ます。ոུئ条に̤い̀൳じとします。）を変更したときには、ೄ̻に

当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に通知し̀く̺̯い。 

Ӳ 保険契約者が前項の通知をしなかったときには、当ٛ২の知ったडਞのਯਫ਼にอした通知は、保険契約者にൢోした

ものと͙なします。 

 

23ȅාႢのࠗॳ͍̈́ͣͅාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ 
 

（ාႢのࠗॳ） 

第41条 

保険者のාႢは、ྖාでࠗॳし、１ාྚྖのତについ̀は、˒かを಼̢るものは୨りષ̬̀１ාとし、˒か

ոئのものは୨り̀ます。 

 

（ාႢ̹͉͘༆のͤࢋのੜၑ） 

第42条 

ӱ 保険契約の申込にܱश̯ͦた保険者のාႢにࢋりがあった場合には、ষのと̤り取り扱います。 

１．契約に̤い̀षのාႢが当ٛ২の定めるාႢのํսٸであったときは、この保険契約はྫ効とし、すでに払い

込まͦた保険料を保険契約者に払い࿗します。 

２．前号ոٸのときは、当ٛ২の定める方法でੜၑします。 

Ӳ 保険契約の申込にܱश̯ͦた保険者の別にࢋりがあった場合には、当ٛ২の定める方法でੜၑします。 

 

24ȅࠀ約৪൚ 
 

 （൚ڬの߄約৪൚ࠀ）

第43条 

当ٛ২は、当ٛ২の定める方法によりୟ͙ၛ̀た契約者配当金の̠̻からྀমުාഽྎに、̷のমުාഽྎにခ

効な保険契約にచし̀、契約者配当金をڬり当̀ます。 

 

 （の߄約৪൚ࠀ）

第44条 

ӱ 前条によりڬり当̀た契約者配当金は、ষのমުාഽのාౙպの契約؊当の前にခ効で、かつ、̷の前までの

保険料が払い込まͦた保険契約にచし̀、ষの各号に定めるとこͧにより支払い、̷ͦոٸのときは契約者配当金

に߫りවͦます。 

１．保険契約が更૧̯ͦない場合 

ষのমުාഽのාౙպの契約؊当に、࡛金で保険契約者に支払います。 

２．保険契約が更૧̯ͦる場合 

ষのমުාഽのාౙպの契約؊当から当ٛ২の定めるၚの၌௳をつ̫̀ୟ͙ၛ̤̀̀き保険契約者からݥがあ

ったとき、保険契約が消滅したときまたは保険ۼܢがྖၭし保険契約が更૧̯ͦないときに保険契約者（ঘཌ保険金

を支払̠ときはঘཌ保険金取૽）に̷のࡓ၌合ࠗڣを࡛金で支払います。 

Ӳ 契約者配当金の取૽は、別ນ˒に定める႒を出し̀、契約者配当金をݥし̀く̺̯い。 

ӳ 第˓条（ݯ付金またはঘཌ保険金の支払のশ̤ܢよ͍場ਫ਼）の規定は、ུ条の場合に用します。 
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ます。 

１．当ٛ২が·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২から保険料相当ڣを̫取ることができないこと 

２．·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২が、·τΐΛΠȜΡのྴ݅૽（·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২の֥ٛ規約൝により、·τ

ΐΛΠȜΡ၌用にもと̿く支払ञྩを̠者を͙܄ます。）から保険料相当ڣを̫取ることができないこと 

ӳ 第１項第１号に定める方法により第１ٝ保険料൝が払い込まͦた場合で、当ٛ২が保険契約の申込をઇౄしたときは、

当ٛ২がୣහをٳইするを保険契約者に通知します。た̺し、၌用ຘをै଼した場合をੰきます。 

 

2:ȅࠀ約଼̦33ාˏˍոஜの༗ࠀࡏ約̦ࢵ૧̯̹ͦાࣣの特௱ 
 

 （૧̯̹ͦાࣣの特௱ࢵ約̦ࠀࡏոஜの༗ˍˏ約଼̦33ාࠀ）

第55条 

契約が଼22ාˏ１ո前の保険契約が更૧̯ͦた場合は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

１．ུຽ通保険約款ಎȶා一括払ȷとあるのはȶා払ȷと、ȶා一括払ȷとあるのはȶා払ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

２．第˔条（保険料の払込）第˒項̤よ͍第˓項の規定は適用しません。 

ˏ．第˔条第˔項̤よ͍第˕項の規定は、ා払契約̤よ͍ා払契約につい̀用します。 

 

31ȅഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾特௱ 
 

（ഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾特௱） 

第56条 

ӱ 保険契約者または保険者は、当ٛ২のઇౄをං̀、࿂にయ̢̀ഩঽഎ方法（ഩঊૂ༭ੜၑழをঀ用する方法̷

の他のૂ༭通ܿを၌用する方法）により、保険契約の申込̤よ͍࣬知をすることができるものとします。 

Ӳ 前項の͕か、当ٛ২は、別ນ˒に定めるݥ႒につい̀、࿂にయ̢̀ഩঽഎ方法により出することをめるこ

とがあります。 

ӳ 保険契約に特約をಎഷ付حする場合または保険契約に付̯̀ͦحいる特約につい̀ݥ႒を出する場合、前２項

の規定を用します。 

  

 

�2�

 （वਫ਼ڵۯ）

第4:条 

この保険契約に̤̫るݯ付金またはঘཌ保険金のݥに۾するஶફについ̀は、当ٛ২のུഝのਫ਼ह౷またはݯ付金

もしくはঘཌ保険金の取 （૽取૽が２૽ոષいるときは、̷ のయນ者とします。）のਯਫ਼౷をڵۯするུ࣭ඤに̤

̫る౷方वਫ਼をもっ̀、合փによるڵۯवਫ਼とします。 

 

（݅ྩ） 

第51条 

ӱ 保険契約者または保険者は、保険契約ࠫの後、保険者につい̀ষの各号に定めるমဇがじたときは、ಁతな

く̷の旨を当ٛ২に通知し̀く̺̯い。 

 എ֓ၷ保険ଷഽからのప．１

２．他のഎ֓ၷ保険ଷഽ͒のحව 

 合の変更ڬഎ֓ၷ保険ଷഽに̤̫る一໐．ˏ

Ӳ 当ٛ২は、前項第１号のমဇがじたことにより、保険者がഎ֓ၷ保険ଷഽに̤̫る保険者もしくはழ合֥ま

たは̷の຺ူ者のいずͦにも該当しなくなったことを知ったときは、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰすることがで

きます。 

ӳ 第１項第２号または第ˏ号のমဇがじた場合、当ٛ২は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料を変更することが

できます。 

 

（֓ၷ༗વ༗ࡏ（౬ఘ߿）̹͉֓͘ၷ༗વ༗ࡏ（౬ఘ߿）用ز特約൝̥ͣのحව） 

第52条 

ӱ ֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）ຽ通保険約款、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約条項、૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）ຽ通保

険約款または૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約条項の規定により、֓ ၷ保વ保険（౬ఘ߿）、֓ ၷ保વ保険（౬ఘ߿）

用ز特約、૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約（ոུئ条に̤い̀ȶحව前契約ȷ

といいます。）からこの保険契約͒のحවが行わͦた場合の契約は、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定にかか

わらず、حව前契約の̷の保険者にచする保険契約ષのୣහがਞၭするのံになるものとし、当ٛ২は、̷の

からこの保険契約ષのୣහをいます。 

Ӳ 前項の取扱が行わͦた場合、ষに定めるとこͧによります。 

１．̷̸ͦͦのݯ付金の支払ࡠഽに۾する規定の適用にあたっ̀は、حව前契約とこの保険契約でව֭ତまたは支払

ତを通ॳします。 

２．当ٛ২は、第４条（ݯ付金の支払）̤よ͍第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）の規定の適用にあたっ̀は、حව前契約の

̷の保険者にచする໐のȶୣහٳইܢȷまたはȶୣහٳইのȷを、この保険契約のȶୣහٳইܢȷまたはȶୣ

හٳইのȷと͙なします。た̺し、حව前契約によるݯ付金を支払̠こととなるව֭にచし̀は、この保険契約に

よるݯ付金をਹໝし̀は支払いません。 

付金もしくは保険金ະ法取ං࿒എがあっݯව前契約の̷の保険者にచする໐にघ݁またはحව前契約またはح．ˏ

た場合には、この保険契約にघ݁またはݯ付金もしくは保険金ະ法取ං࿒എがあったものとします。 

 

28ȅঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約̳ͥͅ۾特௱ 
 

（ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約のݥ႒̳ͥͅ۾特௱） 

第53条 

を保険契約者̤よ͍ঘཌ保（。ȶ౬ఘȷといいますئո、͙܄মު主を૽ࡢ）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ

険金取૽とし、̷の౬ఘからݯဓの支払を̫るਲު֥を保険者とする保険契約の場合、保険契約者である౬ఘが

当該保険契約の保険金の໐または̷の相当໐を֒༞ੲ規൝に̿ܖくঘཌప金またはಪք金൝（ոئȶঘཌప

金൝ȷといいます。）とし̀ঘཌప金൝のݯ者に支払̠ときは、ঘཌ保険金のݥのष、別ນ˒に定める႒にح

̢、ঘཌప金൝のݯ者が保険金のݥඤယをၭ知し̀いることがわかる႒もຈ要とします。この場合、保険契約

者である౬ఘが当該ݯ者ུ૽であることをږした႒をຈ要とします。な̤、ঘཌప金൝のݯ者が２૽ոષで

あるときは、̷の̠̻１૽からのݥඤယをၭ知し̀いることがわかる႒の出で௷りるものとします。 

 

29ȅ第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺ͚ͤ͢ͅાࣣの特௱ 
 

（第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺ͚ͤ͢ͅાࣣの特௱） 

第54条 

ӱ 保険契約のࠫのष、第１ٝ保険料または第１ٝ保険料相当ڣ（ոئȶ第１ٝ保険料൝ȷといいます。）をষの各号の

いずͦかの方法により払い込͚場合、̷̸ͦͦষに定めるশに当ٛ২が第１ٝ保険料൝を̫取ったものとします。 

１．当ٛ২のঐ定する·τΐΛΠȜΡ（ոئȶ·τΐΛΠȜΡȷといいます。）により払い込͚場合 

当ٛ২が、·τΐΛΠȜΡのခ効̤よ͍第１ٝ保険料൝が၌用ࡠഽڣඤであること൝のږを行ったশ（当ٛ

২ਫ਼定の၌用ຘ（ոئȶ၌用ຘȷといいます。）をঀ用するときは、၌用ຘをै଼したশ） 

２．当ٛ২のঐ定するΟΫΛΠȜΡ（ոئȶΟΫΛΠȜΡȷといいます。）により払い込͚場合 

当ٛ২ਫ਼定のྎܥ（ոئȶྎܥȷといいます。）にΟΫΛΠȜΡをඋ͙取らせ、ྎܥに当該ȜΡのճબ๔

号をව力したषに、࢛ज引၂ږをນすഩがນা̯ͦたশ 

Ӳ 前項第１号の規定にかかわらず、ষの各号のいずͦにも該当するときは、第１ٝ保険料൝の払込はなかったものとし
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ます。 

１．当ٛ২が·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২から保険料相当ڣを̫取ることができないこと 

２．·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২が、·τΐΛΠȜΡのྴ݅૽（·τΐΛΠȜΡอ行ٛ২の֥ٛ規約൝により、·τ

ΐΛΠȜΡ၌用にもと̿く支払ञྩを̠者を͙܄ます。）から保険料相当ڣを̫取ることができないこと 

ӳ 第１項第１号に定める方法により第１ٝ保険料൝が払い込まͦた場合で、当ٛ২が保険契約の申込をઇౄしたときは、

当ٛ২がୣහをٳইするを保険契約者に通知します。た̺し、၌用ຘをै଼した場合をੰきます。 

 

2:ȅࠀ約଼̦33ාˏˍոஜの༗ࠀࡏ約̦ࢵ૧̯̹ͦાࣣの特௱ 
 

 （૧̯̹ͦાࣣの特௱ࢵ約̦ࠀࡏոஜの༗ˍˏ約଼̦33ාࠀ）

第55条 

契約が଼22ාˏ１ո前の保険契約が更૧̯ͦた場合は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

１．ུຽ通保険約款ಎȶා一括払ȷとあるのはȶා払ȷと、ȶා一括払ȷとあるのはȶා払ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

２．第˔条（保険料の払込）第˒項̤よ͍第˓項の規定は適用しません。 

ˏ．第˔条第˔項̤よ͍第˕項の規定は、ා払契約̤よ͍ා払契約につい̀用します。 

 

31ȅഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾特௱ 
 

（ഩঽഎ༹༷ͥ͢ͅ༗ࠀࡏ約の૭̧ࣺ൝̳ͥͅ۾特௱） 

第56条 

ӱ 保険契約者または保険者は、当ٛ২のઇౄをං̀、࿂にయ̢̀ഩঽഎ方法（ഩঊૂ༭ੜၑழをঀ用する方法̷

の他のૂ༭通ܿを၌用する方法）により、保険契約の申込̤よ͍࣬知をすることができるものとします。 

Ӳ 前項の͕か、当ٛ২は、別ນ˒に定めるݥ႒につい̀、࿂にయ̢̀ഩঽഎ方法により出することをめるこ

とがあります。 

ӳ 保険契約に特約をಎഷ付حする場合または保険契約に付̯̀ͦحいる特約につい̀ݥ႒を出する場合、前２項

の規定を用します。 

  

 

�2�

 （वਫ਼ڵۯ）

第4:条 

この保険契約に̤̫るݯ付金またはঘཌ保険金のݥに۾するஶફについ̀は、当ٛ২のུഝのਫ਼ह౷またはݯ付金

もしくはঘཌ保険金の取 （૽取૽が２૽ոષいるときは、̷ のయນ者とします。）のਯਫ਼౷をڵۯするུ࣭ඤに̤

̫る౷方वਫ਼をもっ̀、合փによるڵۯवਫ਼とします。 

 

（݅ྩ） 

第51条 

ӱ 保険契約者または保険者は、保険契約ࠫの後、保険者につい̀ষの各号に定めるমဇがじたときは、ಁతな

く̷の旨を当ٛ২に通知し̀く̺̯い。 

 എ֓ၷ保険ଷഽからのప．１

２．他のഎ֓ၷ保険ଷഽ͒のحව 

 合の変更ڬഎ֓ၷ保険ଷഽに̤̫る一໐．ˏ

Ӳ 当ٛ২は、前項第１号のমဇがじたことにより、保険者がഎ֓ၷ保険ଷഽに̤̫る保険者もしくはழ合֥ま

たは̷の຺ူ者のいずͦにも該当しなくなったことを知ったときは、この保険契約をြに࢜っٜ̀ੰすることがで

きます。 

ӳ 第１項第２号または第ˏ号のমဇがじた場合、当ٛ২は、当ٛ২の定めるとこͧにより、保険料を変更することが

できます。 

 

（֓ၷ༗વ༗ࡏ（౬ఘ߿）̹͉֓͘ၷ༗વ༗ࡏ（౬ఘ߿）用ز特約൝̥ͣのحව） 

第52条 

ӱ ֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）ຽ通保険約款、֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約条項、૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）ຽ通保

険約款または૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約条項の規定により、֓ ၷ保વ保険（౬ఘ߿）、֓ ၷ保વ保険（౬ఘ߿）

用ز特約、૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）または૧֓ၷ保વ保険（౬ఘ߿）用ز特約（ոུئ条に̤い̀ȶحව前契約ȷ

といいます。）からこの保険契約͒のحවが行わͦた場合の契約は、第２条（ୣහٳই̤ܢよ͍契約）の規定にかか

わらず、حව前契約の̷の保険者にచする保険契約ષのୣහがਞၭするのံになるものとし、当ٛ২は、̷の

からこの保険契約ષのୣහをいます。 

Ӳ 前項の取扱が行わͦた場合、ষに定めるとこͧによります。 

１．̷̸ͦͦのݯ付金の支払ࡠഽに۾する規定の適用にあたっ̀は、حව前契約とこの保険契約でව֭ତまたは支払

ତを通ॳします。 

２．当ٛ২は、第４条（ݯ付金の支払）̤よ͍第ˑ条（ঘཌ保険金の支払）の規定の適用にあたっ̀は、حව前契約の

̷の保険者にచする໐のȶୣහٳইܢȷまたはȶୣහٳইのȷを、この保険契約のȶୣහٳইܢȷまたはȶୣ

හٳইのȷと͙なします。た̺し、حව前契約によるݯ付金を支払̠こととなるව֭にచし̀は、この保険契約に

よるݯ付金をਹໝし̀は支払いません。 

付金もしくは保険金ະ法取ං࿒എがあっݯව前契約の̷の保険者にచする໐にघ݁またはحව前契約またはح．ˏ

た場合には、この保険契約にघ݁またはݯ付金もしくは保険金ະ法取ං࿒എがあったものとします。 

 

28ȅঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約̳ͥͅ۾特௱ 
 

（ঘཌ༗߄ࡏ৾૽ͬ౬ఘ̳͂ͥ༗ࠀࡏ約のݥ႒̳ͥͅ۾特௱） 

第53条 

を保険契約者̤よ͍ঘཌ保（。ȶ౬ఘȷといいますئո、͙܄মު主を૽ࡢ）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ

険金取૽とし、̷の౬ఘからݯဓの支払を̫るਲު֥を保険者とする保険契約の場合、保険契約者である౬ఘが

当該保険契約の保険金の໐または̷の相当໐を֒༞ੲ規൝に̿ܖくঘཌప金またはಪք金൝（ոئȶঘཌప

金൝ȷといいます。）とし̀ঘཌప金൝のݯ者に支払̠ときは、ঘཌ保険金のݥのष、別ນ˒に定める႒にح

̢、ঘཌప金൝のݯ者が保険金のݥඤယをၭ知し̀いることがわかる႒もຈ要とします。この場合、保険契約

者である౬ఘが当該ݯ者ུ૽であることをږした႒をຈ要とします。な̤、ঘཌప金൝のݯ者が２૽ոષで

あるときは、̷の̠̻１૽からのݥඤယをၭ知し̀いることがわかる႒の出で௷りるものとします。 

 

29ȅ第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺ͚ͤ͢ͅાࣣの特௱ 
 

（第ˍٝ༗ၳࡏ൝ͬ·τΐΛΠȜΡ൝̞ࣺ͚ͤ͢ͅાࣣの特௱） 

第54条 

ӱ 保険契約のࠫのष、第１ٝ保険料または第１ٝ保険料相当ڣ（ոئȶ第１ٝ保険料൝ȷといいます。）をষの各号の

いずͦかの方法により払い込͚場合、̷̸ͦͦষに定めるশに当ٛ২が第１ٝ保険料൝を̫取ったものとします。 

１．当ٛ২のঐ定する·τΐΛΠȜΡ（ոئȶ·τΐΛΠȜΡȷといいます。）により払い込͚場合 

当ٛ২が、·τΐΛΠȜΡのခ効̤よ͍第１ٝ保険料൝が၌用ࡠഽڣඤであること൝のږを行ったশ（当ٛ

২ਫ਼定の၌用ຘ（ոئȶ၌用ຘȷといいます。）をঀ用するときは、၌用ຘをै଼したশ） 

２．当ٛ২のঐ定するΟΫΛΠȜΡ（ոئȶΟΫΛΠȜΡȷといいます。）により払い込͚場合 

当ٛ২ਫ਼定のྎܥ（ոئȶྎܥȷといいます。）にΟΫΛΠȜΡをඋ͙取らせ、ྎܥに当該ȜΡのճબ๔

号をව力したषに、࢛ज引၂ږをນすഩがນা̯ͦたশ 

Ӳ 前項第１号の規定にかかわらず、ষの各号のいずͦにも該当するときは、第１ٝ保険料൝の払込はなかったものとし
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ู⾲㸲� ⒪⤥㔠㢠�
 

ݯಎのၷ༭ਫതତに؊じ̀、ষນのၷ༭ਫതତρϋ·にచ؊するহၷۼܢのව֭は、̷のڣ付金ݯとのহၷ̮

付金ܖڣにহၷݯ付ၚをじ̀ංらͦる金ڣとします。 

この場合、ȶၷ༭ਫതତȷとは、হၷশതに̤い̀、࢚જ࣬াまたは࢚Ⴛ൱જ࣬াに̿ܖき定めらͦ̀いるၷ༭

ਫതତをいいます。 

 

 എ֓ၷ保険ଷഽ̤̫ͥͅ

֚໐31̦ࣣڬɓのાࣣ�

ၷ༭ਫതତρϋ· হၷݯ付金ܖڣ 

31-111ոષ 

31-111ոષ 31-111ྚྖ 

2:-111ոષ 31-111ྚྖ 

29-111ոષ 2:-111ྚྖ 

27-111ոષ 29-111ྚྖ 

26-111ոષ 27-111ྚྖ 

25-111ոષ 26-111ྚྖ 

24-111ոષ 25-111ྚྖ 

23-111ոષ 24-111ྚྖ 

22-111ոષ 23-111ྚྖ 

21-111ոષ 22-111ྚྖ 

21-111ոષ 21-111ྚྖ 

1:-111ոષ 21-111ྚྖ 

19-111ոષ 1:-111ྚྖ 

17-111ոષ 19-111ྚྖ 

16-111ոષ 17-111ྚྖ 

15-111ոષ 16-111ྚྖ 

14-111ոષ 15-111ྚྖ 

13-111ոષ 14-111ྚྖ 

12-111ոષ 13-111ྚྖ 

11-111ոષ 12-111ྚྖ 

11-111ոષ 11-111ྚྖ 

 :-111ոષ 11-111ྚྖ 

 9-111ոષ  :-111ྚྖ 

 7-111ոષ  9-111ྚྖ 

 6-111ոષ  7-111ྚྖ 

 5-111ոષ  6-111ྚྖ 

 4-111ոષ  5-111ྚྖ 

     1ոષ  4-111ྚྖ 

 59-111

 56-111

 54-111

 52-111

 51-111

 49-111

 46-111

 44-111

 42-111

 41-111

 39-111

 36-111

 34-111

 32-111

 31-111

 29-111

 26-111

 24-111

 22-111

 21-111

 19-111

 16-111

 14-111

 12-111

 11-111

 9-111 

 6-111 

 4-111 

 1     
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ู⾲㸯� ධ㝔�
 

別ນ２に定めるഎ֓ၷ保険ଷഽによっ̀保険ݯ付のచયとなる別ນˑに定めるව֭とします。 

 

 

ู⾲㸰� බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ�
 

ষのいずͦかの法ၙに̿ܖく֓ၷ保険ଷഽをいいます。 

 保険法ࢫ࠲．１

 保険法ࢫ࠲ྦྷ࣭．２

 फழ合法ވ֥ྩز࣭．ˏ

４．౷方֥ྩ൝ވफழ合法 

ˑ．জၛޗࢷڠ֥ވफ法 

˒．֥保険法 

˓．ࣞႢ者の֓ၷのږ保に۾する法ၙ 

 

 

ู⾲㸱� 㝔ࡣࡓࡲデ⒪ᡤ�
 

ȶພ֭またはၷਫ਼ȷとは、ষのいずͦかに該当したものとします。 

１．֓ၷ法に定めるུ࣭ඤにあるພ֭またはۛ者をਓယするঔ୭をခするၷਫ਼（অঠに̤̫るࣸ୬、ֽ、ෑझまた

はཨに۾しঔを̫るため、当ٛ২が特にめたൽା໘法に定めるঔਫ਼にਓယ̯ͦた場合には、̷のঔਫ਼

を͙܄ます。） 

２．前号の場合と൳൝と当ٛ২がめたུ࣭ٸにある֓ၷঔ୭ 
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ู⾲㸲� ⒪⤥㔠㢠�
 

ݯಎのၷ༭ਫതତに؊じ̀、ষນのၷ༭ਫതତρϋ·にచ؊するহၷۼܢのව֭は、̷のڣ付金ݯとのহၷ̮

付金ܖڣにহၷݯ付ၚをじ̀ංらͦる金ڣとします。 

この場合、ȶၷ༭ਫതତȷとは、হၷশതに̤い̀、࢚જ࣬াまたは࢚Ⴛ൱જ࣬াに̿ܖき定めらͦ̀いるၷ༭

ਫതତをいいます。 

 

 എ֓ၷ保険ଷഽ̤̫ͥͅ

֚໐31̦ࣣڬɓのાࣣ�

ၷ༭ਫതତρϋ· হၷݯ付金ܖڣ 

31-111ոષ 

31-111ոષ 31-111ྚྖ 

2:-111ոષ 31-111ྚྖ 

29-111ոષ 2:-111ྚྖ 

27-111ոષ 29-111ྚྖ 

26-111ոષ 27-111ྚྖ 

25-111ոષ 26-111ྚྖ 

24-111ոષ 25-111ྚྖ 

23-111ոષ 24-111ྚྖ 

22-111ոષ 23-111ྚྖ 

21-111ոષ 22-111ྚྖ 

21-111ոષ 21-111ྚྖ 

1:-111ոષ 21-111ྚྖ 

19-111ոષ 1:-111ྚྖ 

17-111ոષ 19-111ྚྖ 

16-111ոષ 17-111ྚྖ 

15-111ոષ 16-111ྚྖ 

14-111ոષ 15-111ྚྖ 

13-111ոષ 14-111ྚྖ 

12-111ոષ 13-111ྚྖ 

11-111ոષ 12-111ྚྖ 

11-111ոષ 11-111ྚྖ 

 :-111ոષ 11-111ྚྖ 

 9-111ոષ  :-111ྚྖ 

 7-111ոષ  9-111ྚྖ 

 6-111ոષ  7-111ྚྖ 

 5-111ոષ  6-111ྚྖ 

 4-111ոષ  5-111ྚྖ 

     1ոષ  4-111ྚྖ 

 59-111

 56-111

 54-111

 52-111

 51-111

 49-111

 46-111

 44-111

 42-111

 41-111

 39-111

 36-111

 34-111

 32-111

 31-111

 29-111

 26-111

 24-111

 22-111

 21-111

 19-111

 16-111

 14-111

 12-111

 11-111

 9-111 

 6-111 

 4-111 

 1     
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ู⾲㸯� ධ㝔�
 

別ນ２に定めるഎ֓ၷ保険ଷഽによっ̀保険ݯ付のచયとなる別ນˑに定めるව֭とします。 

 

 

ู⾲㸰� බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ�
 

ষのいずͦかの法ၙに̿ܖく֓ၷ保険ଷഽをいいます。 

 保険法ࢫ࠲．１

 保険法ࢫ࠲ྦྷ࣭．２

 फழ合法ވ֥ྩز࣭．ˏ

４．౷方֥ྩ൝ވफழ合法 

ˑ．জၛޗࢷڠ֥ވफ法 

˒．֥保険法 

˓．ࣞႢ者の֓ၷのږ保に۾する法ၙ 

 

 

ู⾲㸱� 㝔ࡣࡓࡲデ⒪ᡤ�
 

ȶພ֭またはၷਫ਼ȷとは、ষのいずͦかに該当したものとします。 

１．֓ၷ法に定めるུ࣭ඤにあるພ֭またはۛ者をਓယするঔ୭をခするၷਫ਼（অঠに̤̫るࣸ୬、ֽ、ෑझまた

はཨに۾しঔを̫るため、当ٛ২が特にめたൽା໘法に定めるঔਫ਼にਓယ̯ͦた場合には、̷のঔਫ਼

を͙܄ます。） 

２．前号の場合と൳൝と当ٛ২がめたུ࣭ٸにある֓ၷঔ୭ 
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 金̹͉͘ঘཌ保険金の請求ͅ必要̈́書類ັݯ *2(

 

項   目 必   要   書   類 

)2* হၷັݯ金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のহၷݯ付金支払ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定のအによる֓の౯ 

(´) 当ٛ২ਫ਼定のအによるව֭したພ֭またはၷਫ਼のව̤֭よ͍ၷ༭ਫതତબྶ

(µ) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、取૽と൳一の場合はະ要。また、ٛ২がຈ要とめた

場合はୠઈུ） 

(¶) হၷݯ付金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(·) ະၪのমを֦ࡔとする場合には、ະၪのমであることをબする႒ 

(¸) 保険બ࠴ 

)3* ව֭ັݯ金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のව֭ݯ付金支払ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定のအによる֓の౯ 

(´) 当ٛ২ਫ਼定のအによるව֭したພ֭またはၷਫ਼のව֭બྶ 

(µ) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、取૽と൳一の場合はະ要。また、ٛ২がຈ要とめた

場合はୠઈུ） 

(¶) ව֭ݯ付金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(·) ະၪのমを֦ࡔとする場合には、ະၪのমであることをબする႒ 

(¸) 保険બ࠴ 

)4* ঘཌ保険金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のঘཌ保険金支払ݥ 

(³) ֓のঘཌ౯またはঘఘմ（た̺し、ٛ২がຈ要とめた場合は当ٛ২ਫ਼定

のအによる֓のঘཌબྶ） 

(´) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、ٛ২がຈ要とめた場合はୠઈུ） 

(µ) ঘཌ保険金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(¶) 保険બ࠴ 

（ಕ） 当ٛ২は、ષܱの႒ոٸの႒をݥめ、またはષܱの႒の一໐のજၞをめることがあります。 

 

)3* ̷のఈの請求ͅ必要̈́書類 

 

項     目 必    要    書    類 

)2* 保険ࠀの໘ڰ 

(²) 当ٛ২ਫ਼定の໘ڰݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定の໘࣬ڰ知 

(´) 保険બ࠴ 

 ඤယの変更ࠀ *3(

  Ȫহၷັݯၚの௩ၚ

 ၚࡘ͉̹͘

͘ڣの௩ڣܖ

 ȫڣࡘ͉̹

(²) 当ٛ২ਫ਼定の契約ඤယ変更ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定の࣬知（হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣの場合） 

(´) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(µ) डਞ保険料ႀਓબ 

(¶) 保険બ࠴ 

)4* 保険ࠀ৪の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

)5* ൚ٛ২͒の͢ͅ

金の৾人͘ັݯͥ

̹͉ঘཌ保険金৾

人の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

金のັݯͥ͢ͅ࡞֒ *6(

৾人̹͉͘ঘཌ保

険金৾人の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者のঘཌমがܱश̯ͦたਯྦྷຘ（た̺し、当ٛ২がຈ要とめた場合は

ୠઈུ） 

 のৢし̤よ̷͍のခ効をબする႒࡞֒ (´)

(µ) 保険契約者の相続૽であることをબする႒と֣ۻબྶ（た̺し、֒࡞行者から

の通知のときは֒࡞行者であることをબする႒と֣ۻબྶ） 

(¶) 保険બ࠴ 

 ৪൚金ࠀ *7(

(²) 当ٛ২ਫ਼定のݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

（ಕ） 当ٛ২は、ષܱの႒ոٸの႒をݥめ、またはષܱの႒の一໐のજၞをめることがあります。 
 

 

���

 എ֓ၷ保険ଷഽ̤̫ͥͅ

֚໐41̦ࣣڬɓのાࣣ�

ၷ༭ਫതତρϋ· হၷݯ付金ܖڣ 

21-667ոષ 

21-111ոષ 21-667ྚྖ 

1:-334ոષ 21-111ྚྖ 

19-667ոષ 1:-334ྚྖ 

19-111ոષ 19-667ྚྖ 

17-334ոષ 19-111ྚྖ 

16-667ոષ 17-334ྚྖ 

16-111ոષ 16-667ྚྖ 

15-334ոષ 16-111ྚྖ 

14-667ոષ 15-334ྚྖ 

14-111ոષ 14-667ྚྖ 

13-334ոષ 14-111ྚྖ 

12-667ոષ 13-334ྚྖ 

12-111ոષ 12-667ྚྖ 

11-334ոષ 12-111ྚྖ 

11-667ոષ 11-334ྚྖ 

11-111ոષ 11-667ྚྖ 

 :-334ոષ 11-111ྚྖ 

 9-667ոષ  :-334ྚྖ 

 9-111ոષ  9-667ྚྖ 

 7-334ոષ  9-111ྚྖ 

 6-667ոષ  7-334ྚྖ 

 6-111ոષ  6-667ྚྖ 

 5-334ոષ  6-111ྚྖ 

 4-667ոષ  5-334ྚྖ 

 4-111ոષ  4-667ྚྖ 

 3-334ոષ  4-111ྚྖ 

 2-667ոષ  3-334ྚྖ 

     1ոષ  2-667ྚྖ 

 59-111

 56-111

 54-111

 52-111

 51-111

 49-111

 46-111

 44-111

 42-111

 41-111

 39-111

 36-111

 34-111

 32-111

 31-111

 29-111

 26-111

 24-111

 22-111

 21-111

 19-111

 16-111

 14-111

 12-111

 11-111

 9-111 

 6-111 

 4-111 

 1     

 

 

ู⾲㸳� ධ㝔�
 

֓（当ٛ২が特にめたൽା໘法に定めるൽା໘を͙܄ます。ոئ൳じ。）によるহၷ（ൽା໘によるঔ

を͙܄ます。ոئ൳じ。）がຈ要であり、かつ自൝でのহၷがࣾඳなため、別ນˏに定めるພ֭またはၷਫ਼にවり、

ુに֓のۯၑئに̤い̀হၷにැすることをいいます。 

 

 

ഛ� � ⪃�
 

㸯㸬㈐௵㛤ጞᮇ௨ᚋࡢ�

ȶୣහٳইܢո後のພȷとは、̷のພ（֓ڠષਹ要な۾߸にあるພを͙܄ます。）につい̀、ୣහٳইܢ前につ

ぎのいずͦにも該当しない場合をいいます。 

(1) 保険者が֓のၷを̫たことがある場合 

(2) 保険者がࢫ࠲౯൝に̤い̀։ુのঐഊ（要経ً۷ख़のঐഊを͙܄ます。）を̫たことがある場合 

(3) 保険者が自خژෝなఘの։ુがంहした場合または保険契約者がেخෝな保険者のఘの։ુがంहした

場合 

㸰㸬⒪ࢆ┠ⓗࡿࡍධ㝔�

হၷੜ౾をฺわない૽ۼΡΛ·औ、ယષのੜ౾、ພをೄ୪の֦ࡔとしないະළ൝によるව֭は、ȶহၷを࿒

എとするව֭ȷに該当しません。 

㸱㸬⸆≀౫Ꮡ�

ȶջంȷとは、଼˒ා1112ྩ࣬া第75号に定めらͦた႒項࿒ಎの႒๔号ˢ11/2、ˢ12/2、ˢ13/2、

ˢ14/2、ˢ15/2、ˢ16/2、ˢ19/2、ˢ1:/2に規定̯ͦるඤယによるものとし、には、κσΪΥ、ͺΰϋ、ͼϋ、

ఱཻ、ୈ૰ঁࠣ、ژࡖ൝を͙܄ます。 

㸲㸬་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀ�

ȶ֓ڠષਹ要な۾߸ȷとは、たと̢͊、ࣞࠬգછと̷ͦに֦ܳする௫ۛあるいはଅ௫ۛ൝の۾߸͞、֍΄ϋと

̷ͦのഢ֊による۴௫΄ϋとの۾߸൝をいいます。 
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ู⾲㸴� �
 

 金̹͉͘ঘཌ保険金の請求ͅ必要̈́書類ັݯ *2(

 

項   目 必   要   書   類 

)2* হၷັݯ金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のহၷݯ付金支払ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定のအによる֓の౯ 

(´) 当ٛ২ਫ਼定のအによるව֭したພ֭またはၷਫ਼のව̤֭よ͍ၷ༭ਫതତબྶ

(µ) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、取૽と൳一の場合はະ要。また、ٛ২がຈ要とめた

場合はୠઈུ） 

(¶) হၷݯ付金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(·) ະၪのমを֦ࡔとする場合には、ະၪのমであることをબする႒ 

(¸) 保険બ࠴ 

)3* ව֭ັݯ金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のව֭ݯ付金支払ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定のအによる֓の౯ 

(´) 当ٛ২ਫ਼定のအによるව֭したພ֭またはၷਫ਼のව֭બྶ 

(µ) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、取૽と൳一の場合はະ要。また、ٛ২がຈ要とめた

場合はୠઈུ） 

(¶) ව֭ݯ付金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(·) ະၪのমを֦ࡔとする場合には、ະၪのমであることをબする႒ 

(¸) 保険બ࠴ 

)4* ঘཌ保険金 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のঘཌ保険金支払ݥ 

(³) ֓のঘཌ౯またはঘఘմ（た̺し、ٛ২がຈ要とめた場合は当ٛ২ਫ਼定

のအによる֓のঘཌબྶ） 

(´) 保険者のਯྦྷຘ（た̺し、ٛ২がຈ要とめた場合はୠઈུ） 

(µ) ঘཌ保険金取૽のୠઈུと֣ۻબྶ 

(¶) 保険બ࠴ 

（ಕ） 当ٛ২は、ષܱの႒ոٸの႒をݥめ、またはષܱの႒の一໐のજၞをめることがあります。 

 

)3* ̷のఈの請求ͅ必要̈́書類 

 

項     目 必    要    書    類 

)2* 保険ࠀの໘ڰ 

(²) 当ٛ২ਫ਼定の໘ڰݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定の໘࣬ڰ知 

(´) 保険બ࠴ 

 ඤယの変更ࠀ *3(

  Ȫহၷັݯၚの௩ၚ

 ၚࡘ͉̹͘

͘ڣの௩ڣܖ

 ȫڣࡘ͉̹

(²) 当ٛ২ਫ਼定の契約ඤယ変更ݥ 

(³) 当ٛ২ਫ਼定の࣬知（হၷݯ付ၚの௩ၚまたはܖڣの௩ڣの場合） 

(´) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(µ) डਞ保険料ႀਓબ 

(¶) 保険બ࠴ 

)4* 保険ࠀ৪の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

)5* ൚ٛ২͒の͢ͅ

金の৾人͘ັݯͥ

̹͉ঘཌ保険金৾

人の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

金のັݯͥ͢ͅ࡞֒ *6(

৾人̹͉͘ঘཌ保

険金৾人の変更 

(²) 当ٛ২ਫ਼定のྴ݅変更ݥ 

(³) 保険契約者のঘཌমがܱश̯ͦたਯྦྷຘ（た̺し、当ٛ২がຈ要とめた場合は

ୠઈུ） 

 のৢし̤よ̷͍のခ効をબする႒࡞֒ (´)

(µ) 保険契約者の相続૽であることをબする႒と֣ۻબྶ（た̺し、֒࡞行者から

の通知のときは֒࡞行者であることをબする႒と֣ۻબྶ） 

(¶) 保険બ࠴ 

 ৪൚金ࠀ *7(

(²) 当ٛ২ਫ਼定のݥ 

(³) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(´) 保険બ࠴ 

（ಕ） 当ٛ২は、ષܱの႒ոٸの႒をݥめ、またはષܱの႒の一໐のજၞをめることがあります。 
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ၷ༭ਫതତρϋ· হၷݯ付金ܖڣ 

21-667ոષ 

21-111ոષ 21-667ྚྖ 

1:-334ոષ 21-111ྚྖ 

19-667ոષ 1:-334ྚྖ 

19-111ոષ 19-667ྚྖ 

17-334ոષ 19-111ྚྖ 

16-667ոષ 17-334ྚྖ 

16-111ոષ 16-667ྚྖ 

15-334ոષ 16-111ྚྖ 

14-667ոષ 15-334ྚྖ 

14-111ոષ 14-667ྚྖ 

13-334ոષ 14-111ྚྖ 

12-667ոષ 13-334ྚྖ 

12-111ոષ 12-667ྚྖ 

11-334ոષ 12-111ྚྖ 

11-667ոષ 11-334ྚྖ 

11-111ոષ 11-667ྚྖ 

 :-334ոષ 11-111ྚྖ 

 9-667ոષ  :-334ྚྖ 

 9-111ոષ  9-667ྚྖ 

 7-334ոષ  9-111ྚྖ 

 6-667ոષ  7-334ྚྖ 

 6-111ոષ  6-667ྚྖ 

 5-334ոષ  6-111ྚྖ 

 4-667ոષ  5-334ྚྖ 

 4-111ոષ  4-667ྚྖ 

 3-334ոષ  4-111ྚྖ 

 2-667ոષ  3-334ྚྖ 

     1ոષ  2-667ྚྖ 

 59-111

 56-111

 54-111

 52-111

 51-111

 49-111

 46-111

 44-111

 42-111

 41-111

 39-111

 36-111

 34-111

 32-111

 31-111

 29-111

 26-111

 24-111

 22-111

 21-111

 19-111

 16-111

 14-111

 12-111

 11-111

 9-111 

 6-111 

 4-111 

 1     

 

 

ู⾲㸳� ධ㝔�
 

֓（当ٛ২が特にめたൽା໘法に定めるൽା໘を͙܄ます。ոئ൳じ。）によるহၷ（ൽା໘によるঔ

を͙܄ます。ոئ൳じ。）がຈ要であり、かつ自൝でのহၷがࣾඳなため、別ນˏに定めるພ֭またはၷਫ਼にවり、

ુに֓のۯၑئに̤い̀হၷにැすることをいいます。 

 

 

ഛ� � ⪃�
 

㸯㸬㈐௵㛤ጞᮇ௨ᚋࡢ�

ȶୣහٳইܢո後のພȷとは、̷のພ（֓ڠષਹ要な۾߸にあるພを͙܄ます。）につい̀、ୣහٳইܢ前につ

ぎのいずͦにも該当しない場合をいいます。 

(1) 保険者が֓のၷを̫たことがある場合 

(2) 保険者がࢫ࠲౯൝に̤い̀։ુのঐഊ（要経ً۷ख़のঐഊを͙܄ます。）を̫たことがある場合 

(3) 保険者が自خژෝなఘの։ુがంहした場合または保険契約者がেخෝな保険者のఘの։ુがంहした

場合 

㸰㸬⒪ࢆ┠ⓗࡿࡍධ㝔�

হၷੜ౾をฺわない૽ۼΡΛ·औ、ယષのੜ౾、ພをೄ୪の֦ࡔとしないະළ൝によるව֭は、ȶহၷを࿒

എとするව֭ȷに該当しません。 

㸱㸬⸆≀౫Ꮡ�

ȶջంȷとは、଼˒ා1112ྩ࣬া第75号に定めらͦた႒項࿒ಎの႒๔号ˢ11/2、ˢ12/2、ˢ13/2、

ˢ14/2、ˢ15/2、ˢ16/2、ˢ19/2、ˢ1:/2に規定̯ͦるඤယによるものとし、には、κσΪΥ、ͺΰϋ、ͼϋ、

ఱཻ、ୈ૰ঁࠣ、ژࡖ൝を͙܄ます。 

㸲㸬་Ꮫୖ㔜せ࡞㛵ಀ�

ȶ֓ڠષਹ要な۾߸ȷとは、たと̢͊、ࣞࠬգછと̷ͦに֦ܳする௫ۛあるいはଅ௫ۛ൝の۾߸͞、֍΄ϋと

̷ͦのഢ֊による۴௫΄ϋとの۾߸൝をいいます。 
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2 

険金൝があっ̀も、変更を行̠前のঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽による保険金൝のయၑݥは取り

扱いません。 

˓．ུ条の規定により当ٛ২が保険金൝を保険金൝の取૽のయၑ૽に支払ったときは、̷の後保険金൝のݥを̫̀

も、当ٛ২は、こͦらをਹໝし̀は支払いません。 

˔．ུ条の規定により保険金൝をݥする場合で、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定にもと̿きຈ要なম項のږを

行̠ष、ུ条に定めるయၑ૽が、ୃ当なၑဇがなく当該ږをཐ̬、またはこͦに؊じなかったとき（当ٛ২のঐ定し

た֓によるຈ要な౯に؊じなかったときを͙܄ます。）は、当ٛ২は、こͦにより当該ম項のږがಁװしたۼܢの

ಁతのୣහをわず、̷のۼは保険金൝を支払いません。 

˕．保険金൝の支払を行ったषに主契約が̷の支払মဇに該当したশに消滅したものと͙なす場合で支払মဇ該当後にこ

の特約を付حした場合または保険金൝がす̢౾かͦ̀いる場合も、保険金൝のయၑݥについ̀は、この特約条項に定

めるとこͧにより取り扱います。 

11．保険金൝の支払を行ったषに主契約が̷の支払মဇに該当したশに消滅したものと͙なす場合で、支払মဇ該当後に

ঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽の変更が行わͦ̀いたときは、変更後のঐ定యၑ૽ݥまたは主契約

のঘཌ保険金取૽によるయၑݥを取り扱います。 

 

第ː条（ঐయၑ૽ݥの་ࢵ） 

保険契約者は、主契約の保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、ঐ定యၑ૽ݥを変更することができます。こ

の場合、保険契約者は、当ٛ২ਫ਼定の႒（別ນ１）を出し̀く̺̯い。 

 

第ˑ条（ٜੰの） 

この特約を付حした場合、主契約または各特約の࣬知݅ྩ֑によるٜੰ̤よ͍ਹఱমဇによるٜੰの通知につい̀、

保険契約者がະྶである場合または̷のਯਫ਼もしくはݳਫ਼がະྶである場合な̓、ୃ当なၑဇによっ̀保険契約者に通

知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知୶の͕か、ঐ定యၑ૽ݥに通知することがありま

す。 

 

第˒条（特約のٜ約） 

保険契約者は、いつでもြに࢜かっ̀、この特約をٜ約することができます。 

 

第７条（主約款̤͍͢ڎ特約の特約条ࣜ͛ͥͅ༗߄ࡏ൝のయၑݥ൝の৾ե） 

この特約を付حした場合、保険金൝のయၑݥについ̀は、この特約条項に定めるとこͧにより取り扱います。この

場合、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定による保険金൝のయၑݥなら͍にঐ定యၑ૽ݥのঐ定̤よ͍変更は取

り扱いません。また、この特約のࠫのष、主契約または各特約につい̀ঐ定యၑ૽ݥがঐ定̯ͦ̀いるときは、当

該ঐ定యၑ૽ݥのঐ定は取り消̯ͦたものとします。 

 

第８条（主ࠀ約ͅັ̞̯ͥ̀ͦح༗ࡏ৪̦৾૽͂̈́ͥ༗߄ࡏ൝のయၑݥ特約൝の৾ե） 

この特約を付حした場合、主契約に付̯̀ͦحいる保険者が取૽となる保険金൝のయၑݥ特約̤よ͍ࣞഽવٺ

保険金൝のయၑݥ特約は、この特約の付حの前に消滅したものとします。 

 

第˕条（主約款̤͍͢ڎ特約の特約条ࣜのܰの用） 

この特約に別段の定めのない場合には、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定を用します。 

 

第21条（̭̓͜ڠ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をこ̓もڠ保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) 主約款の規定による保険料払込の྾ੰについ̀は、保険契約者がݥする場合にࡠり、第２条（特約のచયとなる

保険金൝）に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。 

(3) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶ保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第22条（̭̓͜ڠ༗ࡏ（ˤ７）Ȃˑා̮͂൚ັ̭̓͜ڠ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂൚ັ̭̓͜ڠ༗̱حັͅ（3125）ࡏ

̹ાࣣの特௱） 

この特約をこ̓もڠ保険（ˤ˓）、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険またはˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）に

付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約のঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) すでに保険契約者がঘཌし̀いるときは、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢

ます。 

(3) 第11条（こ̓もڠ保険に付حした場合の特則）第１号̤よ͍第２号の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第23条（ਞ༗（73˯）ࡏ̹͉͘૧ਅਞ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をਞ保険（˯62）または૧ਅਞ保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金֊行特約を付حした場合には、つぎのと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 
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この特約は、主たる保険契約（ոئȶ主契約ȷといいます。）の保険者が取૽となる保険金൝につい̀、̷の取૽

が保険金൝を自らݥできない特別なমૂがあるときに、保険契約者があらかじめঐ定したঐ定యၑ૽ݥによる保険金

൝のݥをخෝとすることを主なඤယとするものです。 

 

第ˍ条（特約のࠫ） 

１．保険契約者は、主契約の契約ո後、当ٛ২の定める取扱にもと̿き、主契約の保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄ

をං̀、この特約を主契約に付حし̀ࠫすることができます。 

２．この特約を主契約の契約後に付حする場合には、保険契約者は、この特約の付حに۾する႒を出し̀く̺̯い。

この場合、̷の႒を当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼で̫付̫たをこの特約の付حとします。 

 

第ˎ条（特約のచય͂̈́ͥ༗߄ࡏ൝） 

この特約によるయၑݥのచયとなる保険金൝（ոئȶ保険金൝ȷといいます。）は、この特約が付̯̀ͦحいる主契

約̤よ͍主契約に付̯̀ͦحいる特約（この特約をੰき、ոئȶ各特約ȷといいます。）に̤̫るつぎのものとします（あ

わせ̀支払わͦる੨支払金を͙܄ます。）。 

(1) 主契約の保険者が取૽となる保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付（す̢౾かͦた保険金൝を͙܄ま

す。） 

(2) 主契約の保険者と保険契約者が൳一૽である場合の保険料払込の྾ੰ 

(3) 主契約の保険者と保険契約者が൳一૽である場合の契約者配当金（ୟ͙ၛ̀らͦた契約者配当金を͙܄ます。） 

 

第ˏ条（ঐయၑ૽ݥ൝ͥ͢ͅ༗߄ࡏ൝のయၑݥ） 

１．保険金൝の取૽（保険料払込の྾ੰの場合は保険契約者。ոئ൳じ。）が保険金൝を自らݥできないつぎのいずͦ

かに該当する特別なমૂがあるときは、保険契約者が保険者の൳փをං̀あらかじめঐ定または第４条（ঐ定యၑ

にຈ要な႒（別ນ１）̤よ͍特別なমૂをাす႒（別ݥが、૽ݥの変更）の規定により変更したঐ定యၑ૽ݥ

ນ１）を出し̀、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̷̀の保険金൝をݥすることができます。この場合、主契約のຽ

通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいます。）̤よ͍各特約の特約条項の保険金൝の支払方法の఼に۾する規定は適用し

ません。 

(1) 保険金൝のݥを行̠փএນাがࣾඳであると当ٛ২がめた場合 

(2) ՛૧൝の当ٛ২がめるੱພྴの࣬知を̫̀いない場合 

(3) ̷の他第１号̤よ͍第２号にじるેఠであると当ٛ২がめた場合 

２．第１項の規定によりঐ定యၑ૽ݥが保険金൝のݥを行̠場合、ঐ定యၑ૽ݥはݥশに̤い̀つぎのいずͦか

に該当することを要します。 

(1) つぎのํսඤの者 

(²) 主契約の保険者のୠષの配ߘ者 

(³) 主契約の保険者のೄࠬࠏ 

(´) 主契約の保険者のˏ൝ඤのࠬ 

(µ) 主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる主契約の保険者のˏ൝ඤの 

(2) つぎのํսඤの者。た̺し、当ٛ২ਫ਼定の႒（別ນ１）により̷のমがږでき、かつ、保険金൝の取૽の

ために保険金൝をݥす͓き相当な۾߸があると当ٛ২がめた者にࡠります。 

(²) 第１号(µ)ոٸの者で、主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者 

(³) 主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる者 

(´) ̷の他主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者または主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる

者と൳൝の۾߸にある者 

ˏ．第１項̤よ͍第２項の規定により保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすることができるঐ定యၑ૽ݥ

がいない場合は、つぎの各号のいずͦかに該当する主契約のঘཌ保険金取૽（主契約のঘཌ保険金取૽がঘཌした

ことにより、主約款の規定にもと̿き、主契約のঘཌ保険金取૽となった者をੰきます。）が、ݥにຈ要な႒（別

ນ１）̤よ͍特別なমૂをাす႒（別ນ１）を出し̀、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすること

ができます。 

(1) 主契約の保険者のୠષの配ߘ者 

(2) 主契約の保険者のೄࠬࠏ 

(3) 主契約の保険者のˏ൝ඤのࠬ 

(4) 主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者 

４．第１項から第ˏ項までの規定にかかわらず、փに保険金൝の支払মဇをじ̯せた者またはփに保険金൝の取

૽を第１項各号に定めるેఠに該当̯せた者は、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすることができませ

ん。 

ˑ．第ˏ項の規定により保険金൝をݥする場合、第ˏ項各号に該当する主契約のঘཌ保険金取૽が２૽ոષのときは、

当該取૽はވ൳し̀ݥし̀く̺̯い。 

˒．ঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽の変更が行わͦた場合、変更を行った後は、変更前にخݥෝな保
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険金൝があっ̀も、変更を行̠前のঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽による保険金൝のయၑݥは取り

扱いません。 

˓．ུ条の規定により当ٛ২が保険金൝を保険金൝の取૽のయၑ૽に支払ったときは、̷の後保険金൝のݥを̫̀

も、当ٛ২は、こͦらをਹໝし̀は支払いません。 

˔．ུ条の規定により保険金൝をݥする場合で、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定にもと̿きຈ要なম項のږを

行̠ष、ུ条に定めるయၑ૽が、ୃ当なၑဇがなく当該ږをཐ̬、またはこͦに؊じなかったとき（当ٛ২のঐ定し

た֓によるຈ要な౯に؊じなかったときを͙܄ます。）は、当ٛ২は、こͦにより当該ম項のږがಁװしたۼܢの

ಁతのୣහをわず、̷のۼは保険金൝を支払いません。 

˕．保険金൝の支払を行ったषに主契約が̷の支払মဇに該当したশに消滅したものと͙なす場合で支払মဇ該当後にこ

の特約を付حした場合または保険金൝がす̢౾かͦ̀いる場合も、保険金൝のయၑݥについ̀は、この特約条項に定

めるとこͧにより取り扱います。 

11．保険金൝の支払を行ったषに主契約が̷の支払মဇに該当したশに消滅したものと͙なす場合で、支払মဇ該当後に

ঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽の変更が行わͦ̀いたときは、変更後のঐ定యၑ૽ݥまたは主契約

のঘཌ保険金取૽によるయၑݥを取り扱います。 

 

第ː条（ঐయၑ૽ݥの་ࢵ） 

保険契約者は、主契約の保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄをං̀、ঐ定యၑ૽ݥを変更することができます。こ

の場合、保険契約者は、当ٛ২ਫ਼定の႒（別ນ１）を出し̀く̺̯い。 

 

第ˑ条（ٜੰの） 

この特約を付حした場合、主契約または各特約の࣬知݅ྩ֑によるٜੰ̤よ͍ਹఱমဇによるٜੰの通知につい̀、

保険契約者がະྶである場合または̷のਯਫ਼もしくはݳਫ਼がະྶである場合な̓、ୃ当なၑဇによっ̀保険契約者に通

知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知୶の͕か、ঐ定యၑ૽ݥに通知することがありま

す。 

 

第˒条（特約のٜ約） 

保険契約者は、いつでもြに࢜かっ̀、この特約をٜ約することができます。 

 

第７条（主約款̤͍͢ڎ特約の特約条ࣜ͛ͥͅ༗߄ࡏ൝のయၑݥ൝の৾ե） 

この特約を付حした場合、保険金൝のయၑݥについ̀は、この特約条項に定めるとこͧにより取り扱います。この

場合、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定による保険金൝のయၑݥなら͍にঐ定యၑ૽ݥのঐ定̤よ͍変更は取

り扱いません。また、この特約のࠫのष、主契約または各特約につい̀ঐ定యၑ૽ݥがঐ定̯ͦ̀いるときは、当

該ঐ定యၑ૽ݥのঐ定は取り消̯ͦたものとします。 

 

第８条（主ࠀ約ͅັ̞̯ͥ̀ͦح༗ࡏ৪̦৾૽͂̈́ͥ༗߄ࡏ൝のయၑݥ特約൝の৾ե） 

この特約を付حした場合、主契約に付̯̀ͦحいる保険者が取૽となる保険金൝のయၑݥ特約̤よ͍ࣞഽવٺ

保険金൝のయၑݥ特約は、この特約の付حの前に消滅したものとします。 

 

第˕条（主約款̤͍͢ڎ特約の特約条ࣜのܰの用） 

この特約に別段の定めのない場合には、主約款̤よ͍各特約の特約条項の規定を用します。 

 

第21条（̭̓͜ڠ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をこ̓もڠ保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) 主約款の規定による保険料払込の྾ੰについ̀は、保険契約者がݥする場合にࡠり、第２条（特約のచયとなる

保険金൝）に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。 

(3) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶ保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第22条（̭̓͜ڠ༗ࡏ（ˤ７）Ȃˑා̮͂൚ັ̭̓͜ڠ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂൚ັ̭̓͜ڠ༗̱حັͅ（3125）ࡏ

̹ાࣣの特௱） 

この特約をこ̓もڠ保険（ˤ˓）、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険またはˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）に

付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約のঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) すでに保険契約者がঘཌし̀いるときは、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢

ます。 

(3) 第11条（こ̓もڠ保険に付حした場合の特則）第１号̤よ͍第２号の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第23条（ਞ༗（73˯）ࡏ̹͉͘૧ਅਞ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をਞ保険（˯62）または૧ਅਞ保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金֊行特約を付حした場合には、つぎのと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 
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この特約は、主たる保険契約（ոئȶ主契約ȷといいます。）の保険者が取૽となる保険金൝につい̀、̷の取૽

が保険金൝を自らݥできない特別なমૂがあるときに、保険契約者があらかじめঐ定したঐ定యၑ૽ݥによる保険金

൝のݥをخෝとすることを主なඤယとするものです。 

 

第ˍ条（特約のࠫ） 

１．保険契約者は、主契約の契約ո後、当ٛ২の定める取扱にもと̿き、主契約の保険者の൳փ̤よ͍当ٛ২のઇౄ

をං̀、この特約を主契約に付حし̀ࠫすることができます。 

２．この特約を主契約の契約後に付حする場合には、保険契約者は、この特約の付حに۾する႒を出し̀く̺̯い。

この場合、̷の႒を当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼で̫付̫たをこの特約の付حとします。 

 

第ˎ条（特約のచય͂̈́ͥ༗߄ࡏ൝） 

この特約によるయၑݥのచયとなる保険金൝（ոئȶ保険金൝ȷといいます。）は、この特約が付̯̀ͦحいる主契

約̤よ͍主契約に付̯̀ͦحいる特約（この特約をੰき、ոئȶ各特約ȷといいます。）に̤̫るつぎのものとします（あ

わせ̀支払わͦる੨支払金を͙܄ます。）。 

(1) 主契約の保険者が取૽となる保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付（す̢౾かͦた保険金൝を͙܄ま

す。） 

(2) 主契約の保険者と保険契約者が൳一૽である場合の保険料払込の྾ੰ 

(3) 主契約の保険者と保険契約者が൳一૽である場合の契約者配当金（ୟ͙ၛ̀らͦた契約者配当金を͙܄ます。） 

 

第ˏ条（ঐయၑ૽ݥ൝ͥ͢ͅ༗߄ࡏ൝のయၑݥ） 

１．保険金൝の取૽（保険料払込の྾ੰの場合は保険契約者。ոئ൳じ。）が保険金൝を自らݥできないつぎのいずͦ

かに該当する特別なমૂがあるときは、保険契約者が保険者の൳փをං̀あらかじめঐ定または第４条（ঐ定యၑ

にຈ要な႒（別ນ１）̤よ͍特別なমૂをাす႒（別ݥが、૽ݥの変更）の規定により変更したঐ定యၑ૽ݥ

ນ１）を出し̀、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̷̀の保険金൝をݥすることができます。この場合、主契約のຽ

通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいます。）̤よ͍各特約の特約条項の保険金൝の支払方法の఼に۾する規定は適用し

ません。 

(1) 保険金൝のݥを行̠փএນাがࣾඳであると当ٛ২がめた場合 

(2) ՛૧൝の当ٛ২がめるੱພྴの࣬知を̫̀いない場合 

(3) ̷の他第１号̤よ͍第２号にじるેఠであると当ٛ২がめた場合 

２．第１項の規定によりঐ定యၑ૽ݥが保険金൝のݥを行̠場合、ঐ定యၑ૽ݥはݥশに̤い̀つぎのいずͦか

に該当することを要します。 

(1) つぎのํսඤの者 

(²) 主契約の保険者のୠષの配ߘ者 

(³) 主契約の保険者のೄࠬࠏ 

(´) 主契約の保険者のˏ൝ඤのࠬ 

(µ) 主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる主契約の保険者のˏ൝ඤの 

(2) つぎのํսඤの者。た̺し、当ٛ২ਫ਼定の႒（別ນ１）により̷のমがږでき、かつ、保険金൝の取૽の

ために保険金൝をݥす͓き相当な۾߸があると当ٛ২がめた者にࡠります。 

(²) 第１号(µ)ոٸの者で、主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者 

(³) 主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる者 

(´) ̷の他主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者または主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる

者と൳൝の۾߸にある者 

ˏ．第１項̤よ͍第２項の規定により保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすることができるঐ定యၑ૽ݥ

がいない場合は、つぎの各号のいずͦかに該当する主契約のঘཌ保険金取૽（主契約のঘཌ保険金取૽がঘཌした

ことにより、主約款の規定にもと̿き、主契約のঘཌ保険金取૽となった者をੰきます。）が、ݥにຈ要な႒（別

ນ１）̤よ͍特別なমૂをাす႒（別ນ１）を出し̀、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすること

ができます。 

(1) 主契約の保険者のୠષの配ߘ者 

(2) 主契約の保険者のೄࠬࠏ 

(3) 主契約の保険者のˏ൝ඤのࠬ 

(4) 主契約の保険者と൳ݳしまたはࠗを一にし̀いる者 

４．第１項から第ˏ項までの規定にかかわらず、փに保険金൝の支払মဇをじ̯せた者またはփに保険金൝の取

૽を第１項各号に定めるેఠに該当̯せた者は、保険金൝の取૽のయၑ૽とし̀保険金൝をݥすることができませ

ん。 

ˑ．第ˏ項の規定により保険金൝をݥする場合、第ˏ項各号に該当する主契約のঘཌ保険金取૽が２૽ոષのときは、

当該取૽はވ൳し̀ݥし̀く̺̯い。 

˒．ঐ定యၑ૽ݥまたは主契約のঘཌ保険金取૽の変更が行わͦた場合、変更を行った後は、変更前にخݥෝな保
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者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項ಎ

ȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項の規定により支払わͦる

特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に܄

͙ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはˑා

̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）

を付حした場合には、第１号の規定を適用します。この場合、第１号ಎȶˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約またはˑ

ා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約ȷとあるのはȶˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配

当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）ȷと、ȶˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິ

ා金֊行特約条項ȷとあるのはȶˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິٚࢌ

௩ාڬࢌ付金̤よ͍ٚݯࢌٚ、௩ා金֊行特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(´)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金ڬ

金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第2:条（ထ၌ၚ་൲ྫ߿൚૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主約款に定めるຳິා金͒の変更の特則によるຳິා金͒の変更を఼した場合には、つぎのと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金͒の変更の特則ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ຳິා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に

の場合、第ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第ݥます。第２保険者が取૽となるຳິා金のయၑ͙܄

２保険者ȷをいいます。 

(2) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第31条（ˑා̮͂൚ັٚࢌා߄ਞ༗વ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌ओ൚ັٚࢌා߄ਞ༗વ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ٚࢌා金ਞ保વ保険またはˑා̮と၌ओ配当付ٚࢌා金ਞ保વ保険に付حした場合に

は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) 第19条（ˑා̮と配当付ਞ保険、ˑා̮と配当付更૧߿ਞ֊行保険、ˑා̮と၌ओ配当付ਞ保険またはˑා

̮と၌ओ配当付更૧߿ਞ֊行保険に付حした場合の特則）第１号の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第32条（ˑා̮͂൚ັٚࢌා߄༗ࡏ（ٜ約༐߿̱̈́߄ۺ）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ٚࢌා金保険（ٜ約༐ۺ金なし߿）に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取

૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第33条（֨ܥෝັबحڬ˒ٺॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂ֨ܥෝັबٺːحڬॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂ֨ܥෝັबحڬˎٺॳ߿

་ڣා߄༗ࡏȂबٺˑحڬॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂबحڬˏٺॳ߿་ڣා߄༗͉̹͘ࡏबحڬˍٺॳ߿་ڣා߄༗ͅࡏ

 （ાࣣの特௱̹̱حັ

この特約を引出ܥෝ付बحڬ˒ٺॳ߿変ڣා金保険、引出ܥෝ付बحڬ４ٺॳ߿変ڣා金保険、引出ܥෝ付बڬ２ٺ

ා金保険ڣ変߿ॳحڬ１ٺා金保険またはबڣ変߿ॳحڬˏٺා金保険、बڣ変߿ॳحڬˑٺා金保険、बڣ変߿ॳح

に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金特約を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、つぎのと̤りとします。 

(²) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(´) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(µ) ຳິා金特約条項の規定により支払わͦる特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第

ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、ུ特約条項ಎȶ保

険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(3) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定を適用します。この場合、第１号ಎȶຳ

ິා金特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）ȷと、ȶຳິා金特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金

特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(µ)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金、ٚݯࢌ付金̤よ͍ٚڬࢌ௩ා金ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(4) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保
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(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金֊行特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ຳິා金֊行特約条項の規定により支払わͦるා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となるා金のయၑݥの場合、第ˏ条

ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金֊行特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定

を適用します。この場合、第１号ಎȶຳິා金֊行特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約ȷまたはȶຳິٚ

௩ා金֊行特約条項ȷまたはȶຳڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）ȷと、ȶຳິා金֊行特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ

௩ڬࢌ付金̤よ͍ٚݯࢌٚ、௩ා金֊行特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(´)ಎȶා金ȷとあるのはȶ特約ා金ڬࢌٚິ

ා金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第24条（ਞා߄༗ࡏȶಿා߄ȷȂ་૽ࡢڣා߄༗ࡏȂୟၛ၌ၚ་൲૽ࡢ߿ා߄༗ࡏȂˑා̮͂൚ັ૽ࡢා߄༗̹͘ࡏ

͉ˑා̮͂၌ओ൚ັ૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは主契約のා金支払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(2) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第25条（ˑා̮͂൚ັం༗વਹণ૽ࡢ߿ා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは主契約のා金支払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(2) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌ༐ۺ金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第26条（֒༗વັ૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約を֒保વ付૽ࡢා金保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは、主契約のා金支

払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第27条（૽ࡢා߄༗ࡏȂ૽ࡢා߄༗（73˯）ࡏȂ૽ࡢා߄༗ࡏ（ˤ８）̹͉͘ం༗વ૽ࡢ߿ා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特

௱） 

この特約を૽ࡢා金保険、૽ࡢා金保険（˯62）、૽ࡢා金保険（ˤ˔）またはం保વ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場

合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金特約を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、つぎのと̤りとします。 

(²) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(´) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(µ) ຳິා金特約条項の規定により支払わͦる特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第

ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にٚڬࢌ௩ා金特約またはٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い

̀は、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(3) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金特約またはຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定を適用し

ます。この場合、第１号ಎȶຳິා金特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約ȷまたはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ

13）ȷと、ȶຳິා金特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約条項ȷまたはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約条項（ˤ13）ȷ

と、第１号(µ)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金、ٚݯࢌ付金̤よ͍ٚڬࢌ௩ා金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(4) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第28条（་ڣ༗ࡏ（ਞ߿）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約を変ڣ保険（ਞ߿）に付حした場合で、主契約にຳິා金֊行特約を付حしたときは、第12条（ਞ保険

（˯62）または૧ਅਞ保険に付حした場合の特則）第１号の規定を適用します。 

 

第29条（ˑා̮͂൚ັਞ༗ࡏȂˑා̮͂൚ັࢵ૧߿ਞ֊࣐༗ࡏȂˑා̮͂၌ओ൚ັਞ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌

ओ൚ັࢵ૧߿ਞ֊࣐༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ਞ保険、ˑා̮と配当付更૧߿ਞ֊行保険、ˑා̮と၌ओ配当付ਞ保険またはˑා

̮と၌ओ配当付更૧߿ਞ֊行保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約を付حした場合には、つぎ

のと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険
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者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項ಎ

ȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項の規定により支払わͦる

特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に܄

͙ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはˑා

̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）

を付حした場合には、第１号の規定を適用します。この場合、第１号ಎȶˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約またはˑ

ා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約ȷとあるのはȶˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配

当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）ȷと、ȶˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິ

ා金֊行特約条項ȷとあるのはȶˑා̮と配当付ຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約条項またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິٚࢌ

௩ාڬࢌ付金̤よ͍ٚݯࢌٚ、௩ා金֊行特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(´)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金ڬ

金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第2:条（ထ၌ၚ་൲ྫ߿൚૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主約款に定めるຳິා金͒の変更の特則によるຳິා金͒の変更を఼した場合には、つぎのと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金͒の変更の特則ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ຳິා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に

の場合、第ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第ݥます。第２保険者が取૽となるຳິා金のయၑ͙܄

２保険者ȷをいいます。 

(2) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第31条（ˑා̮͂൚ັٚࢌා߄ਞ༗વ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌ओ൚ັٚࢌා߄ਞ༗વ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ٚࢌා金ਞ保વ保険またはˑා̮と၌ओ配当付ٚࢌා金ਞ保વ保険に付حした場合に

は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(2) 第19条（ˑා̮と配当付ਞ保険、ˑා̮と配当付更૧߿ਞ֊行保険、ˑා̮と၌ओ配当付ਞ保険またはˑා

̮と၌ओ配当付更૧߿ਞ֊行保険に付حした場合の特則）第１号の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第32条（ˑා̮͂൚ັٚࢌා߄༗ࡏ（ٜ約༐߿̱̈́߄ۺ）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ٚࢌා金保険（ٜ約༐ۺ金なし߿）に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取

૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第33条（֨ܥෝັबحڬ˒ٺॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂ֨ܥෝັबٺːحڬॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂ֨ܥෝັबحڬˎٺॳ߿

་ڣා߄༗ࡏȂबٺˑحڬॳ߿་ڣා߄༗ࡏȂबحڬˏٺॳ߿་ڣා߄༗͉̹͘ࡏबحڬˍٺॳ߿་ڣා߄༗ͅࡏ

 （ાࣣの特௱̹̱حັ

この特約を引出ܥෝ付बحڬ˒ٺॳ߿変ڣා金保険、引出ܥෝ付बحڬ４ٺॳ߿変ڣා金保険、引出ܥෝ付बڬ２ٺ

ා金保険ڣ変߿ॳحڬ１ٺා金保険またはबڣ変߿ॳحڬˏٺා金保険、बڣ変߿ॳحڬˑٺා金保険、बڣ変߿ॳح

に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金特約を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、つぎのと̤りとします。 

(²) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(´) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(µ) ຳິා金特約条項の規定により支払わͦる特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第

ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、ུ特約条項ಎȶ保

険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(3) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定を適用します。この場合、第１号ಎȶຳ

ິා金特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）ȷと、ȶຳິා金特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金

特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(µ)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金、ٚݯࢌ付金̤よ͍ٚڬࢌ௩ා金ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(4) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保
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(³) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金֊行特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(´) ຳິා金֊行特約条項の規定により支払わͦるා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となるා金のయၑݥの場合、第ˏ条

ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金֊行特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約またはຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定

を適用します。この場合、第１号ಎȶຳິා金֊行特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金֊行特約ȷまたはȶຳິٚ

௩ා金֊行特約条項ȷまたはȶຳڬࢌ௩ා金֊行特約（ˤ13）ȷと、ȶຳິා金֊行特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ

௩ڬࢌ付金̤よ͍ٚݯࢌٚ、௩ා金֊行特約条項（ˤ13）ȷと、第１号(´)ಎȶා金ȷとあるのはȶ特約ා金ڬࢌٚິ

ා金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第24条（ਞා߄༗ࡏȶಿා߄ȷȂ་૽ࡢڣා߄༗ࡏȂୟၛ၌ၚ་൲૽ࡢ߿ා߄༗ࡏȂˑා̮͂൚ັ૽ࡢා߄༗̹͘ࡏ

͉ˑා̮͂၌ओ൚ັ૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは主契約のා金支払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(2) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第25条（ˑා̮͂൚ັం༗વਹণ૽ࡢ߿ා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは主契約のා金支払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ

̢ます。 

(2) ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌ༐ۺ金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第26条（֒༗વັ૽ࡢා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約を֒保વ付૽ࡢා金保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのは、主契約のා金支

払ٳইո後に̤い̀はȶ主契約のා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第27条（૽ࡢා߄༗ࡏȂ૽ࡢා߄༗（73˯）ࡏȂ૽ࡢා߄༗ࡏ（ˤ８）̹͉͘ం༗વ૽ࡢ߿ා߄༗̹̱حັͅࡏાࣣの特

௱） 

この特約を૽ࡢා金保険、૽ࡢා金保険（˯62）、૽ࡢා金保険（ˤ˔）またはం保વ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場

合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にຳິා金特約を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い̀は、つぎのと̤りとします。 

(²) ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(³) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険

者̤よ͍第２保険者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(´) 第２条（特約のచયとなる保険金൝）̤よ͍第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約

の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第１保険者ȷをいいます。 

(µ) ຳິා金特約条項の規定により支払わͦる特約ා金につい̀は、第２保険者が取૽となる場合でも、第２条

に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。第２保険者が取૽となる特約ා金のయၑݥの場合、第

ˏ条ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはຳິා金特約条項ಎȶ第２保険者ȷをいいます。 

(2) 主契約にٚڬࢌ௩ා金特約またはٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、特約ා金支払ٳইո後に̤い

̀は、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ特約ා金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(3) 主契約にຳິٚڬࢌ௩ා金特約またはຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ13）を付حした場合には、第１号の規定を適用し

ます。この場合、第１号ಎȶຳິා金特約ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約ȷまたはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約（ˤ

13）ȷと、ȶຳິා金特約条項ȷとあるのはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約条項ȷまたはȶຳິٚڬࢌ௩ා金特約条項（ˤ13）ȷ

と、第１号(µ)ಎȶ特約ා金ȷとあるのはȶ特約ා金、ٚݯࢌ付金̤よ͍ٚڬࢌ௩ා金ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

(4) 第13条（ਞා金保険ȶಿා金ȷ、変૽ࡢڣා金保険、ୟၛ၌ၚ変動૽ࡢ߿ා金保険、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第28条（་ڣ༗ࡏ（ਞ߿）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約を変ڣ保険（ਞ߿）に付حした場合で、主契約にຳິා金֊行特約を付حしたときは、第12条（ਞ保険

（˯62）または૧ਅਞ保険に付حした場合の特則）第１号の規定を適用します。 

 

第29条（ˑා̮͂൚ັਞ༗ࡏȂˑා̮͂൚ັࢵ૧߿ਞ֊࣐༗ࡏȂˑා̮͂၌ओ൚ັਞ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌

ओ൚ັࢵ૧߿ਞ֊࣐༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ਞ保険、ˑා̮と配当付更૧߿ਞ֊行保険、ˑා̮と၌ओ配当付ਞ保険またはˑා

̮と၌ओ配当付更૧߿ਞ֊行保険に付حした場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) 主契約にˑා̮と配当付ຳິා金֊行特約またはˑා̮と၌ओ配当付ຳິා金֊行特約を付حした場合には、つぎ

のと̤りとします。 

(²) 第１条（特約のࠫ）̤よ͍第４条（ঐ定యၑ૽ݥの変更）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ第１保険
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� 項   目 必   要   書   類 

１ 
保険金等の 

代理請求 

(1) 主約款̤よ͍各特約の特約条項に定める保険金൝のݥ႒ 

(2) 保険金൝の取૽が保険金൝を自らݥできない特別なমૂをাす႒ 

(3) 主契約の保険者̤よ͍యၑ૽のୠઈུ 

(4) 主契約の保険者のਯྦྷຘ 

(5) యၑ૽のਯྦྷຘと֣ۻબྶ 

(6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し 

(7) యၑݥを行̠者が主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる者であるときは、

契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 

２ 指定代理請求人の変更

(1) 当ٛ২ਫ਼定のݥ 

(2) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(3) 保険બ࠴ 

（ಕ）当ٛ২は、ષܱոٸの႒の出をݥめ、またはષܱの出႒の一໐のજၞをめることがあります。 
 

 

��

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第34条（ˑා̮͂൚ັਞ֓ၷ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌ओ൚ັਞ֓ၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ਞ֓ၷ保険またはˑා̮と၌ओ配当付ਞ֓ၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎ

ȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第35条（֨ܥෝັबحڬˎٺॳ߿་ڣා߄༗ࡏ（ˤ27）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約を引出ܥෝ付बحڬ２ٺॳ߿変ڣා金保険（ˤ16）に付حした場合には、第16条（૽ࡢා金保険、૽ࡢා金

保険（˯62）、૽ࡢා金保険（ˤ˔）またはం保વ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場合の特則）第１号̤よ͍第４号の規定

を適用します。 

 

第36条（ྫ൚ਞ֓ၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をྫ配当ਞ֓ၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌশ支払金

取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第37条（ྫ൚֓ܢၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をྫ配当定֓ܢၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌ༐ۺ金

取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第38条（主ࠀ約ͅ༗ၳࡏࣺ྾ੰ特約（ࠀ約৪߿）̦ັ̞̯ͥ̀ͦحાࣣの特௱） 

主契約に保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）が付̯̀ͦحいる場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約のঘཌ保険金取૽ȷとあるのは保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）条項に̤い̀はȶ後継保

険契約者ȷをいいます。 

(2) すでに保険契約者がঘཌし̀いるときは、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢

ます。 

(3) 保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）条項の規定による保険料払込の྾ੰについ̀は、保険契約者がݥする場合にࡠ

り、第２条（特約のచયとなる保険金൝）に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。この保険料払込の྾

ੰのయၑݥの場合、第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ保

険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 
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� 項   目 必   要   書   類 

１ 
保険金等の 

代理請求 

(1) 主約款̤よ͍各特約の特約条項に定める保険金൝のݥ႒ 

(2) 保険金൝の取૽が保険金൝を自らݥできない特別なমૂをাす႒ 

(3) 主契約の保険者̤よ͍యၑ૽のୠઈུ 

(4) 主契約の保険者のਯྦྷຘ 

(5) యၑ૽のਯྦྷຘと֣ۻબྶ 

(6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し 

(7) యၑݥを行̠者が主契約の保険者の़ॲۯၑを行っ̀いる者であるときは、

契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 

２ 指定代理請求人の変更

(1) 当ٛ২ਫ਼定のݥ 

(2) 保険契約者の֣ۻબྶ 

(3) 保険બ࠴ 

（ಕ）当ٛ২は、ષܱոٸの႒の出をݥめ、またはષܱの出႒の一໐のજၞをめることがあります。 
 

 

��

険またはˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢා金保険に付حした場合の特則）の規定は、ུ条の場合に適用します。 

 

第34条（ˑා̮͂൚ັਞ֓ၷ༗͉̹͘ࡏˑා̮͂၌ओ൚ັਞ֓ၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をˑා̮と配当付ਞ֓ၷ保険またはˑා̮と၌ओ配当付ਞ֓ၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎ

ȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌݯ付金取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第35条（֨ܥෝັबحڬˎٺॳ߿་ڣා߄༗ࡏ（ˤ27）ͅັ̹̱حાࣣの特௱） 

この特約を引出ܥෝ付बحڬ２ٺॳ߿変ڣා金保険（ˤ16）に付حした場合には、第16条（૽ࡢා金保険、૽ࡢා金

保険（˯62）、૽ࡢා金保険（ˤ˔）またはం保વ૽ࡢ߿ා金保険に付حした場合の特則）第１号̤よ͍第４号の規定

を適用します。 

 

第36条（ྫ൚ਞ֓ၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をྫ配当ਞ֓ၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌশ支払金

取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第37条（ྫ൚֓ܢၷ༗̹̱حັͅࡏાࣣの特௱） 

この特約をྫ配当定֓ܢၷ保険に付حした場合には、ུ特約条項ಎȶঘཌ保険金取૽ȷとあるのはȶঘཌ༐ۺ金

取૽ȷとඋ͙ఢ̢ます。 

 

第38条（主ࠀ約ͅ༗ၳࡏࣺ྾ੰ特約（ࠀ約৪߿）̦ັ̞̯ͥ̀ͦحાࣣの特௱） 

主契約に保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）が付̯̀ͦحいる場合には、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

(1) ུ特約条項ಎȶ主契約のঘཌ保険金取૽ȷとあるのは保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）条項に̤い̀はȶ後継保

険契約者ȷをいいます。 

(2) すでに保険契約者がঘཌし̀いるときは、ུ特約条項ಎȶ保険契約者ȷとあるのはȶ後継保険契約者ȷとඋ͙ఢ̢

ます。 

(3) 保険料払込྾ੰ特約（契約者߿）条項の規定による保険料払込の྾ੰについ̀は、保険契約者がݥする場合にࡠ

り、第２条（特約のచયとなる保険金൝）に定めるこの特約のచયとなる保険金൝に͙܄ます。この保険料払込の྾

ੰのయၑݥの場合、第ˏ条（ঐ定యၑ૽ݥ൝による保険金൝のయၑݥ）ಎȶ主契約の保険者ȷとあるのはȶ保

険契約者ȷとඋ͙ఢ̢ます。 
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 ᅋయᖺᡶ࣭༙ᖺᡶྲྀᢅ≉⣙᮲㡯�  
 

（2116ා˕21٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

͙܄ဓ（֥༭ਫをݯにਫ਼௺し、̷の౬ఘから（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

ます。）の支払を̫る者を保険契約者とする保険契約（ոئȶ૽ࡢ保険契約ȷといいます。）の保険契約者ତ、または

౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約（ոئȶমު保険契約ȷといいます。）の保

険者ତが、つぎの各号のいずͦかに該当する場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款の͕か、この特約条項を適用し

̀౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払または౬ఘා払の取扱を行います。 

(1) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତが21ྴոષであるとき 

(2) ̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତが21ྴոષであるとき 

(3) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତと̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତとがྴܙせ合ॳし̀21ྴոષ

であるとき 

(4) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତまたはমު保険契約の保険者ତが21ྴྚྖであっ̀も、第１号から第

ˏ号までのいずͦかに該当するমުਫ਼が他にあるとき 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用するා一括払契約の保険料ၚは౬ఘා一括払保険料ၚ（ා払契約の場合は౬ఘා払保険

料ၚ）とします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い。 

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ː条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払、౬ఘා払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが第１条第１

号から第４号までに規定する૽ତྚྖにઁࡘし、̷の後˒かを経ًし̀も規定の૽ତに࿗らないとき 

(3) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(4) 保険料の前納を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払、౬ఘා払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払また

はා払に変更します。 

1 

 医療保障保険（個人型）用特定疾病・部位不担保特約条項  
 

（特約の締結） 

第１条 医療保障保険（個人型）契約の締結、復活または治療給付率の増率等の際、被保険者の健康状態その他が当会社

の定める普通の標準に適合しないときは、当会社は、保険契約者の承諾を得て、この特約を付加して締結します。 

（特定疾病・部位不担保の内容） 

第２条 この特約の締結の際に定めた不担保期間中に、保険証券記載の特定の疾病（これと医学上重要な関係があると当

会社が認めた疾病を含みます。）または身体の特定の部位・臓器に生じた疾病を直接の原因として、治療給付金また

は入院給付金の支払事由が生じた場合には、当会社は、その給付金を支払いません。ただし、被保険者が不担保期

間の満了日を含んで継続して入院したときは、その入院については、不担保期間の満了日の翌日を入院の開始日と

みなして取り扱います。 

 

 

82 83

་
⒪
保
㞀
保
険
协
ಶ
ே
ᆺ
卐
⏝
特
ᐃ


࣭
㒊


ᢸ
保
特
約

_032_�0_�0002ڦ ㏣ຍճ _ᅋయᖺᡶ࣭༙ᖺᡶ特約条項 .pdf (1)



 

��

 ᅋయᖺᡶ࣭༙ᖺᡶྲྀᢅ≉⣙᮲㡯�  
 

（2116ා˕21٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

͙܄ဓ（֥༭ਫをݯにਫ਼௺し、̷の౬ఘから（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

ます。）の支払を̫る者を保険契約者とする保険契約（ոئȶ૽ࡢ保険契約ȷといいます。）の保険契約者ତ、または

౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約（ոئȶমު保険契約ȷといいます。）の保

険者ତが、つぎの各号のいずͦかに該当する場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款の͕か、この特約条項を適用し

̀౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払または౬ఘා払の取扱を行います。 

(1) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତが21ྴոષであるとき 

(2) ̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତが21ྴոષであるとき 

(3) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତと̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତとがྴܙせ合ॳし̀21ྴոષ

であるとき 

(4) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତまたはমު保険契約の保険者ତが21ྴྚྖであっ̀も、第１号から第

ˏ号までのいずͦかに該当するমުਫ਼が他にあるとき 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用するා一括払契約の保険料ၚは౬ఘා一括払保険料ၚ（ා払契約の場合は౬ఘා払保険

料ၚ）とします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い。 

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ː条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払、౬ఘා払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが第１条第１

号から第４号までに規定する૽ତྚྖにઁࡘし、̷の後˒かを経ًし̀も規定の૽ତに࿗らないとき 

(3) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(4) 保険料の前納を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘා一括払、౬ఘා一括払、౬ఘා払、౬ఘා払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払また

はා払に変更します。 

1 

 医療保障保険（個人型）用特定疾病・部位不担保特約条項  
 

（特約の締結） 

第１条 医療保障保険（個人型）契約の締結、復活または治療給付率の増率等の際、被保険者の健康状態その他が当会社

の定める普通の標準に適合しないときは、当会社は、保険契約者の承諾を得て、この特約を付加して締結します。 

（特定疾病・部位不担保の内容） 

第２条 この特約の締結の際に定めた不担保期間中に、保険証券記載の特定の疾病（これと医学上重要な関係があると当

会社が認めた疾病を含みます。）または身体の特定の部位・臓器に生じた疾病を直接の原因として、治療給付金また

は入院給付金の支払事由が生じた場合には、当会社は、その給付金を支払いません。ただし、被保険者が不担保期

間の満了日を含んで継続して入院したときは、その入院については、不担保期間の満了日の翌日を入院の開始日と

みなして取り扱います。 
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（2117ාˏ17٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

ဓ（֥༭ਫをݯの౬ఘから̷ྀ、にਫ਼௺し（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

の保険契約者ତ、ま（。保険契約ȷといいます૽ࡢȶئո）ます。）の支払を̫る者を保険契約者とする保険契約͙܄

たは౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約（ոئȶমު保険契約ȷといいます。）の

保険者ତが、つぎの各号のいずͦかに該当する場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいま

す。）の͕か、この特約条項を適用し̀౬ఘ払取扱を行います。 

(1) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତが21ྴոષであるとき 

(2) ̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତが21ྴոષであるとき 

(3) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତと̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତとがྴܙせ合ॳし̀21ྴոષ

であるとき 

(4) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତまたはমު保険契約の保険者ତが21ྴྚྖであっ̀も、第１号から第

ˏ号までのいずͦかに該当するমުਫ਼が他にあるとき 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

１．主たる保険契約のࠫのषに౬ఘ払取扱を行̠保険契約の契約は、主約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහを

 。とし̀ࠗॳしますܖは、このをۼܢよ͍保険料払込̤ۼܢ１とし、契約ාႢ、保険のံইするの௺するٳ

２．第１項の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、保険金、ݯ付金̷の他保険金

にじる保険ݯ付の支払মဇまたは保険料払込の྾ੰমဇがじたときは、当ٛ২がୣහをٳইするを契約とし̀

保険契約ષのୣහをい、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、

保険料に಼ًがあるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当

ٛ২に払い込んでく̺̯い。た̺し、保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払金があるときは、ًະ௷

を支払金とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する保険契約の保険料ၚは、౬ఘ払保険料ၚとします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、ྀまたは主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定が適用̯ͦ̀いる場合にはあらかじめ定めた

 。に、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ˑ条（စထۼܢ） 

１．保険料払込のစထۼܢは、主約款に定める払込ܢのံからྎまでとします。 

２．စထۼܢಎに保険金、ා金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払মဇがじたときは、当ٛ২は、ྚ払込保

険料を̷ͦらの支払金からओし引きます。 

ˏ．保険契約を更૧する場合には、更૧後の第１ٝ保険料の払込につい̀、第２項の規定を用します。 

 

第˒条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘ払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが第１条第１号から第４号までに規定する૽ତྚྖにઁࡘ

し、̷の後˒かを経ًし̀も規定の૽ତに࿗らないとき 

(3) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、保険金またはා金が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(4) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、払保険料または主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による

一括払す͓き保険料が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(5) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(6) 保険料の前納を行ったとき 

(7) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(9) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘ払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払、

ා払または払に変更します。 

 Ḱ࿅ᐕᛄඨᐕᛄขᛒ․⚂᧦㗄  
 

（平成22年４月２日改正） 

第１条（取扱の範囲） 

１．官公署、会社、組合、工場、同業団体その他の団体（以下「団体」といいます。）において、つぎの各号の条件を満た

す場合には、主たる保険契約の普通保険約款のほか、この特約条項を適用して準団体年一括払、準団体半年一括払、準

団体年払または準団体半年払の取扱を行います。 

(1) 保険契約者はその団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者

が被保険者であること（団体を保険契約者とし、その団体に所属する者を被保険者とする保険契約を以下「事業保険

契約」といいます。） 

(2) 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること 

(3) 団体を代表する者がいることを要し、その代表者によって保険料を一括して徴収することが可能であること 

２．第１項の取扱を行うときは、団体代表者と当会社と協定書を取りかわします。 

第２条（保険料の払込） 

１．保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。 

２．第１項の場合、団体の代表者が当会社に保険料を払い込んだ日をもって保険料の払込のあった日とします。 

第３条（特約の失効） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者がその所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険契約の場合には、被保険者がその所属団体から脱

退したとき 

(2) 準団体年一括払、準団体半年一括払、準団体年払、準団体半年払取扱を受ける保険契約者または被保険者の数が10

名未満に減少し、その後６か月を経過しても10名以上に戻らないとき 

(3) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(4) 保険料の前納を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 当会社と団体代表者との協議により準団体年一括払、準団体半年一括払、準団体年払、準団体半年払取扱を廃止し

たとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（回数）にもとづき個人扱の年一括払、半年一括払、年払また

は半年払に変更します。 
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（2117ාˏ17٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

ဓ（֥༭ਫをݯの౬ఘから̷ྀ、にਫ਼௺し（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

の保険契約者ତ、ま（。保険契約ȷといいます૽ࡢȶئո）ます。）の支払を̫る者を保険契約者とする保険契約͙܄

たは౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約（ոئȶমު保険契約ȷといいます。）の

保険者ତが、つぎの各号のいずͦかに該当する場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいま

す。）の͕か、この特約条項を適用し̀౬ఘ払取扱を行います。 

(1) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତが21ྴոષであるとき 

(2) ̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତが21ྴոષであるとき 

(3) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତと̷のমުਫ਼のমު保険契約の保険者ତとがྴܙせ合ॳし̀21ྴոષ

であるとき 

(4) ̷のমުਫ਼の૽ࡢ保険契約の保険契約者ତまたはমު保険契約の保険者ତが21ྴྚྖであっ̀も、第１号から第

ˏ号までのいずͦかに該当するমުਫ਼が他にあるとき 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

１．主たる保険契約のࠫのषに౬ఘ払取扱を行̠保険契約の契約は、主約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහを

 。とし̀ࠗॳしますܖは、このをۼܢよ͍保険料払込̤ۼܢ１とし、契約ාႢ、保険のံইするの௺するٳ

２．第１項の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、保険金、ݯ付金̷の他保険金

にじる保険ݯ付の支払মဇまたは保険料払込の྾ੰমဇがじたときは、当ٛ২がୣහをٳইするを契約とし̀

保険契約ષのୣහをい、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、

保険料に಼ًがあるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当

ٛ২に払い込んでく̺̯い。た̺し、保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払金があるときは、ًະ௷

を支払金とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する保険契約の保険料ၚは、౬ఘ払保険料ၚとします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、ྀまたは主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定が適用̯ͦ̀いる場合にはあらかじめ定めた

 。に、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ˑ条（စထۼܢ） 

１．保険料払込のစထۼܢは、主約款に定める払込ܢのံからྎまでとします。 

２．စထۼܢಎに保険金、ා金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払মဇがじたときは、当ٛ২は、ྚ払込保

険料を̷ͦらの支払金からओし引きます。 

ˏ．保険契約を更૧する場合には、更૧後の第１ٝ保険料の払込につい̀、第２項の規定を用します。 

 

第˒条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘ払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが第１条第１号から第４号までに規定する૽ତྚྖにઁࡘ

し、̷の後˒かを経ًし̀も規定の૽ତに࿗らないとき 

(3) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、保険金またはා金が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(4) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、払保険料または主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による

一括払す͓き保険料が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(5) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(6) 保険料の前納を行ったとき 

(7) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(9) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘ払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払、

ා払または払に変更します。 

 Ḱ࿅ᐕᛄඨᐕᛄขᛒ․⚂᧦㗄  
 

（平成22年４月２日改正） 

第１条（取扱の範囲） 

１．官公署、会社、組合、工場、同業団体その他の団体（以下「団体」といいます。）において、つぎの各号の条件を満た

す場合には、主たる保険契約の普通保険約款のほか、この特約条項を適用して準団体年一括払、準団体半年一括払、準

団体年払または準団体半年払の取扱を行います。 

(1) 保険契約者はその団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者

が被保険者であること（団体を保険契約者とし、その団体に所属する者を被保険者とする保険契約を以下「事業保険

契約」といいます。） 

(2) 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること 

(3) 団体を代表する者がいることを要し、その代表者によって保険料を一括して徴収することが可能であること 

２．第１項の取扱を行うときは、団体代表者と当会社と協定書を取りかわします。 

第２条（保険料の払込） 

１．保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。 

２．第１項の場合、団体の代表者が当会社に保険料を払い込んだ日をもって保険料の払込のあった日とします。 

第３条（特約の失効） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者がその所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険契約の場合には、被保険者がその所属団体から脱

退したとき 

(2) 準団体年一括払、準団体半年一括払、準団体年払、準団体半年払取扱を受ける保険契約者または被保険者の数が10

名未満に減少し、その後６か月を経過しても10名以上に戻らないとき 

(3) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(4) 保険料の前納を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 当会社と団体代表者との協議により準団体年一括払、準団体半年一括払、準団体年払、準団体半年払取扱を廃止し

たとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（回数）にもとづき個人扱の年一括払、半年一括払、年払また

は半年払に変更します。 
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（2117ාˏ17٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

に̤い̀、つぎの各号の条件をྖた（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場、൳ު౬ఘ̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

す場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいます。）の͕か、この特約条項を適用し̀౬ఘ

払取扱を行います。 

(1) 保険契約者は、̷の౬ఘにਫ਼௺する者であること。た̺し、౬ఘが保険契約者であるときは、̷の౬ఘにਫ਼௺する

者が保険者であること（౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約をոئȶমު保

険契約ȷといいます。） 

(2) 保険契約者または保険者のତは11ྴոષであること 

(3) ౬ఘをయນする者がいることを要し、̷のయນ者によっྀ̀保険料を一括し̀ಭਓすることがخෝであること 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

１．主たる保険契約のࠫのषに౬ఘ払取扱を行̠保険契約の契約は、主約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහ

をٳইするの௺するのံ１とし、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、このをܖとし̀ࠗॳしま

す。 

２．第１項の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、保険金、ݯ付金̷の他保険金

にじる保険ݯ付の支払মဇまたは保険料払込の྾ੰমဇがじたときは、当ٛ২がୣහをٳইするを契約とし̀

保険契約ષのୣහをい、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、

保険料に಼ًがあるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当

ٛ২に払い込んでく̺̯い。た̺し、保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払金があるときは、ًະ௷

を支払金とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する保険契約の保険料ၚは、౬ఘ払保険料ၚとします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、ྀまたは主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定が適用̯ͦ̀いる場合にはあらかじめ定めた

 。に、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ˑ条（စထۼܢ） 

１．保険料払込のစထۼܢは、主約款に定める払込ܢのံからྎまでとします。 

２．စထۼܢಎに保険金、ා金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払মဇがじたときは、当ٛ২は、ྚ払込保

険料を̷ͦらの支払金からओし引きます。 

ˏ．保険契約を更૧する場合には、更૧後の第１ٝ保険料の払込につい̀、第２項の規定を用します。 

 

第˒条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘ払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが11ྴྚྖにઁࡘし、̷の後ˏかを経ًし̀も11ྴոષ

に࿗らないとき 

(3) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、保険金またはා金が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(4) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(5) 保険料の前納を行ったとき 

(6) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(7) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘ払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払、

ා払または払に変更します。 

ˏ．౬ఘ払取扱を૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払またはා払に変更した場合、̷のೄ後にൢြする主約款の

保険料の払込に۾する規定に定める契約؊当（ා一括払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当、ා一括

払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当）の前までのۼܢにచする保険料にྚ払込があるときは、

̷のྚ払込を一শに払い込んでく̺̯い。 

 

2 

ˏ．౬ఘ払取扱を૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払またはා払に変更した場合、̷のೄ後にൢြする主約款の保

険料の払込に۾する規定に定める契約؊当（ා一括払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当、ා一括払

契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当）の前までのۼܢにచする保険料にྚ払込があるときは、̷

のྚ払込を一শに払い込んでく̺̯い。 

４．当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより、主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による一括払す͓き保険料の

ಭਓをগしたときは、別段の申出がないࡠり、૽ࡢ扱の継続一括払に変更します。 

 

第７条（ࠀ約৪൚߄の） 

౬ఘ払取扱を̫る保険契約の契約者配当金の支払方法につい̀、主約款に定めるํսඤで、特に౬ఘとの取りࠨ

めがあるときは、̷の方法によります。た̺し、契約者配当金の配のは、ාౙպの契約؊当とします。 
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（2117ාˏ17٨ୃ） 

 

第ˍ条（৾եのํս） 

に̤い̀、つぎの各号の条件をྖた（。ȶ౬ఘȷといいますئո）場、൳ު౬ఘ̷の他の౬ఘࢥ、、ٛ২、ழ合ۗ．１

す場合には、主たる保険契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいます。）の͕か、この特約条項を適用し̀౬ఘ

払取扱を行います。 

(1) 保険契約者は、̷の౬ఘにਫ਼௺する者であること。た̺し、౬ఘが保険契約者であるときは、̷の౬ఘにਫ਼௺する

者が保険者であること（౬ఘを保険契約者とし、̷の౬ఘにਫ਼௺する者を保険者とする保険契約をոئȶমު保

険契約ȷといいます。） 

(2) 保険契約者または保険者のତは11ྴոષであること 

(3) ౬ఘをయນする者がいることを要し、̷のయນ者によっྀ̀保険料を一括し̀ಭਓすることがخෝであること 

２．第１項の取扱を行̠ときは、౬ఘయນ者と当ٛ২とފ定を取りかわします。 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

１．主たる保険契約のࠫのषに౬ఘ払取扱を行̠保険契約の契約は、主約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහ

をٳইするの௺するのံ１とし、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、このをܖとし̀ࠗॳしま

す。 

２．第１項の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、保険金、ݯ付金̷の他保険金

にじる保険ݯ付の支払মဇまたは保険料払込の྾ੰমဇがじたときは、当ٛ২がୣහをٳইするを契約とし̀

保険契約ષのୣහをい、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、

保険料に಼ًがあるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当

ٛ২に払い込んでく̺̯い。た̺し、保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払金があるときは、ًະ௷

を支払金とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する保険契約の保険料ၚは、౬ఘ払保険料ၚとします。 

２．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、ྀまたは主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定が適用̯ͦ̀いる場合にはあらかじめ定めた

 。に、౬ఘのయນ者が取りまとめ̀払い込んでく̺̯い

２．第１項の場合、౬ఘのయນ者が当ٛ২に保険料を払い込ん̺をもっ̀保険料の払込のあったとします。 

 

第ˑ条（စထۼܢ） 

１．保険料払込のစထۼܢは、主約款に定める払込ܢのံからྎまでとします。 

２．စထۼܢಎに保険金、ා金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付の支払মဇがじたときは、当ٛ২は、ྚ払込保

険料を̷ͦらの支払金からओし引きます。 

ˏ．保険契約を更૧する場合には、更૧後の第１ٝ保険料の払込につい̀、第２項の規定を用します。 

 

第˒条（特約の࢘） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約者が̷のਫ਼௺౬ఘからపしたとき。た̺し、মު保険契約の場合には、保険者が̷のਫ਼௺౬ఘから

పしたとき 

(2) ౬ఘ払取扱を̫る保険契約者または保険者のତが11ྴྚྖにઁࡘし、̷の後ˏかを経ًし̀も11ྴոષ

に࿗らないとき 

(3) 保険金またはා金の̷ڣࡘの他により、保険金またはා金が当ٛ২の定めた金ྖྚڣとなるとき 

(4) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(5) 保険料の前納を行ったとき 

(6) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(7) 当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより౬ఘ払取扱をগしたとき 

２．第１項の場合には、主約款に定める保険料の払込方法（ٝତ）にもと̿き૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払、

ා払または払に変更します。 

ˏ．౬ఘ払取扱を૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払またはා払に変更した場合、̷のೄ後にൢြする主約款の

保険料の払込に۾する規定に定める契約؊当（ා一括払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当、ා一括

払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当）の前までのۼܢにచする保険料にྚ払込があるときは、

̷のྚ払込を一শに払い込んでく̺̯い。 
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ˏ．౬ఘ払取扱を૽ࡢ扱のා一括払、ා一括払、ා払またはා払に変更した場合、̷のೄ後にൢြする主約款の保

険料の払込に۾する規定に定める契約؊当（ා一括払契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当、ා一括払

契約またはා払契約の場合はාౙպの契約؊当）の前までのۼܢにచする保険料にྚ払込があるときは、̷

のྚ払込を一শに払い込んでく̺̯い。 

４．当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより、主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による一括払す͓き保険料の

ಭਓをগしたときは、別段の申出がないࡠり、૽ࡢ扱の継続一括払に変更します。 

 

第７条（ࠀ約৪൚߄の） 

౬ఘ払取扱を̫る保険契約の契約者配当金の支払方法につい̀、主約款に定めるํսඤで、特に౬ఘとの取りࠨ

めがあるときは、̷の方法によります。た̺し、契約者配当金の配のは、ාౙպの契約؊当とします。 
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第ˍ条（特約条ࣜの適用） 

１．この特約条項は、保険契約ࠫのषまたは保険料払込ۼܢಎに̤い̀、保険契約者から申出があり、かつ、当ٛ২が

こͦをઇౄした場合に適用̯ͦます。 

２．この特約条項を適用する場合には、つぎの各号の条件をྖたすことを要します。 

(1) 保険契約者のঐ定する࢛ज（ոئȶঐ定࢛जȷといいます。）が当ٛ২と保険料࢛ज૦ఢの取扱をࠈし̀いる金ဏ

 に୭౾し̀あること（。ȷといいます۾ܥ金ဏࠈȶئո）൝۾ܥ

(2) 保険契約者がࠈ金ဏ۾ܥにచし、ঐ定࢛जから当ٛ২の࢛ज͒保険料の࢛ज૦ఢをտහし̀いること 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

の（。ȶ主契約ȷといいますئո）する場合の契約は、主たる保険契約ح払の保険契約のࠫのषにこの特約を付．１

ຽ通保険約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするの௺するのံ１とし、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍

保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ࠗॳします。 

２．当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、当ٛ২が主契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいま

す。）̤ よ͍特約条項の規定にもと̿い̀保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付（ոུئ項に̤い ȶ̀保険金൝ȷ

といいます。）を支払いまたは保険料の払込を྾ੰす͓きমဇがอしたときは、第１項の規定にかかわらず、契約ාႢ、

保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは当ٛ২がୣහをٳইするをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、保険料に಼ًが

あるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当ٛ২に払い込んで

く̺̯い。た̺し、支払̠͓き保険金൝があるときは、ًະ௷を̷の保険金൝とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する払の保険契約の保険料ၚは、࢛ज૦ఢ保険料ၚとします。 

２．第１項の規定にかかわらず、第˓条（特約の消滅）第２項の場合は当ٛ২の定める取扱にもと̿き取り扱います。 

ˏ．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める払込ܢಎの当ٛ২の定めた（ոئȶ૦ఢȷといいます。

た̺し、この定めたがࠈ金ဏ۾ܥのުݝに該当する場合はံުאを૦ఢとします。）にঐ定࢛जから保険料相

当ڣを当ٛ২の࢛जに૦りఢ̢ることによっ̀、当ٛ২に払い込まͦるものとします。 

２．第１項の場合、૦ఢに保険料の払込があったものとし、̷のをもっ̀保険料の払込のあったとします。 

ˏ．൳一のঐ定࢛जから２件ոષの保険契約の保険料を૦りఢ̢る場合には、保険契約者は当ٛ২にచし̷の૦ఢਜ਼੬を

ঐ定できないものとします。 

４．保険契約者は、払い込͚͓き保険料相当ڣをঐ定࢛जにあらかじめဖ̫ව̤ͦ̀くことを要します。 

 

第ˑ条（༗࢛ၳࡏज૦ఢະෝのાࣣの৾ե） 

１．૦ఢに保険料の࢛ज૦ఢがະෝとなった場合は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

 。ज૦ఢを行います࢛の保険料のと合わせ̀２かの૦ఢにठഽံံ、払契約の場合 (1)

(2) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則が適用̯ͦ̀いる払契約の場合、૦ఢのံの؊当にठഽ࢛ज૦

ఢを行います。 

(3) ා一括払契約、ා一括払契約、ා払契約またはා払契約の場合、૦ఢのံの؊当にठഽ࢛ज૦ఢを行い

ます。 

２．第１項の規定による保険料࢛ज૦ఢがະෝの場合には、保険契約者は、主約款に定める保険料払込のစထۼܢඤにつ

ぎの各号の金ڣを当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく̺̯い。 

(1) 第１項第１号̤よ͍第ˏ号の場合には、払込ܢがൢြし̀いる保険料 

(2) 第１項第２号の場合には、一括払す͓き保険料 

 

第˒条（੨་ࢵ） 

１．保険契約者は、ঐ定࢛जを൳一のࠈ金ဏ۾ܥの他の࢛जに変更することができます。また、ঐ定࢛जを୭౾し̀い

る金ဏ۾ܥを他のࠈ金ဏ۾ܥに変更することができます。この場合、あらかじめ当ٛ২̤よ͍当該金ဏ۾ܥに申し出

̀く̺̯い。 

２．保険契約者が࢛ज૦ఢの取扱を೪গする場合には、あらかじめ当ٛ২̤よ͍当該ࠈ金ဏ۾ܥに申し出̀他の保険料

の払込方法（経路）を఼し̀く̺̯い。 

ˏ．ࠈ金ဏ۾ܥが保険料の࢛ज૦ఢの取扱を೪গした場合には、当ٛ২は̷の旨を保険契約者に通知します。この場合

には、保険契約者はঐ定࢛जを他のࠈ金ဏ۾ܥに変更するか他の保険料の払込方法（経路）を఼し̀く̺̯い。 

４．当ٛ২は、当ٛ২またはࠈ金ဏ۾ܥのমૂにより૦ఢを変更することがあります。この場合、当ٛ২は̷の旨を
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４．当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより、主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による一括払す͓き保険料の

ಭਓをগしたときは、別段の申出がないࡠり、૽ࡢ扱の継続一括払に変更します。 

 

第７条（ࠀ約৪൚߄の） 

౬ఘ払取扱を̫る保険契約の契約者配当金の支払方法につい̀、主約款に定めるํսඤで、特に౬ఘとの取り

 。めがあるときは、̷の方法によります。た̺し、契約者配当金の配のは、ාౙպの契約؊当としますࠨ
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第ˍ条（特約条ࣜの適用） 

１．この特約条項は、保険契約ࠫのषまたは保険料払込ۼܢಎに̤い̀、保険契約者から申出があり、かつ、当ٛ২が

こͦをઇౄした場合に適用̯ͦます。 

２．この特約条項を適用する場合には、つぎの各号の条件をྖたすことを要します。 

(1) 保険契約者のঐ定する࢛ज（ոئȶঐ定࢛जȷといいます。）が当ٛ২と保険料࢛ज૦ఢの取扱をࠈし̀いる金ဏ

 に୭౾し̀あること（。ȷといいます۾ܥ金ဏࠈȶئո）൝۾ܥ

(2) 保険契約者がࠈ金ဏ۾ܥにచし、ঐ定࢛जから当ٛ২の࢛ज͒保険料の࢛ज૦ఢをտහし̀いること 

 

第ˎ条（ࠀ約の特௱） 

の（。ȶ主契約ȷといいますئո）する場合の契約は、主たる保険契約ح払の保険契約のࠫのषにこの特約を付．１

ຽ通保険約款の規定にかかわらず、当ٛ২がୣහをٳইするの௺するのံ１とし、契約ාႢ、保険̤ۼܢよ͍

保険料払込ۼܢは、̷のをܖとし̀ࠗॳします。 

２．当ٛ২がୣහをٳইするから契約の前までのۼに、当ٛ২が主契約のຽ通保険約款（ոئȶ主約款ȷといいま

す。）̤ よ͍特約条項の規定にもと̿い̀保険金、ݯ付金̷の他保険金にじる保険ݯ付（ոུئ項に̤い ȶ̀保険金൝ȷ

といいます。）を支払いまたは保険料の払込を྾ੰす͓きমဇがอしたときは、第１項の規定にかかわらず、契約ාႢ、

保険̤ۼܢよ͍保険料払込ۼܢは当ٛ২がୣහをٳইするをܖとし̀ठࠗॳします。この場合、保険料に಼ًが

あるときは、当ٛ২は、こͦを保険契約者に払い࿗し、ະ௷があるときは、保険契約者はこͦを当ٛ২に払い込んで

く̺̯い。た̺し、支払̠͓き保険金൝があるときは、ًະ௷を̷の保険金൝とୄॳします。 

ˏ．変ڣ保険（ခ߿ܢ）契約、変ڣ保険（ਞ߿）契約またはထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１

項̤よ͍第２項の規定は適用しません。 

 

第ˏ条（༗ၳࡏၚ） 

１．この特約条項を適用する払の保険契約の保険料ၚは、࢛ज૦ఢ保険料ၚとします。 

２．第１項の規定にかかわらず、第˓条（特約の消滅）第２項の場合は当ٛ২の定める取扱にもと̿き取り扱います。 

ˏ．֓ၷ保વ保険（߿૽ࡢ）契約、ˑා̮と配当付こ̓もڠ保険（2114）契約、ˑා̮と配当付ڰવٺා金定ܢ保険

契約、ˑා̮と配当付૽ࡢා金保険契約、ˑා̮と配当付ం保વਹণ૽ࡢ߿ා金保険契約、ˑා̮と၌ओ配当付૽ࡢ

ා金保険契約̤よ͍ထ定၌ၚ変動ྫ߿配当૽ࡢා金保険契約の場合には、第１項の規定は適用しません。 

 

第ː条（༗ၳࡏのࣺ） 

１．保険料は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める払込ܢಎの当ٛ২の定めた（ոئȶ૦ఢȷといいます。

た̺し、この定めたがࠈ金ဏ۾ܥのުݝに該当する場合はံުאを૦ఢとします。）にঐ定࢛जから保険料相

当ڣを当ٛ২の࢛जに૦りఢ̢ることによっ̀、当ٛ২に払い込まͦるものとします。 

２．第１項の場合、૦ఢに保険料の払込があったものとし、̷のをもっ̀保険料の払込のあったとします。 

ˏ．൳一のঐ定࢛जから２件ոષの保険契約の保険料を૦りఢ̢る場合には、保険契約者は当ٛ২にచし̷の૦ఢਜ਼੬を

ঐ定できないものとします。 

４．保険契約者は、払い込͚͓き保険料相当ڣをঐ定࢛जにあらかじめဖ̫ව̤ͦ̀くことを要します。 

 

第ˑ条（༗࢛ၳࡏज૦ఢະෝのાࣣの৾ե） 

１．૦ఢに保険料の࢛ज૦ఢがະෝとなった場合は、つぎの各号のと̤り取り扱います。 

 。ज૦ఢを行います࢛の保険料のと合わせ̀２かの૦ఢにठഽံံ、払契約の場合 (1)

(2) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則が適用̯ͦ̀いる払契約の場合、૦ఢのံの؊当にठഽ࢛ज૦

ఢを行います。 

(3) ා一括払契約、ා一括払契約、ා払契約またはා払契約の場合、૦ఢのံの؊当にठഽ࢛ज૦ఢを行い

ます。 

２．第１項の規定による保険料࢛ज૦ఢがະෝの場合には、保険契約者は、主約款に定める保険料払込のစထۼܢඤにつ

ぎの各号の金ڣを当ٛ২のུഝまたは当ٛ২のঐ定した場ਫ਼に払い込んでく̺̯い。 

(1) 第１項第１号̤よ͍第ˏ号の場合には、払込ܢがൢြし̀いる保険料 

(2) 第１項第２号の場合には、一括払す͓き保険料 

 

第˒条（੨་ࢵ） 

１．保険契約者は、ঐ定࢛जを൳一のࠈ金ဏ۾ܥの他の࢛जに変更することができます。また、ঐ定࢛जを୭౾し̀い

る金ဏ۾ܥを他のࠈ金ဏ۾ܥに変更することができます。この場合、あらかじめ当ٛ২̤よ͍当該金ဏ۾ܥに申し出

̀く̺̯い。 

２．保険契約者が࢛ज૦ఢの取扱を೪গする場合には、あらかじめ当ٛ২̤よ͍当該ࠈ金ဏ۾ܥに申し出̀他の保険料

の払込方法（経路）を఼し̀く̺̯い。 

ˏ．ࠈ金ဏ۾ܥが保険料の࢛ज૦ఢの取扱を೪গした場合には、当ٛ২は̷の旨を保険契約者に通知します。この場合

には、保険契約者はঐ定࢛जを他のࠈ金ဏ۾ܥに変更するか他の保険料の払込方法（経路）を఼し̀く̺̯い。 

４．当ٛ২は、当ٛ২またはࠈ金ဏ۾ܥのমૂにより૦ఢを変更することがあります。この場合、当ٛ২は̷の旨を

 

2 

４．当ٛ২と౬ఘయນ者との݈ފにより、主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定による一括払す͓き保険料の

ಭਓをগしたときは、別段の申出がないࡠり、૽ࡢ扱の継続一括払に変更します。 

 

第７条（ࠀ約৪൚߄の） 

౬ఘ払取扱を̫る保険契約の契約者配当金の支払方法につい̀、主約款に定めるํսඤで、特に౬ఘとの取り

 。めがあるときは、̷の方法によります。た̺し、契約者配当金の配のは、ාౙպの契約؊当としますࠨ
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2 

あらかじめ保険契約者に通知します。 

 

第７条（特約の消滅） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約が消滅または失効したとき 

(2) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(3) 保険料の前納を行ったとき 

(4) 保険料の一括払を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 他の保険料の払込方法（経路）に変更したとき 

(7) 第１条（特約条項の適用）第２項に定める条件に該当しなくなったとき 

２．第１項第４号の規定にかかわらず、つぎの各号の場合には、この特約は消滅しません。 

(1) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定により保険料を一括払したとき 

(2) 保険契約者から、保険料の一括払後も引き続きこの特約を適用する旨の申出があったとき 

(3) 主契約の契約者配当金の支払方法が保険料と相殺する方法の保険契約で、保険料の一括払の取扱を行ったとき 

 

第８条（主約款の適用） 

この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。 
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2 

あらかじめ保険契約者に通知します。 

 

第７条（特約の消滅） 

１．つぎの各号の場合には、この特約は効力を失います。 

(1) 保険契約が消滅または失効したとき 

(2) 保険料の自動貸付を行ったとき 

(3) 保険料の前納を行ったとき 

(4) 保険料の一括払を行ったとき 

(5) 保険料の払込を要しなくなったとき 

(6) 他の保険料の払込方法（経路）に変更したとき 

(7) 第１条（特約条項の適用）第２項に定める条件に該当しなくなったとき 

２．第１項第４号の規定にかかわらず、つぎの各号の場合には、この特約は消滅しません。 

(1) 主約款に定める保険料の継続一括払の特則の規定により保険料を一括払したとき 

(2) 保険契約者から、保険料の一括払後も引き続きこの特約を適用する旨の申出があったとき 

(3) 主契約の契約者配当金の支払方法が保険料と相殺する方法の保険契約で、保険料の一括払の取扱を行ったとき 

 

第８条（主約款の適用） 

この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。 
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〒100−8411　東京都千代田区有楽町1−13−1
電話　03−3216−1211（大代表）

※お近くの第一生命のご連絡先、店舗所在地については、当社ホームページ
　（http://www.dai-ichi-life.co.jp/）をご覧ください。

【ご加入の生命保険に関するお手続き・お問い合わせ】

第一生命コンタクトセンター

●証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者ご本人さまよりお電話願います。
●�月曜日など休日明けや土曜日は大変お電話が混み合い、つながりにくい場合がございます
のでご了承願います。
●�コンタクトセンターへのお電話は、当社業務の運営管理及びサービス充実の観点から録音
させていただいておりますのでご了承願います。

受付時間　月〜金曜日　9:00 〜 18:00　土・日曜日　9:00 〜 17:00（祝日・年末年始を除く）

0120-157-157



ご契約のしおり
約款    

医療保障保険（個人型）

7

この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載
されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほ
どお送りする保険証券とともに大切に保管してくだ
さい。
また、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている

「保険金などのご請求手続きとお支払事例」には、
保険金などのご請求手続きやお支払いできる場
合、お支払いできない場合の具体的な事例などを
記載しておりますので、あわせてご覧ください。

第一生命コンタクトセンター

0120-157-157
受付時間　月～金曜日

土・日曜日
9：00 - 18：00
9：00 - 17：00

（祝日・年末年始を除く）

ご加入の生命保険に関するお手続き・お問い合わせ

説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分に
ご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
特に

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など社員の
役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。

●クーリング・オフ制度（ご契約のお申し込みの
　撤回またはご契約の解除） 15
●告知義務 18
●ご契約の成立と保障の責任開始期 20
●給付金などをお支払いできない場合 31

●保険料のお払い込み 36
●払込猶予期間とご契約の効力 38
●効力を失ったご契約の復活 39
●解約 44

契企〔登〕14316-01 登 C16P0352（2016.11.22）②○ 7分冊　2017年4月版

〒100-8411　東京都千代田区有楽町1-13-1
電話　03-3216-1211（大代表）
インターネットホームページ　http://www.dai-ichi-life.co.jp/
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